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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 348 03_医療・福祉 中核市 大分市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

国民健康保険法第８条 資格喪失した被保険者の受
診に伴う過誤調整手続の簡
素化・迅速化

資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保
険者を介さず保険者間において直接処理できるよう措置を講じる
こと。

【支障事例】
国保加入者（被保険者）が資格喪失（就職や扶養等）後に誤って国保を利用して受診した場合、その期間に市町村国保から支払わ
れた給付費（保険者負担分）は、一旦全額を当該被保険者から市町村国保が徴収し、そののち新保険者（社保等）から相当額が被
保険者に対して支払われることとなっている。しかし、その給付費が特に高額に及ぶ場合、被保険者からの徴収が不調を来すケー
スが多い。
【懸念の解消策】
このように、現行では当該被保険者との間で事務手続き（連絡調整及び徴収）が必要であるが、本提案が実現し保険者間での調整
が可能となれば、当該被保険者にとっては負担が軽減され、市町村国保にとっては確実な徴収が可能となる。さらに被保険者との
手続きが省略されることにより、事務の簡素化・迅速化が図られるとともに資格の適正化を期することができる。

［再掲］
６【厚生労働省】
（７）国民健康保険法（昭33法192）
資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保険者から旧保険
者に対し療養費の受領について委任を行うことで、現保険者から旧保険者に直接
支払う事務処理の普及を図る。その上で、被保険者資格のオンライン確認により
過誤を減少させるための仕組み等、保険者の事務負担の更なる軽減に繋がる方
策を検討し、必要な措置を講ずる。

H26 349 06_環境・衛生 都道府県 徳島県、京都府、和歌
山県

厚生労働省 A　権限移譲 食鳥処理の事業の規制及び食鳥
検査に関する法律第２１条

指定検査機関（食鳥検査法
の指定検査機関）の指定等
の権限移譲

食鳥の指定検査機関の指定・監督の権限を都道府県に移譲する 食鳥検査は、都道府県知事もしくは厚生労働大臣が指定した指定検査機関が実施する。本県では、指定検査機関に検査を委託し
ており、監督上必要な命令は国が実施している。本権限の移譲により、知事が指定検査機関への命令を直接実施することが出来、
食鳥肉等に起因する衛生上の危害が発生した場合などに迅速な対応が可能となる。
特に、食鳥検査の指定検査機関として、本県では獣医師会となっておりますが、地方公共団体の獣医師不足もあり、県との連携は
益々強化する必要性があること、また、食鳥検査は、都道府県の（特に本県のような農業県では）基幹産業である農畜産業の振興と
大きくリンクするものであり、その点でも、都道府県全体の農政・産業振興を推進する都道府県において実施することが妥当である。

なお、「事務・権限の移譲等の見直し方針」（２５年１２月２０日閣議決定）において「都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲
について検討を進める」とされておりますところ、その早期の具体化を求めるもの。

４【厚生労働省】
（12）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平２法70）
指定検査機関の指定及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別
区に移譲することについて検討を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 350 07_産業振興 都道府県 徳島県・京都府・大阪
府・兵庫県・鳥取県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域基本方針
総合特区推進調整費の使途等に
関する基準について

総合特区推進調整費の使途
等に関する基準の要件緩和

総合特区推進調整費の使途について縛りを外し、地域の判断で
自由に活用できるものとする。
※事業予算の補完的な役割としてではなく，各総合特区に枠配
分していただき，その中で特区目標実現のための事業に，弾力
的に活用できることとしていただきたい，

【支障事例】
当該調整費の使途については、現行制度では、各省の既存の予算制度を活用した上でなお不足する場合に補完するものとなって
いるため、既存の予算制度に基づかない新規の取組に対応できない
関係府省による予算措置の対応方針の検討を待つこととなり、迅速な事業執行ができない
補助用件が既存の補助制度と同様となり、重点化を図るなど独自の財政支援ができない（既存の補助制度にとらわれない弾力的な
財政支援を図ることとしたい趣旨）
複数年の継続的な取組が必要な事業に対応できない
などの隘路が生じている。

【対応策】
総合特区のポイントは、地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで財政支援も含め、総合的に支援するという点にあ
るにもかかわらず、現状ではせっかく総合特区として区域指定を受けていても、財政的な支援措置については、まず既存の各省の
予算制度の活用により対応をする必要があり、当該制度の縛りの中で、動いていかなければならない（補助事業であれば、年度毎
に交付申請→交付決定→事業執行→事業報告といった手順を踏む必要がある）し、また各予算制度を継ぎ合わせたパッチワーク
的な対応となっている。
総合特区の事業は１年のみで完結する事業ではないため、総合特区の目標実現に向けて、調整費を複数年に渡って使えるよう規
制緩和することで、地方の実情に応じた柔軟かつ継続性をもった財政支援が行えることとなる。

H26 351 11_その他 都道府県 徳島県、京都府、兵庫
県、鳥取県

総務省 A　権限移譲 無線システム普及支援事業費等補
助金交付要綱第20条

移動通信用鉄塔整備事業に
係る財産処分の届出の移譲

移動通信用鉄塔施設・設備の財産処分の承認権限を都道府県
に移譲する。

補助金の交付を受けて整備された移動通信用鉄塔について、事業者が利便性向上のための機器更新を行う場合、処分許可年限
未了のものは、財産処分の届出が必要となる。　鉄塔・鉄柱本体は処分制限期間が４０年と長いため、通信事業者は鉄塔・鉄柱本
体を利用して、MOVAからFOMA、LTEへと時代のニーズに応じて無線通信設備の機能・エリアの拡張や変更を急速に進めており、
その都度、国への届出が必要となっている状況にある。通信事業者によっては、毎年、何十件も機器更新を行う場合があり、都道府
県を経由して、その都度国への届出が必要となる。
鉄塔に関する機器更新の届出については、権限を都道府県におろすことで、住民の利便性向上やエリア拡大を迅速かつ効率的に
行うことが可能となる。（他の国の補助事業の財産処分の場合とは、処分の性質を異にする）もちろん、鉄塔本体の処分のような重大
な資産の財産処分については、これまでどおり国に申請が必要とすべきであると考えます。
権限委譲に伴う期間の短縮について、都道府県に権限を委譲することにより、全体で１ヶ月以上の期間かかっていたものが、約２週
間以上の期間短縮が可能となる。

［再掲］
４【総務省】
（３）移動通信用鉄塔施設整備事業
財産処分の届出受理権限については、都道府県及び市町村の意見を踏まえ、都
道府県に移譲する方向で、権限移譲の対象とする財産処分の範囲等の検討を進
め、平成27年中に結論を得る。

H26 352 06_環境・衛生 都道府県 徳島県、兵庫県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第44条第2項

狩猟免許の有効期間の延長 有害鳥獣、個体数調整捕獲等に従事する者が所有する狩猟免
許の有効期間を地域の判断で設定できる（延長する）ものとする。

人口減少社会の本格到来により、中山間地域の山林管理が不十分で、鳥獣被害が都市部にまで拡大している。本県の狩猟者登
録数は、昭和５３年度から年々減少し、平成２４年度ではピーク時の約１／３となっているところ、有害鳥獣対策としての狩猟者の確
保は、喫緊の課題である。狩猟免許の有効期限は現行３年と定められているが、これを有害鳥獣駆除のための人材確保を必要とす
る地域ニーズに応じて、４年、５年と延長できるよう、地域において免許期限を延長できるように、法律の縛りを解除し、地域の判断
で設定できることとすること。

６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
狩猟免許の有効期間（44条２項）については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律の一部を改正する法律（平26法46）の施行状況を踏まえ、都道府県の
意見や安全確保に留意しつつ、狩猟者確保のための総合的な方策の一環とし
て、その在り方を検討し、必要な措置を講ずる。

H26 353 03_医療・福祉 都道府県 徳島県・大阪府・鳥取
県・兵庫県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

保育対策等促進事業費補助金交
付要綱

病児・病後児保育の補助要
件の設定

現状における病児・病後児保育の補助要件を、地域の実情に応
じて事業実施できるよう、保育士の配置要件を緩和。

人口減少社会において、特に中山間地域など過疎地域における子育て環境の充実を図るため、保育士の配置が難しい地域には、
「子育て支援員（仮称）」を、地域の判断で、保育士に代えて配置できることとすべきである。
本県において、本県では、病児病後児保育の全県展開を推進しているが、高齢化の進む地域において、保育士の確保が困難であ
るとの状況を、地域の声として承っており、残されたエリアは、山間部であって、高齢者ばかりの地域に、子育て世代が少数存在す
るようなエリアである。
ここで保育士の設置を義務付けてしまうと、病児病後児保育自体が成立しえず、そこで、保育士ではなく、「子育て支援員」に要件
緩和することを提案したもの。
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H26 354 03_医療・福祉 都道府県 徳島県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第65条、第66条、第68
条、第71条、第73条、第78条、第80
条、第81条
国民健康保険法第41条、第45条の
２、高齢者の医療の確保に関する
法律第66条、第72条　等

保険医療機関の指定・指導
権限の移譲

健康保険法及び国民健康保険法に基づく「保険医療機関の指
定・指導権限」について、都道府県への移譲を求める。

【移譲の必要性】
今後大きな課題となる「2025年」問題への対応として、「社会保障制度改革」の中で、地域で必要な医療の確保に向けて「地域医療
ビジョンの策定」「病床の機能分化」等について、地方分権の観点から、今こそ、地方が主体的に医療体制のあり方を考える時期を
迎えている。こうした状況下において、地方が、その地域における必要な医療を確保していくためには、医療提供体制の整備につ
いて、積極的に関わっていくシステムづくりが必要となる。
このためには、「医療法人の認可・指導監督」、「病院の開設許可等の権限」を有する都道府県において「保険医療機関の指定・指
導権限」を受け、地方において効果的な「医療提供体制の確保」を図ることを目指す。
【支障事例】
現状において、診療報酬に関する個別指導の実施率が十分ではないとの指摘があり、ガバナンスの効いた適正な個別指導の実施
により、医療費の適正化に向けた動きとなる。
なお、保険医療機関の指定等については、高度な専門知識が必要となるため、保険医療業務に精通した医師、歯科医師及び専門
官等の人材及び事務費にかかる財源を確保する必要がある。

H26 355 03_医療・福祉 都道府県 徳島県・京都府・大阪
府・兵庫県・鳥取県

厚生労働省 対象外 国民健康保険の事務費負担金等
の交付額等の算定に関する省令第
4条第1項

地方の医療費助成に対する
国保ペナルティの廃止

地方が、子育て支援のため、現物給付による医療費助成を行っ
た場合の国民健康保険国庫負担金の減額措置を廃止する。

人口減少社会からの脱却を図るためには、既成概念にとらわれない分権施策を推進する必要があり、少子化の改善に向けて、子
育て世帯の経済的負担の軽減を図るためには、現物給付による医療費助成によって、窓口負担軽減を行っていくことは重要な取
組み。全国的にこの取組みを拡大していくために、現物給付の場合に課せられる国民健康保険国庫負担金の減額措置を廃止す
る。

H26 356 03_医療・福祉 都道府県 徳島県、京都府、和歌
山県、鳥取県、兵庫県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第186条、第190条等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等に
要する費用の額の算定に関する基
準別表第14の11、第15の12

施設外就労加算要件におけ
る規制緩和

施設外における支援を行う場合の要件を、地域の実情に応じて、
地方が独自に緩和できるようにすること。

【現状】
これからの人口減少社会に対応し、集落を守っていく手法として、本県では、障がい者の自立支援を図りつつ、地域貢献活動として
「高齢者等の見守り活動」を行うといった取組みを進めている。
【制度改正の必要性】
こうした取組みをさらに広げていくためには、より事業者が参画しやすくするため、地方の裁量の範囲を拡大する必要がある。
現状の施設外就労加算の算定については、人員要件が細かく規定されており、１ユニットにつき、支援員１名、利用者３名が対象、
加えて、施設外就労先との契約が必要となる。これらの縛りを外し、地域が中山間地域などの実情に応じて、要件を緩和出来るよう
制度改革を図る。

H26 357 06_環境・衛生 都道府県 徳島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旅館業法第３条 滞在施設の旅館業法の許可
制の見直し

外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期
間以上使用させ、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事
業は、旅館業法の許可の対象外とする。

2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京五輪オリンピック・パラリンピックに続き、2021年にはワールドマスターズゲームズ
（生涯スポーツの国際大会）が関西一円で開催されることが決定しており、政府も外国人観光客倍増を打ち出していることから、今
後、増加が見込まれる（また、それに向けた各種施策展開が図られる）外国人誘客に対して、国内における円滑な役務提供のため
には、旅館業法の規制緩和が必要である。

H26 358 07_産業振興 都道府県 徳島県、兵庫県、鳥取
県

経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条

地域産業資源活用事業計画
の認定権限の都道府県への
移譲

現在、本事業計画は、事業者から、都道府県経由で、経済産業
局に申請、経産局等設置の委員会の評価等を経て認定される。
この事業認定について、地域の実情及び地域産業資源を熟知し
ている各都道府県（のうち希望する都道府県）」に権限を移譲す
る。

地域産業資源を熟知し、地域の中小企業を間近で支援する各都道府県が認定業務を実施する方が、より適正・効果的に事業認定
することが出来る。また、都道府県が認定権限を持つことで、事業者は身近なところで相談が出来、また都道府県も実情を知る事業
者に対して細やかな指導が可能となる。さらに、都道府県が実施する個別の企業支援と一体的に中小企業者に対応することで、地
域産業の活性化に資するものと考える。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 359 06_環境・衛生 都道府県 茨城県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

浄化槽設置整備事業実施要綱第３ 浄化槽設置整備事業に係る
単独処理浄化槽の撤去補助
要件の撤廃

国では，「浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき，単独処理
浄化槽撤去補助を行っているが，同要綱第３において，単独処
理浄化槽撤去跡地に合併処理浄化槽を設置する場合及び施工
上の制約により撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合
のみ補助対象となっている。
このため，「撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合」も
補助対象となるよう補助要件の見直しをしていただきたい。

【支障事例】
本県は，湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼（霞ヶ浦）を抱え，湖沼水質保全計画を策定して水質浄化に取り組んでいる。
富栄養化防止のためには，高度処理型浄化槽の設置促進，特に，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽（高度処理型浄化槽）へ
の転換が喫緊の課題となっている。
国では，「浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき，単独処理浄化槽撤去補助を行っているが，同要綱第３において，単独処理
浄化槽撤去跡地に合併処理浄化槽を設置する場合及び施工上の制約により撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合の
み補助対象となっている。
しかし，撤去跡地への合併処理浄化槽の設置は，一定期間トイレ等が使用できず不便であること等の理由から，本県ではほとんど
該当がなく，補助を利用できていない。
こうした状況に鑑み，本県では，個人県民税の超過課税として徴収している「森林湖沼環境税」を活用し，上記の場合にも県独自の
補助を行っているが，財政的に大きな負担となっている。（補助実績は別添のとおり）
【制度改正による効果】
当該県独自の補助に係る予算を転換促進策の拡充（配管工事費補助等）に充当できれば，より一層の単独処理浄化槽から合併処
理浄化槽（高度処理型浄化槽）への転換促進が見込めるところである。
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H26 360 09_土木・建築 都道府県 茨城県 国土交通省 A　権限移譲 河川法施行令第２条第１項 指定区間内の一級河川に係
る河川現況台帳を調製する
事務・権限の移譲

一級河川の管理は，河川法第9条第2項の規定により，指定区間
外は国土交通大臣，指定区間内は都道府県知事が行うことと
なっているが，河川現況台帳の調製については，同法施行令第2
条第1項の規定により，指定区間内においても，国土交通大臣が
調製することとされており，効率的・効果的な河川の維持・管理に
支障を来たしている。
このため，指定区間内における河川現況台帳を調製する事務・
権限を都道府県に移譲していただきたい。なお，移譲に当たって
は，事務に係る財源も併せて移譲していただきたい。

【支障事例】
国が調製している河川現況台帳の図面には，主に都道府県が提供したデータを基にした河川占用案件しか記載がなく，堤防の状
況（矢板等）や番地などの維持管理に必要な情報が記載されていないため，維持管理業務には使用できない台帳となっている。
このため，住民問い合わせがあった際には河川現況台帳と住宅地図を照らし合わせて使用しており非効率的であるほか，点検の
データ集積や修繕更新計画の集積を行う際には，河川現況台帳とは別の台帳を調製しており，二重の事務となっている。
【制度改正による効果】
実際に管理している者が河川管理台帳を作成することで，より実態にあった台帳となるため，上記支障が解決し，パトロール等の効
率化，効率的・効果的な河川の維持管理につながり，事務量の軽減にもつながる。
【懸念の解消策・制度改正による効果】
法律上の河川管理者（国）と河川現況台帳の調製者（都道府県）が異なることへの懸念については，都道府県が調製した台帳を定
期的に国に提供すれば，国側で不便を来たすことはないと考える。
県境をまたがって流れる一級河川について，指定区間ごとに各都道府県が河川現況台帳を調製するためフォーマットが不統一に
なるのではないかとの懸念については，各都道府県ごとに維持管理をしているためフォーマットが統一されていなくても問題はなく，
各都道府県間において定期的な意見交換会を行うことで円滑に維持管理できる。
一級河川について指定区間と直轄区間で河川現況台帳の調製者が異なることへの懸念については，都道府県が調製した河川現
況台帳を国へ提供することで，河川の一体的な把握の面からの支障は生じないと考える。

H26 361 09_土木・建築 都道府県 茨城県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

・河川法施行規則第11条第2項
・河川法施行令第18条第2項

流水占用許可等の手続き及
び流水占用料等の徴収の手
続きに係る見直し

流水占用許可等に当たり，治水・利水上の観点からの安全性の
みならず，申請者の経営の健全性を審査対象とし，占用の目的
を安全・確実に実行させるため，都道府県が有する流水占用許
可等の権限に関して，
①河川法施行規則第11条第2項等に定める流水占用許可等の
申請書類に，申請者の「法人登記簿」，「財務諸表」及び「流水占
用料等を納付したことを証する書類」を追加していただきたい。
②河川法施行令第18条の改正により，許可の附款（解除条件）と
して，流水占用料等の納付義務を課することができるようにしてい
ただきたい。

【支障事例】
本県においては，河川法第32条第1項の規定に基づき，条例により，同法第23条等の流水占用許可等を受けた者に対して流水占
用料等の納付義務を課しているところであるが，経営が健全でない法人等が未納のまま許可等の更新を行う例があり，占用目的が
適切に実行されない懸念がある。
（河川流水占用料等の収入未済額：平成25年度　29,927千円）
【制度改正の必要性】
現行の占用許可に当たっては，治水・利水上の観点から許可基準を定めており，許可申請者が許可を受けた後，占用の目的を安
全かつ確実に実行できるかという観点が欠けている。
許可等を受けた者は，公共財産を排他的に使用し，営利を上げることになることから，河川が適正に利用され，公共の安全が保持
されるよう，許可の審査に当たっては，治水・利水上の観点からの安全性のみならず，申請者の経営の健全性を確認する必要があ
る。
【改正案】
①河川法施行規則第11条第2項第7号を第8号とし，第7号として次の条文を追加
「七　法人登記簿，財務諸表及び流水占用料等を納付したことを証する書類」
※現行の第7号「その他参考となるべき事項を記載した図書」で対応可能ではないかとの指摘については，同号は，治水・利水上の
観点から許可を出すに当たって必要とされる書類を想定していることから，当該規定で対応するのではなく，明確化することを希望
する。
②河川法施行令第18条第2項第3号の次に，第4号として次の条文を追加
「四　法第23条，第24条若しくは第25条の規定による河川管理者たる都道府県知事の許可を得た者が，都道府県知事から課され
た流水占用料等を納付しない場合は，都道府県知事は，当該許可を取り消し又は許可の更新をしないことができること。」

H26 362 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 広島県 国土交通省 A　権限移譲 ・屋外広告物法第7条，第8条，第
28条
・平成16年12月17日付け国都公緑
第148号　国土交通省都市・地域整
備局長通知「屋外広告物法の一部
改正について」Ⅰ２．（4）

違反広告物に対する簡易除
却等に係る景観行政団体へ
の権限移譲

屋外広告物法第28条により屋外広告物事務を行う景観行政団体
である基礎自治体に対して，都道府県の条例による移譲ではな
く，自らの判断と責任で簡易除却等を実施できるよう制度の見直
しを行うとともに，それに応じた普通交付税等の必要な財源措置
を講じること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
景観行政団体は景観計画に基づき屋外広告物条例を策定することにより屋外広告物の規制(第3条～5条、７条・8条)を自ら行うこと
ができる。
一方で，違反広告物に対する処置の法第7条及び第8条に規定されている簡易除却等を行う場合には，権限を持つ県からの権限
移譲を受けて行わなくてはならない。
景観行政団体が景観行政と屋外広告物の規制を一元的に実施する際には，簡易除却等の対応も不可欠なものであり，これを現行
法のように，権限を持つ主体を分離していることは不合理である。
【具体的支障事例】
また、具体的支障事例として、簡易除却等を行う権限を特例条例により県から景観行政団体に移譲しているため、県から財源移譲
すべきという考えがある一方で、景観行政団体は独自条例を制定済であるため独自財源で対応すべきという考えがある。このため，
県から景観行政団体への財源移譲が困難である。
【課題の解消策】
よって，景観行政団体においても，自らの権限に基づき簡易除却等が行えるように法第7条第2項から第4項及び第8条において，
「条例で定めるところにより」の文言を加えることを求める。また，法律の改正が実現した際には、これらの事務を行うのに必要となる
財源措置をあわせて求める。

H26 363 03_医療・福祉 都道府県 広島県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第3条 保健所設置市への麻薬免許
事務権限の移譲

麻薬取扱者免許に係る事務権限を保健所設置市へ移譲し、併
せて麻薬取扱者に交付する免許の効力が国内全域でも有効とな
るよう制度の見直しを行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】麻薬取扱者免許に係る事務が保健所設置市に権限移譲されれば，次の住民サービス向上が見込
まれる。
①本権限移譲により，薬事，医療等の監視指導業務と一体で行うことができるようになり，効率的な業務実施が可能となる。また，保
健所設置市は住民により近い立場で業務を実施することから，麻薬の取扱い等に係る指導をより綿密に行うことにより，麻薬の不適
切な取扱い等から生じる医療事故等の事前防止を図ることができる。
②保健所設置市の区域内については，現在，保健所設置市を窓口として申請受付・免許交付を行っているため，本権限移譲によ
り，申請書の県への進達及び免許証の保健所設置市への送付等で余分にかかっている４日程度を短縮できる。
③本権限の移譲により，薬事・医療の許可と当該事務が同時に新規申請された場合，２つの事務を併行して行うことができるため，
現行制度下（県は，薬事・医療の許可を把握してから当該事務の手続きを開始）よりも，４日程度短縮できる。
【具体的支障事例】しかし，現行制度のままで移譲された場合，麻薬取扱者に交付する免許は，当該保健所設置市の管轄区域内
のみで有効であることから，特に麻薬取扱者の大部分を占める麻薬施用者については，当該保健所設置市の管轄区域外の病院
へ移った場合，新たに免許交付申請を行わなければならず，その結果，手間・手数料という新たな負担が生じ，住民サービスの低
下を招くこととなるため，現行制度のままで保健所設置市へ権限移譲することは困難な状況にある。
【課題の解消策】麻薬取扱者に交付する免許が交付自治体の管轄区域外でも有効となるよう制度の見直しを求める。

H26 364 11_その他 都道府県 広島県 総務省 対象外 地方交付税 町村設置の福祉事務所に係
る経費の特別交付税から普
通交付税への変更

特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経
費の普通交付税への移行

【具体的支障事例】
特別交付税による措置の場合，留保等により年度末の3月にならないと福祉事務所経費の措置が確定されないため，予見性及び安
定的な財政運営に問題がある。
経常的経費である福祉事務所設置費の財源が，特別交付税（臨時的収入）で措置されているため，経常収支比率が実態を反映し
たものとならない。
【課題の解消策】
このため、特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経費の普通交付税への移行を求める。
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H26 365 03_医療・福祉 都道府県 広島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第14条
特別児童扶養手当等の支給に関
する法律に基づき都道府県及び市
町村に交付する事務費に関する政
令第１条、第２条
特別児童扶養手当事務取扱交付
金交付要綱第２の２

特別児童扶養手当事務取扱
交付金の交付対象の拡大

事務委託による方法を，条例移譲による方法に変更できるよう，
国からの財源（交付金）を県のみでなく条例移譲した場合の市町
へも交付するように変更すること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
現在広島県では，全国に先駆けて市町に特別児童扶養手当の受給資格の認定等の事務を委託しているが，本来は特例条例によ
る移譲を検討していた。しかし，国からの財源が交付税ではなく交付金（特別児童扶養手当事務取扱交付金）であり，交付対象が都
道府県に限定されているため，特例条例による移譲では財源が失われるため，やむを得ず事務委託の手法を採用している。
類似の特別障害者手当等については，福祉事務所を設置している市町に法律で権限移譲されている。
また第４次一括法により政令指定都市に２７年度から特別児童扶養手当の認定等の事務の移譲が予定されている。
このため，政令市以外の基礎自治体に対しても，現在の事務委託ではなく，条例移譲として位置付けを明確化できるよう提案してい
るものである。
【課題の解消策】
具体的な変更要望は「特別児童扶養手当事務取扱交付金交付要綱第２　２　市町村に交付する事務費の額」に「都道府県から特
例条例で移譲を受けた都道府県の事務に係る経費」の追加を求める。

H26 366 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 工場立地法第４条の２ 工場立地法第４条の２の緑
地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限の町村への
移譲

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制
定主体への「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定については，工場立地法第４条の２第１項により都道府県
が，第２項により基礎自治体である政令指定都市，市は行うことが可能であるが，町村については，法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町村の判断による条件の緩和により企業誘致につながるメ
リットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」
であるため，特例条例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわりに工場立地法の特定工場が立地している町村もあり、
企業立地促進法による特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支障がある状況である。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定主体への「町村」の追加を求める。

H26 367 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 大規模小売店舗立地法
第３条第２項

大規模小売店舗の新設等の
届出に係る基準面積等の条
例制定権限の市町村への移
譲

大規模小売店舗の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定
を基礎自治体が行えるよう制度の見直しを行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
新設等の届出は，本県では各市町に特例条例で移譲済である。市町が基準面積設定を希望する場合は，独自で行うことができ
ず，県が条例を制定して設定する必要があり非効率である。このため，本事務の移譲により，新設に係る事務を市町がより一体的に
自ら実施できるようになる。
また本県は市町村合併が大きく進展した県であり，市町村合併により広域化した基礎的自治体（県内市町の平均面積368.7ｋｍ2）
は，住民に身近な行政主体として，地域の実情に応じた適切な判断が可能となっている。
なお，大規模小売店舗法の規定により，基準面積等を定める事務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」であるた
め，特例条例による市町への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事務）。
【課題の解消策】
このため大規模小売店舗法第３条第２項の大規模小売店舗の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定主体へ「市町村」の追
加を求める。

H26 368 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省、農林
水産省、国土交通
省、警察庁、金融
庁、総務省、財務
省、文部科学省、
厚生労働省、環境
省

A　権限移譲 エネルギーの使用の合理化に関す
る法律第６条，第５３条，第６０条，
第６７条、第８７条

省エネ法に基づく特定事業
者等に対する指導・助言、報
告徴収、立入検査の都道府
県への権限移譲

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく指導・助言、
報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、希望する都道
府県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策
に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」こととされている。　地方公
共団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネル
ギーの普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく、特定事業者等に対する指
導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組みを行っているが、地域におけるエネルギーの使用
状況等を把握することができないため対象を重点化等することができず、また指導・助言する権限もないため、取組の成果が限定的
となっている。例えば、本県においては、工場・事業場等の省エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消費事業
者の情報を把握し、これら事業者に対し省エネ診断の活用を指導・助言することが可能となれば、地域内におけるエネルギー使用
の合理化が大幅に進むことが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき国において収集した事業者等情
報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

４【警察庁（１）】【金融庁（１）】【総務省（１）】【財務省（２）】【文部科学省（２）】【厚生
労働省（10）】【農林水産省（５）】【経済産業省（４）】【国土交通省（３）】【環境省
（１）】
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭54法49）
特定事業者等（事業所等が一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。）に対
する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会において
都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方につい
て、平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 369 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 A　権限移譲 電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置
法第４条，第５条、第４０条

電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく指
導・助言、報告徴収及び立
入検査権限の移譲

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法に基づく指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、
並行権限として、希望する都道府県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策
に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」こととされている。地方公共
団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネルギー
の普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づ
く、電気事業者及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する事業者に対する指導・助言、報告徴収及び立入
検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、再生可能エネルギー普及促進のための取組みを行っているが、地域におけるエネル
ギーの普及状況や課題等を把握することができず、また指導・助言する権限もないため、取組の成果が限定的となっている。今回の
権限移譲が実現すれば、再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする事業者からの相談等に対し、都道府県において地域の
実状に応じた適切な対応が可能となることから、健全な再生可能エネルギーの普及促進が期待される。民間事業者が、地元との調
整を行わないまま太陽光発電等の開発計画を進めた結果、地元とトラブルとなり、地方公共団体が対応に苦慮するケースが全国的
に増加している。（福岡県においても、内容証明郵便により県庁に苦情が寄せられた事例がある。）地域に近接した都道府県に権限
を付与することにより、地元との調整等について対応が可能となれば、このようなトラブルも減少することが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき国において収集した事業者等情
報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

４【経済産業省】
（20）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平
23法108）
（ⅰ）以下に係る事務・権限については、都道府県等の意見も踏まえつつ、地方
に移譲する場合の国のエネルギー政策と地域振興の整合性確保の在り方や、こ
れを踏まえた実施主体、国の関与の在り方等について、検討を行い、平成27年
中に結論を得る。
・電気事業者に対する特定契約の締結に関する指導、助言、勧告及び命令（４条
２項から４項）
・電気事業者に対する電気事業者がその事業の用に供する電気工作物との
接続に関する指導、助言、勧告及び命令（５条２項から４項）
・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等（６条）
・電気事業者等に対する報告徴収及び立入検査（40条１項から３項）
（ⅱ）再生可能エネルギーの普及に資するため、再生可能エネルギー発電設備
を用いた発電の認定について、都道府県への情報提供を行う。

H26 370 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成および活性化
に関する法律
第5条及び第6条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

法第5条第2項第8号及び第9号に係る部分について、同意協議
ではなく事後報告または届出とすること。

【支障】企業立地促進法第５条及び第６条に基づく「基本計画の主務大臣への同意協議」については、これまでに協議の迅速化を
図るため、提出書類の簡素化が行われたが、現状においても、基本計画の同意を得るための主務大臣と他省庁間の事前協議に時
間を要しており、地域産業活性化協議会での協議期間を含めると、承認までに６か月程度を要する事例がある。初期投資を抑制し
ようとする企業は、同法に基づく低利子融資等の優遇策の活用の適否が不明なため、法に基づく基本計画が同意（計画の変更を
含む）されるまでの間工事着工が出来ず、場合によっては投資計画そのものを見直す必要が生じるなど、長期の協議期間が企業の
円滑な事業推進に大きな支障を生じている。特に近年、設備投資を決定してから実行に移すまでのスパンが短い企業が多く、平成
２５年度には、法に基づく低利子融資活用決定までに数か月を要することがネックとなり、活用を断念した事例もあり、法の目的と実
務が乖離している。一連の手続きに時間を要する主な理由のひとつとして、関係省庁との事前協議に多くの時間を要していることが
挙げられる。この点については、事前に関係省庁の審査項目を県に示すことにより、事前協議段階で県内部や市町村等関係団体
との協議を進めることが可能となり、協議の迅速化に繋がる。
【必要性】関係法令との整合性については、県がその責任において、関係部局との連携を図りながら確認することとし、主務大臣、特
に経済産業省以外の関係大臣との同意協議については事後報告又は届出とする必要がある。

６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 371 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旅館業法第３条第２項、第８条 旅館業から暴力団排除する
ための条例委任又は法改正
による排除条項の追加

現行法の許可及び取消基準は限定的であり、地域の実情に応じ
法の目的を阻害する要因を排除することができない。このため、
必要な基準を条例で付加することができるよう、条例委任又は法
改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】
福岡県では、暴力団対策を推進するため、暴力団排除条例を制定し、行政事務事業からの排除を進めている。条例施行後、警察
からの通報により暴力団と密接に関係する者が、当該事業の許可を受けている事例が見られる。暴力団は反社会的勢力の中心で
あり、暴力団員及びその密接な関係者を当該事業から排除したいが、法律に暴力団排除条項がなく、排除措置を実施することがで
きない。
【地域の実情を踏まえた必要性】
福岡県には、全国最多の５つの指定暴力団が存在し、民間人への襲撃事件や、暴力団同士の対立抗争が断続的に発生している。
暴力団対策は喫緊の課題である。暴力団による業の許認可、ひいては社会経済活動への影響を排除することは、県民の安全で安
心な生活を確保する上で重要な課題である。このような地域の実情を踏まえ、法の許可及び取消基準に関し、必要な基準を条例で
付加することができるようにすることは、業の健全な発達を図ることを目的とする法の趣旨にもかなうものである。
【業の健全な発達のための必要性】
旅館業法において、営業者等が当該営業に関し、刑法（公然わいせつ等）や売春防止法、風営法、児童買春・児童ポルノ禁止法に
規定する罪を犯したときには、都道府県知事は許可の取消し又は営業の停止を命ずることができる旨、規定されている。これは、法
の目的が公衆衛生の維持だけでなく、業の健全な発達を図ることにもあることを明確に示している。暴力団が旅館業の経営に影響
を及ぼすことは、こうした業の健全な発達を阻害することにつながることは明らかであり、旅館業から暴力団の影響を排除することが
できる法整備が必要である。

H26 372 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法　第45条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準　附則第2項

保育所保育士定数への准看
護師算入を可能とする規制
緩和

児童福祉施設の設備運営基準（省令）により、乳児4人以上を入
所させる保育所においては、看護師と保健師が保育士定数に算
入することができるとされている（従うべき基準、民間保育所に対
する国庫負担対象）が、当該既定を参酌基準化することなどによ
り、准看護士も定数算入対象とすること。

【支障】保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急変への適切な対応などのため、看護師など医療・保健の有資
格者を保育所に配置する必要性が高まっている。省令では、乳児４人以上を入所させる保育所にあって、看護師又は保健師を１人
に限って保育士とみなして配置することができることとされ、看護師配置を促進している。
しかしながら、保育所からは、保育士定数に算入できるのが正看護師に限定されていることに加え、医療機関においても看護師不
足が課題となっている中、保育所における看護師確保が困難となっており、准看護師まで認めてほしいという意見が上がっている。
【改正の必要性】当該規定を参酌基準化することや、省令改正により算入対象を准看護師まで拡大する規制緩和を行うことで、安
心な子育て環境の整備、また女性の就労促進につながる。
【懸念の解消策】１人限って保育所に配置できる対象範囲を拡大することを考えており、保育士を無限定に看護師などに置き換える
ことは想定していない。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
　・乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定（同基準33条２項
及び附則）については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に
加え、准看護師についても保育士とみなすことができるよう措置する。

H26 373 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
（平成18年厚生労働省告示第523
号）別表第5注１（２）

療養介護の利用対象者要件
に関する規制緩和

療養介護の利用対象者の要件を緩和（告示で利用対象者である
ことの明確化）し、「動く重症心身障害者」が安心して療養介護が
受けられるようにすること。

【支障】
「動く重症心身障害者」（重度の肢体不自由はないが、重度の知的障害で行動障害を有する方）は、告示の文面上は療養介護の
利用対象者の対象外となっており、生活介護（福祉施設での介護）で対応することとなっている。しかし、「動く重症心身障害者」の中
には、生活介護による集団生活指導が不可能で、療養介護による医学的管理下における介護等が不可欠な方々もいる。いくつか
の県においては、厚生労働省に対して照会した結果、当面の措置として療養介護の対象として差し支えない旨の事務連絡を得てお
り、サービスを提供しているが、照会した県に対する事務連絡回答を根拠としているため、法的安定性に不安がある。
【改正の必要性】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）」別表第５注１（２）に定める療養介護の利用対
象者の要件を緩和（告示改正）することで、「動く重症心身障害者」の方が、個々の状況に応じた適切な福祉サービスを受けることが
できるようにする。なお、幹事県には、利用者団体からも安定したサービスを利用できるよう、告示改正を求める意見が寄せられてい
る。

H26 374 02_農業・農地 知事会 九州地方知事会 農林水産省、厚生
労働省、経済産業
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業等導入促進法第２条
第１項本文カッコ書き
同法施行令第３条第４号ア

農村地域工業等導入促進法
の適用人口要件の緩和

人口２０万人以上の市は農村地域工業等導入促進法の農村地
域に該当しないとして適用から除外されるが、市町村合併によっ
て人口が２０万人以上となった市については、合併前の市の人口
をもって農工法の対象とするように適用要件を緩和すること。

【支障】企業誘致は地域経済の振興、雇用創出効果が期待できる即効性の高い施策であり、地方への企業誘致を進めるには、そ
の受け皿となる工業団地の整備は不可欠なものとなっている。提案県にあるＡ市は、農村地域工業等導入促進法の農村地域として
工業団地を整備し企業誘致を進めてきたが、平成１７年に周辺町村（農村地域）との合併によって市の人口が２０万人以上となった
ため農工法の適用要件から除外されることになった。しかし、合併によって人口規模が増加しても、Ａ市の財政力指数が高くなるも
のではなく、農業振興地域、山村振興地域、過疎地域を有し、工業等の導入による雇用創出が必要な農村地域であるという実態は
何ら変わりはないことから、地域振興に支障が生じている。
【改正の必要性】農業と工業等の均衡ある発展を図るために、例えば市の人口規模は合併前の旧市町村単位で適用する（過疎法
では、市町村合併に伴い人口が増加した自治体においても、合併前の旧市町村単位で適用を判断している）など、人口要件を緩
和すること。

６【厚生労働省（８）】【農林水産省（11）】【経済産業省（７）】【国土交通省（13）】
農村地域工業等導入促進法（昭46法112）
（ⅱ）農村地域工業等導入促進法については、農村において雇用の確保等により
所得を向上させるため、制度の活用が一層促進されるよう農村地域（２条１項）に
係る人口要件（施行令３条）の緩和を含めて見直しを検討し、平成27年中に一定
の結論を得る。

H26 375 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省（資源
エネルギー庁）

B　地方に対す
る規制緩和

採石法第32条の4第1項及び第32
条の10第1項

採石業からの暴力団排除の
ための採石法の改正

採石法に基づく業者から暴力団を排除できるよう、条例委任又は
法改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】各県は暴力団の排除のための施策を総合的に推進しており、各種許認可等からも可能な限り、暴力団を排除している。しか
し、採石法第３２条に規定する採石業の登録については、同法第３２条の４第１項及び第３２条の１０第１項に暴力団排除規定がない
ため、暴力団から申請があっても登録を拒否し、又は取り消すことができない状況にあり、現に警察からの通報により暴力団と密接
に関係する者が採石業の登録を受けていることが判明した際も登録を取り消すことができず、対応に苦慮した県もある（ある企業に
対して、産業廃棄物関係の許可は取り消すことができたが、採石法関係は取り消すことができなかった）。
【改正の必要性】反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要があり、犯罪対策閣僚会議の「「世
界一安全な日本」創造戦略」においても、「各種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。このため、採石法を
改正し、暴力団排除規定を自治体が設けることができるよう条例委任するか、又は暴力団等の排除規定を法令上の要件として追加
することを求める。なお、採石法と同じく業者登録制を採用している割賦販売法においても、暴力団排除条項が設けられている。

６【経済産業省】
（１）採石法（昭25法291）
採石業者の登録の拒否（32条の４）及び登録の取消し等（32条の10）の要件等に
暴力団員等を加える。

H26 376 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第6条第1項及び第12
条第1項

砂利採取業からの暴力団排
除のための砂利採取法の改
正

砂利採取法に基づく業者から暴力団を排除できるよう、条例委任
又は法改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】各県は暴力団の排除のための施策を総合的に推進しており、各種許認可等からも可能な限り、暴力団を排除している。しか
し、砂利採取法法第６条に規定する砂利採取業の登録については、同法第６条第１項及び第１２条第１項に暴力団排除規定がない
ため、暴力団から申請があっても登録を拒否し、又は取り消すことができない状況にある。過去において、砂利採取業の登録を受け
ている者が暴力団関係者と関係がある疑いが出た際に、対応に苦慮した県もある（この経験を踏まえ、ある法については暴力団排
除条項を条例で設け、今後同様の事案が生じない措置を講じたが、砂利採取法関係は暴力団排除条項を条例で設けることができ
なかった）。
【改正の必要性】反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要があり、犯罪対策閣僚会議の「「世
界一安全な日本」創造戦略」においても、「各種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。このため、砂利採取
法を改正し、暴力団排除規定を自治体が設けることができるよう条例委任するか、又は暴力団等の排除規定を法令上の要件として
追加することを求める。なお、砂利採取法と同じく業者登録制を採用している割賦販売法においても、暴力団排除条項が設けられ
ている。

６【経済産業省】
（６）砂利採取法（昭43法74）
砂利採取業者の登録の拒否（６条）及び登録の取消し等（12条）の要件等に暴力
団員等を加える。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 377 05_教育・文化 知事会 九州地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第23条、24条、24条の2
（平成26年改正法施行後は、それ
ぞれ21条、22条、23条）
社会教育法第5条、6条
図書館法第13条、15条
博物館法第19条、21条

社会教育に関する事務を教
育委員会から首長部局へ移
管することを可能とする規制
緩和

図書館法、博物館法により、図書館、博物館は教育委員会の所
管とされているが、この規定を改正し、図書館、博物館の所管を
首長、教育委員会のいずれとするかは地教行法に基づく条例に
より決めることができるようにすること。

【支障】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）は、条例の定めるところ
により、首長が管理・執行することができるとされている。一方、図書館及び博物館は社会教育機関とされ、個別法により教育委員
会の所管とされていることから、文化に関する事務を首長が担う場合であっても、図書館及び博物館に係る教育委員会の事務を別
途首長部局の職員等に補助執行させることが必要である。また重要な意思決定に際しては、教育長の決裁が必要である。この結
果、図書館、博物館の管理責任は教育委員会に残ることから、行政組織上の体系と法的な責任の所在が整合しない状態となって
おり、図書館等の管理責任が法的に問われた場合に、教育委員会の責任が問われる可能性もある。
【改正の必要性】
社会教育行政は、地域づくりや福祉、青少年の健全育成など首長部局との関係が深く、諸施策との連携・協力を通じて、地域の多
様な社会教育活動を一層促進することが期待されていることから、文化に関する事務を首長が行う場合、個別法に規定された事務
も条例により首長の権限とすることができるように改正する。これにより、責任の所在も明確となる。
【懸念の解消策】
中教審「社会教育推進体制の在り方に関するWGにおける議論の整理」で示されたように、政治的中立性、継続性・安定性の確保、
住民の意向反映を確保するため、法定の図書館協議会等の位置づけをより明確化すること（審議会に首長に対する勧告権を付与
など）により、確保できる。

［再掲］
６【文部科学省】
（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）
図書館・博物館の設置・管理の所管部局（23条12号及び32条）を地方公共団体
の判断により決定することができる制度については、法制度上の課題等を精査
し、その実現方策について検討の上、必要な措置を講ずる。

H26 378 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

水産多面的機能発揮対策事業交
付要綱

水産多面的機能発揮対策交
付金事業の制度及び手続き
の見直し

年度当初から活動できるよう、事業の事前着手を認める措置を講
じること。併せて、国交付金の概算払いについて、年度の早い時
期に概算払いをお願いしたい。

本交付金には、交付決定前の事前着手の規定がなく、年度ごとに交付決定と実績報告を行い、残金は全て返還することとなってい
る。事業の実施にあたっては、海域の状況や現地の事情に応じたタイムリーな活動が必要であり、特に藻場対策のために必要な作
業は３～６月に時期が集中しているため、交付決定が遅れると、予定していた活動ができない可能性が出てくる。そこで、年度当初
からの活動ができるよう、要綱等に「産地活性化総合対策事業実施要領（２２生産第１０８９０号平成２３年４月１日付け生産局長通
知）」に準じて事前着手を認める規定を設けていただきたい。
国交付金の概算払いについては、水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱第１２に規定されている。年度の早い時期から資金の
不足なく活動できるよう、請求に基づき所要見込額を４月中に交付していただきたい。
【長崎県における支障事例】
①交付決定の遅れによるもの　Ｈ25 年度は交付決定が６月となり、事業計画時点で藻場保全活動を断念した団体が８団体あった。
計画はしていたが、交付決定の遅れにより活動開始時期が遅れ、適期を逃してしまい、十分な活動ができなかった団体が５団体
あった。
②概算払いの遅れによるもの　活動費が不足し、参加者の日当、用船料等の支払いが遅れたり、資材の購入ができない事例があっ
た。平成２５年度は、交付決定が６月２１日、初回の概算払いが１０月８日であった。

６　【農林水産省】
（24）水産多面的機能発揮対策交付金
事業の速やかな実施を行う観点から、毎年度可能な限り早期に交付決定及び概
算払いを実施する。

H26 379 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

漁業近代化資金融通法施行令第２
条

漁業近代化資金の償還期限
の延長

漁業近代化資金融通法施行令第２条では、漁船の建造等の償
還期限を「15年」と定めているが、「20年」に延長する。

【支障事例】
漁船漁業では、魚価の低迷や燃油価格の急騰といった経営環境の悪化により、漁船の更新が進まず、平成24年度水産白書によれ
ば、沿岸漁業に従事する漁船では、船齢20年を超える漁船が66.3%を占めるなど、法定耐用年数を超過して操業している。
本県でも、ＦＲＰ漁船約23千隻の約86％が船齢20年以上となっており、今後、生産性の低化やメンテナンス経費の増大等によって
収益性の更なる悪化を招き、生産構造が脆弱化することが懸念される。
一方、漁業近代化資金で漁船を建造等する場合、漁業近代化資金融通法第２条及び同法施行令第２条で償還期限が15年以内と
されているが、収益性の悪化により借入金の償還が負担となっている。
漁業近代化資金については、平成17年度の税源移譲後、都道府県の判断で、法令で定める償還期限を越えた償還猶予措置を行
うことが可能となっている。
漁業者等が金融機関から融資を受ける場合、漁業信用基金協会が行う債務保証制度を利用しているが、都道府県が独自に法令
で定める償還期限を越える償還猶予措置を行うときは、漁業信用基金協会の債務保証において、漁業近代化資金融通法に基づく
「漁業近代化資金」ではなく、「一般資金」としての保証となる。
「一般資金」の保証料率は、「漁業近代化資金」の保証料率と比較し高率のため、漁業者の保証料負担が増えてしまう。
【制度改正の必要性】
法令で定める償還期限を「20年」に延長することは、漁船の実耐用年数に合わせたものであり、漁業者の借入金の１年あたりの償還
額や保証料の支払いの負担を軽減することから、収益性の向上を図ることができる。

６　【農林水産省】
（８）漁業近代化資金融通法（昭44法52）
漁船の建造等に必要な資金の償還期限の上限（施行令２条）を現行の15年から
20年に延長するため、政令改正を行い、平成27年４月から施行する。

H26 380 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 環境省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
下水道法第４条

し尿処理施設(環境省)と下
水道施設(国土交通省)の統
合整備

し尿等の受入施設を下水道施設として位置付け、社会資本整備
交付金の対象とするとともに、総合的に下水道施設に下水道処
理区域外のし尿を集めて処理した方が有利ならば、下水道計画
処理能力に下水道処理区域外のし尿全量を加えて計画ができる
よう規制緩和すること。

【制度改正の必要性】
下水道の整備により、その地域の浄化槽やくみ取り便所は減少するため、し尿処理施設は下水道施設が整備され水洗化された分
だけ処理量も減少する。一方、近年、市町村の管理するし尿処理施設は老朽化により建替の時期に来ている。この様な中、下水道
の整備が進んだ市町村については、新たにし尿処理施設を建設するよりも下水道施設で一括して処理した方が経済性・効率性の
観点から有利である。
本県では2町において、人口減少などで下水道施設の処理能力にし尿を受け入れる余裕があったため、し尿処理施設の建替をせ
ずに、下水道施設で一緒に処理した事例がある。その場合に、し尿等の受入施設は下水道施設とは認められていないため、下水
道用地に設置する場合は暫定的な措置として国土交通省より目的外使用承認が必要だった。また、し尿等の受入施設は、前処理
のみを行い、最終目的のし尿の処理をしないため、し尿処理施設としても認められず、費用を縮減したにもかかわらず市町村の単独
費での対応となった。このためし尿等の受入施設を下水道施設として位置づけ、目的外使用承認を不要とし、社会資本整備交付金
の対象に入れることを提案する。
また、現在も１市2町で同様な対応を検討しているが、１市についてはし尿の量が多く、下水道計画処理能力を超えるため１下水道
施設では受入が厳しい状態。このため、総合的に下水道施設に下水道処理区域外のし尿を集めて処理した方が有利ならば、下水
道計画処理能力に下水道処理区域外のし尿全量を加えて計画ができることとすることを併せて提案する。

H26 381 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 環境省 A　権限移譲 循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進交付金交付
要綱
地域再生法
汚水処理施設整備交付金交付要
綱

汚水処理施設（浄化槽）に係
る循環型社会形成推進交付
金及び汚水処理施設整備交
付金の交付決定事務・権限
の都道府県への移譲

循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金の浄
化槽事業については、環境省において自治体ごとに内示・交付
がなされている。この手続きの一部を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】個人設置型合併浄化槽の設置費補助については、各自治体（市町村）において住民からの申請に対し補助
事業を行っており、国は循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金により、基準額に対して本土1/3、離島1/2の
額を自治体に交付している。
本事業は、年度内の設置基数が地域住民の意思によるため予測できず、交付金額を最後まで確定できないという性格を持ってい
る。一方、上記の交付金制度は、環境省において、自治体毎に内示・交付決定がなされるため、年度途中で各自治体の予算に過
不足が生じた場合でも、自治体間での調整はできない制度になっている。
【支障事例】H25の例では、当初の内示・交付決定額が要望額より削減された影響もあり、年度途中に住民からの申請受付を締め
切ったり、国費が不足して市単独費で対応したりした自治体が発生した。（単独で負担した件数、金額、他市町の余剰金額等は別
添資料のとおり。）市町間で国費をうまく調整できればさらなる整備が進んだと思われる。また、交付金手続きが自治体毎であるた
め、各種手続きに時間を要していると思われ、交付申請から交付決定までが遅く、事業執行や資金計画に支障をきたしている状況
である。
【効果】このため、国土交通省が所管している社会資本整備総合交付金のように、各都道府県に対し、一括内示を行い、市町への
交付は各都道府県の裁量により行ったほうが、自治体間の調整も適時適切に行うことができ、より円滑な執行事務がなされるのでは
ないかと考える。（別添流用スキーム案のとおり）

４【環境省】
（９）循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金
循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金による浄化槽整備事
業に係る交付については、効率的な浄化槽の整備を図るため、毎年度の早い段
階で地方公共団体における執行状況を確認し、調整するなど、予算配分の方法
についての運用改善を行う。

H26 382 05_教育・文化 知事会 九州地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校施設環境改善交付金交付要
綱別表１項35
H26年4月1日付け26施施助第6号
「平成26年度学校施設環境改善交
付金の事業概要について（通知）」
の[18]防災機能強化事業

学校施設環境改善交付金の
防災機能強化事業における
対象校ただし書きの撤廃

学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業について、高等
学校及び中等教育学校（後期課程）においても、小中学校同様、
屋外防災施設以外の施設整備を交付金の対象とするため、学校
施設環境改善交付金交付要綱及び同交付金に係る通知から、
対象校のただし書きを撤廃することを求める。

学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業について、(1)建築非構造部材の耐震化工事、(2)児童生徒等の安全を確保する上
で必要な工事、(3)屋外防災施設、(4)自家発電設備の整備、(5)その他防災機能強化に資する工事を対象事業としているが、高等
学校については、要綱及び通知の但し書きにより、(3)以外は対象としていないため、発災時における児童生徒等のための応急避
難場所としての一体的な整備ができず十分な避難所機能が確保できない状況にある。
そのため、社会資本整備総合交付金をはじめ、既存の交付金等で対象とならない(2)、(4)、(5)について交付金の対象として追加す
るとともに、(1)についても、学校施設環境改善交付金において措置できるよう但し書きの撤廃を求めるものである。
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H26 383 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第１０条
地域保健法施行令第４条

保健所長の資格要件の条例
委任(参酌基準化）

地域保健法施行令の規定により保健所長には原則として医師資
格が要求されているところ、当該資格要件の参酌基準化（条例委
任）を求める。

【支障事例】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の専門性を有すると認められ
る場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長に充てることができるよう要件緩和がされているもの
の、なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難である。保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、
一人の所長が他の管轄地域の所長を兼務するケースも出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保
健所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合がある。また、突発的な健康危機管理事案等に対して、本務・兼務の両管轄
地域の対応が十分に行えない場合も想定される。九州各県の兼務の状況は別紙のとおり。
【制度改正の必要性】
保健所長の資格要件を保健所設置主体の条例に委ねることにより、保健所における健康危機管理等の役割を十分考慮しつつも、
地域における公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が可能となる。特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保困難な地域や複
数保健所長を一人の所長が兼務しているような事態が生じている地域等においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長
の資格要件が廃止できれば、柔軟な人事配置が可能なことから、管轄地域における円滑な業務運営に寄与するものである。
なお、保健所長の医師資格要件を緩和する場合においても、保健所に公衆衛生に対応できる医師を確保することを条件にすること
により、国が想定している危機管理対応も十分可能である。

H26 384 01_土地利用（農
地除く）

知事会 九州地方知事会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第23条第1項
昭和54年12月24日付け54国土利
第401号土地利用調整課長通達
「無届取引等の事務処理について」
の別添「無届取引等事務処理基
準」

国土利用計画法に基づく土
地売買等届出の届出期限の
緩和

国土利用計画法第23条第1項に基づく大規模土地取引に係る土
地売買等届出（事後届出）の届出期限を、現行の２週間以内から
３週間以内に緩和することを求める。

【支障事例】
土地売買等届出（事後届出）の届出期限は契約日から２週間以内であるが、全国の期限内届出率は73.9％（H24）と低く、無届取引
件数は4,400件（H24）に及ぶ。熊本県においても、期限内届出率は71.1％（H24）と低く、無届取引件数は73件（H24）に及び、無届
取引件数の76.5％（H23～H25熊本県平均）は遅延届出（期限後に自主的に提出するもの）であり、遅延届出のうち約１割（同平均）
は契約日から３週間以内に提出されている。
このことから遅延届出者は、制度を認識しているものの期限内に提出できない者が多いことや、離島等遠隔地にいる者には負担で
あることが推測され、その要因として届出期間の不足が考えられる。
また、都道府県は、昭和54年土地利用調整課長通達を踏まえ、無届取引に関する事務処理要領を定めており、違反者に対して指
導を行っている。さらに、遅延届出は法による届出とみなされないため、土地取引の現況把握や傾向分析に活用する土地取引規
制実態統計に含まれず実態が反映されないほか、届出者にとっても森林取得時の届出免除（森林法第10条の7の2）が適用されな
い。
【制度改正の必要性】
上記実態を踏まえれば、届出期限を３週間に緩和することで、遅延取引の約１割（熊本県を基にした試算：H24全国無届取引件数：
4,400件×0.765×0.1＝336件）が期限内届出となることにより、遅延取引に係る都道府県、市町村の違反指導事務（（県・市町村合
計2h/件程度）や届出者の負担が軽減される。また、期限内届出が増えることで、統計データの精度向上や、森林法届出免除の適
用者の増加が見込まれる。

H26 385 08_消防・防災・
安全

知事会 九州地方知事会 内閣府、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

災害救助法第4条

災害救助法による救助の程度、方
法及び期間並びに実費弁償の基
準第２条第１項第２号のト

建築基準法第85条

応急仮設住宅の入居期間の
延長

応急仮設住宅の入居期間は２年間となっているが、被災地域の
実情に応じて延長できるよう制度の見直しを行うこと

【支障】九州北部豪雨災害では４８世帯１４５名が応急仮設住宅に入居し、復旧工事が終了していないなどの理由により、入居期限
までの退去が困難な者が２１世帯７１人いる。（H26.4調査）
【制度改正の必要性】応急仮設住宅の入居期間は２年間（災害救助法に基づく告示で、建築基準法第85条第4項に定める期間）で
あり、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第２条に規定する「特定非常災害」に指
定されれば、同法第８条に基づき許可の期間を延長することが認められている。しかし、九州北部豪雨災害は指定されなかったた
め、災害の規模ではなく、地域の実情に応じて入居期間を延長できるよう制度を見直してほしい。
（参考）
入居者は農業従事者や高齢者が多く、地域の結びつきが強いため、地元を離れたくないとの意見が多い。
被災地域は民間賃貸住宅が少なく、公営住宅も不足している状況である。また持ち家志向も強く、住宅再建に向けた準備は進めら
れているが、期限までの退去が難しい。
入居期間が延長されれば、自宅再建までの間の仮住まいを探す必要がなくなるため、入居者の経済的・精神的負担が少なくなり、
安心して生活再建ができる。
県では被災市と協力し、入居者が住み続けることができるよう、建築基準法に適合するよう仮設住宅の基礎改修を行ったうえで、住
居として提供する。
なお、被災者生活再建支援法による加算支援金の申請期間は37か月以内である。

H26 386 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

厚生労働省保険局医療課長及び
歯科医療管理官通知「基本診療料
の施設基準等及びその届出に関す
る手続きの取扱いについて」

保険医療機関における付添
介護要件の緩和

重度障がい児・者が入院した場合、保険医療機関において付き
添いができるのは「家族等患者の負担によらない者」とされている
が、これをヘルパー等についても認めること。

【制度改正の必要性】
国の通知では、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負
担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を
有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。」とされている。
しかし、会話ができず、ナースコールボタンすら押せない患者の場合は常時見守りが必要であり、障がいの程度によっては表情から
要求を読み取るしかなく、自宅で普段介護を行っているヘルパーしか対応できない事例もあるため、通常の医療機関の看護の体制
では十分な支援を行うことは難しい。
そのため、重度の身体障がい児・者や意思疎通の困難な重度の知的、精神障がい児・者に限定したうえで、入院中も障害福祉サー
ビスの居宅介護が利用できるよう改正する必要がある。
【支障事例】
重度障がい者が入院した際に、病院から家族等の付き添いを求められたが、家族等が常時付き添うことは困難であり、やむなく自己
負担によりヘルパーを雇ったという事例があった。
【懸念の解消策】
（１）医療機関における看護について
重度の障がい児・者に対し、ヘルパーが見守りを中心とする付き添いを行うことができるよう改正するものであり、看護の代替や補完
ではない。
（２）障害者総合支援法第５条第２項にいう「居宅介護」の解釈について
障害者総合支援法第５条第２項の「居宅」の解釈について、入院も含むとする解釈が可能か懸念が示される可能性があるが、入院
まで含めるべきと考える。

H26 387 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第42条の2
厚生労働省医政局長通知（平成20
年3月31日医政発第0331008号）
「社会医療法人の認定について」

社会医療法人の認定要件緩
和

社会医療法人の認定に当たって、複数の県に医療施設を設置し
ている医療法人について、地域の医療提供体制を確保するた
め、例えば、当該施設の設置エリアが一の「定住自立圏」内にあ
る場合や事業規模が一の県に集中している場合は、一の県に医
療施設を設置する医療法人とみなし、一の県のみに医療施設を
設置している医療法人と同等の取扱いとすること。
（参考）
「同等の取扱い」とは、一の県のみで救急医療確保等事業を行っ
ていれば認定要件を満たすこととすることを指す。

【支障】
複数の県に医療施設を設置している医療法人が厚生労働大臣による社会医療法人の認定を得るためには、厚生労働省医政局長
通知に基づき、それぞれの県の医療施設において救急医療確保等事業を実施することが要件の一つとして定められており、一の県
にしか施設を有さない医療法人と比較しハードルが高い。
そのため、医療法人が社会医療法人の認定要件を満たすために、一方の県に置く医療施設の数が少なく、不採算の場合、一方の
県の全ての医療施設を廃止する可能性がある。そうした場合、廃止となる地域に他の医療施設が少ない場合、医療の安定的な提
供体制が崩壊するおそれがある。
【改正の必要性】
複数の県に医療施設を設置している医療法人が社会医療法人の認定を得る場合において、例えば「定住自立圏」を県境を越えて
形成している場合又は事業規模（経営規模・人員規模等）が一の県に集中している場合、社会医療法人の認定にあっては一の県
に医療施設を設置しているとみなし、一の県のみに医療施設を置く医療法人と同様の取扱いとする。
そうすることで、社会医療法人の認定のために、一の県の医療施設を廃止する等の動きを誘発することはなく、引き続き医療提供が
継続されるため、関係県の地域住民にとってもウインウインの関係を築くことができる。（なお、一旦社会医療法人の認定を受けれ
ば、その後、不採算の医療施設を廃止するためには、それまでの税の優遇措置分も返還する必要があるため、医療法人に対し施
設廃止の動きに一定のブレーキがかかる。）

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅱ）社会医療法人の認定（42条の２第１項）については、以下の方向で認定要件
の緩和について検討し、平成27年度中の実施を目指す。
・二の都道府県において病院及び診療所を開設する医療法人について、全ての
医療機関が一の二次医療圏及び隣接する市町村に設置されている場合には、
当該二の都道府県の医療計画に必要な事項が記載されていること等を要件とし
て、当該病院において救急医療等確保事業を実施することにより、社会医療法人
として認定できることとする。
・へき地の医療の確保に必要な事業に係る業務の基準として、へき地診療所への
医師の派遣等の要件について、へき地医療拠点病院への医師の派遣及び当該
へき地医療拠点病院からへき地診療所への医師の派遣等についても加え、社会
医療法人として認定できることとする。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 388 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府（消費者庁） B　地方に対す
る規制緩和

地方消費者行政活性化基金管理
運営要領

地方消費者行政活性化基金
に係る活用期限の廃止

自治体の状況に応じた相談員の設置及びそれに付随する相談
体制の整備ができるよう、関係する事業メニューの新規開始時期
の期間制限を廃止すること
定期的或いは継続的に相談員等の専門性の維持ができるよう、
レベルアップ事業の活用期間を廃止すること

【支障】地方消費者行政活性化基金の活用については、同管理運営要領に事業メニュー毎に基金の活用期間及び新規事業が開
始できる期間が定められている。
消費者行政は、本格的な取組が始まったばかりの行政分野であり、県内市町村では同基金を活用して相談員の設置を進めてきた
が、未だ未設置の自治体も多い。これらの自治体にあっては、相談機能の充実の観点から、今後も相談員設置を進めていく必要が
ある。
しかしながら、相談員の設置は、自治体の財政状況によるところが大きく、財政面の調整等に時間を要する。また、他方では相談員
の確保自体も容易でなく、その養成も併せて進めていかねばならず、それにも時間を要する。
活用期限が設定されることにより、一定の事業促進効果が期待されることは否定しないものの、持続的な体制を見据えた上で相談
員を設置するためには、自治体にとっては期限の設定は支障となる。また、自治体間で相談員設置開始の時期（期限以前か以後
か）による負担の不公平感も発生する。
加えて、相談員が、複雑・多様化する消費生活相談に対応するためには、定期的に知識を蓄えていく必要があるが、事業メニュー
の活用期限終了後は、一律にすべて自主財源で賄わなければならず、自治体の財政状況によっては相談員の専門性の維持が困
難となる。
なお、地域の詳しい実情については、別紙のとおり。
【制度改正の必要性】基金事業の一部メニューの活用期限を廃止し、活用期間を柔軟なものとすることで、自治体の実情に応じた
持続的な体制を見据えての相談員の設置促進が図られるとともに、複雑・多様化する消費生活相談に対応できる専門性を維持して
いくことが可能となる。

H26 389 04_雇用・労働 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第５条第３号他 ハローワーク業務の国から都
道府県への移譲

公共職業安定所が行う職業紹介業務について、都道府県に対し
権限を移譲すること

【現行制度の支障】
１）二重行政により利用者にとって不便が生じコストも割高。
２）地方が行う産業人材育成、企業の人材確保支援、産業振興策などの地域施策と一体となった地域の特性を踏まえた雇用対策
が実現できない。
【制度改正の必要性】
１）地方が行う就業支援（キャリアカウンセリング、住宅や生活に関する相談）に加え、職業紹介が実現できることにより、県民にワン
ストップでのサービス提供ときめ細かい支援ができることとなり、コスト削減と利用者の利便性が向上する。
２）地域が取り組む産業人材育成施策、新産業育成施策などの独自の産業施策と雇用対策を一体的に取り組むことが可能となり、
効果的で戦略的な企業、求職者支援を実現できる。
３）職業紹介業務については、地域経済と密接に関連するため、地域の実情を把握している都道府県が行うことで、現場や実態を
踏まえ、企業や求職者それぞれにきめ細かい支援を行うことが可能となる。
【懸念の解消策】
国が法令等で基準を定めたうえで、地方が執行すればよいので、全国統一性が損なわれることはない。
現在、佐賀県と埼玉県で実施されている「ハローワーク特区」の成果や課題についての検証結果を踏まえることで、円滑な移管が可
能となる。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 390 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣官房、国土交
通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律第９条第１項、第１９条第７項

社会保障・税番号制度にお
ける個人番号利用事務の拡
大

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律第９条第１項別表第１にマイナンバーを活用できる
事務が掲げられているが、その別表に記載されていない法律の
中にも、番号法別表第一に記載されている法律と同様の手続とな
るものがあることから、それらの事務も対象とするよう、別表への掲
載を求める。
（参考）
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（国交省）に係
る事務等

【改正の必要性】個人番号は、将来的には幅広い行政分野で利活用することも念頭に置きつつ、まずは、社会保障制度、税制、災
害対策に関する分野において利用することとされており、番号法第９条第１項別表第一で個人番号を利用できる事務が列挙されて
いる。これらの列挙された事務では、例えば、住民票や所得証明など添付書類が提出不要となるが、現状では、別表第一に挙げら
れていない社会保障等に関する法律で行われている事務で、同様に住民票や所得証明など添付書類を求めている事務がある。例
えば、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（国交省）に係る事務については、番号法別表第一項番１９「公営住宅法に
よる公営住宅の管理に関する事務」と同様の添付書類を申請者に求めることになっている。申請の根拠法の違いから添付書類の
要・不要が混じることは住民の混乱を招くため、このような事務について番号制度の対象事務とすることを求める。

６【内閣官房（３）】【国土交通省（19）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平
25法27）
個人番号利用事務（９条１項）及び特定個人情報の提供制限の例外となる事務
（19条７号）に、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平５法52）に基づ
き地方公共団体が供給する賃貸住宅の管理に関する事務を追加する。

H26 391 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省、総務
省

A　権限移譲 産業競争力強化法第113条、第114
条、第137条
産業競争力強化法施行規則第41
条～第45条

創業支援事業計画の認定権
限の都道府県への移譲

産業競争力強化法第113条に基づいて市区町村が作成する創
業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲する。

【支障】現在、計画申請、認定に当たっては、地方経済産業局が市区町村と入念な事前調整を行い、申請に向けた助言・指導を
行っているが、今後認定取得を希望する市区町村からの相談が増加すれば、経済産業局に過度な負担が発生するおそれがある。
また、平成26年4月に中小企業庁が発行した「産業競争力強化法における 市区町村による創業支援のガイドライン」によれば、申
請の素案受付から認定までの所要期間は2ヶ月以上とされており、この期間中は素案を提出した市区町村内の創業者が法に基づく
優遇措置を受けることができないため、場合によっては支援継続中の案件が優遇措置の対象外となってしまうおそれがある。さら
に、本法に基づく創業支援計画は、市区町村が主体的に地域内の創業の促進を計画・実践するという画期的な制度であるが、多く
の市区町村にとっては創業支援に正面から取り組む初めての機会となるため、頻繁に計画変更が生じる可能性がある。窓口が地方
経済産業局のみである場合、こうした計画変更への迅速な対応が困難となるおそれがある。
【改正の必要性】本事務を都道府県に移譲すれば、市町村の申請から認定までの所要期間は1ヶ月程度に短縮でき、地方経済産
業局との調整に係る旅費、人件費等の低減にもつながる。また、大分県における「スタートアップ支援機関連絡会議（県、商工団
体、金融機関等で組織。年間1,500件の創業相談を受け、うち400件が創業を実現）などの全県組織から市町村への情報提供も可
能になることから、法の趣旨、地域の実情に即した円滑な事務が行えるものと思われる。

［再掲］
４【総務省（２）】【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）（総務省と共管）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実
施に資するため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、
都道府県の関係機関が創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中
に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達
成に向け、原則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 392 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域基本方針
総合特区推進調整費の使途等に
関する基準について（平成23年8月
23日付府地活第126号）

総合特区推進調整費の申請
手続きの簡素化

課題解決型医療機器等開発事業などに総合特区推進調整費を
活用した場合にも、課題解決型医療機器等開発事業などと同様
に、切れ目無く計画に必要な範囲の調整費の交付を求めるもの

【改正の必要性】現在、大分県では産学官で連携しながら、特区推進調整費を活用し、在宅用人工呼吸器の開発に取り組んでお
り、当該開発プロジェクトは平成25年度からスタート（国の24年度補正予算「課題解決型医療機器等開発事業」を本体事業として活
用）し、3カ年分の開発計画について了承を受けている。しかしながら、初年度の事業終了に伴い、新年度の活用要望を提出した
が、国の了承が得られず、空白期間が生じているため、人件費の負担等事業者の負担が増大しているほか、試作に必要な材料の
購入ができず、試作機の製作ができないなど、開発計画の遂行に支障がでており、このままでは当初計画の変更を余儀なくされる
恐れがある。
よって、本体事業の予算制度と同様に、開発計画の承認をもって計画期間中の予算を担保し、開発の空白期間を無くし、開発計画
の円滑な遂行を可能にするよう要望する。なお、現行制度においても毎年度の評価と実地調査は実施されるため、必要に応じた計
画の変更・是正は可能であると思われる。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅴ）認定総合特区計画に盛り込まれた複数年計画の事業に関し、事業実施主
体が切れ目なく事業を推進できるよう、当該事業を支援する関係府省において、
所管する予算制度を活用して重点的に財政支援を行うとともに、これによっても支
援が不足する場合には、関係府省の予算制度で対応が可能となるまでの間、総
合特区推進調整費が活用できることを、関係府省及び指定地方公共団体に通知
する。
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H26 393 02_農業・農地 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

新規就農・経営継承総合支援事業
実施要綱

農業青年給付金の年齢要件
の緩和

農業青年給付金の年齢要件の引き上げ（年齢要件：原則45歳未
満→55歳未満）を求めるもの。

【改正の必要性】
大分県では、農業就業人口が平成１７年から２２年の５年間で約１万１千人（１９．６％）減少していることから、県内外での就農セミ
ナー、相談会などの取り組みにより、新規就農者の確保・育成に積極的に取り組んでいる。平成２１～２５年度の新規就農者数は８８
４名であり、うち就農時年齢４５～５４歳の者は１０５名（自営就農者７１名、雇用就農者３４名）と、自営就農者の１３．６％を占めてい
る。また、地域農業の担い手である認定農業者のうち５５歳以上の割合は、６７．４％と高齢化が進んでいるため、４５～５４歳はまだ
まだ若手であり、大分県の基幹的農業従事者の平均年齢は６８．０歳であることから、５５歳で就農しても１０年以上農業経営に従事
し、地域農業の振興を担うことができる。
このようなことから、新規就農者の確保に向けて、青年就農給付金について、廃止された就農支援資金（研修資金）の中高年と同様
の「５５歳未満」への年齢要件の緩和を要望する。
なお、青年等就農資金については、新規就農時の施設等整備にかかる設備投資に対して融資される制度のため、中高年はある程
度自己資金を有するものの、研修時の生活を支援する制度が必要と考える。
【現行要件：原則45歳未満→改定案：55歳未満】

H26 394 06_環境・衛生 その他 越谷・松伏水道企業団 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

水道水源開発等施設整備費補助
金国庫補助金交付要綱

水道水源開発等施設整備費
国庫補助金に係る平均単価
要件の廃止

水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱の別表第１の
採択基準の内の「給水人口５万人以上の水道事業者における平
均料金」（平成２６年度１，１２３円）よりも高い料金の事業体が補助
対象となっている。「緊急時給水拠点確保等事業費」の「重要給
水施設配水管」及び「水道管路耐震化等推進事業費」の「老朽管
更新事業」の採択基準において、平均単価要件の撤廃を提案す
る。

【支障事例】
水道事業者毎に異なる地域性及び経営状況を反映した水道料金によって算定される平均料金を補助金の採択基準とすることは、
水道料金を低く抑える経営努力によって低廉な料金を維持している事業体が当該補助制度を活用できないこととなり、重要給水施
設配水管及び老朽管更新事業等の財源を確保する一つの術が断たれることとなっている。
なお、当企業団の当該採択基準における料金は９９７円であり、採択基準を満たしていない。
【制度改正の必要性】
平均料金を採択基準とする現要綱では、収益的収入と支出のバランスが考慮されておらず、水道料金が平均料金を上回りさえす
れば、給水に係る費用が賄えているか否かは関係なく、補助金の交付対象となっている。
また、過去の建設改良事業実施に伴う企業債残高が多額に上る事業体にあっては、その利息の支払いが未だ大きな負担となって
おり、給水に係る費用を押し上げている。
しかし、今後経年化を迎える水道施設の更新には膨大な費用を要するため、新たな企業債の発行は不可避となり、更なる利息負担
が生じると見込まれる。それにより、安易に水道料金の値上げが行われては、水道利用者の生活に少なからず影響を及ぼすことか
ら、水道料金の高騰を防ぐため当該補助採択基準の緩和が求められる。
【懸念の解消策】
料金回収率（算定式：供給単価／給水原価）及び企業債利息の負担割合を示す指標（算定式：費用構成比・支払利息＝支払利息
／収益的費用合計）を補助採択基準とし、これまでよりもさらに踏み込んだ基準を採用する。

H26 395 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第87条の３第1項 用途地域等の都市計画決定
権限の特別区への移譲

用途地域等の都市計画決定権限を特別区に移譲するために、
都市計画法第87条の３第1項で規定する都市計画法施行令第48
条第1項を改正する。

【制度改正の必要性】
平成２４年４月１日、三大都市圏等における用途地域等の都市計画決定権限が市町村に移譲されたが、特別区においては引き続
き、東京都に残されたままとなっている。
用途地域は、合理的土地利用を図る最も基本的な制度であり、土地利用の実情を踏まえて、都市構造や都市の骨格に即して定め
る地域に密着した制度である。しかし、現行では、東京都が用途地域の指定権限等を保持しており、地域に密着した自治体である
区は、主体的に地域に関わることができない状況にある。特別区に決定権限があれば、土地利用の状況等の変化に応じて柔軟に
対応ができる等、より臨機に円滑な指定が可能となる。

【懸念に対する方策】
東京大都市地域の一体性は、国土形成計画をはじめとした都市計画区域の整備、開発及び保全の方針といった自治体の区域を
超えた広域計画や都、関係自治体との協議により確保が可能である。
このことから、都市計画決定権限の移譲は一体性を損なうものではなく、権限を移譲することに特段の問題が生じる恐れはないもの
と考えられる。
また、用途地域は都が決定しているため、同一の用途が区をまたがっている箇所もあるが、現在、用途地域の原案は、区が作成し
ており、区界の場合、関係自治体と必要に応じて協議して作成しているところである。

※その他（特記事項）欄のとおり、「より具体的な支障事例」「過去の議論に係る意見」については、別紙に記載。

H26 396 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 A　権限移譲 児童福祉法第12条第1項、第59条
の4
同法施行令第45条、第45条の2

児童相談所の設置権限の移
譲

特別区において迅速かつ漏れのない児童相談支援を実施する
ため、東京都が有する児童相談所の設置権限を特別区に移譲
するとともに、児童相談所設置市の事務を併せて移譲し、総合的
な児童相談支援体制を構築する。

特別区は、児童虐待その他の児童家庭相談の一義的窓口として、「先駆型子供家庭支援センター」を中心に相談体制を強化して
おり、区への虐待通告件数や相談件数は年々増加している。児童虐待の未然防止、重篤化予防のための様々な事業を実施する
ほか、要保護児童対策地域協議会の運営により、関係機関、地域との連携強化を行い、着実に対応を進めている。しかし、緊急性
や危険性の高い事案については区の権限では対応できず、児童相談所に一時保護や専門的な対応を委ねることとなっている。虐
待通告受理から支援終結まで一連の対応を同機関で切れ目なく行うことは、児童の安全確保だけでなく、虐待の再発防止、継続的
な保護者指導・支援が可能となるが、二つの機関が存在することにより、認識に温度差が生じ、迅速な対応や子どもの状況に応じた
きめ細かな対応が取れないことがある。
また、今般、死亡事例が報告されている「居住実態が把握できない児童」についても、虐待発生ハイリスクと捉え、区でもその把握と
支援を積極的に実施しているが、全国の児童相談所が所有するCAシステム等を持たず、立入調査権もない区においては調査にも
限界がある。
このような現状を改善するためにも、区民に最も身近な行政機関である区に児童相談所を移管し、学校や保健センターなどの関係
機関や地域との連携を密にしながら、相談から支援、指導、養護まで実施していく必要がある。

５【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
児童相談所の設置権限の特別区への移譲については、東京都と特別区の協議
状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

H26 397 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第97条の3第1項、2項
建築基準法施行令第149条第1項

延べ面積が1万㎡を超える建
築物等に係る建築主事の事
務の権限移譲について

建築基準法施行令第149条第1項第１号に規定する「延べ面積が
1万㎡を越える建築物」、同項3号に規定する「工作物」及び同項
4号に規定する「建築設備」のうち、同項2号の規定により都知事
の許可を必要としないものに係る事務を、特別区が置く主事の事
務に改める。

建築主事の設置は、都道府県又は人口25万人以上の市等建築主事を設置する市が行うこととされているが、特別区においては都
区双方に建築主事を設置し、都の建築主事が処理する事務以外の事務を特別区の建築主事が処理することとされている。本事務
は、現行の建築基準法では、特別区の建築主事の権限に属しないものとされているため、都の建築主事の事務となっている。
移譲された場合、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に規定されている申請書等を都へ送付する事務、手
数料の都への報告及び納付事務及び証書等を都から区に送付する事務や、事務処理特例交付金にかかる事務の負担が軽減さ
れるとともに、書類等の往復にかかる期間が短縮されることで事務の効率化が図られる。また、利用者は、当該手続・協議の際にか
かる移動距離、事務処理期間等の短縮による物理的な負担の軽減や、窓口の一本化による審査状況、進捗などの行程管理が容
易になるなど、利便性が向上する。
さらに、実際の事務においても、1万㎡を越える建築物如何に係らず、原則的には法の適用は一律であって、事務の実施には問題
はない。
以上の観点から、特に都の建築主事でなければ実施できない根拠はなく、かつ特別区において実施することが合理的であるため、
本事務の権限移譲を求める。
また、「床面積が大きくなるほど審査の事務負担が増す」「３１ｍ超の建築物は審査項目が数多くある」との懸念があるが、現在特別
区が行っている事務でも、３１ｍ超の建築物はあり、事務処理に関して支障はなく、区での対応は十分に可能である。

H26 398 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第2条第1項第35号、同
法第97条の3第3項
建築基準法施行令第2条の2第2
項、同施行令第149条第2項、3項

延べ面積が1万㎡を超える建
築物等に係る特定行政庁の
事務の権限移譲について

建築基準法施行令第149条第1項第１号に規定する「延べ面積が
1万㎡を越える建築物」、同項3号に規定する「工作物」及び同項
4号に規定する「建築設備」のうち、同項2号の規定により都知事
の許可を必要としないものに係る事務を、特別区が置く主事の事
務に改める。

特別区の区域内における特定行政庁の事務は、建築基準法施行令第149条第１項に規定する建築物（1万㎡を超える建築物等）
については都の事務として、都が処理する事務以外の事務を特別区が処理することとされている。本事務は、現行の建築基準法で
は、特別区の権限に属しないものとされているため、都の事務となっている。
移譲された場合、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に規定されている申請書等を都へ送付する事務、手
数料の都への報告及び納付事務及び証書等を都から区に送付する事務や、事務処理特例交付金にかかる事務の負担が軽減さ
れるとともに、書類等の往復にかかる期間が短縮されることで事務の効率化が図られる。また、利用者は、当該手続・協議の際にか
かる移動距離、事務処理期間等の短縮による物理的な負担の軽減や、窓口の一本化による審査状況、進捗などの行程管理が容
易になるなど、利便性が向上する。
さらに、実際の事務においても、1万㎡を越える建築物如何に係らず、原則的には許認可の基準は一律であって、事務の実施には
問題はない。建築基準法第12条第1項及び第3項の定期報告先を統一し、一元管理することで、事務のスリム化、所有者への利便
性の向上と合理的な指導が可能となることから安全性の向上も図られる。
以上の観点から、特に都が特定行政庁として処理する事務でなければ実施できない根拠はなく、かつ特別区において処理すること
が合理的であるため、本事務の権限移譲を求める。
また、「床面積が大きくなるほど審査の事務負担が増す」「３１ｍ超の建築物は審査項目が数多くある」との懸念があるが、現在特別
区が行っている事務でも、３１ｍ超の建築物はあり、事務処理に関して支障はなく、区での対応は十分に可能である。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 399 05_教育・文化 市区長会 特別区長会 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第37条、第40条、第41
条
公立義務教育諸学校の学級編成
及び教職員定数の標準に関する法
律第10条

県費負担職員の人事権等の
移譲

区立小中学校教職員の人事権、教職員定数などの権限を必要
な財源と併せ、特別区に移譲する。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
現状では、人事権等が都にあることや、各学校の状況を区教育委員会でまとめ、都へ報告するため、区が責任を持って、地域の実
情に応じた学校教育を推進できる体制にはなっていない。（※１）
一方で地域防災拠点としての学校の位置づけ、学校支援地域本部の立ち上げ等、学校と地域（町会、自治会）との結びつきは新た
な局面を迎えている。（※２）

【制度改正の必要性】
人事権等が移譲された場合、①「特別区人事委員会の共同処理により、ある一定規模の安定した採用等が行える一方で、各区独
自の人材育成により、区独自の教育施策を推進することが容易になる。」②「各区の人事構想に基づき人事の調整を図ることによっ
て、施策の推進、課題を解消できる組織力の強化につながる」といった地域の実情に合わせた効率的な人事を行うことが可能とな
る。

＊その他（特記事項）欄のとおり、（※１）（※２）に関する具体的な支障事例は別紙に記載。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 400 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 ダイオキシン類対策特別措置法第
12条～第19条

ダイオキシン類発生施設設
置届出等受理に関する事務
の移譲

ダイオキシン類の排出の規制等及びダイオキシン類による汚染の
状況に関する調査等に関する事務を移譲する。

現在、特別区では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という。）に基づく「工場」及び「指定作
業場」についての設置認可申請、設置届等の受理事務を事務処理特例により行っている。一方、ダイオキシン類発生施設設置届
等の受理事務は、東京都が行っている。ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設を設置する場合、その多くが環境
確保条例に基づく工場あるいは指定作業場の届け出も必要となる。そのため、都と区の窓口の両方に届け出等を行わなければなら
ず、事業者に負担を課す状況である。
環境確保条例で規制されるばい煙発生施設のある事業所は約180件、うちダイオキシン類対策特別措置法に基づく届け出をしてい
る事業所は約15件である。ダイオキシン類発生施設設置届等の窓口を特別区に一本化することにより、事業者への負担が軽減す
るほか、事業所へのダイオキシン類も含めたすべての規制項目に対する一貫した指導が可能となるなど、迅速かつきめ細やかな対
応を図ることができる。

５【環境省】
（４）ダイオキシン類対策特別措置法（平11法105）
特定施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別区の協
議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

H26 401 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律第11条、第14条

特定事業者からの公害防止
管理者等の選任届受理に関
する事務の移譲

相当量のばい煙・汚水・粉じん・騒音、ダイオキシン類を発生させ
る特定事業者（製造業、電気・ガス・熱供給業）からの公害防止管
理者等の選任届の受理に関する事務を移譲する。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場に国家資格である公害防止統括者や公害防止管理者を選
任した場合は、騒音・振動は区へ、ばい煙・汚水等は東京都へ届出を提出することとなっている。一方、東京都の『都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）』では、東京都の資格である公害防止管理者を選任した場合には、区に届出を
提出している。このような二重行政とも言える問題を解決し、工場の公害防止の管理を一元化させるため、特定施設の公害防止統
括者の専任届等の事務は区が行うべきものと考える。

５【環境省】
（３）特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭46法107）
特定事業者からの公害防止管理者等の選任届の受理に関する事務について
は、東京都と特別区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 402 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 水質汚濁防止法第5条 排出水の排出の規制及び水
質の汚濁の状況の監視等に
関する事務の移譲

排出水の排出の規制及び水質の汚濁の状況の監視等に関する
事務を移譲する。

『水質汚濁防止法』に基づく特定施設となる工場の設置届は東京都に提出されている。この中で、東京都では工場から排出される
汚水や有害物質などの処理について指導を行っている。一方、東京都の『環境確保条例』による工場認可申請は、区の事務となっ
ており、この中で水質汚濁防止法の規制などと重なっている部分が多くある。また、汚水の公共水域への流出事故等が発生した場
合にも、東京都と区で現場に向かい対応しているのが実情である。このような二重行政とも言える問題を解決し、工場の汚水の管理
を一元化させるため、特定施設の設置届の事務は区が行うべきものと考える。
なお、工場認可申請について、都と区で重なっている部分としては、平成23年の水質汚濁防止法改正により、工場に有害物質貯蔵
タンクが設置されている場合は、法の規制を受けるようになったが、その部分はもともと東京都環境確保条例で規制している部分で
あり重複している。
また、公共水域への工場排水の流出事故等は、水濁法と環境確保条例の適用を受けるため、都と区の双方が現場出動し調査して
いる。

５【環境省】
（２）水質汚濁防止法（昭45法138）
特定施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別区の協
議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

H26 403 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 大気汚染防止法第6条 ばい煙の排出規制、粉じん
に関する監視等に関する事
務の移譲

ばい煙の排出の規制、粉じんに関する監視、大気の汚染状況の
監視等に関する事務を特別区へ移譲する。

区の事務である、東京都の『環境確保条例』に規定するばい煙発生施設等には、ばい煙の規制基準がある。一方、東京都の事務
である『大気汚染防止法』に基づく特定施設の設置届やばい煙の測定結果等は東京都に提出されている。公衆浴場などで発生す
る煙突からのばい煙の苦情の多くは区に寄せられており、都区で個別に処理することは合理的ではなく、公害苦情としての適切な
対応が困難な状況にある。このため、大気汚染防止法の特定施設の設置の受理などに関する事務についても、区が一元管理すべ
きものと考える。

５【環境省】
（１）大気汚染防止法（昭43法97）
ばい煙発生施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別
区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 404 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 土壌汚染対策法第3条 土壌汚染状況調査、指定地
域の指定及び土壌汚染によ
る健康被害の防止措置に関
する事務の移譲

土壌汚染状況調査、指定地域の指定及び土壌汚染による健康
被害の防止措置に関する事務を移譲する。

【土壌汚染対策法施行令第８条（政令で定める市の町による事務
の処理）に特別区を含める】

『土壌汚染対策法』第３条に規定する有害物質使用特定施設において、『環境確保条例』第116条に規定する有害物質取扱事業者
である場合においては、汚染状況調査報告書を東京都及び区に提出することになっており、調査者等に過分の負担となっている。
また、指定地域に指定された後の土壌の汚染状況及び健康被害防止措置の確認が出来ないため、区内の土地の土壌汚染状況及
び汚染土壌の処理の状況を把握することが困難な状況である。このような二重行政ともいえる問題を解決し、効率的な事務を進める
ため、区の事務とすべきものと考える。

５【環境省】
（５）土壌汚染対策法（平14法53）
土壌汚染状況調査、要措置区域等の指定等に関する事務については、東京都と
特別区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

H26 405 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 都市再開発法第7条の9、第11条 区市町村施行を除く区市町
村が決定した市街地再開発
事業に係る認可権限の区市
町村への移譲

市街地再開発事業を施行しようとするときは「市町村にあっては
都道府県知事の認可を受けなければならない(特別区を含む)」と
都市再開発法に定められているが、市町村が決定をした市街地
再開発事業においては、市町村施行を除き、市町村は都道府県
知事に協議をしたうえで市街地再開発事業の認可をすることがで
きるよう、法改正をされたい。

※その他（特記事項）のとおり「具体的な条文改正イメージ」は別
紙に記載

【制度改正の必要性】
都市再開発法に基づいて、土地の合理的かつ健全な土地利用と都市機能の更新が必要な区域として都市計画に定めた区域内に
おいて、土地所有者等が権利変換方式による共同ビル建設を促進するための手続きであり、住民に最も身近で地域の実情に詳し
い区市町村が認可事務処理することが好ましい。そのことにより、区市町村の独自性を発揮でき、事業期間も短縮することができる。
なお、区市町村施行については、都道府県の認可事務とすることとされたい。

【制度改正の効果等】
権限移譲がされた場合の効果として、「地元市町村からの経由事務が不要となる。地権者の合意形成状況を的確に把握できる。地
元市町村からの意見聴取が不要となる。公共施設管理者との協議状況を的確に把握できる。従前従後配置の照応関係が的確に
把握できる。過小床基準を速やかに判断できる。従前従後配置の照応関係が的確に把握できる。」といった事務処理が効率化され
ることが見込まれる。
また、特別区における本業務を処理するために必要な技術職の職員確保については、区毎ではなく、特別区人事委員会の共同処
理によりスケールメリットを活かして採用等を行うことから可能である。

※その他（特記事項）のとおり、「東京都における本業務の実績」は別紙に記載。

H26 406 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 屋外広告物法26条 屋外広告物法に基づく条例
制定権限の移譲

現在、屋外広告物法で規定されている、景観行政団体である市
町村の特例において、都道府県との協議に縛られず市町村にお
いて屋外広告物条例を定め規制を行うことができるよう求める。

※具体的な条文改正イメージは、別紙のとおり

【制度改正の必要性】
「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平成１６年１２月に施行され、市町村である景観行政団体であっても景観
計画に基づく規制等と一元的に行うことを可能とするため、都道府県と普通市町村とが協議の上、屋外広告物に関する条例の制定
又は改廃に関する事務の全部又は一部を、当該都道府県の条例で、普通市町村が処理することができることとされたが、東京都に
おいては実績がない。
特別区においては、それぞれの地域の実情に合わせ各区が景観行政団体としての屋外広告物の規制に取り組むべきであり、東京
都との協議に縛られず、条例制定を可能とする必要がある。

【現行制度で対応困難な理由】
条例制定に向けた正式な協議は行っていないものの、事前に東京都の考えを確認したところ、「首都景観は一体的に統制されるべ
きと考えている。また、地方都市と異なり街並みの連続性があるため、区境をこえた途端に屋外広告の扱いが異なり景観が変わるこ
とは大都市東京にふさわしくないと考えている。過去に相談があった区にも、このような理由で断っている。」との見解が示されている
ため、制度改正が必要である。

H26 407 10_運輸・交通 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条 一般乗合旅客自動車運送事
業の運行許可権限の地方運
輸局から区市町村への移譲

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業について、道路運
送法第４条を改正し、運行地域がそれぞれの自治体区域内であ
るという条件に限り、運行許可権限を地方運輸局から区市町村に
移譲する。

【制度改正の必要性・支障事例】
これからの高齢者人口の増加や子育て世帯へのさらなる支援が求められる中で、買い物、公共施設利用、通院の移動手段として、
バス路線の社会的な需要はさらに増大することが予想される。こうした社会情勢の中、自治体は、バス路線網の充実に向けた取り組
みを行っていく必要がある。
現在、運行地域に関わらず、路線バスを運行開始するには、運行するバス事業者が、道路運送法に基づき一般乗合旅客自動車
運送事業の許可申請書を国土交通省に提出し、審査を経て許可を受ける必要がある。
バス路線は、日々の生活において利用される身近な交通手段であり、地域の要望への対応は、迅速に行われるべきものであるが、
現状、許可申請書を提出してから許可が下りるまで相当の時間を要している。また、許可手続きの進捗状況が分からないため、広報
誌への掲載手続き等の住民への周知に関する事務手続きに入るタイミングに苦慮しているところである。
こうしたことから、地域の要望に迅速に対応するため、また、地方自治体において実施している住民への周知に関する事務の円滑
化、効率化を図るため、運行地域がそれぞれの自治体区域内に限るバス路線の新設や変更等についての運行許可権限は、地域
に密着した基礎自治体にあるべきである。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 408 02_農業・農地 市区長会 特別区長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

生産緑地法第3条第1項 生産緑地指定下限面積の廃
止

生産緑地地区として指定できる面積要件に係る下限面積の枠付
けを廃止し、市（特別区を含む）において設定できるようにする。

本提案は、生産緑地法第2条の2に規定された「国及び地方公共団体の責務」をより効果的に発揮するためのものであり、下限面積
をより緩和し、生産緑地地区を最大限に確保することを目的とするものである。
大都市における宅地化農地は小規模であるが、地価が高いため税負担は重く、営農者はできるだけ多くの農地を生産緑地として
指定したいと希望しているが、営農者が生産緑地の指定を望んでも500㎡の指定下限面積があるので指定が進まない現状である。
また、貴重な農地であるにもかかわらず、それに満たない農地が適用に当たらず保全され難い現状がある。
これらの実情を踏まえて、都市農地が地域環境に安らぎと潤いを醸成し快適な都市社会の形成に寄与している事実に鑑み、営農者
の保護育成を図るとともに、これらの農地を積極的に保全するため、生産緑地指定下限面積の枠付けを廃止し、指定下限面積設
定ができるようにすべきである。
なお、農業者の負担を軽減し都市農地が保全されることにより、意欲を持って営農に精進できる環境を整備され、都市農地の持つ
多面的機能（農産物供給機能、レクリエーション、コミュニティ機能、福祉・保健機能、環境保全機能、教育機能、防災機能、景観形
成・歴史文化伝承機能）が発揮され、都市住民の生活の質の向上にもつながることが期待される。

H26 409 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第4条第3項、同法第97
条の3

市（特別区を含む）が建築主
事を設置する際の都道府県
知事同意の廃止

建築基準法第4条第1項の市以外の市が建築主事を設置する際
に必要な都道府県知事の同意を要する協議を、同意を要しない
協議とする。あわせて、同法第97条の3の規定を廃止する。

建築・まちづくり行政は地域に身近な市町村が担っている。これまでの義務付け・枠付けの見直しにより、市が都市計画決定する際
の都道府県知事の同意は既に廃止されており、都市計画施設内の建築許可事務についても、規模に係わりなく都道府県知事から
市長に移譲されている。
しかしながら、建築基準法第4条第3項には、いまだに知事同意の規定が残されており、市町村の主体的な取り組みを結果的に阻害
している。このため、少なくとも市（特別区を含む）については、同法第4条の2の規定に基づき建築主事を設置する際の知事同意の
規定を廃止していただきたい。
ちなみに、同法第97条の3に基づき確認権限を延べ面積1万㎡以下に制限された建築主事を設置している特別区では、市並みの
建築主事の設置について東京都と意見を交わしてきた（都区のあり方検討委員会幹事会）。その中で、東京都側は広域調整の必
要性を主張し権限移譲を否定しているが、特別区の区域は、東京都市計画として既に一体的に整理がされており、各特別区におい
て当該都市計画の内容に反する建築確認が行われることは有りえない。また、指定確認検査機関による確認検査が質・量ともに
年々が充実してきている状況も踏まえると、特別区に権限移譲しても過大な業務負担となることは考えづらい。特に、既存建築物を
含めた地域の安全・安心といった特定行政庁業務については、延べ面積の如何に係わらず、地元自治体である特別区が地域住民
に対して責任を果たしていくしかない。知事同意の規定の廃止と併せ、同法第97条の3の規定も廃止することで、具体の権限移譲が
進捗するものと期待する。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅰ）市町村（特別区を除く。）の建築主事の設置に係る都道府県知事への同意
を要する協議（４条３項）については、同意を要しない協議とする。
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H26 410 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

母子保健医療対策等総合支援事
業の実施について(平成17年8月23
日雇児発第0823001号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長通知)

産後ケア事業に対する補助
条件の見直し

国の「母子保健医療対策等総合支援事業」中の「妊娠・出産包括
支援モデル事業の補助条件（実施要綱）を緩和し、産後ケア事業
など各事業単独での補助申請が可能となる仕組みとする。
（現状の補助条件）「妊娠・出産包括支援モデル事業」中の３事業
全てを実施
（提案内容）３事業全てを実施だけではなく、各事業単独での実
施も可とする

２６年度国では、地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化として「母子保健相談支援事業（母子保健コーディネーターの配
置）」「産前・産後サポート事業」「産後ケア事業」の３事業が盛り込まれた「妊娠・出産包括支援モデル事業」を「母子保健医療対策
等総合支援事業」により実施している。
当区では児童虐待防止対策として、全国に先駆け「産後ケアセンター桜新町」を開設しており、育児不安等を抱える出産後の母親
から大変好評を得ているが、利用ニーズの高まりから、利用希望の母子が利用できないといった状況が生じてきており、「産後ケア事
業」の拡充が課題となっているため、「妊娠・出産包括支援モデル事業」の活用し、事業拡充策の検討を進めたいが、当該事業は、
３事業全てを実施することが補助条件とされており利用できない状況である。
補助条件を緩和し「産後ケア事業」単独で実施したとしても、当区の保健師、助産師の全戸訪問率は高く（２５年：９５％）、母子の状
態を把握して必要に応じ、「産後ケア事業」につないでいることから、国の事業目的に沿った地域における切れ目ない支援を実施し
ていくことは可能である。
「妊娠・出産包括支援モデル事業」の補助条件が緩和され、各事業単独での補助申請が可能となれば、当区においても、産後ケア
事業の拡充に向けた検討の幅が広がり、ひいては区民に対するサービスの向上を図ることが可能となる。
また、当区の「産後ケアセンター桜新町」は先駆的な取組みであることから法的事業として位置づけられていないが、全国的にもこう
した産後ケアセンターが展開させるために今後法的事業として位置付ける必要があると考える。

６【厚生労働省】
（18）母子保健医療対策等総合支援事業
（ⅱ）現在、妊娠・出産包括支援モデル事業の補助条件として、①母子保健相談
支援事業、②産後ケア事業及び③産前・産後サポート事業の３つ全ての事業の
実施を求めていることについて、平成27年度から①母子保健相談支援事業のみ
を必須事業とし、②産後ケア事業及び③産前・産後サポート事業を任意事業とす
るよう見直す。

H26 411 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第２８条第１項、介護保
険法施行規則第３８条第１項
介護保険法第３３条第１項、介護保
険法施行規則第５２条第１項

要介護認定「更新申請」にお
ける認定有効期間の延長

複数回、更新認定を受けている要介護認定者の以下状況に係る
「更新申請」については、今後心身の状態に変化が見込まれない
場合、認定有効期間を最長３６か月間（３年間）まで延長すること

【延長を提案する状況】
・前回要介護→今回要介護
・前回要支援→今回要介護

新規申請や区分変更申請は有効期間が短いことにより、認定申請者の負担が大きくなっていたことから、直近３年間で、「新規申
請」、「区分変更申請」の認定有効期間の延長が行われ、その結果、認定申請者の負担の軽減とともに、要介護認定事務の軽減に
もつながっている。
今後は、年々増加する高齢者の状況から介護保険の給付を受ける人も増加が見込まれ、要介護認定申請の増大が避けられない
状況である。心身の状態にあまり変化のない被保険者については、「更新申請」の結果が前回認定結果と同じになる方が一定程度
いる。さらに、要介護度４･５の重度要介護認定者のうち８０歳を超える高齢者は、「更新申請」を行っても、心身の状態に大きな変化
が見込まれず、結果的に要介護度の変更がない確率が高い状況にある。現行の更新申請の有効期間では、心身の状態に変化が
見込まれないにもかかわらず、要介護認定申請者とその家族に認定申請や認定調査、認定調査時の立会い等の負担だけを生じさ
せる結果となってしまう。
要介護認定の更新申請については、申請者等の負担軽減及び認定事務の効率化のため、認定有効期間を最長３６か月間（３年
間）に延長する必要がある。
また、更新勧奨時の問い合わせや認定調査実施の際に本人や家族から、認定申請や認定調査の回数（頻度）の軽減について、
度々意見・要望が出されている。

H26 412 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護法３４条（医療扶助の方
法）

生活保護医療扶助給付にお
ける外来診療時等窓口一時
負担金制度の導入

医療扶助適正化の一環として、被保護者が指定医療機関等で外
来診療等を受けた場合や指定調剤薬局で処方を受けた場合、
一定額または一定割合額を一時的に負担する仕組みを導入す
る。

医療扶助の適用においては、医療要否意見書により主治医の意見を求め、審査の上給付を決定しているが、同一疾病についての
頻回受診や重複受診につては、レセプトの返還を待った数か月後の事後チェックとならざるを得ない。また、後発医薬品の利用促
進にあたっても窓口での支払いを要しない現行の医療扶助の給付方法では、後発医薬品に対する積極的な選択行動が得られにく
い。そのため、被保護者自身に医療機関等窓口で医療費の一部を一時負担させ、内容審査の上、負担額を還付する仕組みを導
入する。
これにより、頻回受診や重複受診等については、早ければ受診月の内に適切な指導を行うことで解消が図られる。

H26 413 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護 実施要領 局長通知12 1
訪問調査 (2)訪問計画に基づく訪
問 ア家庭訪問を少なくとも1年に2
回以上すること

被保護世帯に対する訪問調
査活動の一部業務委託

高齢世帯への訪問調査活動のうち、安否確認や生活状況を踏ま
えた認知症の早期発見、その他の身体状態の把握、介護予防事
業及び介護保険等の生活支援サービスの適正利用支援等を目
的とした訪問調査について民間活力を利用できる制度構築とす
る。

全国的に被保護世帯数と被保護人員は、ともに過去最高値を更新し続けている。また、高齢者人口の推移予測からは、今後もその
増加は避けられない見込みであるが、国が示す福祉事務所現業員配置基準に従った職員の増強は困難である。
当区においては、居宅における安定した自立生活が維持されている高齢者世帯については、現業員が行うこととされている訪問調
査活動の一部について、外部委託を導入することで業務の効率化を図っているが、生活保護法の施行事務監査においては訪問調
査活動実績として評価されていない。
保護の開・廃、変更等に係る業務は区の職員が実施しており、現在まで適正な保護の実施が確保されており業務委託による問題は
生じていない。

H26 414 08_消防・防災・
安全

市区長会 指定都市市長会 内閣府 A　権限移譲 災害救助法第2条 災害対応法制の見直し
（救助の主体権限を都道府
県知事から指定都市の市長
へ移譲）

救助の主体が都道府県知事に限定され、その委任を受けない限
り、指定都市の市長は救助に主体的に当たれないため、指定都
市の市長を救助の主体に位置付ける。

【支障事例】
原則として都道府県知事が救助を行い、市町村長がその補助を担うが、東日本大震災は、この仕組みで対処できるものではなかっ
た。
県がプレハブ仮設を1,505戸整備するのに、発災から96日を要した。仮に市がこれを担った場合、発災から約50日での整備が可能
であった。
【制度改正の必要性】
局所的な災害が発生し、被災者を直ちに救助しなければならないときに、県に報告し、委任を受ける暇がない。
避難所開設や給食等の期間延長は都道府県から国へ申請する手続を踏まなければならず、被災者に対する食料供給等に支障を
来すおそれがあるなど。
災害時の救助の実施は迅速かつ的確な対応が求められるため、対応能力のある指定都市は、県を介することなく自立的・自発的に
救助にあたることができるようにすべきである。
災害は局所的なものも想定されるため、指定都市の市長も権限を有するのが効率的・効果的である。
【制度改正による効果】
役割分担を見直すことは、救助活動等における選択肢を拡大するものであり、住民の生命や財産を守る上で非常に有効である。
災害対応をはじめ多様な能力を有する指定都市を救助の主体に位置付け、権限を合わせて保有することは地域住民のニーズ等を
踏まえた自立的、自発的な活動を可能にする。
指定都市は災害に対応できる能力をフルセットで有しており、指定都市が迅速に災害対応に当たることにより被害を最小限に食い
止めることが可能になる。

５【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規
定上も可能であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらか
じめ都道府県と市町村の間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やど
のような場合に委任するのかを定めておくことが有効であることを、地方公共団体
に通知する。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 415 08_消防・防災・
安全

市区長会 指定都市市長会 内閣府 A　権限移譲 災害対策基本法第71条 災害対応法制の見直し
（災害時の従事命令等権限
の都道府県知事から指定都
市の市長への移譲）

指定都市の市長には応急措置の実施義務があるが、従事命令
等の権限は、災害対策基本法第71条により都道府県知事に限定
されている。応急措置に係る従事命令等の権限を指定都市の市
長にも移譲する。また、国における広域支援の枠組みの検討に
当たっては、指定都市も支援の主体とするとともに、指定都市の
意見を反映する。

【支障事例】
東日本大震災では、発災直後から食料、飲料水等が買い占められ、物資不足が問題となった。物資の保管命令を発せるのは都道
府県知事となっており、指定都市の市長にはその権限がないため、迅速かつ適切な対応が取れない。
【制度改正の必要性】
応急措置に係る従事命令等の権限についても、その対応能力を有し、現場に密接した災害応急活動を行う指定都市において権限
を行使できるようにすべきである。
指定都市は多くの住民を抱えるとともに物流拠点も多く、発災直後に物資の流通をコントロールするためには、指定都市の市長も物
資の保管命令の権限を持つ必要がある。
【制度改正による効果】
指定都市は人口が集積した地域であり、災害が発生すると被災者数も甚大になる。一方で、指定都市は消防、まちづくり、住宅など
の分野で災害に対応できる能力をフルセットで有しており、指定都市が迅速に災害対応に当たることにより被害を最小限に食い止
めることが可能になる。

H26 416 04_雇用・労働 市区長会 指定都市市長会 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律等

公共職業安定所（ハロー
ワーク）業務全般の移管

職業訓練の受講あっせんや雇用保険の認定・給付等の業務を希
望する指定都市に「一体的実施」により実施しつつ、ハローワーク
業務に係る国と指定都市の具体的な業務分担や相互の関係に
ついての合意形成のため、国と指定都市との協議の場の設定し、
「一体的実施」として実施しているハローワークの職業紹介・相談
業務を希望する指定都市が受託する「一元的実施」により実施

【現行制度の支障事例】
「見直し方針」では一体的実施の課題の多くを解消できない。一体的実施についての支障事例は、次のとおり。
・一定の成果も挙げているが、今後アクション・プランに基づく協定の範囲を超えて事業展開を検討する場合、市の裁量が及ばず地
域の実情に応じた迅速な対応が図られないおそれがある。
一体的実施施設は指揮・命令系統が複数あることから、運営方針について事前の協議・調整が必要であり、地域の特性・ニーズに
見合った市民サービスが提供されない可能性がある。
・勤務条件の相違や業務の繁閑に合わせた弾力的な人員配置ができないこと等による非効率の発生。
・支援対象者を生活保護受給者等の生活困窮者としており、それ以外の市民（若者、女性、高齢者、障害者等）に対して実施してい
るカウンセリング等の就労支援サービスと職業紹介等サービスを一体化し、相談から就労までの一貫したサービスを地方の責任と判
断で提供できない。
【制度改正の必要性】
全指定都市で一体的実施をしている現状において、更に職業安定法第33条の4に基づく無料職業紹介事業を同一の対象者に対し
て市が実施すると、異なる実施主体が同じ対象者に行政サービスを行う、いわゆる二重行政が生ずる。それに比べると、業務委託
により、一体的実施として実施しているハローワークの職業紹介、相談業務を市が実施することとした方が一体的実施の課題が解消
され、住民にとってのメリットも大きい。
ハローワークにおける就労支援は、地域の実情を熟知し、住民に最も身近な基礎自治体が担うことで住民サービスの向上につなが
る。そのため、「権限移譲」の実を上げるまでの当面の措置として、現行法令の枠内での見直しが必要。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 418 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項
農地法第５条第３項

農地転用の許可にあたり都
道府県農業会議への意見聴
取の廃止

農地法第４条第３項及び第５条第３項に規定される農地転用許
可にあたり都道府県農業会議への意見聴取を廃止する。

農地法第４条第３項に規定される農地転用の許可の際に義務付けられている都道府県農業会議への意見聴取は、会議が形骸化
していること及び事務の効率化による市民サービス向上を図る観点から廃止する。
【規制緩和等の必要性】
地方の活力をより一層高めるための土地利用は、都市の成長を図るために行う土地利用と農地保全の両方の観点をもって行う必
要があるため、地域の実情を熟知している指定都市に権限を移譲する必要がある。
農地転用の許可及び農業振興地域指定等の事務権限を一括して指定都市が移譲を受け、一元的に取組みを進めることにより、申
請者の負担の軽減等、効率的かつ効果的な施策展開が可能となる。
【支障事例】
農地転用許可権限が道府県から移譲されている場合でも道府県農業会議への意見聴取が法的要件のため、申請者への許可書の
発行までの処理日数は移譲前と変わらない。
道府県農業会議への意見聴取は、農業委員会の審議と二重審議であるとともに会議は形骸化している。また、事務処理期間も長く
なり市民サービスの面からも支障がある。
道府県農業会議への意見聴取には議案の作成、会議への出席、議案の説明等事務処理上、多大な負担となっている。

農地法第４条及び第５条に規定される農地転用の許可権限につ
いて、農林水産大臣又は都道府県知事から指定都市の市長へ
移譲する。

土地利用行政を基礎自治体が総合的に担う観点から、農地法第４条第１項、第５条第１項に規定される農地転用の許可権限につ
いて、農林水産大臣又は都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する。
（権限移譲等の必要性）
・地方の活力をより一層高めるための土地利用は、都市の成長を図るために行う土地利用と農地保全の両方の観点をもって行う必
要があるため、地域の実情を熟知している指定都市に権限を移譲する必要がある。
・農地転用許可基準は農地法等で明確化されていることから、その基準への適否については地域の実情を熟知している基礎自治
体が適正に判断することができる。
・農地転用の許可及び農業振興地域指定等の事務権限を一括して指定都市が移譲を受け、一元的に取組みを進めることにより、
申請者の負担の軽減等、効率的かつ効果的な施策展開が可能となる。
・農地転用許可権限を基礎自治体が担い、農業委員と連携することで地域の農業振興を図り、不要な宅地開発を防ぐことができ
る。
・当該許可権限は、都道府県の事務処理特例条例により、多くの市町村に権限の一部が移譲されている。こうした実態を踏まえ、
「市町村優先の原則」の下で、特に、事務処理特例制度による実績が積み上がったものについては、法令により市町村事務として
整理されるべきである。
・農林水産大臣の許可案件についても、農業委員会が申請者からの転用相談を受け、許可基準に係る調査を行っているのが実情
である。
（支障事例）
別紙№1に記載のとおり

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３

） 在 方 農 会 革 併

H26 417 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条第１項、第５条第１項 農地転用の許可権限の移譲
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H26 419 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項、第6項、第7条第1項

農業振興地域の指定、区域
の変更等の事務権限の移譲

農業振興地域の整備に関する法律第6条及び第7条に規定され
る農業振興地域の指定、区域の変更等の事務権限を移譲する。

農業振興地域の整備に関する法律第6条及び第7条に規定される農業振興地域の指定、区域の変更等の事務権限を移譲する。
【権限移譲の必要性】
・農業振興地域の指定・変更とそれに伴う農林水産大臣との協議を基礎自治体が担うことにより、地域の営農者と身近な基礎自治
体が地域ニーズに対応した土地活用を可能とし、真に保全すべき農地の保全や営農者の生活基盤の確保に取り組める。
【支障事例】
農業振興地域の指定、変更については、都市計画の線引き見直しに伴うものなど、あらかじめ所定の調整が行われているケースが
ほとんどである。県は市町村の原案をそのまま公告しているのが実態であり、事務処理自体が形骸化している。（別紙No.2-1、2-2）

H26 421 05_教育・文化 市区長会 指定都市市長会 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第４条第１項第３号
私立学校法第４条第１項第２号、第
８条第１項、第９条第１項
私立学校振興助成法第９条

私立幼稚園の設置認可等権
限の移譲

私立幼稚園の設置認可権限、私立学校審議会の設置権限、運
営指導・補助金交付権限を、現行の都道府県から指定都市へ移
譲する

【制度改正を必要とする理由】
子ども・子育て支援新制度の導入に向けて、国からは、自治体における事業者への相談・支援体制の確保や地方版子ども・子育て
会議等への幼稚園関係者の参画等を求められている。説明、相談、意向調査の実施など、市と私立幼稚園との密接で円滑な関係
が求められている。今後、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するという新制度の目的を実現していくためには、さら
なる関係強化が不可欠。
私立学校の設置・廃止認可や学校法人の設立に関する認可など、私立各種学校に関する重要事項を審議する私立学校審議会の
設置権限を移譲することによってはじめて、私立幼稚園に関する認可等権限について、適切な執行が可能になる。
各幼稚園において実施している長時間預かり保育は、今後、保育需要の量的及び質的な拡大に対応するための有効な方策の一
つであり、設置認可等の権限が移譲されることで幼稚園に関する情報が蓄積され、保育需要の円滑な解消につなげることが期待で
きる。
【支障事例】
子ども・子育て支援新制度の施行に向けて幼保一体として地域のニーズに対応する必要があるが、市内各私立幼稚園の園舎等の
施設に関する情報ならびに認可や指導の経過などの運営に関する情報も乏しいため、幼稚園（法人）の幼保一体化に向けた具体
的な相談にきめ細かく迅速に対応することが困難である。
子ども・子育て支援新制度における私立幼稚園への指導監督について、設置認可等を行う道府県と給付を行う指定都市による二
重行政が生じる。
　※支障事例の詳細は別紙のとおり

H26 422 03_医療・福祉 市区長会 指定都市市長会 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第３条

幼保連携型認定こども園以
外の認定こども園の認定に
係る権限の移譲

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申
請の受理等の権限を現行の都道府県から指定都市へ移譲する

【制度改正を必要とする理由】
平成27年4月から施行される子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供することを目的として
おり、住民に身近で高度な専門能力を有する指定都市が認定こども園に係る権限を包括的に持つことにより、地域の実情に応じた
効率的、効果的な事業実施が可能となる。
また、併せて移譲を求めている私立幼稚園の設置認可等の権限移譲を受けることにより、上記の総合的な施策実施がより効果的に
なされることとなる。
【支障事例】
平成27年4月から幼保連携型認定こども園の認可権限が指定都市に移譲されるが、他の「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の
認定こども園の認定権限は引き続き道府県に存置され、認定権者が異なることから二重行政となる。
具体的には、保育所型認定こども園については，児童福祉法上の認可権限は指定都市が有するにもかかわらず、認定こども園とし
ての認定権限は都道府県が有し、地方裁量型認定こども園については、児童福祉法上の認可外保育施設としての届出は指定都
市に対して行うにもかかわらず、認定こども園としての認定権限は都道府県が有する。そのために、事業者は道府県と指定都市の
両方に手続を行わなければならず煩雑である。
子ども・子育て支援新制度では、地域の保育・教育ニーズに応じた事業計画を策定し施策実施に関する責任を負うが、幼保連携型
認定こども園以外の認定こども園の認定権限を有しないため、計画的・機動的な基盤整備の推進に支障が生じる。

H26 420 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2

農用地区域内における開発
行為の許可権限の移譲

農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に規定される農用
地区域内における開発行為の許可権限について、都道府県知
事から指定都市の市長へ移譲する。

【権限移譲の必要性】
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に規定される農用地区域内における開発行為の許可は、農用地区域内において農
業用施設を新設する場合などのほか、学校、診療所、国・都道府県・市町村庁舎などを新設する場合などが想定される。当該事務
権限が指定都市に移譲されることにより、指定都市は地域の実情に応じたまちづくりを主体的かつ迅速に行うことが可能となる。
当該許可権限は、都道府県の事務処理特例条例により、多くの市町村に権限が移譲されている。こうした実態を踏まえ、「市町村優
先の原則」の下で、特に、事務処理特例制度による実績が積み上がったものについては、法令により市町村事務として整理される
べきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 423 09_土木・建築 都道府県 熊本県 国土交通省 対象外 社会資本整備総合交付金交付要
綱第Ⅱ編の各事業細目

社会資本整備総合交付金に
おける交付金事業の細目の
大枠化

社会資本整備総合交付金交付要綱附属編第Ⅱ編で定める交付
金事業の細目をより大枠とし、地方の裁量により運用できるように
すること

【支障】
現在の交付金事業の要件は交付金要綱附属編第Ⅱ編で規定されており、道路事業以外は細分化されている。道路事業は大枠で
あるため、事業内での流用等、地方の裁量で対応ができているが、他事業は、事業の要件が細分化されており地方の裁量は小さい
ものとなっている。
【制度改正の必要性】
現場の状況や事業の進捗に流動的に対応するため、事業の要件を大きくし、事業内の流用等による地方の裁量を大きくする必要
がある。

H26 424 07_産業振興 都道府県 熊本県、福岡県 経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

工業用水道事業法第２条
河川法第２３条

工業用水の用途拡大に関す
る規制緩和

経済産業省通達にて規定されている工業用水道からの雑用水の
供給条件の緩和や手続の簡素化、工業用水道事業法で規定さ
れている供給対象業種及び供給方法の拡大及び河川法で規定
されている水利権の弾力的な運用を実現すること

【支障】工業用水の需要が漸減し、施設能力と水需要のかい離が拡大している中、工業用水及び雑用水の供給拡大を検討している
工業用水道事業者にとっては、通達及び法に規定されている供給条件（供給区域、供給対象）や手続きが供給拡大の支障になっ
ている。なお、具体的な支障例として想定されるものとしては次のようなものがある。
植物工場等への給水が工業用水では不可（植物工場は、日本標準産業分類上においては「農業」と定義されるため） 。
工業用水は、工業用水道事業法第２条第３項で、導管による（製造業への）給水を定めていることから、船舶（タンカー）による国内
外への輸送等に対応できない。
雑用水や大規模災害時の他用途利用（消防利水、飲用等生活用水への一時的な利用）等に伴う水利権上の制約（本来的には、雑
用水等の供給は工業用水の目的外使用となるため弾力的な運用が必要）。
【制度改正の必要性】工業用水の未利用水を幅広く活用することは、工業用水道事業の経営改善のみならず、国内外の水資源に
関する課題に対応できることから、農業用水、都市活動用水や海外での産業用水など、工業の垣根を越えた幅広い産業への活用
や環境用水などの多様な水需要に対応できるよう、雑用水の供給要件緩和や手続きの簡素化、工業用水道事業法の適用範囲の
拡大、水利権等の弾力的な運用といった規制緩和が必要である。

６【経済産業省】
（４）工業用水道事業法（昭33法84）
工業用水道による工業の用以外の用途（飲用を除く。）への水の供給について
は、雑用水比率10％以下の場合の届出の廃止等の手続の簡素化、供給条件の
緩和等を含む運用を改正し、平成26年度中に工業用水道事業者に通知する。
［措置済み（平成26年12月25日付け経済産業省経済産業政策局産業施設課通
知）］

H26 425 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

スポーツ・青少年局委託事業事務
処理要領

文部科学省委託事業「体験
活動プロジェクト」（防災教育
推進事業）における事業計
画作成手続の簡素化

事業計画段階では、大まかな内容の計画で認定し、その後の運
営委員会等の意見による計画の変更を可能とすること

【支障事例】
委託決定から計画書提出までの期間が３週間程度の中、会場、委員及び事業の方向性が不確定な状況下で、消耗品や旅費等の
費用について詳細な根拠書類の添付を求められる。
しかし、実施段階では、場所や委員、事業詳細、物品等の価格が変わるため、計画段階での書類の作成事務、文部科学省におけ
る確認事務の双方に無駄が非常に大きい。
また、実行委員会等の意見により、事業内容に変更が生ずる場合には、事業計画書を遡って修正することが求められる。
【制度改正の必要性】
事業計画段階で詳細に計画する負担に加えて、計画提出後の変更が原則認められないため、提出後に開催する運営委員会や実
行委員会で具体的な案が出されてもプログラムに盛り込むことができない。事業内容を検討して質の向上を図るための同委員会の
関与できる範囲や意見内容に大きな制約を与えている。
【懸念の解消策】
都道府県が受託して実施する事業については、会計規則や旅費規程等に沿って実施するので、委託契約前の事業計画書等は概
算の積算で済むよう簡素化したうえで、ある程度大まかな事業計画や概算費用の範囲内で、実行委員会等の地域の声を反映させ
るための内容変更に対応できるようにすべきである。

H26 426 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立学校施設費国庫負担金等に
関する関係法令等の運用細目
学校施設環境改善交付金交付要
綱
学校施設環境改善交付金事業概
要

廃校・余裕教室等改修事業
（学校施設環境改善交付金）
の事業要件の緩和
（H26年度に新設された、特
別支援学校の教室不足対策
として、廃校や余裕教室等の
既存施設を活用した整備に
対する補助）

既存交付金事業よりも地方自治体が使いやすく柔軟な事業要件
となっているものの、緊急対策として、知的障がい特別支援学校
の教室確保のために既存施設を活用し分教室をまず開設し、後
年度に施設整備（いわゆる後整備）を行う場合、事業の趣旨に
沿っていても既に学校開設後となることから事後着工となり対象外
となる。
知的障がい対象児童生徒のための学校の設置等については、
学校教育法第80条により県に義務があることから、財政負担等を
考慮し、当初の計画外で緊急に行う後整備についても対象とする
こと

【支障事例】
近年、知的障がい対象児童生徒数が増加傾向にあり、想定を上回って増加したため、本県では受入れ困難者を出さないため、分
教室の開設等による緊急対応を行ってきた。しかし、十分な準備期間がない中での受入れ対策を余儀なくされているため、施設整
備前の開設となっている。廃校施設の利活用については、現有施設では、対応困難な場合の緊急的な受入れが短期間かつ必要
最小限の整備で可能となり、結果として余裕資産の有効活用に繋がっている。ただ、本格整備については、後年度に行うことにな
り、既に特別支援学校として開設しているがために、本事業の対象外となる。
【制度改正の必要性】
緊急対応による特別支援学校開設について、廃校施設等の利活用が促進され、必要最小限の整備で可能となることから、事業の
趣旨に基づいた後整備も対象とすることが必要である。
【懸念の解消策】
特別支援学校の開設については、計画に基づいた前整備が原則であり、緊急対応の場合に限り、開設後２年間程度を補助対象と
することで現行事業要件との整合性は保たれると考える。

６【文部科学省】
（７）学校施設環境改善交付金
（ⅱ）廃校・余裕教室等改修事業については、既存施設を活用して特別支援学校
を開設した後に施設を整備する場合であっても、本事業の対象となることを、地方
公共団体に周知する。

H26 427 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

英語教育強化地域拠点校事業実
施要項

「英語教育強化地域拠点事
業」における対象要件の緩
和

「英語教育強化地域拠点事業」について、採択の対象が「小・中・
高の連携した取組み」に限定されているが、都道府県の実態に応
じて、「小・中の連携した取組み」「中・高の連携した取組み」等に
ついても対象とすること

【支障事例】
本事業では、「小学校、中学校及び高等学校」が一体となった取組みのみが採択の対象とされているが、小・中・高の連携では、対
象となる児童生徒が特定しにくいこと等により、本事業の効果検証が難しい。
【制度改正の必要性】
小・中では中学校区での地域指定、中・高では県立中学・高等学校での指定により、対象となる児童生徒が明確であり、効果的な
事業実施が見込まれる。本県では、指導法研修会を各管内で開催し、小中学校合同で協議・演習等を実施したり、小中一貫校等
において、中学校教諭の校区内小学校の兼務辞令等により、小学校英語の授業を実施したりしている。また、本県は県立高等学校
附属中学校を有しており、中高の英語教員による定期的な情報交換会や、相互の乗り入れ授業の実施など、中高連携の取組につ
いても実施している。地理的条件や児童生徒の進路状況など、都道府県等の実態に応じて本事業を実施できる方が、事業効果が
高いと考える。
【懸念の解消策】
小・中・高の連携し一体となった実施により、本事業の趣旨に沿った検証が可能となるが、公立学校については、そのような地域や
学校は稀であり、本事業の実施を希望する地域や学校は少ないと聞いている。そこで、小・中では中学校区での地域指定、中・高
では県立中学・高等学校での指定とすることで本事業の実施を希望する地域や学校が増加することが見込まれ、「小・中」及び「中・
高」の限定した取組みではあるが、より多くの有効な検証データが得られると考える。

６【文部科学省】
（10）英語教育強化地域拠点事業
都道府県又は指定都市の教育委員会が、事業成果を得ることができる体制及び
事業計画を有する場合、小学校と中学校、中学校と高等学校の両方がそれぞれ
連携した英語教育強化の取組であっても、本事業の対象であることを、地方公共
団体に周知する。

H26 428 08_消防・防災・
安全

一般市 苫小牧市、市原市、高
石市、山陽小野田市

経済産業省（資源
エネルギー庁）

B　地方に対す
る規制緩和

石油貯蔵施設立地対策等交付金
交付規則第3条、第4条、別表
昭和53年9月28日付け、53資油計
第16号
資源エネルギー庁石油部計画課長
通知
特別会計に関する法律（第85条第2
項第2号ヘ）

石油貯蔵施設立地対策等交
付金の国庫補助事業への充
当制限の撤廃

昭和53年の資源エネルギー庁石油部計画課長通知により、国庫
補助事業のうち、予算補助について国による補助率が1／2以下
の補助金だけに同交付金を充当できるようになっているが、その
補助率の制限を撤廃し、同交付金の弾力的運用を可能とした
い。

【提案の背景】　石油貯蔵施設立地等の市町村は、住民の安全を確保し、不安のない地域社会を構築するため、特段の安全・防災
対策等の環境整備を推進している。特に、防災対策については、首都直下地震・南海トラフ巨大地震に備えるべく更なる対策の推
進が喫緊の課題となっている。
【支障事例】防災施設等の整備には、財政負担が大きく、「石油貯蔵施設立地対策等交付金」は、貴重な財源となっている。同交付
金は、「石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則」の備考により、「国がその経費の一部を負担し又は補助する事業は除く。ただ
し、当該事業の経費に対する国の負担又は補助の割合が法令により定められているもの（一定割合「以内」の割合で負担又は補助
することになっているものを含む。）以外のものについては、石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められ
る場合に限り、交付対象とすることができる。」とされている。それにも関わらず、昭和53年9月28日の「資源エネルギー庁石油部計
画課長」通知により、補助の割合が1/2より高い事業に充当できないなど運用上の制限が課されている。
【解消策】立地交付金は、特別会計法及び同法施行令等上、交付対象事業につき何ら制限を課しておらず、同様の充当制限が
あった「電源立地地域対策交付金」では、すでに充当制限が撤廃されており、「石油貯蔵施設立地対策等交付金」の充当制限が撤
廃されれば、農山漁村地域整備交付金（うち農地防災事業、畜産環境総合整備事業等）事業など、国による補助率が1/2より高い
事業にも充当が可能となり、同交付金の弾力的な運用と使途の拡大を通じ、更なる防災対策や住民の福祉向上が実現できる。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 429 01_土地利用（農
地除く）

一般市 東広島市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第29条第1項、第78条
第1項

開発行為の許可権限の希望
する市への移譲

都市計画法第29条第1項の規定において、あらかじめ国土交通
省令で定めるところにより、都道府県知事（指定都市、中核市又
は特例市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては、当
該指定都市等の長）の許可を受けなければならない、としている
現行の規定を、都道府県知事（指定都市、中核市又は特例市そ
の他国土交通大臣が認めた市（以下、「指定都市等」という）の区
域内にあっては、当該指定都市の長）の許可を受けなければなら
ない、と改正する。
（上記に伴い、同法第78条第1項に規定する開発審査会の設置
も可能となる。）

【具体的な支障事例】
都市計画法第34条第14号の規定により開発審査会へ諮問する場合、都道府県知事の権限に属する事務処理を移譲された市では
開発審査会を設置できないため、県の開発審査会を利用することになる。
しかし、開発審査会の開催にあたっては県との事前協議、県及び他市の案件との調整等が必要であるなど、開催までに4～5か月の
期間を要している状況であり、実際、開発審査会への諮問を敬遠し、規模を縮小して都市計画法第34条第12号による許可を受ける
ケースが度々あるなど、迅速性が要求される民間の経済活動を円滑に進めていく上での妨げになっている。
【制度改正の効果】
希望市において開発審査会を設置することが可能となれば、市単独での日程調整が可能となり、諮問に要する期間を2カ月程度に
短縮できることから、開発審査会の開催回数を増やすことや開催時期についても柔軟な対応が可能となり、民間の経済活動の活性
化にもつながるものである。
また、諮問案件は地域特有の課題に起因したものなど、ますます複雑なものとなっており、現状の開発審査会においても地域の特
性、社会経済の発展状況の変化等の事情を総合的に勘案し、個別具体的に検討されているが、市の実情に精通した審査会委員
を選定することにより更なる地域の実情に応じた運用が可能となる。
【過去の検討経緯】
過去において類似の提案がなされてはいるが、本市は県内で最も多くの申請件数を処理している実績を踏まえ、地方分権社会の
新たな担い手となる自主性・自立性の高いまちづくりを目指すため、都市計画法上での開発許可権限の移譲と開発審査会の設置
主体の拡大を組み合わせた提案をするものである。

〔再掲〕
５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可に関する事務（29条１項）については、条例による事務処理特例制
度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用して当該事務を処理す
る市町村（34条14号に該当する開発行為の許可に係る事務を処理する市町村に
限る。）において、より主体的かつ円滑に当該事務を行うことができるよう運用を見
直すこととし、当該市町村が、地域の実情に応じて自らの案件を効率的に処理す
る観点から、特段の支障がない限り都道府県開発審査会の開催に係る事務を自
ら行うことができること、都道府県開発審査会への提案基準を主体的に作成でき
ること等を明確化することについて、制度の運用実態や都道府県の意向等を調査
した上で、地方公共団体に通知する。

H26 430 08_消防・防災・
安全

中核市 郡山市 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第８３条第１項
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊災害派遣要請権限の
市長への付与

浸水被害による住民の孤立化、雪害における道路の除雪等など
の地域のみが直接的に把握できる被害に限定し、市長が自衛隊
に対して直接、災害派遣を要請できるよう権限を付与し、都道府
県へは事後報告とする。

【提案事項・制度改正の必要性】
自衛隊法第８３条第１項に「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のた
め必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」と示されている都道府県
知事の自衛隊への災害派遣の要請権限について、浸水被害による住民の孤立化、大雪による雪害において道路の除雪等を速や
かに行う場合などに限定し、災害救助活動をより迅速かつ的確に行うため、地域の被災状況を最も把握し、警察、消防等関係機関
との連携により、市民の生命、身体及び財産を守る被災市から直接、自衛隊の派遣を要請できるよう権限を移譲すること提案する。
詳細については別紙あり。

H26 431 02_農業・農地 町 立山町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣被害防止総合対策交付金実
施要綱別表１

鳥獣被害防止総合対策交付
金の採択要件の緩和につい
て

鳥獣被害防止施設（電気柵等）の整備事業を実施する場合、受
益戸数が「３戸以上」であることが採択要件とされているが、これを
１戸でも集落で共同管理する場合には対象となるよう要件の緩和
を行う。

【具体的な支障事例】
農地の集約化が進む中、一団の農地を１人の担い手が耕作する場合は、本交付金の対象とならず、一方で集約化されずに３戸以
上の担い手が耕作する場合には対象となるのは、不公平感を生じさせ、農地の集約化を目指す現行施策と整合しない。
【制度改正必要性】
１戸の担い手に農地を集約した場合、国の採択要件に合わず、電気柵等を張る場合に自己負担となるため、受益戸数が１戸でも集
落で共同管理する場合には対象となるよう要件の緩和を行う。

６　【農林水産省】
（19）鳥獣被害防止総合対策交付金
戸数要件については、侵入防止柵設置等の鳥獣被害防止対策の実施により受
益する農家の範囲について、地方公共団体に通知する。

H26 432 05_教育・文化 町 立山町 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

教育支援体制整備事業費補助金
（補習等のための指導員等派遣事
業）交付要綱

教育支援体制整備事業費補
助金（補習等のための指導
員等派遣事業）交付要綱の
変更

教育支援体制整備事業費補助金（補習等のための指導員等派
遣事業）について、市町村も直接補助の対象とする。

【支障事例】
国の「補習等のための指導員等派遣事業」において、市町村は直接補助対象ではない。間接補助対象となっているが、県負担金
が発生するため、事業活用が難しい。
【制度改正の必要性】
当町では多人数学級校に、授業中、個別指導や担任教諭の補助を行う町独自の「スクールケア・サポーター」を限られた予算で配
置し、基礎学力や望ましい学習態度の定着を図っている。
近年、特別支援学級以外でも、特別な支援が必要な児童生徒が増加傾向にあることや学習内容の理解力不足が見られることから
も、より多くの学習サポーターの配置が必要である。

６【文部科学省】
（９）補習等のための指導員等派遣事業
本事業の実施に当たっては、市町村の要望に応じたきめ細かな指導体制の整備
を可能にする観点から、都道府県は市町村の意見を聴き、その意見を十分に尊
重することが望ましいことを、都道府県に通知する。

H26 433 11_その他 指定都市 神戸市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

戸籍法第１条、第３条、第４条
平成１３年１２月１２日付法務省民一
第３０４７号札幌法務局長あて民事
局長回答

戸籍の届出があった場合の
証明書発行禁止処理の撤廃

市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合、
その内容が戸籍システムに反映されるまで、戸籍の証明書の発
行禁止処理を行っている。これを見直し、届出を受領した「受領
日」と、処理を行った「受理日」を戸籍に記載し、効力は「受領日」
に遡って発生することとする取り扱いにより発行禁止処理を撤廃
するよう提案する。

【提案概要】市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合には、届出の内容が反映されていない証明書が発行さ
れないよう、届出の内容が戸籍システムに反映されるまでの間、戸籍の証明書の発行禁止処理を行うことが求められている。
そのため、開庁時間外の戸籍の届出については、職員が常駐していない限り証明書を発行することができないことから、コンビニエ
ンスストアにおける交付も開庁時間内のみとせざるを得なくなる。
したがって、開庁時間外にも戸籍の証明書を発行することができるよう処理基準を見直し、届出を受領した「受領日」と、処理を行っ
た「受理日」を戸籍に記載することにより、戸籍の受理は「受理日」とするが、効力は「受領日」に遡って発生することとする取り扱いを
提案する。
なお、現在の処理基準の下でも、戸籍の届出を本籍地以外の市町村で受領する場合は、戸籍システムを操作できるのが本籍地市
町村の職員のみであることから、受領の時点で発行禁止処理を行うことはできず、本籍地市町村に届出書類が転送され処理が行わ
れた時点で、民法に基づき届出時点に遡って効力が発生するとされている。（本籍地市町村が受領市町村から書類の送付を受け
た日を入力している。）
【支障事例】本市においてもコンビニ交付の導入を検討しているが、戸籍の証明については開庁時間しか発行できないとなれば、市
民サービスの点でコンビニ交付のメリットを活かしきれない。

H26 434 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 神戸市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１９条３項 一の市域内で都市計画区域
が完結している指定都市の
都市計画決定案件（国同意
不要分）に係る都道府県協
議の廃止

一の市域内で都市計画区域が完結している指定都市が、当該都
市計画区域内における都市計画決定を行う場合において、県知
事への協議を廃止することを提案する。

【提案概要】
都市計画法において、市が都市計画決定を行う場合には、県知事に協議することが必要とされている。
このたびの第４次一括法により、一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域にかかるものを除いて、都市計
画区域マスタープラン決定権限が指定都市に移譲されることとなった。
このような状況の変化を踏まえ、都市計画区域マスタープランを定めることができる指定都市が、都市計画区域内における都市計
画決定を行う場合において、県知事への協議を廃止することを提案する。
なお、県知事への協議の廃止により、広域調整機能が失われるとの懸念があるが、本市においては都市計画道路等の計画段階に
おいて、関係市と直接協議を行っており、関係市間で調整が図られていることから、協議の廃止による広域調整面の支障は生じな
い。
【支障事例】
各都市計画案件ごとに下協議１か月＋本協議３週間＝合計約２か月の期間を要している。
年３回の都市計画決定・変更を行う場合、１回あたりの事務処理期間が４か月となるため、その半分の２か月間を協議に要し、残りの
２か月間で、市民に対する説明、案の縦覧、都市計画審議会などを実施しなければならない。
また、県市の協議は、上記の下協議・本協議以外にも必要に応じて複数回行っており、概要資料・法定図書に加えて参考資料（都
市施設などの変更を行う場合は数十種類）の提出が求められる。
さらに、協議であっても同意と同様の資料提出が必要であるため、事務の簡素化につながっていない。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 435 10_運輸・交通 指定都市 神戸市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のニ、ホ

地域公共交通確保維持改善
事業（国庫補助）関係の補助
要件の緩和

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱における補
助要件「計画運行回数３回以上」及び「１日あたりの輸送量15～
150人」について、下限の３回及び15人を撤廃するよう提案する。

【提案概要】
平成14年2月に施行された改正道路運送法により、路線バス事業の参入・退出規制が廃止されたことから、利用者の少ない、いわ
ゆる過疎地域等においては、交通事業者により採算が見込めないことを理由とした路線バスの減便・撤退が繰り返されており、地域
住民の重要な生活交通手段が危機にさらされている状況である。
一方で国の補助制度、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱においては、人口が少なく採算を取るのが難しい過疎
地域の広域的・幹線的路線バスについて、要件を満たすことができず補助対象外となっている。本市でも、過疎地自家用有償運送
の実施例があり、また新たな取り組みに向けた検討も行っているが、ＮＰＯなどの主体による持続的な実施が困難な場合も多く、路
線バスの維持の社会的使命は依然として非常に大きい。周辺市も含めた生活圏の維持・活性化のためにも、国レベルでより細やか
な施策を展開することが必要不可欠と考える。
そこで、補助要件「計画運行回数３回以上」及び「１日あたりの輸送量15～150人」については、昨今、全国的に過疎化ないし過疎地
域における高齢化が急速に進んでいる社会情勢の変化もふまえ、地域の実情に合わせた補助制度とするため、下限の３回及び15
人を撤廃するよう要件の見直しを求める。
【支障事例】
別紙のとおり

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 436 03_医療・福祉 指定都市 神戸市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

放課後児童健全育成事業費等補
助金交付要綱　別表　放課後児童
健全育成事業費等　３（２）障害児
受け入れ推進事業

放課後児童健全育成事業等
実施要綱の緩和

放課後児童クラブの障がい児受入加算の要件（現行は１クラブあ
たり）について、１人あたり基準を加えるよう提案する。

【提案概要】放課後児童クラブの需要は今後も増加することが見込まれ、それに伴い障がい児の受入体制の整備を図る必要があ
る。大都市においては、多人数の児童を抱えるクラブも多く、障がい児受入加算の要件（現行は１クラブあたり）について、１人あたり
基準を加えることを提案する。
【支障事例】本市では196施設中119施設で244人（１施設平均２人）の障がい児を受け入れており、各施設は障がい児の人数に応じ
て受入体制を整備しているが、加算要件が実態と合致していない。
〔障がい児を多く受け入れている施設の学童保育指導員の配置状況の例〕
　児童数37人（うち障がい児3人）→学童保育指導員8人を配置
　児童数45人（うち障がい児4人）→学童保育指導員7人を配置
　児童数56人（うち障がい児4人）→学童保育指導員10人を配置
　児童数86人（うち障がい児5人）→学童保育指導員11人を配置

〔ほぼ同数の児童数で障がい児のいない施設の学童保育指導員の配置状況の例〕
　児童数33人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数44人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数57人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数86人（うち障がい児0人）→学童保育指導員8人を配置

障がい児を多く受け入れている施設では、本人や他の児童にケガなどが生じないよう、よりきめ細やかに見守りを行うことが保護者
からも強く求められており、学童保育指導員を増員して対応する必要が生じている。

現在の加算要件では、平成25年度実績で約127百万円を神戸市において負担している。

H26 437 03_医療・福祉 指定都市 神戸市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

放課後児童健全育成事業費等補
助金交付要綱　別表　放課後児童
健全育成事業費等　１（２）長時間
開設加算額

放課後児童健全育成事業等
実施要綱の緩和

長時間開設加算（保育緊急確保事業における放課後児童クラブ
開所時間延長支援含む）について、平日一日６時間超という現行
基準を、平日一日「６時間以上」という基準に見直すことを提案す
る。

【提案概要】長時間開設加算（保育緊急確保事業における放課後児童クラブ開所時間延長支援含む）について、平日一日６時間
超という現行基準は、全国で７時間以上開設しているクラブが約21％しかない現状からも要件を満たすことが難しい。
本市が昨年実施した利用者のニーズ調査によると、就学前児童・低学年・高学年のそれぞれの保護者が学童保育を利用する際の
希望時間については、18時台～19時台までを希望する声が多く、そのニーズに沿うためにも、平日一日「６時間超」という現行基準
を、平日一日「６時間以上」という基準に見直すことを提案する。
【支障事例】現在の要件による本市の長時間開設加算（平日分）対象施設は196施設中17施設（平成25年度）に過ぎず、加算要件
が実態と合致していない。

H26 438 05_教育・文化 市区長会 全国特例市市長会 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律37条1項、43条3項、58
条1項

県費負担教職員の人事権の
市への移譲

県費負担教職員の人事権について、都道府県から移譲を希望す
る市へ移譲ができるようにするとともに、移譲に伴う経費について
確実な財政措置を講じること。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
小中学校は、市町村が設置し、教職員も市町村に身分を有していながら、市町村立学校職員給与負担法により給与負担が、地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第１項の規定により人事権が都道府県・指定都市にあるため、市が行おうとする教
育行政に必要な人材を確保することができない。
県費負担教職員の不祥事等に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第３項の規定により任免、分限又は
懲戒に関する事項は都道府県条例で定めることとされているため、市では懲戒処分をすることができず、教職員は、人事権や処分
権がある都道府県への帰属意識が強くなり、地域に根差す意識を持ちにくくなっている。
市町村の教職員人事権について、都道府県から義務教育の実施主体である市町村に移譲することが望ましいといった中央教育審
議会の答申が出されているが、一向に進展がない。

【懸念の解消策】
別紙のとおり

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

農地の転用に関する許可権限を市町村長に移譲する。 【現状】
県内の市町村が工業団地開発などを進めるうえで、農地転用が課題となり、計画的なまちづくりが進んでいない。
【支障事例】
Ａ地区で検討されている工業団地開発構想では、数年前より農地転用に関する協議を進めている。当該工業団地は、高速道路のＩ
Ｃ周辺という企業立地の絶好の場所に位置しているとともに、雇用の場の創出のため企業誘致を望む地域住民の要望があることか
ら、市町村が主体となって進めている。しかし、農地転用の具体性（当該工業団地に立地する企業の具体的な企業名の提示等）
等、現状における回答が困難な説明を求められ、協議が進展しない。
【支障事例の解消策及び効果】
農地転用を、地域の実情に精通している市町村長の許可とすることにより、工場団地の造成など主体的かつ総合的なまちづくりを行
うことができ、効果的な企業誘致等を進めることができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 439 02_農業・農地 都道府県 岐阜県 農林水産省 A　権限移譲 農地法4条1項、5条1項 農地転用の権限移譲
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H26 441 09_土木・建築 都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路法第３３条第１項
（道路の占用の許可基準）

道路占用許可基準の緩和
（道の駅への充電インフラ整
備の許可）

充電器の道路占用許可の基準を緩和し、道の駅への次世代自
動車用充電器の積極的な導入促進を図る。

【現状】
岐阜県においては、５４か所の道の駅が中山間地を中心に所在しており、そのうち６か所にはすでに急速充電器が導入されている。
これらの道の駅は、道路施設（駐車場、トイレなど）に、地域振興施設（物販施設、飲食施設など）が併設されており、急速充電器を
地域振興施設に付随する駐車場に設置する場合は、道路占用の許可は必要ないが、道路施設へ設置する場合は道路管理者の
許可が必要となり、その際の許可の要件として無余地の原則（道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものに限るという原
則）が適用されている。
【支障事例】
県内の道の駅では利用頻度、電気配線等の工事費の低減等を総合的に勘案し、道路施設への設置を検討しているところである
が、無余地の原則により占用不可といわれ、設置が難航している。
【支障事例の解消策】
無余地の原則を撤廃し、急速充電器等施設は、道の駅の地域振興施設部分への設置が可能な場合でも、道路施設（道路管理者
の管理地）への設置を可能とする。
【効果】
道の駅への次世代自動車用充電器の積極的な導入促進を図ることにより、電気自動車等の次世代自動車の普及、関連産業の更
なる成長につなげる。

６　【国土交通省】
（５）道路法（昭27法180）
　道路の占用の許可基準（33条１項）について、電気自動車のための充電機器を
道の駅の道路区域外に設置することが利用者の利便性又は設置費用の観点から
適当でない場合には、同項の「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない
もの」に該当し、道の駅の道路区域内に設置することが可能であることを、地方公
共団体に通知する。

H26 442 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地籍整備推進調査費補助金制度
要綱第３第１項

地籍整備推進調査費補助金
に係る補助対象地域要件の
拡大

地籍整備推進調査費補助金に係る補助対象地域要件として、農
村部、中山間地域を対象に加えることを求める。

【現状】
岐阜県の地籍調査進捗率（平成25年度末）は１５％であり、全国の５１％と比較して、非常に遅れている。特に、県土の８割以上を占
める山林部は１４％と、他の地帯(人口集中地区１５％、宅地１７％、農地２５％）に比べて遅れている。また、第6次国土調査事業10
箇年計画の岐阜県計画では、平成22年度から31年度までの１０年間で770ｋ㎡2を地籍調査を実施する（平成31年度末に進捗率２
３％とする）ことと定めている。
【支障事例】
地籍整備を推進するための地籍整備推進調査費補助金制度は、地方公共団体及び民間事業者が、用地測量等の成果を活用し
て、国土調査法第19条第5項指定に係る申請を積極的に行えるよう創設されたものであるが、補助対象地域が都市部に限定されて
いる。平成25年度末時点の当県の地籍調査対象面積8,625ｋ㎡のうち当制度の対象面積は2,369ｋ㎡で、約7割の土地が補助対象
外のため、現行制度では山林部の地籍整備率の向上がほとんど見込めない。
【支障事例の解消策及び効果】
公共事業等に伴う用地測量は、補助対象地域である都市部（人口集中地区及び都市計画区域）外でも多数実施されており、また、
補助対象地域外の市町村等から補助制度の相談も受けていることから、補助対象地域要件として農村部、中山間地域を加えること
で、更に積極的に法第19条第5項指定に係る申請が行われることが予想され、地籍調査の進捗率が特に低い山林部の地籍整備の
推進を図ることができると考えられる。

H26 443 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（平成１２年
厚生省告示第１９号）別表１の注２
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準及び指定居
宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について（平成１２年
３月１日老企第３６号厚生省老人保
健福祉局企画課長通知）第２の２の
(4)(5)

短時間訪問介護の算定要件
の対象拡大

「身体介護２０分未満」の日中区分利用対象者が要介護３～５に
限定されているところ、要介護１、２も含める。

【現状】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定
居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」において、日中（午前８時から午
後６時まで）における利用者の基準は要介護３～５の者と定められている。
【支障事例】
身体介護２０分未満の区分は、要介護者本人の生活リズムに合わせ、必要なタイミングで必要なケアを提供するサービスであり、服
薬確認や水分補給等の短時間でできるケアを確実に行うことで、健康状態と本人の自立度の維持、向上につながる効果がある。こ
うしたケアは軽度の要介護者に対して、より導入しやすいが、日中時間帯の利用制限があることで、必要なタイミングで必要なケアを
受けることができない弊害が生じている。
【支障事例の解消策】
「身体介護２０分未満」の算定要件に要介護１、２を日中区分利用対象者に含める。
【対象拡大の必要性】
平成２４年度の当該区分導入前に当県が実施したモデル事業において、約３４％は軽度者の利用であり、うち７～８割は日中の時
間帯での利用であった。実際に、軽度者に対する短時間ケアの導入により、生活リズムが整い、体調も維持できたことで、生活の質
の向上につながった事例もある。また、モデル事業に参加した訪問介護事業所、ケアマネジャーともに、その効果を実感する一方
で、制度に日中時間帯の軽度者利用制限がかかることについて疑問の声が挙げられていた。
【効果】
要介護者は要介護度にかかわらず、必要なケアを必要なタイミングで利用することができる。また、短時間ケアにより、要介護者の状

H26 444 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

予防接種法施行令第１条の２ 定期予防接種の対象拡大 平成２年４月１日以前の生まれの者（定期接種の機会が２回な
かった世代）に対する風しんワクチンの接種を定期化できるように
すること。

【現状】
風しんの定期接種は、現在、１歳と小学校就学前１年間の２回接種となっているが、平成２年４月1日以前に生まれた者は、未接種
又は１回接種のみであるため、風しんへの免疫が十分でない可能性がある。
【支障事例】
平成２４、２５年に、風しんの全国的な流行があり、先天性風しん症候群が増加した。このうち、風しん患者の７割以上が男性、うち２０
代～４０代が８割を占め、風しんワクチン接種が十分に行われなかった世代と一致する。今後も免疫が十分でない者が風しんにか
かった場合、風しんが流行し、先天性風しん症候群が発生する恐れがある。
【支障事例の解消策】
風しんの定期接種の対象者を拡大し、平成２年４月１日以前の生まれの者（風しんの免疫が不十分な者）が定期接種として予防接
種を受けられるようにする。
【効果】
風しんの感染リスクが低下するとともに、免疫の不十分な女性が妊娠した際の先天性風しん症候群の発生が抑制されることで、安心
して妊娠・子育てができる。また、定期接種の費用負担は地方交付税措置されるため、任意の予防接種よりも自己負担が軽減さ
れ、ワクチンを接種しやすくなる。その他に万が一、予防接種の副反応による健康被害が生じた場合、定期接種であれば、接種に
係る過失の有無にかかわらず、予防接種健康被害救済制度により救済される。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 445 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 対象外 国民健康保険法第７０条第２項
国民健康保険の国庫負担金等の
算定に関する政令第２条２項

国民健康保険国庫負担金の
減額措置の撤廃

乳幼児医療費の無償化に伴い発生する国民健康保険負担金の
減額措置を撤廃する。

【現状】
　国民健康保険においては、被保険者の診療に対し保険者である市町村が保険給付を行った場合、法律により国がその費用の３
２％を負担することとなっている（これを国庫負担金という）。
【支障事例】
　市町村が、福祉政策の一環として乳幼児の医療費自己負担分を肩代わりして負担している場合（現物給付に限る）、国は、当該市
町村に対する国庫負担金を減額して交付している（なお、岐阜県では、乳幼児医療費の自己負担分の５０％、国庫負担金の減額分
の５０％を補助している）。
　この減額措置は少子化対策等に取り組んでいる地方の努力と相反し､これを阻害している。
【支障事例の解消策】
　乳幼児医療費の無償化に伴い発生する国民健康保険負担金の減額措置を撤廃する。

H26 446 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 割賦販売法第40条第３項、第41条
第１項
割賦販売法施行令第33条

割賦販売法に基づく包括信
用購入あっせん業者に対す
る報告徴収、立入検査の都
道府県への権限移譲

割賦販売法に基づき、包括信用購入あっせん業者に対して、報
告徴収、立入検査に関する事務を実施する。(勧誘が一の都道
府県内のみで行われる場合の権限付与)（併行権限）

割賦販売法第47条で都道府県が処理する事務を政令で定めるよう規定し、具体的には施行令第33条により都道府県が処理する
事務を定めている。施行令第33条の改正により対象となる事業者の範囲と業務の範囲を定めるもの。
この権限移譲により、当該都道府県内で消費者被害が発生した場合、個別信用購入あっせん業者と同様に包括信用購入あっせん
業者に対する報告徴収及び立入検査を行うことになり、地域に密着した行政を行うことができる。（なお、複数都道府県にまたがる場
合は広域的指導の観点から従来どおり国が行う。）
包括信用購入あっせん業者に対する報告徴収、立入検査以外の権限移譲については、権限を行使した時の影響が全国に及ぶこ
とや、機動的に実施することが難しくなるため、従来どおりの広域的行政が望ましいと考える。

H26 447 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 環境省 A　権限移譲 環境省関係石綿による健康被害の
救済に関する法律施行規則第25条
第1項

環境省関係石綿による健康
被害の救済に関する法律施
行規則（平成18年環境省令
第3号）第25条第1項に規定
する申請等の経由に係る事
務の移譲

申請等の経由に係る事務は、保健所設置自治体で実施している
が、独立行政法人環境再生保全機構法第10条の２の規定に基
づく委託契約事務となっているので、法に基づく事務として明確
にする必要がある。

独立行政法人環境再生保全機構法第10条の2の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の
指定する者と、委託契約を締結して経由事務を既に実施しているところなので、実態にあわせ法に基づく事務として位置づける必要
がある。

H26 448 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 感染症の予防及び感染症患者に
対する医療に関する法律第４３条
第１項

指定医療機関等の指定等
特定感染症医療機関からの
報告聴取等の移譲

特定感染症指定医療機関からの報告聴取等
感染性指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、当該
職員に管理者の同意を得て検査をさせる規定。

感染症患者に対する医療が公費負担とされていることから、必要時に行うことができる規定になっていて、特定感染症指定医療機
関にあっては、その権限を厚生労働大臣または都道府県知事で持っている。
特定感染症指定医療機関の指定は、国が行うものの、医療費公費負担の実務は他の感染症指定医療機関と同様に県又は保健所
設置市で担っているため、当該権限についても、他の感染症指定医療機関と同様に県単独の権限として支障がない。

H26 449 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 生活保護法第４９条 指定医療機関等の指定等
・「生活保護法」に規定する
指定医療機関の指定の移譲

各都道府県が従前から指定を行っている医療機関等と合わせ、
国開設病院等の指定事務についても、都道府県で一括して行う
ことが効率的であるため提案する。

生活保護法に規定する指定医療機関の指定は、国が行うものの、医療費公費負担の実務は県で担っているため、当該権限につい
ても、県の権限として支障がない。

H26 450 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 栄養士法第２条第１項、栄養士法
施行令等、栄養士法施行規則等、
栄養士養成施設指導要領等

養成施設の指定の移譲（栄
養士）

栄養士養成施設に関しては、現在地方厚生局が行う、養成施設
の指定、取消し、内容変更、廃止、指導調査等の事務を県で行う
ことが可能であり、権限を県に移譲することを求める。

管理栄養士養成施設（栄養学科系の４年制大学）は、同時に栄養士養成施設も兼ねている。今後も管理栄養士養成施設に関して
は、大学に対する設置認可権は国（文部科学省）と同様に、国（厚生労働省）に指定権限が残る。栄養士養成施設の指定権限が県
に移譲されると、国と県が一つの養成施設に対して、同時に指定権限を持つ状態になる。
そういった事情から、現在管理栄養士養成施設をもつ栄養士養成施設については、事務権限の移譲が可能かどうか、国が調整を
行っている段階である。
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H26 452 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食品衛生法第13条、第14条 総合衛生管理製造過程（Ｈ
ＡＣＣＰ）の承認等
(海外施設の承認、総合衛生
管理製造過程における例外
承認を除く)の移譲

①現在地方厚生局で実施している総合衛生管理製造過程の承
認等の事務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

総合衛生管理製造過程の承認等の事務は地方厚生局が所管する一方で、食品衛生法に基づく営業許可事務は自治体が所管し
ており、営業者からの相談等の窓口が複数となっている状況にあることから、権限移譲により、所管行政機関が一元化されることで、
営業者の利便性が向上する。
移譲される場合には、自治体間の指導内容の差が生じないよう、国による審査基準に係るガイドライン等の技術的助言は不可欠で
あると考える。
また、権限の移譲により、審査に係る人材の育成、事務処理量の増加、施設への立入り頻度の増加などへの対応のため、職員の増
員やこれらに伴う経費の増加などが想定される。

[再掲]
４【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
総合衛生管理製造過程の承認等については、地方分権の観点及び食品の安全
性の確保を図る観点から、現在、地方厚生局が行っている承認等を含め、制度の
在り方について検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 453 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食鳥処理の事業の規制及び食鳥
検査に関する法律第21条から第35
条

食鳥検査法の指定検査機関
の指定等の移譲

①現在地方厚生局で実施している食鳥検査法の指定検査機関
の指定等の事務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

地域の状況をより把握している都道府県において事務を担うことで、指定だけでなく、立入や指導等の際にも迅速な対応が可能とな
ると考える。

[再掲]
４【厚生労働省】
（12）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平２法70）
指定検査機関の指定及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別
区に移譲することについて検討を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 454 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第25条第3項、第4項 医療監視（特定機能病院の
指導監督及び緊急時におけ
る医療監視）の移譲

国から都道府県への権限移譲 病院に対する報告徴収、立入検査権限は、都道府県にあるが、特定機能病院といえども地域における医療体制を担う役割を有し
ているため、当該病院に関する報告徴収、立入検査についても、都道府県で一元化して把握した方が、地域医療を推進するため
に有効である。
ただし、特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価、高度の医療に関する研修を担う病院であること
から、権限移譲を受けるにあたっては、専門性の高い知識を有する医師等のスタッフの配置が必要である。

H26 455 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 中小企業等協同組合法施行令第３
４条

事業協同組合等の設立認可
等に関する事務の都道府県
への権限移譲

中小企業等協同組合法に基づく２以上の都道府県の区域にわた
る事業協同組合等の設立の認可、定款変更の認可、報告の徴
収、検査等、法令等の違反に対する処分等の事務について、関
東農政局から都道府県へ権限の移譲
（参考)
２以上の都道府県の区域にわたる組合の設立認可及び監督（厚
生労働省（地方厚生局所管業務））については、第４次一括法に
関連する政令改正で都道府県に移譲。

中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組合等の設立の認可、定款変更の認可、報告の徴収、検査等、法令等の違反に対す
る処分等の事務について、第４次一括法において厚生労働省及び国土交通省所管の組合に係る事務権限が移譲される。地方農
政局（関東農政局）所管の二以上の都道府県の区域にわたる組合に係る事務についても権限移譲されることにより、県内を活動地
区とする組合に対して統一的な対応を行うことができ、県民サービスの向上につながるものと考えられる。
ただし、代表理事の交替により、主たる事務所が変わることがあり、それに伴い決算書類等の届出先の都道府県が変わることも考え
られることから、指導等の継続性の観点を踏まえ、都道府県間の連絡調整等について整理する必要がある。
（参考)
２以上の都道府県の区域にわたる組合の設立認可及び監督（厚生労働省（地方厚生局所管業務））については、第４次一括法に関
連する政令改正で都道府県に移譲。

４【農林水産省（１）】【経済産業省（１）】
中小企業等協同組合法（昭24 法181）及び中小企業団体の組織に関する法律
（昭32法185）（農林水産省と共管）［再掲］
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限（二以上の都道府県の区域にわたる
事業協同組合等であって地方農政局の所管に係るものに関する事務・権限に限
る。）については、都道府県に移譲する方向で、関係する都道府県が連携する仕
組みを整備すること等について検討を行い、平成27年中に結論を得る。

H26 456 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 工業標準化法19条1項・2項、20条1
項・2項、21条1項から3項、22条、25
条2項、28条1項、29条2項、31条3
項、32条、33条1項、34条、36条、
37条、38条、40条1項

工業標準化法に基づく事業
所への立入検査等の都道府
県への移譲

JISマークの認証に関して
一の都道府県の管轄区域内のみにある認証機関の登録等に関
する業務
認証を受けた者の向上、事業所等に対する報告徴収、立入検査
等に関する業務

製造業者にとっては、登録、検査事務ともに移動時間の短縮につながる。
本県の公試機関には、工業品等の試験・検査を行っている技術職が配置されており、これまで行ってきた業務での見地を活かして
本事務を行うことは可能であり、件数にもよるが、特に新たな組織の設置は要しないものと考える。
ただし、地域別に手続きの相違が生じないよう統一した手引きなどの整備は事前に必要となるものと考える。

H26 458 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律、地域公共交通活性
化・再生総合事業交付要綱、地域
公共交通活性化・再生総合事業実
施要領

地域公共交通活性化・再生
総合事業費補助金の国から
都道府県及び市町村への移
譲

現在国が協議会に対して交付している地域公共交通活性化・再
生総合事業費補助金に係る事務等を都道府県及び市町村に移
譲すること。

地方公共団体が地域の実情を踏まえて、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための実効性のある取り組みを柔軟に行うた
め、事務、財源の移譲を受ける必要がある。
地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金における交付申請の受付等の事務を国が行うにあたって、地域の実情に応じた事
業の認定、評価、アドバイスを行うことは困難であり、円滑な地域公共交通活性化・再生総合事業の執行に支障をきたす。
この事務を都道府県が行うことで、市町村等が単独で作成する事業計画を、県単位における地域の実情に応じた支援を行うことが
でき、また連携計画においてもより密に市町村の連携に資する支援を行うこと、地域の実情に応じた支援を行うことができるため、本
事業に係る事務・財源の移譲を求める。
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H26 459 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 内閣府、国土交通
省

A　権限移譲 道路法12条 直轄国道の整備や保全に関
する計画並びに工事の実施
（高規格幹線道路以外の国
道）の移譲

直轄国道に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。）に関する計
画や工事の設計、施工及び施行管理に関する事項を都道府県・
指定市に移譲する。

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月閣議決定）に基づき、権限移譲に向けて国と地方公共団体で
個別協議を行っているところである。
住民に身近な地方自治体が管理等行うことによって、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図ることが可能となる。
移譲に伴う財源措置・人員確保については、今後、内閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き実現に向け
た検討を行っていただきたい。
また、その他の路線については、バイパスの整備や無料化後に現道の移管について協議を行うこととしたい。

H26 460 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 内閣府、国土交通
省

A　権限移譲 道路法32条 直轄国道の管理に関する許
認可等（高規格幹線道路以
外の国道）の移譲

直轄国道に係る許認可等に関する権限を都道府県・指定市に移
譲する。

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月閣議決定）に基づき、権限移譲に向けて国と地方公共団体で
個別協議を行っているところである。
住民に身近な地方自治体が管理等行うことによって、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図ることが可能となる。
移譲に伴う財源措置・人員確保については、今後、内閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き実現に向け
た検討を行っていただきたい。
また、その他の路線については、バイパスの整備や無料化後に現道の移管について協議を行うこととしたい。

H26 461 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 道路法、河川法
地方整備局組織規則

土地等の評価基準及び損失
補償額の算定基準等に関す
る事務（地方自治体事業に
係るもの）の移譲

直轄事業の移譲を求めるものであるが、その際には事業を実施
する地方自治体が損失補償等の事務を行うこと。

公共用地取得に伴う損失補償の補償基準等は、事業主体が地域の実情を踏まえ策定及び運用することが必要であるため、地方自
治体事業に係るものについては事業主体である地方自治体が実施することが適切である。
仮にダム事業、海岸事業が移譲される場合、当県において事例がないためノウハウの継承が必要と考える。

H26 462 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働保険の保険料の徴収等に関
する法律第45条

労働保険の保険関係の成
立・消滅及び労働保険料等
の徴収・経理の移譲

労働保険関連業務を都道府県に移譲する。 職業紹介事業と雇用保険関連事業は現在一体的に行われており、職業紹介業務と併せて移管することが望ましい。雇用失業情勢
や事業所開設に係る情報等地域の産業の実情を把握している都道府県により、適切に実行されるべきである。

H26 463 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働保険の保険料の徴収等に関
する法律第45条

労働保険事務組合の業務に
係る監督の移譲

労働保険事務組合の業務に係る監督権限を都道府県に移譲す
る。

雇用保険に関する事務を都道府県に移管した場合は、労働保険事務組合に委託する事業主からの保険料の徴収に関しても、地
方が直接、労働保険事務組合に対する監督を適正に行うことにより、その履行を確実に確保できる。
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H26 464 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第30条、第48条の２
労働者派遣法第５条、第48条

国以外が実施している職業
紹介事業、労働者派遣事業
の監督等の移譲

国以外が実施している職業紹介等事業の事業者への監督権限
を一体的に都道府県に移譲する。

職業紹介等事業に関しては、官・民及び有料・無料を問わず、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、一体的な権
限として行使されるべきであるため、地域の実情を熟知した都道府県により、現場実態を踏まえた雇用対策として適切に実行される
べきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 465 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 厚生労働省設置法第４条第１項第
54号、第23条、第24条
職業安定法第５条第３号、第８条、
第17条、第18条

公共職業安定所が行う無料
職業紹介事業の移譲

公共職業安定所（ハローワーク）が実施している無料の職業紹介
事業を一体的に都道府県に移譲する。

公共職業安定所（ハローワーク）が持つ膨大なデータやノウハウは、ナショナルミニマムの範囲で活用されるものにとどまらず、住民
の福祉の増進、産業経済の発展、教育等に資する施策を効果的に実施するためにこそ活用されるべきものであるから、当該業務に
ついては、地域の実情を熟知した都道府県によって、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮するように現場実態を踏まえた対策
として適切に実行されるべきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 466 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第７条、第15条
雇用保険法施行規則第６条、第７
条、第28条の２

雇用保険法に基づく雇用保
険の適用・認定・給付等の移
譲

公共職業安定所（ハローワーク）が実施している事務である事業
主が新たに労働者を雇用したときや労働者が離職したときの届出
の受理、失業者に対する失業給付の受給資格決定・認定・給付
等の事務を都道府県に移譲する。

雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等については、現在、国において一連の事務を処理しているが、受給者に格差を
生じさせないため、都道府県の法定受託事務として位置づけ、国において統一的な基準を策定し、具体的な運用は地方に委ね、
必要に応じて国が指導監督することとしたうえで、都道府県が職業紹介事業と一体的に当該事務を実施できるよう、その権限を都
道府県に移譲すべきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（９）雇用保険法（昭49法116）
雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で
国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体
的実施）を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方
公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極
的に取り組む。

H26 467 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 河川法 河川等に係る整備等に関す
る計画、工事及び管理の実
施の移譲

直轄河川の整備等に関する計画、工事及び管理の権限を国から
都道府県に移譲する。

「事務･権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決定）を踏まえ、国土交通省との協議を進めることと
し、関係市町村の意見を確認する必要があるとともに、関係都県と協調していく必要がある。
また、「事務･権限の移譲等に関する見直し方針について」では、移譲に伴う財源措置及び人員確保の方策については、今後、内
閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き検討を行っていただきたい。

H26 468 02_農業・農地 都道府県 神奈川県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条及び第５条 農地の転用に関する事務の
国からの権限移譲

・４ｈａを超える農地転用許可事務の都道府県への移譲 開発計画等の大規模な農地転用が予定された場合、大臣許可に至るまでの国との調整が長期間に及ぶ可能性もある。このため、
農地転用許可事務における、４ha超の転用許可を権限移譲することで、事務が地方に一本化され、事務処理期間の短縮が見込め
るとともに、地域の実情に応じた土地利用が可能となる。
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H26 469 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 産業クラスター計画 産業クラスターの支援に関す
る事務の都道府県への権限
移譲

企業や大学等への訪問等により、産業実態、ニーズ、課題等の
情報収集・分析を行い、国際競争力強化や成長産業創出等のた
めの地域の成長ビジョンの提示
地域の強みを幅広く結集するために、県境やブロックを超え、より
強みと強みが結びつく産学官（含自治体）等のコーディネート
補助事業の交付決定及び確定手続き
採択事業の進捗管理及び指導、助言、協力　等

現在、経済産業局で行っている産業クラスターに係る事務を都道府県に移譲する。
「地域新成長産業創出促進事業費補助金」など産業クラスターに係る補助金の執行、フォローアップ及び成果普及業務を都道府
県に移譲。
　＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）
産学公連携については、地方でも行っているところである。地方で実施している施策との乖離や補助の重複などが生じる可能性が
ある。
都道府県において実施することで、地域の特性や既に実施している産業活性化施策との整合性を図ることができる。
補助金については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 470 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 科学技術基本計画
地域新成長産業創出促進事業費
補助金（地域新産業戦略推進事業
（地域新産業集積戦略推進事業））
交付要綱
地域新成長産業創出促進事業費
補助金（地域新産業戦略推進事業
(イノベーション基盤強化事業)）
交付要綱

地域技術の振興に関する事
務の都道府県への権限移譲

大学、研究機関、企業などの産学官連携による高度技術の開発
に係る事前相談、応募受付、実施体制等の審査、執行管理、プ
ロジェクト管理、プロジェクト終了後のフォローなど一貫した管理

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との乖
離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産業活性
化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 471 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業のものづくり基盤技術の
高度化に関する法律　第４条第３
項、第５条第２項、同条第３項、第
11条から第13条

ものづくり高度化支援に関す
る事務の都道府県への権限
移譲

「中小ものづくり高度化法」や「戦略的基盤技術高度化支援事業」
への改善要望受付や相談
「中小ものづくり高度化法」における研究開発計画の認定

ものづくり中小企業への支援策については、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との
乖離や補助の重複などが生じる可能性がある。
「中小ものづくり高度化法」における研究開発計画の認定業務等を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産
業活性化施策との整合性を図ることができる。

［再掲］
４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に
対する補助等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の
情報提供及び意見交換を行うとともに、都道府県に対し、交付決定等に係る情報
提供を行う。

H26 472 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条
小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
交付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の権限移譲

地域資源活用促進法による事業計画の認定業務
小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援
補助金の交付に係る事務
について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府県へ権
限の移譲

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状では、専ら国と事業者が調整し
ており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できていない。
その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されている。これは、計画段階にお
ける地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。国が現在行っている、人口の多い都心部における
販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要である。しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンド
が無いものが、都心部で売れ続けることも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきであ
る。そして、現状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求めるものであ
る。
また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格差があるなかで、全国的に
は遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を実施している事業者に対しては必要な支援をするべ
きである。
現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業センター等の運営管理法
人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよう権限と財源の移譲を求めるものである。
なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めることで、広い視野や全国的な
視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 473 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中心市街地の活性化に関する法律
第40条

中心市街地再興戦略事業費
補助金（旧：戦略的中心市街
地商業等活性化支援事業費
補助金）の交付事務の都道
府県への権限移譲

中心市街地再興戦略事業費補助金の交付
特定民間中心市街地活性化事業計画の認定
中心市街地活性化に関する委託事業の実施
市町村が作成した中心市街地活性化基本計画に対する助言

中心市街地の活性化に取り組む市町村やまちづくり会社を支援するためのものであり、地域経済の活性化を目的とするものである。
これらの地域の産業・経済の振興に関する事務は、権限や財源の移管と併せて、地域の実情を把握している地方に移管されるべき
である。

［再掲］
４【経済産業省】
（８）中心市街地の活性化に関する法律（平10法92）（内閣官房と共管）
民間事業者等が特定民間中心市街地活性化事業計画や中心市街地活性化に
対する補助（中心市街地再興戦略事業費補助金）等を活用する際に、都道府県
に対する事前の情報提供や都道府県としての意見表明など積極的な関与を促す
ため、中心市街地活性化協議会に都道府県が参加することが可能であることに
ついて、地方公共団体に周知する。

H26 474 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第5条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

・企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活
性化に関する法律（以後　企業立地促進法）の第５条２項１号、６
号、８号に関する主務大臣との協議及びその同意について廃止
し、２項７号、９号については事後報告・届出・通知などとすべき。

企業立地促進法第５条２項の各号の内容について、同法第５条１項に規定されている主務大臣との協議及び同意に、およそ一ヶ月
程度の時間を要するため、経済状況に適応した迅速な基本計画の策定の支障となっている。
協議会で承認を得ている計画の策定やその変更に対しての事務が煩雑で、時間がかかっている。
法第５条規定による計画の策定や法第６条の変更の場合、協議及び同意に向けての段取りとして、まず協議会での承認、県警への
法定協議が行われ、関東経済産業局へ事前に案(変更案)を提出。次に案(変更案)に基づき本省協議が行われ、関係各省の事前
協議を経て、ようやく正式な変更協議書の提出が可能となる。そこから更に法定協議を経て同意となるが、国から聞いたところ、主務
大臣の同意タイミングが月1回程度とのことであり、これでは、タイムリーな計画策定や変更の支障となる。
直近の事例では、法第６条の変更についてであるが、平成２６年３月に協議会の承認を得たにもかかわらず、定められた国との協議
を経たことにより、正式な協議書の提出が平成２６年７月になっており、主務大臣の同意は平成２６年８月の予定である。この変更内
容は、基本計画の中から、市の財団が行っている事業が廃止になったため、計画の記述から削除するものであるが、その程度の変
更に半年近くの時間を費やし、協議会の会員である各市町の長の印を集め、さらに関係省庁数分の大臣の同意を得る必要がある。
地方が定め、地方が行う計画であるにもかかわらず、このように主務大臣との協議及び同意を得ることが経済状況に適応した迅速な
対応の支障となっている。そのため、協議及び同意を廃止し事後報告・届出・通知等で対応することで良しとすべきである。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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H26 475 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律、地域公共交通確保
維持改善事業費補助金交付要綱、
地域公共交通確保維持改善事業
実施要領

地域公共交通確保維持事業
補助金の国から都道府県及
び市町村への移譲

現在国が乗合バス事業者に対して交付している地域公共交通確
保維持事業補助金に係る事務等を都道府県及び市町村に委譲
する。

地方公共団体が地域の実情を踏まえて、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための実効性のある取り組みを柔軟に行うた
め、事務、財源の移譲を受ける必要がある。
地域公共交通確保維持事業補助金における交付申請の受付等の事務を国が行うにあたって、地域の実情に応じた事業の認定、
評価、アドバイスを行うことは困難であり、円滑な地域公共交通確保維持事業の執行に支障をきたす。
この事務を都道府県が行うことで、市町村等が単独で作成する事業計画を、県単位における地域の実情に応じた支援を行うことが
でき、また連携計画においてもより市町村の連携に資する支援を行うこと、地域の実情に応じた支援を行うことができるため、本事業
に係る事務・財源の移譲を求める。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 476 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 エネルギーの使用の合理化等に関
する法律第6条、第87条
エネルギーの使用の合理化等に関
する法律施行令第24条、第25条、
第26条

省エネ法に基づく特定事業
者等に対する指導・助言、報
告徴収、立入検査の都道府
県への権限移譲

一の都道府県内で完結する事業者への措置（指導・助言、報告
徴収・立入検査）に関する事務・権限を、都道府県に付与する。

当該事務・権限は国による自己仕分け結果で、一の都道府県で完結する特定事業者等に対しての権限を地方に付与することを
「全国一律・一斉に委譲するもの（A-a）」としている。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律等による事業者への措置（指導・助言、報告徴収・立入検査）は、都道府県条例に基
づく事業活動に伴う地球温暖化対策に係る計画書制度等の事務・権限と類似する点が多く、権限移譲により事務が一元化し、事務
の効率化や事業者の利便性向上を図られることから、国の仕分けに基づき、都道府県に権限を付与すべきものと考える。
ただし、権限移譲にあたっては、以下の事項について、調整する必要がある。
特定事業者等への措置に関する事項について、地方自治体と国との間や、地方自治体間の役割の明確化や情報共有の仕組み
特定事業者への措置の遂行に必要な専門人材の確保・育成及び財源の配分
検査マニュアルの整備など立入検査等の統一的な実施を行うための仕組み

［再掲］
４【経済産業省】
（４）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭54法49）（警察庁、金融庁、
総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境
省と共管）
特定事業者等（事業所等が一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。）に対
する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会において
都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方につい
て、平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 477 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医師臨床研修費補助事業実施要
綱
医療関係者研修費等補助金及び
臨床研修費等補助金交付要綱

補助金の執行等の移譲
・臨床研修施設（学校法人を
含む）への臨床研修費等補
助金
・交付申請の受理
・交付決定　等

地方厚生局からの依頼に基づき、県が交付申請等の進達及び交
付決定を行っているが、経由事務を削減し、県が交付申請等の
受理及び交付決定をできるようにする。

地方厚生局からの交付申請依頼に基づき、県が各臨床研修施設へ交付申請依頼を行っているが、地方厚生局が提示する提出期
限が短いため、県への提出期限をさらに短いものにせざるを得ず、各臨床研修施設の大きな負担となっている。また、移譲にあたっ
て、事務事業が広域的であることによる支障が少なく、まとまった規模の事務・権限を移譲することで、国の出先機関の見直しにもつ
ながる。

４【厚生労働省】
（17）医師臨床研修費補助事業
医師臨床研修費補助金の交付申請手続については、臨床研修施設が申請に係
る準備作業を行う期間を十分確保できるよう、提出依頼に係る事前連絡を、毎年
度の予算成立後速やかに行う。

H26 478 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食品衛生法第33条～第47条 登録検査機関の登録等の移
譲
・食品衛生法の登録検査機
関

①現在地方厚生局で実施している登録検査機関の登録等の事
務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

従来から各都道府県が許認可及び監視指導している食品等事業者と併せ、食品の検査機関の登録等についても、都道府県で一
括して監督したほうが、食品衛生行政を効率的かつ効果的に遂行することができるため、移譲を求める。
ただし、登録検査機関に対する指導については、全国統一的な基準に基づき行う必要があることから、国が登録検査機関の指導に
関するガイドライン等の技術的助言は不可欠である。また、検査機関に問題があった場合には、食品の輸出入に深刻な影響を与え
ることも想定されるため、国の権限を残すことも検討する必要がある。

H26 479 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 高齢者の医療の確保に関する法律
第134条

後期高齢者医療制度に係る
市町村・広域連合に対する
報告徴収、実地検査の実施
等

後期高齢者医療制度の運営に関し、厚生労働大臣と都道府県
知事で重複する権限を一元化するため、都道府県知事への移譲
を求める。
　・市町村及び後期高齢者医療広域連合に対する報告徴収等

高齢者の医療の確保に関する法律第134条第１項において「厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は
市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該
職員に実地にその状況を検査させることができる。」と定められている。一方同法第133条第１項において、「都道府県は、後期高齢
者医療広域連合又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助
をしるうものとする。」とされている。現在、県及び地方厚生局が134条による広域連合に対する報告徴収を実施しており、重複してい
るうえ、地方厚生局はこの結果に基づき都道府県知事に対し、133条に基づく指導を行うよう求めている状況であり、国の権限として
も完結していない。プログラム法に基づき制度の存続が図られることとなったことや、平成20年度の制度発足から一定期間を経過し
安定的な運営がなされていることを踏まえ、報告徴収等について重複を解消し都道府県に一元化することで、都道府県における報
告徴収・指導が一体的かつ効率的効果的な政策展開が図られることとなる。なお、保険事業を実施するうえで参考とすべき全国状
況は国ホームページ等による公開情報や国及び関係団体から情報提供を随時受けていることから、広域的事務であることの支障が
ない。

H26 480 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第２９条 健康保険組合等の指導監督 医療保険制度の運営に関し、厚生労働大臣が行う健康保険組合
等への指導監督等の権限について、都道府県知事への移譲を
求める。
・健康保険組合等の事業及び財産の状況等に係る立入り検査等
・健康保険組合等からの届出受理、各種認可事項の審査
・健康保険組合等の事務に係る疑義照会の対応

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。公的医療保険制度では国民健康保険制度の財
政責任を都道府県が担うこととされたところであるが、住民人口の7割を占める健保組合等に対して都道府県は何ら権限を有してい
ない。
これまでも、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費適正化計画の策定や保険者協議会の運営で健保組合等の役割が
大きいが、都道府県からは協力要請依頼に留まっているのが現状である。
包括ケアシステムなど、今後の社会保障制度、特に医療介護制度において地方自治体や地域の役割が重視される方向のなかで、
国と地方の役割について改めて整理し、社会保障の重要な一翼を担う健保組合等に対する指導監督権限も厚生労働省ではなく都
道府県に移譲することが望ましい。
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H26 481 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 国民健康保険法第106条、第108条
地方自治法第245条の4

国民健康保険の保険者の指
導の移譲

国民健康保険制度の運営に関し、厚生労働大臣と都道府県知
事で重複する権限を一元化するため、都道府県知事への移譲を
求める。
・保険者及び国保連に対する事業等に関する検査等
・国保組合及び国保連に対する監督上必要な命令
・保険者である市町村に対する地方自治法上の技術的助言等

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。公的医療保険制度では国民健康保険制度の財
政責任を都道府県が担うこととされたところであることから、国と地方の役割について改めて整理し、国保の保険者及び国保連に対
する検査・命令等について国との重複を解消し、都道府県に一元化することで、効率的効果的な政策展開が図られることとなること
から、都道府県に移譲することが望ましい。

H26 482 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第73条等
社会保険診療報酬支払基金法第
18条、第19条等
社会保険審査官及び社会保険審
査会法

保険医療機関、社会保険診
療報酬支払基金支部の指導
監督等、社会保険に係る不
服申立てに関する社会保険
審査官の事務

医療保険制度の運営に関し、厚生労働大臣が行う保険医療機関
への指導監督等の権限について、都道府県知事への移譲を求
める。
○保険医療機関等に対する指導・監査業務、保険医療機関等の
指定及び保険医等の登録の申請等、施設基準の届出等に関す
る業務
○社会保険診療報酬支払基金支部における適正な審査と迅速
適正な支払を確保するための事務
　・審査委員会からの診療担当者に対する出頭、報告等の要求
の承認及び診療報酬の支払いの一時差し止めの承認
○社会保険審査官及び社会保険審査会法に規定する健康保険
法・船員保険法による審査請求に係る事務

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。
今後の社会保障制度、特に医療介護制度において地方自治体や地域の役割が重視される方向のなかで、国と地方の役割につい
て改めて整理し、保険医療機関への指導監督について都道府県に一元化するとともに、社会保障の重要な一翼を担う社会保険診
療報酬支払基金支部に対する指導監督権限及び社会保険に係る不服申立てに関する社会保険審査官の事務も厚生労働省では
なく都道府県に移譲することが望ましい。

H26 483 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律(平成13年法律第112
号）第3条、第4条

個別労働関係紛争の解決の
促進に関する事務の移譲

個別労働関係紛争の解決の促進に関すること（相談、助言・指
導、紛争調整委員会によるあっせんの事務）を都道府県に移譲
する。

現状において、都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行
政コストが余分にかかっている。
従来から、労働組合を介さない個別的紛争については、都道府県（労政所管課が中心）において、地域の実情に応じて、労働相談
業務やあっせん事業を行っていたが、平成13年に法律を制定したうえで国が直轄事業の一つとした。
その一方で、都道府県においても利用者の利便性を考慮し、窓口が拡充されることが望ましいとの考えから、引き続き業務を行って
いる。そのため、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能である。
また、都道府県は日常業務として労働情勢の把握を行っていることから、労働組合、社会福祉団体、教育機関や警察等の各種機
関との接点を有しており、さまざまな観点から紛争解決に向けて動くことが可能であるとともに、県行政として問題を取り上げ各種施
策に生かすことも可能となる。
さらに、労働組合と使用者との間の紛争（集団的労使紛争）のあっせんは、都道府県の労働委員会が担っていることから、これとの
一体的な取組により、地域の実情や特性を踏まえた総合的で柔軟な対応が可能となる都道府県に権限を移譲するべきである。

４【厚生労働省】
（16）個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平13法112）
個別労働関係紛争の迅速かつ適切な解決のため、国と都道府県等との合同相談
会や合同研修会を開催する等の労働相談・紛争解決関係機関間の連携を、引き
続き促進する。

H26 484 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条、第101条、第
102条
労働安全衛生法第90条、第91条、
第92条

労働条件、労働者の保護な
どに関する監督等の移譲

労働条件、労働者の保護などに関する監督等の業務を都道府県
に移譲する。

一般的に労働基準行政は産業行政ときわめて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な
行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となることから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。
国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能である。

H26 485 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条、第101条、第
102条
労働安全衛生法第90条、第91条、
第92条

労働基準監督官が司法警察
員として行う捜査等の移譲

労働基準監督官が司法警察員として行う捜査等の業務を都道府
県に移譲する。

一般的に労働基準行政は産業行政ときわめて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な
行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となることから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。権限を踏まえた司法警察官の業務自体は都道府県にはないが、他の労働基準
行政と併せて当業務も国から都道府県に移譲されることにより、行政コストを削減することができる。

H26 486 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 社会保険労務士法第30条 社会保険労務士に関する監
督等の移譲

社会保険労務士に関する監督等の業務を都道府県に移譲す
る。

社会保険労務士は、厚生労働省所管の国家資格であり、その目的を「企業の健全な発達とそこに働く労働者の福祉の向上」とし、
労働者及び使用者の両者に対して、「労働条件」、「労働安全衛生」及び「労働保険・社会保険等の手続きに係る事務」を行い、さら
に「人事労務管理のコンサルティング」や「年金相談」も行うなど、広く労働基準行政を補完する役割を担っている。
また、今後増加が想定される個別労働紛争等への対応で「裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）」における「紛争解決手続代理業務」もより
幅広く行うべく、現在法改正も検討されている。
これらを総合的に勘案し、労働基準行政全般の都道府県への権限移譲を求めることと併せて、社会保険労務士の監督権限も都道
府県に権限移譲することを求める。
現状において、国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。国から都道府県への権
限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、社会保険労務士は労働相談をはじめとした
事業面でも都道府県の労働センターや労政事務所等と連携があり、他の労働行政と併せて都道府県が担うことで、効果的な事業展
開にもつながる。
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H26 487 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働者災害補償保険法第49条の５ 労働者災害補償保険法に基
づく労災保険の認定・給付
等の移譲

労働者災害補償保険法に基づく労災保険の認定・給付等の業務
を都道府県に移譲する。

労災に係る事務権限は、労働基準監督署が担っていることから、労働基準監督署そのもの及びこれに対する指導監督権限の移管
を求めることに併せて、事務権限移譲を求める。
現状において国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県へ
の権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策や建設土木施
策との連携により、労災保険の効果的な認定・給付が可能となる。

H26 488 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条
安全衛生法第90条

労働基準監督署の指揮監督
の移譲

労働基準監督署の指揮監督権を都道府県に移譲する。 労働基準監督署に対する指揮監督権限についても、一般的に労働基準行政は産業行政と極めて密接な関係にあることから、その
地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となる
ことから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県へ
の権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策との連携によ
り、労働基準行政の効果的な指揮監督が可能となる。

H26 489 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用対策法第７条、第９条、第10条
高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第９条、第10条
障害者の雇用の促進等に関する法
律第38条、第43条

各種法令に基づく事業主へ
の指導権限（報告・徴収・助
言・指導・命令・勧告）の移譲
・雇用対策法
・高齢者雇用安定法
・障害者雇用促進法　等

各種法令（雇用対策法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
等）に基づく事業主への指導権限（報告･徴収・助言・指導・命令・
勧告）を都道府県に移譲する。

各種法令に基づいた事業主への指導権限（報告徴収・助言・指導・命令・勧告）については、事業主への支援や広報啓発活動を補
完する業務であり、地域の実情を熟知した地方自治体が取り組むべきである。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。そこで、都道府県で業務を担うことで行政コストが削減されるとともに、都道府県が
担う産業施策との連携により、事業主への効果的な指導が可能となる。

H26 490 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第62条
雇用保険法施行規則第102条の２、
第102条の４、第103条、第109条、
第111条、第115条

雇用対策に取り組む事業主
に対する助成の移譲

雇用対策に取り組む事業主に対する各種雇用関係給付金の支
給に係る事務を都道府県に移譲する。

現在、雇用対策の一環として、雇用関係事業（求人開拓等）に関しては、各種雇用関係の給付金が支給されているが、職業紹介業
務を国から都道府県に権限移譲するよう求めていることからも、これらは一体であると考え、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮
するように現場実態を踏まえた対策を取ることができる都道府県に権限を移譲するべきである。
現行において、国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、都道府県で業務
を担うことで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策との連携により、事業主への効果的な助成が可能となる。

H26 491 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 男女雇用機会均等法第29条第2項
育児・介護休業法第56条
次世代育成支援対策推進法第12
条第６項
パートタイム労働法第16条第２項

各種法令に基づく事業主へ
の指導権限（報告・徴収・助
言・指導・命令・勧告）の移譲
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
・次世代育成支援対策推進
法
・パートタイム労働法

各種法令（雇用対策法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
等）に基づく事業主への指導権限（報告･徴収・助言・指導・命令・
勧告）を都道府県に移譲する。

都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行政コストが余分に
かかっている。そこで、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能であ
る。各種法令に基づいた事業主への指導権限（報告徴収・助言・指導・命令・勧告）については、事業主への支援や広報啓発活動
を補完する業務であり、地域の実情を熟知した地方自治体が取り組むべきである。

H26 492 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 男女雇用機会均等法第17条、第18
条
育児・介護休業法第52条の４、第52
条の５
パートタイム労働法第21条、第22条

紛争の解決に関すること（男
女雇用機会均等法、パート
タイム労働法に係る相談、助
言・指導・勧告、紛争調整委
員会による調停の事務）の移
譲

紛争の解決に関すること（男女雇用機会均等法、パートタイム労
働法に係る相談、助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停
の事務）を都道府県に移譲する。

現状において、都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行
政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削
減が可能である。
現行の都道府県の事務（労働相談、雇用平等・仕事と家庭の両立、若者、高年齢者、障害者等の就業支援、労働委員会における
紛争処理等）と関連して考えることが可能であるため、さまざまな観点から紛争解決に向けて動くことが可能であるとともに、地域の実
情や特性を踏まえた総合的で柔軟な対応が可能である。
さらに、県行政の課題として取り上げることで、各種施策に生かすことも可能であることからも、都道府県に権限を移譲するべきであ
る。
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H26 493 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 育児・介護休業法第30条
雇用保険法第62条第１項第５号
雇用保険法施行規則第116条第１
号附則第17条の３

両立支援に取り組む事業主
への助成の移譲

両立支援に取り組む事業主から各種給付に係る支給申請受理
及び支給決定事務を都道府県に移譲する。

両立支援に取り組む事業主への助成については、国による一律的な支援ではなく、地方の実情に応じた支援が求められている。育
児介護休業法第30条を改正して「事業主等に対する援助」の主体を国から都道府県に変更することにより、事業主に対して様々な
支援策を示すことができると考える。本県では、県が認証した事業者が融資における優遇措置や入札における加点評価を受けるこ
とができるが、両立支援の助成金事務を県に移管されれば、事業主にこれらとセットで周知することができ、二重行政を防ぐこととな
る。
なお、支給要件の1つに、一般事業主行動計画の届出があるが、届出先は都道府県労働局となっていることから、支給に当たって
の要件の確認のため、都道府県労働局への照会事務が発生し、そのための時間を要することが想定される。

H26 494 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第３条第２項以外 商工会議所に係る経済産業
大臣の許認可権限の都道府
県への移譲

現在、一部移譲されている「商工会議所法」に基づく許認可等に
ついて、第３条第２項の名称使用の許可を除く、すべてを権限移
譲する

商工会議所法許認可関係事務について、現在、一部しか都道府県事務になっていない。特に、商工会議所法第46条第２項の定款
変更の許可については、第25条の定款記載事項により所管行政庁が経済産業省であったり、都道府県であったりする。権限移譲
により、このような二重行政の解消を図ることで、県民サービスの向上につながるものと考えられる。
商工会議所側からすると、定款変更する事項により、国に申請したり県に申請したりしている。権限が移譲することにより、一括して
都道府県に申請することになり、時間的にも費用的にも少なくて済む点が、県民サービスの向上につながるものと考えている。
ただし、第３条第２項の名称使用の許可については、都道府県区域を越えた広域的対応が必要なことから、都道府県への移譲には
なじまないと考えられる。
また、類似の団体である商工会の設立、定款変更等の許認可は、「商工会法第60条」において、都道府県が処理する事務になって
おり、このことからも都道府県等に権限移譲すべきものと考える。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 495 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 知的財産推進計画 産業財産権に関する相談事
務(知的財産権に関する相
談受付、説明会)の都道府県
への権限移譲

特許等の手続全般や活用についての相談受付支援、説明会の
開催等
（相談業務については、未公開情報（出願公開前情報等）を用い
た相談対応や、産業財産権申請を円滑に行うための申請書類の
確認などを含む）

当該相談事務は、弁理士等による産業財産権に係る一般的な相談とは異なり、特許庁で行う方式審査に向けた相談業務を行って
おり、相談業務に際して未公開情報を用いる場合があるため、特許の出願を行うこともある都道府県が同様の業務を行うことは公平
性の確保に著しい支障があるとの懸念が考えられるが、未公開情報を用いた相談業務を都道府県が行ったとしてもなんら公平性を
害することにはならず、むしろ、都道府県で行うことで相談者の相談等に係る移動時間の短縮につながるとともに、事務の効率化も
図られると考える。

H26 496 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 産業競争力強化法第75条

産業技術力強化法第17、18条

産業財産権に関する確認事
務(中小企業に対する特許
料軽減申請の受付と確認書
受付)の都道府県への権限
移譲

特許料又は審査請求料の軽減措置を受けようとする一定要件に
該当する中小企業や公設試験研究機関（地方公共団体に設置
される機関）からの事前相談の対応をはじめ、提出された軽減申
請の内容（要件）について確認（不備がある場合の訂正等の対応
を含む）、申請者への軽減対象者である旨の確認書の交付

当該事務は、「産業技術力の強化を図る」という趣旨のもと定められているが、産業技術力の強化は地域ごとに図るべきものであるこ
とから考えると、本県での特許料の納付猶予等の事務についても、地域の財力等に応じた事務を行った方が、事務の効率化が図ら
れ、かつ、相談等に係る移動時間の短縮につながるものと考える。

H26 497 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 広域関東圏産業立地ガイドブック 地域経済動向の把握及び分
析等の事務の都道府県への
権限移譲

県内立地企業等の業況、生産、設備投資などの地域ごとの経済
動向をヒアリング調査等を実施し、その結果の集約・分析等を行う

地域経済動向の把握、分析・調査については、現在も各都道府県を単位として行われており、分析結果の活用や機動性確保の観
点からも、地域が行うことが望ましいと考える。
また、広域的な実施体制を補完する観点からは、日本銀行が実施している企業短期経済観測調査の活用なども可能であることか
ら、都道府県が当該事務を行った方が、より効率的で地方の実情に応じた処理がなせると考える。

４【経済産業省】
（24）地域経済産業調査に関する事務
経済産業省が行う地域経済産業調査については、希望する都道府県と事務の実
施方法等について協議を行い、協議の整った都道府県が実施することとする。

H26 498 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 官公需についての中小企業者の受
注の確保に関する法律第3条、官
公需適格組合の証明及び競争契
約参加資格申請書の内容確認要
領

官公需対策に関する事務の
都道府県への権限移譲

官公需適格組合の証明申請対応業務
管内の都県で官公需確保対策地方推進協議会の開催

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条に基づく「官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書
の内容確認要領」に規定する証明申請対応業務を都道府県に移譲することを求めるもの。
この権限移譲により、県の施策に応じた証明申請対応業務等（都道府県ごとに施策を生かした証明申請対応業務が可能となると想
定したもの）が行えるようになるものである。
なお、国は毎年度「中小企業に関する国等の契約の方針」を閣議決定していることから、官公需における都道府県間の基本的な取
扱いの均衡は保たれると考える。
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H26 499 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 商品取引所法第86条の３、第96条
の21、第96条の30、第96条の33、
第96条の39、第157条、第184条、
第231条、第240条の22、第263条、
第322条、
商品投資に係る事業の規制に関す
る法律第30条、
犯罪による収益の移転防止に関す
る法律第14条、第15条

商品取引所への立入検査等
に関する事務の都道府県へ
の権限移譲

商品取引所法に基づく、①商品取引所等への報告徴収、立入検
査、②商品取引員への報告徴収、立入検査、業務改善命令、業
務停止命令、聴聞、③委託者への報告徴収、損失補てんに関す
る確認
商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく、商品投資顧
問業者に対する変更の届出の受理、報告徴収、立入検査、業務
改善命令、指示、業務停止命令
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく商品取引員へ
の報告徴収、立入検査、指導、是正命令

事業者の適切な監督及び消費者保護の観点から、より機動的な地方が事務を担うことが効率的である。
また、広域的な実施体制の確保については、自治体間での広域連合の形成等による対応も可能と考える。

H26 500 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 コンテンツの創造、保護及び活用
の促進に関する法律第19条

コンテンツ産業等の振興に
関する事務の都道府県への
権限移譲

中小コンテンツ企業等の事業創出、新市場開拓、海外展開のた
めの見本市開催や海外へのミッション派遣
コンテンツ・ビジネススキル向上、新技術の習得、人的ネットワー
ク形成のためのセミナー開催や異業種交流会の開催
コンテンツ産業関連調査研究

魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施又はこれへの参加に対する支
援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずることにより、地域独自のコンテンツ事業
の事業規模の拡大を図るとともに、その地域の海外におけるコンテンツの普及を通じて日本の各地域の文化等に対する各国の
人々の理解の増進を図ることができるが、現在は国が当該事業を行う権限を有しているため、各地域の特色を出すことができず、ひ
いては日本の発展につながっていないという支障がある。

H26 501 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 航空機製造事業法第8条第2項、第
6項、第10条第2項、第12条第2項

航空機の関連法令の施行に
関する事務の都道府県への
権限移譲

航空機の製造確認、修理確認及び航空機用機器の製造証明に
関する届出の受理

関東地方産業競争力協議会でも航空宇宙産業を戦略産業の一つと位置付け、今後は受注拡大に向けた一貫受注生産体制の確
立により、戦略産業に係る中小企業等の広域連携の場を創出し、関東地方の産業競争力強化を図ることを目指していることから、
航空機に係る経済産業局の事務権限の移譲を求める。

H26 502 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 伝統的工芸品産業の振興に関する
法律第4条
伝統的工芸品産業の振興に関する
法律施行規則

伝統的工芸品産業の振興に
関する事務等の都道府県へ
の権限移譲

振興計画等、各種計画の認定業務の権限の移譲
伝統的工芸品産業支援補助金の交付に係る事務の移譲

振興計画等、各種計画の認定・補助金交付決定は、地域の産業の振興の観点からも重要な業務であり、その対応としては、都道府
県が「市町村」、「商工会、商工会議所」、「業界団体、観光振興団体」等、地域の実情に即した上で、地域と緊密に連携し、総合的
かつ継続的な支援を実施していくことが、より有効であると考えられるため、権限の移譲を求める。
具体的な支障事例としては、①計画の認定及び補助金の申請について、国と事業者が調整しており、県が計画認定に関与していな
いため、県が計画認定に関与していないため、県が計画策定に関われば紹介することができた伝統的工芸品が、支援計画の対象
に入っていなかった事例や、②どの事業者が計画を検討しているか、国から支援体制を構築できた可能性がある事例がある。

４【経済産業省】
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅰ）振興計画の認定（４条１項）等については、国と都道府県の連携強化を図る
ため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された振興計画等各種計画に係
る情報提供を、経済産業局に事前相談があった段階で行うなど、地方公共団体
がより積極的に案件組成に関与できる仕組みを構築する。
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された補助金事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等につい
て意見聴取を行うなど、地方公共団体がより積極的に案件組成に関与できる仕
組みを構築する。

H26 503 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 工業用水道事業法(以下「法」とい
う)第３条～５条、第９条第３項、第
10条、第13条、第17条第１項及び
第2項、第21条に規定する工業用
水道の届出・許可
法第６条、法第７条、第８条、第９条
第１項、第12条に規定する変更の
届出・許可
法第23条に規定する工業用水道事
業に関する報告
工業用水道事業法施行令第１条に
規定する水質測定項目免除の承認
の申請
法第18条、第22条、第24条に規定
する命令、処分、調査、検査

工業用水道事業法の施行に
関する事務（給水開始前の
届出、事業休止等）の都道
府県への権限移譲

工業用水道事業法の施行に関する以下の事務の権限を移譲
工業用水道の届出・許可
給水能力の変更等の届出・許可
工業用水道事業に関する報告
水質測定項目免除の承認の申請　ほか

県内の工業用水道事業者である横浜市及び川崎市にとって、届出や報告等の提出先が県になれば、地域の実情に応じた相談対
応が可能となることから、県が行うべきである。
現在のところ大きな支障事例はないが、次年度計画に関する国からのヒアリングなどを、国ではなく地域に近い県が行うことにより、
距離の面を含めて、県内の工業水道事業者が相談しやすい環境になると考えられる。
県ではこれまで工業用水道事業法に係る事務は行っていない。なお、法第15条第1項及び第2項では、工業用水道施設の設置や
変更のための土地の立ち入りについて、知事の許可を受けるように規定されている。
横浜市及び川崎市からは、手続の際、距離的なメリットが生じるとの意見を聞いている。

H26 504 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 計量法第93条、第94条、第98条 適切な計量の実施の確保に
関する事務・計量法に基づく
製造、修理、販売業者等の
届出、命令、検査等の都道
府県への権限移譲

計量法に基づく電気計器（電気メーター）の検定を免除された製
造事業者（指定製造事業者として経済産業大臣が指定）の製品
についての各種届出の受理、定期的な立入検査、命令

各都道府県が、製造事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることができることで、届出受理や命令も含めた移動時間の短縮、地域の実情に応じたきめ細かい検査の実施につながる。
現在は、国（経済産業大臣）が事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることを行っていることで、手続きが時間がかかり過ぎ、かつ、地域の実情に応じた対応ができていないという支障がある。
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H26 505 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 対象外 エネルギー政策基本法第14条 エネルギーに関する広報に
関する事務の都道府県への
権限移譲

エネルギー教育の普及、省エネルギー・新エネルギーの普及促
進のための事務を都道府県に移譲

国は「原子力広報等のエネルギー広報を全面的に都道府県に委ねた場合、国と地方とで意見が分かれがちになってしまうことか
ら、原子力政策の推進等に著しい支障を生じる恐れがあり」としているが、次の理由から、地方がエネルギー広報を行うことに支障は
ないと考える。
エネルギー政策基本法第６条で「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ず
る」と規定されており、「国と地方とで意見が分かれ」ることを基本的に想定していないこと。
エネルギー政策基本法第14条で規定されている「エネルギーに関する知識の普及等」は、エネルギー全般を対象としていること。ま
た、平成26年４月11日に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネル
ギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」としており、地域に密着した省エネルギー・再生可能エネル
ギーの広報が重要性を増していること。
もとより国がエネルギー広報を行うことを否定するものではないが、特に再生可能エネルギーの普及や省エネ活動の促進について
は、地方に委ねるべきである。エネルギーの使用の合理化等に関する法律第85条では、「地方公共団体は、教育活動、広報活動
等を行うに当たっては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮する」として
いるように、正に地域の住民や事業者の理解を得ることがエネルギー広報の目的と考える。

H26 506 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 新エネルギー利用等の促進に関す
る特別措置法第８条

新エネルギー利用等の促進
に関する特別措置法(平9法
37)に基づく利用計画の認定
権限の移譲

新エネ法に基づく新エネルギー等利用計画認定に係る各種届出
の受理

国は「新エネルギーの普及促進にかかる業務は、原子力も含めたエネルギー政策全般を実施する国が行わなければ、エネルギー
政策のバランスを失することになり、著しい支障が生じる」としているが、新エネルギーの普及促進は、地域の自然環境や立地条件
等の制約を受けることから、地域の状況を熟知している地方自治体が行うことが合理的かつ効率的である。
前述した理由から、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第８条に基づく「新エネルギー利用等に関する計画」の認定に
関する事務は、地方に移譲するべきである。
また、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法の施行に伴い廃止されている。したがって、同特別措置法第６条による「再生可能エネルギー発電設備を用いた発
電の認定等」に関する事務を、地方に移譲するべきである。

H26 507 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 電気事業者による再生可能エネル
ギー電機の調達に関する特別措置
法第６条

電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく再
生可能エネルギー発電の認
定権限等の都道府県への移
譲

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法に基づく、再生可能エネルギー発電の認定に関する事
務を都道府県に移譲

再生可能エネルギーで発電した電気を、固定価格買取制度を利用して電気事業者（電力会社）に売却するためには、電気事業者
による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条に基づき、発電設備の認定を受ける必要がある。
この発電設備の認定の基準は、「点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっていること」、「供給する電気の量を的
確に計測できる構造であること」、「太陽光発電設備であるときは、（一定）移譲の性能を有する太陽電池を利用するものであること」
など、もっぱら技術的な観点から定められている。そのため認定を受けた後に、土地所有者や地域住民との調整が整わず、事業化
を断念するケースや認定の取り消しを受けるケースが相次いでいる。また、自治体にとっても、次のような課題が生じている。
地域の土地利用計画等との整合性
メガソーラー等の大規模な太陽光発電設備の設置が急速に進んでいるが、地域の土地利用計画との調整、森林法に基づく林地開
発許可、農地法に基づく農地転用許可等の前に認定されることから、地域住民とトラブルが発生するケースが生じている。また、景
観に及ぼす影響も大きいことから、自治体によっては条例を制定し、事前の届出を義務付けているケースもある。
再生可能エネルギーの普及状況の把握
設備を認定した件数と容量（発電出力）は、再生可能エネルギーの種類ごとに、毎月、都道府県別に公表されているが、設備の所
在地や設置する者など、具体的な情報が公表されていない。したがって、自治体は再生可能エネルギーの普及状況を詳細に把握
することができず、また、効果的な普及促進策を検討することが困難となっている。
設備の認定に関する事務が都道府県に移ると、地域の土地利用計画等と整合性を図った運用が可能となり、また、効果的な普及
促進策を検討し、実施することができる。
なお、設備の認定に関する技術的な基準については、技術革新の状況等を考慮して、引き続き国が定めることが効率的である。ま
た認定の申請手続きは既に電子化されており、このシステムの運用も引続き国が行うことが効率的である。

［再掲］
４【経済産業省】
（20）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平
23法108）
（ⅰ）以下に係る事務・権限については、都道府県等の意見も踏まえつつ、地方
に移譲する場合の国のエネルギー政策と地域振興の整合性確保の在り方や、こ
れを踏まえた実施主体、国の関与の在り方等について、検討を行い、平成27年
中に結論を得る。
・電気事業者に対する特定契約の締結に関する指導、助言、勧告及び命令（４条
２項から４項）
・電気事業者に対する電気事業者がその事業の用に供する電気工作物との
接続に関する指導、助言、勧告及び命令（５条２項から４項）
・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等（６条）
・電気事業者等に対する報告徴収及び立入検査（40条１項から３項）
（ⅱ）再生可能エネルギーの普及に資するため、再生可能エネルギー発電設備
を用いた発電の認定について、都道府県への情報提供を行う。

H26 508 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 対象外 九州成長戦略アクションプラン 国際ビジネス交流・対日投資
に関する事務に係る改善

当該事務に係る経済産業局としての事務の廃止 都道府県と重複している、経済産業局におけるセミナー・商談会の開催や英語版ツールの作成等の国際ビジネス交流・対日投資
に関する事務を廃止し、二重行政を解消することにより、国としては、オールジャパンとしての事務に特化し、都道府県としては地域
に根ざした国際ビジネス交流・対日投資に関する事務を担うことで、国と地方が連携した効果的な政策展開が期待できる。

H26 509 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

A　権限移譲 ・外国人観光旅客の旅行の容易化
等の促進による国際観光振興に関
する法律
・観光圏の整備による観光旅客の
来訪及び滞在の促進に関する法律

国際観光振興の事務（ビジッ
ト・ジャパン地方連携事業）
の国から都道府県への移譲

現在、国と地方が連携して実施している国際観光振興の事務（ビ
ジット・ジャパン地方連携事業）について移譲することで、都道府
県の広域連携の取組として実施できるようにする。

ビジット・ジャパン地方連携事業は、民間を主体とした組織等が実施しようとする事業のうち、広域的・効果的な訪日旅行を促進する
事業であり、地方自治体等と負担を共有して実施するもの。
民間を主体とした組織等と、産業振興等の施策で日ごろから密接に連携する都道府県が単独で連携主体となることで、事業者の利
便性やより地域の実情に応じた（他の企業・団体との橋渡し等）連携が可能になると考える。
現在、ビジット・ジャパン地方連携事業は、都道府県域を越えた広域で取り組む訪日プロモーションを実施しているが、自治体の広
域連携の枠組みでも実施が可能なため、国の直接的な関与を求める必要はない。
また、国の関与があることで、地方自治体と事業者との連携における十分な機動性や意思決定が阻害されることが想定されるため、
本事業に係る事務・財源の移譲を求める。
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H26 510 07_産業振興 都道府県 神奈川県 国土交通省、経済
産業省、農林水産
省

A　権限移譲 流通業務の総合化及び効率化の
促進に関する法律第４条、第５条、
第７条、第21条

「総合効率化計画」の認定、
報告徴収、取消、確認事務
等の国から都道府県への移
譲

①事業者から申請のある「総合効率化計画」の認定、②認定事業
者からの報告徴収、③認定の取消、④特定流通業務施設の基準
適合の確認事務について、移譲を求める。

当該業務は、県（一部市）が行っている農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連しており、都道府県に事務を移
譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性がある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映したきめ細かい施策を展開できると
ともに、流通業務施設の設置を含む総合効率化計画の認定事務とあわせ、同一の行政庁が農地転用と開発行為の許可を効率的
に進めることで、迅速な流通業務施設の整備が可能となり、効率的で環境負荷の小さな物流の構築という法の目的に対して総合的
な対応が図られ、流通の効率化に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑な事業活動等の観点から国が引
き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性を図る観点から県が所管すべきと考える。また、
H25年の各省の検討においては、流通業務施設が所在する市町村や都道府県に止まらず、国際・国内の物流網の効率化につい
て念頭に置く必要があり、総合効率化計画の認定は国が行うことが適切とされているが、各拠点が創意工夫を図り、それぞれが地域
の状況に応じた効率化を図ることによっても、都道府県域に止まらない効率化が見込めることから、都道府県が担うべきと考える。

H26 511 07_産業振興 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 倉庫業法第3条～第7条、第25条、
第27条

倉庫業の登録・指導監督事
務等の国から都道府県への
移譲

倉庫業の営業登録、変更登録、軽微変更の届出、トランクルーム
認定等に係る事務、倉庫業の監査等の指導監督事務について、
移譲を求める。

当該事務は、県（一部市）が行っている建築基準法の建築確認事務、農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連し
ており、都道府県に事務を移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性がある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映したきめ細かい施策を展開できると
ともに、倉庫業の営業登録などの事務と合わせて、同一の行政庁が建築確認事務、農地転用の許可事務や開発行為の許可事務
を効率的に進めることで、適正な倉庫業の運営を確保しつつ、倉庫利用者の利益を保護するなどの対応が総合的なものとなり、倉
庫の円滑な整備に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑な事業活動等の観点から国が引
き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性を図る観点から県が所管すべきと考える。

H26 512 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 船員職業安定法第15条（求人求職
の申込みの受理）、第16条（労働条
件の明示）、第17・18条（紹介）、第
20条（求人求職の開拓等）

船員の職業紹介の国から都
道府県への移譲

船員の職業紹介に係る事務（求職申込の受付、職業紹介、相
談、情報提供等）を都道府県に移譲する。

職業紹介業務については、地域の実情を熟知した都道府県によって、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮するように現場実態
を踏まえた対策として適切に実行されるべきである。横浜や川崎といった大きな港を抱えている本県としては、より地域の事情に即し
た効果的な無料職業紹介を実施できるものと考えられる。公共職業安定所の移管と同様で、県労働センターや市役所等の船員の
住所地である身近な場所で職業紹介を行えるようにすれば、相談から就職・定着まで（本県においては、現在キャリアカウンセリング
や労働相談等を実施）一貫した支援を行うことができ、求職者等の利便性が向上する。なお、雇用保険の財政責任と運営主体の不
一致、職業紹介の全国ネットワークが維持できなくなる、全国一斉の雇用対策が講じられなくなる、ILO条約を守ることができなくな
る、という点については、全国知事会が作成した「ハローワークは地方移管でこう変わる」（別添参照）により、解決できるものと考え
る。また、都道府県は産業振興施策等により、船員の職業紹介先企業と国以上に密に接点を持っており、よりきめ細かい職業紹介
や相談への対応が可能である。

H26 513 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 雇用保険法第7条（被保険者に対
する届出）、第9条（確認）、第10条
の4（返還命令等）、第15条（失業の
認定）、第19条（基本手当ての減
額）、第24条（訓練延長給付）、第
25条（広域延長給付）、第27条（全
国延長給付）

船員の雇用保険関係事務の
国から都道府県への移譲

船員の雇用保険関係事務（失業認定、賃金日額確定等）を都道
府県に移譲する。

雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等については、現在、国において一連の事務を処理しているが、受給者に格差を
生じさせないため、都道府県の法定受託事務として位置付け、国において統一的な基準を策定し、具体的な運用は地方に委ね、
必要に応じて国が指導監督することとした上で、都道府県が職業紹介事業と一体的に当該事務を実施できるよう、その権限を都道
府県に移譲するべきである。横浜や川崎といった大きな港を抱えている本県としては、移譲により、より地域の事情に即した効果的
な無料職業紹介を実施できるものと考えられる。
また、船員の職業紹介の国から都道府県の移譲に伴って、当該事務を国から都道府県に移譲することは船員の失業から就職・定
着までの一貫した支援の実施に当たっては不可欠であり、移譲されることで、求職者等が身近な支援を受けられることで利便性が
向上する。

H26 514 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 船員法第101条、第102条 運航労務検査の国から都道
府県への移譲

船舶所有者及び船員の労働基準行政に関する事務及び個別労
働関係紛争の解決の促進に関することを都道府県に移譲する。

労働基準行政は産業行政と極めて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な行政事務と
して担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となると考えられる。
そこで船舶所有者及び船員等と他の行政分野において、より接点のある都道府県が当該事務を所管することで、より具体的な相談
業務や紛争解決に資することが可能であり、かつ都道府県は地域において労働組合や警察等との接点があるため、国が実施する
より多様な観点からの紛争解決を図ることができる。また、これらの事務を都道府県が執行することで、船舶所有者や船員の労使等
の問題について、スピード感を持って県行政へ反映することが可能であると考える。
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H26 515 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 建設業法第３条等 営業所が複数都道府県に跨
る業者に係る建設業の許可
の移譲

建設業許可の事務の内、営業所が複数都道府県に跨る業者に
係る国土交通大臣の事務権限を都道府県知事に移譲（現行の
都道府県知事の事務権限を希望する政令市等の長への移譲を
含む)

【支障事例】
建設業に係る許可権限については、建設業法第３条第１項により営業所が複数の都道府県に跨るか否かで国土交通大臣と都道府
県知事の権限が区分され、経営事項審査の審査権限についても、同法第27条の26第１項・第２項により許可をした大臣又は知事と
されているが、当該申請書類等の提出は第一号法定受託事務とされ(同法第44条の５)、知事を経由することとされている(同法第44
条の４)。したがって、例えば神奈川県内に本店がある大臣許可業者が建設業許可の取得や決算、役員の変更等の届出を行おうと
する場合、必ず本県を経由して、関東地方整備局(埼玉県)に提出しなければならず、その分処理期間が長くなっている。
同様に、権限移譲を希望する政令市等に対して当該権限を移譲することは、建設業者の利便性を向上させるものである。
【移譲に当たっての懸念】
許可権限に付随して、同法に基く報告・検査(法第31条)及び指導(法第41条)・監督(法第28条等)の権限も移譲されるとした場合、現
在の大臣許可業者のうち、都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が許可等の権限を持つことになると推定する。
この際、現大臣許可を受けている建設業者は、本店所在地以外に、他都道府県に主たる営業所を設置している場合が多く、現行
の制度のままで検査権等を委譲した場合は、許可をした都道府県知事が全国の営業所の検査等を行わなければならず、実態に合
わないと考える。
【懸念の解消策】
移譲にあたっては、検査権等の行使については、許可権者から営業所の所在地を管轄する都道府県への委任の法制化などの対
応の検討を要する。

H26 516 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 宅地建物取引業法第５条等 事務所が複数都道府県に跨
る業者に係る宅地建物取引
業の免許の移譲

宅地建物取引業免許の事務の内、事務所が複数都道府県に跨
る業者に係る国土交通大臣の事務権限を都道府県知事に移譲（
現行の都道府県知事の事務権限を希望する政令市等の長への
移譲を含む)

【支障事例】
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなけれ
ばならない。国土交通大臣の免許の申請は、本店所在地の都道府県を経由して、所管の地方整備局に提出することとなっている
が、審査等の重複が生じており、免許までの期間が延びる原因となっている。
【移譲に当たっての懸念】
免許権限に付随して、宅建業法に基く報告・検査(法第72条)及び指導(法第71条)・監督(法第65条等)の権限も移譲されるとした場
合、現在の国土交通大臣免許業者のうち、都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が免許等の権限を持つことにな
ると推定する。
現在、免許の基準については宅建業法に定められているが、事務所の定義等が漠然としており、その運用にあたっては各都道府
県において違いが生じている。同一都道府県内の事務所であるにもかかわらず免許した都道府県によって大きな差が生じないよう
に具体的な基準が必要であると考える。
また、現国土交通大臣免許を受けている宅建業者は、本店所在地以外に、他都道府県に従たる事務所を設置している場合が多
く、現行の制度のままで検査権等を移譲した場合は、免許をした都道府県知事が全国の事務所の検査等を行わなければならず、
実態に合わないと考える。
【懸念の解消策】
よって、移譲にあたっては、検査権等の行使については、免許権者から事務所の所在地を管轄する都道府県への委任の法制化な
どの対応の検討を要する。

H26 517 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 道路法、河川法等
地方整備局組織規則
第12条

直轄事業に係る土地等の収
用、使用、買収及び寄附並
びにこれらに伴う地上物件の
移転及び損失補償に関する
事務（地方自治体事業に係
るもの）の移譲

直轄事業の移譲を求めるものであるが、その際には事業を実施
する地方自治体が損失補償等の事務を行うこと。

用地取得は事業実施の一段階であり、地方自治体事業に係るものについては事業主体である地方自治体が実施することが適切で
ある。
仮にダム事業、海岸事業が移譲される場合、当県において事例がないためノウハウの継承が必要と考える。

H26 518 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第32条の２

保育所における給食の外部
搬入の拡大

保育所の給食は、3歳以上児への給食の提供に限り外部搬入が
認められているが、3歳未満児についても外部搬入を認めること。

保育所の給食は原則自園調理であるが、3歳以上児への給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入
する方法）が認められている。
3歳未満児への外部搬入は、構造改革特別区域法による認定を受けた場合に限り、公立保育所のみ認められている。
本県所管域では3歳以上児のみの保育所は存在せず、全て3歳未満児を保育している中で、3歳以上児のみを外部搬入、3歳未満
児を自園調理とするメリットはなく、全ての園で自園調理を行っている。
3歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替え、不要となった調理室を
保育室に転用することで受入児童数が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する給食
の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査
委員会の評価を踏まえて検討する。

H26 519 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

就学前の子どもに関する教育・保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第３条第２項及び第４項の規
定に基づき文部科学部と厚生労働
大臣とが協議して定める施設の設
備及び運営に関する基準

認定こども園における給食の
外部搬入の拡大

認定こども園の給食は、３歳以上児への給食の提供に限り外部
搬入が認められているが、３歳未満児についても外部搬入を認め
ること。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育
所以外で調理し搬入する方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設
置）がハードルとなり、認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児
を受け入れる認定こども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

６【文部科学省（３）】【厚生労働省（14）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供に
ついては、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特
別区域において外部搬入方式を認めることができるよう措置する。
・私立の幼保連携型認定こども園については、平成28年度の構造改革特別区域
推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。
（ⅲ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生
労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学
省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にお
ける食事の提供に関し、３歳未満児に対する給食の外部搬入については、平成
28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討
する。
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H26 520 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条第２項
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第８条等

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準における「従
うべき基準」の緩和

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において「職員」
の配置については、都道府県が条例を定めるに当たって「従うべ
き基準」とされている。
「児童家庭支援センターの設置運営等について」（厚生省児童家
庭局長）では、当センターに配置する職員を「相談・支援を担当
する職員」（2名）と心理療法等を担当する職員(1名）と示してお
り、児童福祉施設等に附置している場合、入所者等の直接処遇
の業務は行わないものであることとされている。
これを本体施設の業務に支障のない範囲において兼務を認める
ことを求める。

国が示す「社会的養護の課題と将来像」では、施設で生活する子どもが9割、里親家庭で生活する子どもが1割である現状を、①ユ
ニット化した本体施設、②グループホーム、③里親・ファミリーホームで生活する子どもの割合を3分の１ずつにするなどの目標を掲
げており、これを実現するため都道府県計画の策定が義務付けられているところであるが、特に③里親・ファミリーホームについて
は、３割へ引き上げるには相当の行政によるバックアップが必要な状況にある。
施設内附置の方法による同センター設置が現実的なところではあるものの、各施設とも人員配置上の余裕も少なく、専従要件を満
たすことができない。一般的には、職員配置については、子どもの処遇に直接影響する内容ではあるので安易な緩和は適当では
ないと考えるが、里親等への支援を期待される「児童家庭支援センター」の職員配置に関しては、業務に支障のない範囲での兼務
であれば、子どもの処遇への大きな影響は考えにくく、むしろセンターを設置することによるメリットの方が大きいと考える。

H26 521 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第65条第２項
婦人保護施設の設備及び運営に
関する基準第9条

婦人保護施設の設備・運営
に関する基準の緩和

施設長の資格要件を緩和し、県独自の基準を設定できるように
するため、省令で県が「従うべき基準」とされているところを、「参
酌すべき基準」とする。

現在、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第150号）第1条により、施設長の資格要件については都道府
県が条例を定めるに当たって「従うべき基準」とされているため、
一律で施設長の年齢や経験などを定めている。
施設長の要件を都道府県ごとに柔軟に設定できるよう、「参酌すべき基準」とすることにより、幅広い人材の中からより適切な人選を
行うことができるため。

６【厚生労働省】
（５）社会福祉法（昭26法45）
婦人保護施設の施設長の資格要件（婦人保護施設の設備及び運営に関する基
準（平14厚生労働省令49）９条１号）のうち年齢要件については、廃止する。

H26 522 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の18第3項
児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第５条、第６条等

指定通所支援に従事する従
業者に関する基準の緩和

指定通所支援に従事する従業者に関する基準に関して、「従うべ
き基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮するこ
とができないため、規制緩和を求める。

指定通所支援については、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に支援を提供しなければならない。
指定通所支援に従事する従業者及びその員数等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、指定通所の規模が小さくて
もよりきめの細かい支援を受けたい、若しくは基準を満たせる指定児童発達事業者が少なく、受け入れ可能な施設が見つからない
といった通所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に十分対応することができなくなることが想定される。また、様々な状況を
抱える障害児の立場に立った指定通所支援の提供において、指定児童発達支援事業者の創意工夫が活かせない状況にあり、地
域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定障害児通所支援事業者の創意工夫を県行政に反映することを検討す
ることが可能になり、地域の状況に応じ、通所給付決定保護者及び障害児への効果的な支援が図れると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 523 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の18第3項
児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第10条第2項、第11条
等

指定通所支援の事業の設備
及び運営に関する基準の緩
和

指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に関して、
「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発
揮することができないため、規制緩和を求める。

指定通所支援については、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に支援を提供しなければならない。
現在、指定通所支援の居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、施設設備に必要なまとまっ
た土地の確保が難しく、また地価が高く土地の購入に対する負担が大きいことから、今後の施設整備を進める上で支障が生じること
が想定される。このため、利用希望者の受け入れ可能な施設が見つからず、通所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に
十分対応することができず、様々な課題を抱える地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた対応を柔軟に行うことができ、法の基本
方針である「当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う」こ
とが可能になると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 524 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の12第3項
児童福祉法に基づく指定障害児入
所施設等の人員、設備及び運営に
関する基準第４条等

指定障害児入所施設等に従
事する従業者に関する基準
の緩和

指定障害児入所施設等に従事する従業者に関する基準に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定入所支援については、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に指定入所支援を提供しなければならない。
現在、指定入所支援に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから入所施設の規模が小さく
てもよりきめの細かい支援を受けたい、若しくは基準を満たせる指定障害児入所施設等が少なく、受け入れ可能な施設が見つから
ないといった入所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に十分対応することができなくなることが想定される。また、様々な状
況を抱える障害児の立場に立った指定通所支援の提供を図るにあたって、指定児童発達支援事業者の創意工夫が活かせない状
況にあり、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定児童発達支援事業者の創意工夫を県行政に反映することを検討する
ことが可能になり、地域の状況に応じ、入所給付決定保護者及び障害児への効果的な支援が図れると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 525 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の12第3項
児童福祉法に基づく指定障害児入
所施設等の人員、設備及び運営に
関する基準第５条第３項等

指定障害児入所施設等の設
備及び運営に関する基準等
の緩和

指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定入所支援については、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に指定入所支援を提供しなければならない。
現在、指定入所支援の居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、施設設備に必要なまとまっ
た土地の確保が難しく、また地価が高く土地の購入に対する負担が大きいことから、今後の施設整備を進める上で支障が生じること
が想定される。このため、利用希望者の受け入れ可能な施設が見つからず、入所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に
十分対応することができず、様々な課題を抱える地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた対応を柔軟に行うことができ、指定障害
児入所施設等が常に障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めことが可能になると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。
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H26 526 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条第2項
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準の緩和

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関して、「従うべき
基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮すること
ができないため、規制緩和を求める。

児童福祉施設に配置する従業者及びその員数、居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、各
施設とも専従要件を満たせない、面積基準を十分に満たせず量的なサービスの提供ができないといった、地域の状況に応じた柔
軟な対応が困難となることが想定される。
当該施設の専従要件や面積基準における「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた
対応を柔軟に行うことができ、児童福祉施設が常に利用者の立場に立った支援の提供に努めことが可能になると考える。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 527 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

老人福祉法第17条第2項
特別養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準第５条等

養護老人ホーム及び特別養
護老人ホームの設備及び運
営に関する基準の緩和

人員配置、居室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関し
て、「従うべき基準」が設定されているため、今後、地域の実情に
応じた施策を進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び入所者の適切な処遇等の運営について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、
「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 528 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第42条第２項
指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第
40条等

基準該当居宅サービスの従
業者、設備及び運営に関す
る基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 529 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第54条第２項
指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関
する基準第58条等

基準該当介護予防サービス
の従業者、設備及び運営に
関する基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 530 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第74条第３項
指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第
５条等

指定居宅サービスの従業
者、設備及び運営に関する
基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 531 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第115条の４第３項
指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関
する基準第５条等

指定介護予防サービスの従
業者、設備及び運営に関す
る基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。
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H26 532 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第88条第３項
指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第２条等

指定介護老人福祉施設が有
する従業者の員数に関する
基準の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

現在、指定介護老人福祉施設に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、この基準を満
たせる指定介護老人福祉施設が少なく、受け入れ可能な施設が見つからないといった入所者の意向（ニーズ）に十分対応すること
ができなくなることが想定される。
また、様々な状況を抱える入所者の立場に立った支援の提供において、指定介護老人福祉施設の創意工夫が活かせない状況に
あり、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定介護老人福祉施設を利用する入所者がその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう施策を図ることができる。
このため、人員配置について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とすることで、地
域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 533 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第88条第３項
指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第３条第
１項第１号ロ等

指定介護老人福祉施設の設
備及び運営に関する基準の
緩和

居室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき
基準」が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を
進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
入所者の適切な処遇等の運営について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とす
ることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 534 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第97条第２項、第４項
介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準第
２条等

介護老人保健施設が有する
従業者の員数に関する基準
の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

現在、介護老人保健施設に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、この基準を満たせ
る介護老人保健施設が少なく、受け入れ可能な施設が見つからないといった入所者の意向（ニーズ）に十分対応することができなく
なることが想定される。
また、様々な状況を抱える入所者の立場に立った支援の提供において、介護老人保健施設の創意工夫が活かせない状況にあり、
地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、介護老人保健施設を利用する入所者がその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう施策を図ることができる。
このため、人員配置について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とすることで、地
域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 535 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第97条第１項、第４項
介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準第
５条等

介護老人保健施設の設備及
び運営に関する基準の緩和

入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき基準」が設定
されているため、今後、地域の実情に応じた施策を進めていくた
めに、規制緩和を求める。

入所者の適切な処遇等の運営について、今後、高齢化社会が更に進むことから、入所者の処遇を確保しつつも、施設そのものに対
する更なる需要増加は必須であり、全国一律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。そこで、地域の特性
を重視した施設運営を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対して、より身近な地
方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。

H26 536 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旧介護保険法110条第３項
旧指定介護療養型医療施設の設
備及び運営に関する基準第２条等

指定介護療養型医療施設が
有する従業員の員数に関す
る基準の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

人員配置について、今後、高齢化社会が更に進むことから、施設そのものに対する要介護者からの需要増加は必須であり、全国一
律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。
そこで、地域の特性を重視した人員配置を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対
して、より身近な地方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。

H26 537 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旧介護保険法110条第３項
旧指定介護療養型医療施設の設
備及び運営に関する基準第３条等

指定介護療養型医療施設の
設備及び運営に関する基準
の緩和

病室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき
基準」が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を
進めていくために、規制緩和を求める。

病室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、今後、高齢化社会が更に進むことから、施設そのものに対する要介護者か
らの需要増加は必須であり、全国一律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。
そこで、地域の特性を重視した人員配置を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対
して、より身近な地方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。
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H26 538 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第44条等

基準該当障害福祉サービス
の従業者、設備及び運営に
関する基準の緩和

基準該当障害福祉サービスの従業者、設備及び運営に関する
基準に関して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県
の独自性を発揮することができないため、規制緩和を求める。

基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数については、離島等を1人以上とする以外は、一律に3人以上としてい
る。
また、居室及び病室の床面積等については、通所介護においては3㎡以上、短期入所においては、7、43㎡以上が全国一律の従う
べき基準とされており、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
本県においては、今後利用者数の増加が見込まれていることから、柔軟な対応を図れるようにすべき。
そこで、食堂等と同様に、地方自治体が適切かつ柔軟に設定できる参酌基準とすべき。

H26 539 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
43条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第５条等

指定障害福祉サービスに従
事する従業者に関する基準
の緩和

指定障害福祉サービスに従事する従業者に関する基準に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数に関して、常勤換算法にて2.5人以上とする従うべき基準があることから、地
域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
本県においては、今後見込まれる利用者数などの増加に備える必要があり、利用者にとって身近な地方自治体が主体的に対応で
きる参酌基準とすべきである。
参酌基準とすることにより、各地方自治体毎に異なる利用者数に柔軟に対応することが出来るようになり、地域のニーズにきめ細かく
応えることが出来るようになる。

H26 540 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
43条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第52条第１項等

指定障害福祉サービスの事
業の設備及び運営に関する
基準の緩和

指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に
関して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自
性を発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積が、従うべき基準とされており、地域の状況に応じた柔軟な対応が困
難となっている。
本県においては、今後見込まれる利用者数などの増加に備える必要があり、利用者にとって身近な地方自治体が主体的に対応で
きる参酌基準とすべきである。
参酌基準とすることにより、各地方自治体毎に異なる状況に応じた対応が出来るようになる。

H26 541 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
44条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準第
４条等

指定障害者支援施設が有す
る従業者に関する基準の緩
和

指定障害者支援施設が有する従業者に関する基準に関して、
「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発
揮することができないため、規制緩和を求める。

現状では、指定障害者支援施設での職員確保は容易では無いため、、一律の員数が規定されている現状の基準を規制緩和する
ことで、柔軟な運営体制が可能となり、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 542 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
44条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準第
６条第１項等

指定障害者支援施設の事業
の設備及び運営に関する基
準の緩和

指定障害者支援施設の事業の設備及び運営に関する基準に関
して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性
を発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害者支援施設等において、利用者1名あたりの居室の床面積は、一律で規定されているが、都市部と地方では設置コストに
差が生じていることから、規制緩和により、地域の状況に応じた柔軟な対応を可能とすることで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 543 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
80条第2項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく障害福祉サービス事業の設
備及び運営に関する基準第12条等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく福祉ホームの設備及び運営
に関する基準第10条等

障害福祉サービス事業、地
域活動支援センター及び福
祉ホームの設備及び運営に
関する基準の緩和

障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム
の設備及び運営に関する基準に関して、「従うべき基準」が設定
されていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

現状では、職員確保が容易でないところ、規定では従業者の員数は利用者数に応じた一律の員数となっており、また、利用者1名
当たりの居室の床面積も一律で定められている。こうした基準をを規制緩和することで、立地環境に応じた柔軟な対応を可能とする
ことで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。
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H26 544 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
84条第2項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく障害者支援施設の設備及び
運営に関する基準第11条等

障害者支援施設の設備及び
運営に関する基準の緩和

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準に関して、「従う
べき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮する
ことができないため、規制緩和を求める。

障害者支援施設では、従業者の員数は利用者数に応じた一律の規定となっているが、地域により職員の確保は困難な状況にあ
る。設備面においても、利用者1名当たりの居室の床面積も一律で定められている。こうした基準をを規制緩和することで、立地環境
に応じた柔軟な対応を可能とすることで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 545 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の15第3項
児童福祉法施行規則第18条の34
第１項

指定障害児通所支援事業者
の指定に関する基準のうち、
申請者の法人格の有無に係
る基準の緩和

指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準のうち、申請者
の法人格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定さ
れていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

指定障害児通所支援事業者の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、現状では、地域の状況に応じた柔軟
な対応が困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 546 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の9第2項
児童福祉法施行規則第18条の34
第１項

指定障害児入所施設の指定
に関する基準のうち、申請者
の法人格の有無に係る基準
の緩和

指定障害児入所施設の指定に関する基準のうち、申請者の法人
格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定されている
ことにより、本県の独自性を発揮することができないため、規制緩
和を求める。

指定障害児入所施設の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、現状では、地域の状況に応じた柔軟な対応
が困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 547 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

食品衛生法第29条 食品衛生検査施設の設備及
び職員配置に関する基準の
緩和

食品衛生検査施設に関して、都道府県等が条例で基準を定める
にあたり、厚生労働省令で「従うべき基準」の緩和を求める。

食品衛生検査施設の設備については、検査室等の設置が「従うべき基準」として一律に規定されており、地域における必要性の有
無に関らず求められている。こうした部分を規制緩和することで、検査施設ごとの特性を生かした設置の拡充が期待される。
なお、都道府県等が条例で基準を定めるにあたり、厚生労働省令で「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、ガイドラインとする等の規制緩和を求めるものである。

６【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
食品衛生検査施設の設備に関する基準（施行規則36条１項２号）については、従
うべき基準として備える必要がある機械及び器具の例示をしているものであって、
これらの機械等の機能と同等以上の機能を有するものを地域の実情に応じて備
えることができることについて、地方公共団体に周知する。

H26 548 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第7条の2第4項 病院等の病床数算定に当
たっての補正の基準の緩和

地域医療の実情に応じた補正項目を設定することができるように
緩和を図る

既存病床数及び申請病床数について、地域医療の実情に応じた補正を行うことで、適正な病床数管理ができ、都道府県の独自性
を高める。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 549 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第7条の2第5項 病院及び診療所の既存の病
床数を算定する場合の介護
老人保健施設に係る入所定
員数に関する基準の緩和

当該基準を廃止する 介護老人保健施設の入所定員に係る補正については、現在経過措置により適用していない。経過措置が終了したときには当該基
準により既存病床数が圧迫されるため、当該基準を廃止することで、適正な病床数管理ができ、都道府県の独自性を高める。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 550 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第18条 病院及び診療所の薬剤師の
配置に関する基準の緩和

病院の実情に応じた配置を行うことができるように緩和を図る 専属薬剤師の配置について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとともに
都道府県の独自性を高める。

H26 551 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第21条第1項 病院の従業者に関する基準
のうち、医師及び歯科医師
以外の従業者の配置に関す
る基準並びに病院の施設の
一部に関する基準の緩和

病院の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 看護師等の医療従事者について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとと
もに都道府県の独自性を高める。

H26 552 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第21条第２項 療養病床を有する診療所の
従業者に関する基準のうち、
医師及び歯科医師以外の従
業者の配置に関する基準並
びに療養病床を有する診療
所の施設の一部に関する基
準の緩和

病院の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 看護師等の医療従事者について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとと
もに都道府県の独自性を高める。

H26 553 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護法第39条第２項
救護施設、更生施設、授産施設及
び宿所提供施設の設備及び運営
に関する基準第５条等

保護施設の設備及び運営に
関する基準の緩和

地域の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 保護施設における職員及び員数や、居室の床面積等が一律の基準として定められているため、職員や面積の確保が難しい地域に
おいては、設置が困難となっている。このため、規制緩和により、立地環境に応じた柔軟な対応を可能とすることで、面積要件が厳
しい都市部においても、施設設置の促進が期待される。
社会環境等の変化や地域の実情に応じて基準の見直しが必要となった場合に、国の基準を参酌基準とすることで、適切かつ柔軟
な対応を可能となる。

H26 554 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第65条第2項
老人福祉法20条の６
軽費老人ホームの設備及び運営に
関する基準第５条等

社会福祉施設の設備及び運
営に関する基準
（軽費老人ホームに係る部
分）の緩和

人員配置、居室面積及び利用者の適切な処遇等の運営に関し
て、「従うべき基準」が設定されているため、今後、地域の実情に
応じた施策を進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者の処遇等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とす
ることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 555 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第70条第3項
介護保険法施行規則第126条の４
の２

指定居宅サービス事業者の
指定に関する基準のうち、申
請者の法人格の有無に係る
基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅サービス事業の申請者を、「従うべき基準」により法人格を有する者に限定することは、事業者の拡大の検討に支障があ
る。
今後の指定居宅サービスの需要を賄う手段として、地域の実情に応じた事業者の拡大を図るためには、法人格の無い事業者の参
入も検討できるようにする必要がある。
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H26 556 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第115条の２第3項
介護保険法施行規則第140条の17
の２

指定介護予防サービス事業
者の指定に関する基準のう
ち、申請者の法人格の有無
に係る基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定介護予防サービス事業の申請者を、「従うべき基準」により法人格を有する者に限定することは、事業者の拡大の検討に支障
がある。
今後の指定介護予防サービスの需要を賄う手段として、地域の実情に応じた事業者の拡大を図るためには、法人格の無い事業者
の参入も検討できるようにする必要がある。

H26 557 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第86条第1項 指定介護老人福祉施設の指
定に関する基準のうち、指定
対象となる施設及びその入
所定員に係る基準の緩和

指定対象となる施設及びその入所定員に関して、「従うべき基準」
が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を進めて
いくために、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定介護老人福祉施設として指定対象となる施設及び入所定員を、「従うべき基準」により限定することは、施設の拡充の検討に支
障がある。
今後の指定介護老人福祉施設の需要を賄う手段として、地域の実情に応じた施設の拡充を図るためには、基準の緩和も検討でき
るようにする必要がある。

H26 558 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
36条第４項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律施
行規則第34条の21

指定障害福祉サービス事業
者の指定に関する基準のう
ち申請者の法人格の有無に
係る基準の緩和

指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準のうち申請者
の法人格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定さ
れていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービス事業者の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、地域の状況に応じた柔軟な対応が
困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 559 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第81条第3項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第２条等

指定居宅介護支援事業者が
有する従業者の員数に関す
る基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅介護支援事業者が有する従業者の員数を、「従うべき基準」により限定することは、地域の実情に応じた適切な職員配置
基準の検討に支障がある。
今後の指定居宅介護支援における地域の実情に応じた適切な職員配置を図るためには、基準以外の方法によることも検討できる
ようにする必要がある。

H26 560 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第81条第3項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第４条等

指定居宅介護支援事業者の
支援の事業の運営に関する
基準の緩和

一部基準が「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直す
ことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られるこ
とが考えられるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅介護支援事業者の支援の事業の運営に関する基準を、「従うべき基準」により限定することは、地域の実情に応じた適切
な事業運営基準の検討に支障がある。
今後の指定居宅介護支援における地域の実情に応じた適切な事業運営を図るためには、基準以外の方法によることも検討できる
ようにする必要がある。

H26 561 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第79条第2項 指定居宅介護支援事業者の
指定に関する基準のうち、申
請者の法人格の有無に係る
基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることも考えら
れるため、規制緩和を求める。

【支障事例】
現行規定では、申請者が法人格を有しない場合、居宅介護支援事業の指定ができないため、事業を実施する能力はあるが法人格
のない団体への指定ができず、県が実施する高齢者福祉事業の推進に支障を来たしている。
【地域の実情を踏まえた必要性】
本県では居宅介護支援事業者が不足しているが、規制を緩和することによって、今後高齢者が増加が想定される本県において、地
域の実情に応じた居宅介護支援事業を展開することが可能となり、高齢者福祉に資する。
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H26 562 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第47条第1項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第30条等

基準該当居宅介護支援の従
業者及び運営に関する基準
の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることも考えら
れるため、規制緩和を求める。

【支障事例】
現行規定では、居宅介護支援の従業者及び運営について、介護保険法第47条第１項に基づく「指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準」で詳細に定められているため、事業を実施する能力はあるが、個別の基準を満たさない団体が除外され
ており、県が実施する高齢者福祉事業の推進に支障を来たしている。
【地域の実情を踏まえた必要性】
本県では居宅介護支援事業者が不足しているが、規制を緩和することによって、今後高齢者が増加が想定される本県において、地
域の実情に応じた居宅介護支援事業を展開することが可能となり、高齢者保健福祉に資する。

H26 563 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

職業能力開発促進法第28条第１項
職業能力開発促進法施行規則第
36条の15、第46条、第48条の３

地方に条例委任されている
「普通職業訓練における職
業訓練指導員の資格」が従う
べき基準とされていることに
対する規制緩和

職業能力開発促進法第28条第1項により都道府県又は市町村の
条例に委任された｢普通職業訓練における職業訓練指導員の資
格｣に関する基準は、法と異なる内容を条例で定めることができな
い｢従うべき基準｣とされているが、地域の事情に応じて異なる内
容を定めることができる｢参酌基準｣に緩和することを求めるもの。

【制度改正の必要性】
普通職業訓練における職業訓練指導員の資格に関する基準については、職業能力開発促進法施行規則（以下、｢省令｣という。）
第36条の15及び省令第48条の３と省令46条により、一定の幅広い人材が普通職業訓練に関わることが可能となっているが、職業訓
練指導員免許持たない高卒や中卒の実務経験者は、たとえ優れた実績を残していたとしても、普通職業訓練を担当することはでき
ず、また、職業訓練指導員免許以外の公的資格所有者等が普通職業訓練を担当することができるものの、その範囲は限定的と
なっている。
こうした法の定めについては、職業訓練の質を保つうえでの必要性は認められるものの、技術革新の進展速度が加速していること
や、それに伴い新たな技術的資格等が生まれる可能性もあり、今後は法の基準を参酌基準とし、都道府県や市町村が自ら職業訓
練指導員免許資格所有者と同等な者を定めていく余地を設けることで、都道府県や市町村が主体的に、地域の事情を踏まえた効
果的な訓練を、幅広い人材を登用しながら速やかに実施していくことが可能となる。

H26 564 11_その他 都道府県 神奈川県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第96条第1項第12号 支払督促への異議申立てに
よる訴訟の提起に係る議会
の議決事項の例外化

民事訴訟法第395条規定の支払督促への異議申立てによる訴訟
の提起については、議会の議決事項を定めた地方自治法第96
条第1項第12号の例外とし、首長が行えることとする。

訴訟の提起は、地方自治法第96条第1項第12号により、議会の議決事項となっている。
一方、民事訴訟法第395条では、債権者の申立てに基づき裁判所が支払を督促する支払督促に対し、債務者から異議の申立てが
行われた場合、支払督促の申立て時に遡って訴訟の提起があったものとみなされ、「支払督促」から「訴訟」へ移行する。
これに伴い、裁判所の指定期限（訴訟移行後１ヶ月半程度）までに、議会の議決又は地方自治法に基づく知事専決の手続を経た
上で訴訟手数料を納付することが必要となる。
ところが、議会開会中は法179条による専決処分を行うことができず、あらかじめ法180条に基く指定を受けていない団体では、議決
日以前に指定期限が経過し、訴訟が却下される事案の発生が懸念される。
支払督促は、請求が金銭債権やその代替物に限られ、異議申立てによる訴訟は自治体の債権実現の手段としてその是非を判断
する余地はないと思われることから、議会の議決事項を定めた地方自治法第96条第1項第12号の例外とし、首長が行えることとす
る。
なお本県において、支払督促への異議申立てによる訴訟が議会の委任による専決処分事項となっていない理由（地方自治法第
180条に基づく指定を受けていない理由）は次の通りです。
　①　議会の委任による専決処分事項の指定の提案権は議員に専属し、地方自治体の長には提案権がないこと
　②　異議申立てによる訴訟提起の事案が少なかったこと

H26 565 11_その他 都道府県 神奈川県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方公務員法第17条、第18条
（国と民間企業との間の人事交流に
関する法律と同様の制度整備）

地方公共団体と民間企業と
の間の交流派遣及び交流採
用の可能化

「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」と同様の制度
を、地方公務員において創設することを目的として、「地方公共団
体と民間企業との間の人事交流に関する法律（仮称）」の制定を
求める。

国では、平成12年３月に、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」（以下、「官民人事交流法」という。）が施行され、国と民
間企業の双方向の人事交流システムが整備されている。この人事交流は、民間企業が一定の期間を定めて国家公務員を自らの従
業員として雇用する「交流派遣」と、国が期間を定めて民間企業の従業員を常勤の国家公務員として採用する「交流採用」から成っ
ており、交流する者は、期間中、それぞれ交流先に採用され、期間終了後は派遣元の業務に復帰する仕組みとなっている。こうし
た透明性、公開性が確保された公正な手続きのもと、公務の公正な運営を確保しつつ、国の機関と民間企業との人事交流を通じ
て、相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ることが可能な制度となっている。
一方、地方公共団体については、官民人事交流法のような制度がなく、地方公務員法の範囲内での任用とせざるを得ず、それゆ
え、企業との雇用関係を維持したまま自治体に任用することが不可能となっており、民間企業の従業員を、身分の安定や守秘義務
を担保した上で権限を行使する業務に従事させることができない。また、地方公務員の身分を有したまま民間企業に雇用されること
もない。こうしたことから、手続きの透明性を担保した上で民間企業と地方公共団体との相互理解を深め、双方の組織の活性化と人
材育成を図るため、地方公共団体においても、地方公務員法の改正や、また、地方公務員法によらずに任用できるような抜本的な
見直しである、官民人事交流法と同様の制度を創設することが必要である。

H26 566 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30の４第2項
医療法施行規則第30条の30

基準病床数の算定に関する
基準の緩和

保健医療計画で定める基準病床数の算定の基準について、地
域医療の実情に応じ設定することができるように緩和を図る。

保健医療計画で定める基準病床数の算定の基準について、地域医療の実情に応じた特定の課題を解決するためにも、全国一律
の計算式に加え、都道府県の裁量により基準病床数に上乗せして設定することができる要件を定め、都道府県の独自性を高める。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 567 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医師法施行令第3条、②歯科医師
法施行令第3条、③保健師助産師
看護師法施行令第１条の３第１項、
④臨床検査技師等に関する法律施
行令第1条及び附則第2条2項、⑤
診療放射線技師法施行令第1条の
２、⑥理学療法士及び作業療法士
法施行令第1条、⑦視能訓練士法
施行令第1条、⑧栄養士法施行令
第１条２項　等

厚生労働大臣発行医療系免
許申請書類等の経由事務の
廃止
（医師、歯科医師、保健師、
助産師、看護師、臨床検査
技師、診療放射線技師、理
学療法士、作業療法士、視
能訓練士、衛生検査技師、
管理栄養士）

標記の医療職種免許は、厚生労働大臣免許である。
すでに実施済の他の医療職種免許と同様に、国において直接実
施することとし、経由事務の廃止を求める。

免許の申請において、住所地の保健所及び県を経由して厚生労働省へ進達することは、国までの日数を要するため、事務的に非
効率的である。その上、国の免許登録日以降でないと申請者が行えない業務があるため（診療報酬求められている）、交付事務を
含めて往復の経由日数がかかるのは適切さを欠くと言わざるをえない。免許の早期発行は、申請者等から強く求められているところ
である。
例えば、歯科衛生士等の免許は、国の指定した指定登録機関(H3.7.1～)が、直接免許事務を行っており、郵送等での申請も認め
られている。申請者の利便性の観点からも直接、厚生労働省（あるいは指定登録機関）が扱うこととして、経由事務の廃止を求める。
（臨床工学技師免許：国直接実施。）
（歯科技工士免許：H27.4.1～国の指定した指定登録機関実施。H26.6医療介護法　法案成立）
なお、経由事務としながらも、国からは審査業務まで求められているのが現状である。このため、県等が申請業務等における過失責
任を求められ、訴訟に発展する可能性が存在する。
国の免許であるから、国の責任において免許申請等の対応を行っていただきたい。
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H26 568 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

①医療法第30条の12
②医療法第30条の4
③地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律第
4条、第6条及び第7条

①病床機能報告制度の運
用、②地域医療ビジョンの策
定、③新たな財政支援制度
の創設

①②ガイドラインの策定はこれからであるが、国による細かな制度
設計等は必要最低限に止めるべきである。
③方針や要綱の策定はこれからであるが、国への計画提出など
の手続や使途の制約などは必要最低限に止めるべきである。

病床機能報告制度の運用や地域医療ビジョンの策定、新たな財政支援制度により、都道府県が主体的に医療提供体制の改革を
進めるにあたっては、地域の実情に応じて柔軟に取り組めるようにすることが不可欠である。
そのため、報告制度の運用やビジョンの策定については、国による細かな制度設計等は必要最低限に止めるべきである。
また、財政支援制度については、国への計画提出などの手続や使途の制約などは必要最低限に止めるべきである。

H26 569 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 内閣官房、厚生労
働省

B　地方に対す
る規制緩和

新型インフルエンザ等対策特別措
置法第28条第4項

新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく特定接
種の登録事業者の登録事務
の役割明確化

特定接種の登録事務について県や市町村に必要な協力を求め
ることができるという規定を使い、登録事業者との調整をすべて県
及び保健所設置市に任せてしまっているので、協力の範囲を明
確化し、適切な運用とする。

県や市町村に協力を求めることができるという規定を利用し、特定接種にかかる登録事務について登録事業者との調整を全て県や
保健所設置市に任せてしまっている状況であり、膨大な業務であることから、非常に混乱が生じているため、役割の明確化を図る必
要がある。
例えば、特定接種の疑義照会は、約３､７００事業所のうち、４４０件で、県・保健所設置市が照会する中で、事業所から制度に対する
意見、要望等があり調整が発生し業務が増えている。特定接種の登録の可否といった質問が多いので、今後の登録者の調整は、
国において行っていただきたい。

H26 570 11_その他 都道府県 神奈川県 法務省 対象外 会計法第48条 会計法に基づく国庫の支出
負担行為者の変更

会計法では、国庫の支出負担行為、支出負担行為の確認等に
関する事務を、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行う
こととすることができる、とされているため、県で実施しない国庫事
業の契約手続き等の事務を県が行っているため制度の見直しを
求める。

横浜市等の政令指定都市等が独自に実施している国庫事業であるにもかかわらず、県が契約書の作成を求められており、非効率
的且つ事務的な負担も大きい。

H26 571 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法施行令第４条 保健所長の医師資格要件の
撤廃

公衆衛生に精通した適切な医師が確保できない場合には、平成
16年に、一定の条件を満たす、医師以外の者を保健所長とする
ことを可能とされているが、この条件の撤廃を求める。

公衆衛生医師の確保は厳しさを増しており、保健所長たる医師が十分確保できない状況にある。
保健所への医師の配置は必要であるが、スタッフとしての医師が医学的判断を行えば、保健所長業務に必要な見識と管理監督能
力を有する医師以外の者が保健所長の業務を担うことが出来ると考える。
平成16年に保健所長の資格要件が条件付で一部緩和されたが、具体的適用が極めて困難な状況にあり、実効性がないことから、
この条件の撤廃を求めるものである。

H26 572 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

観光圏の整備による観光旅客の来
訪及び滞在の促進に関する基本方
針　二－１－（５）

観光圏整備実施計画の認定
基準の緩和

「複数の民間人材による観光地域づくりマネージャーで構成され
た、法人格をもつ観光地域づくりプラットフォーム等を設置」など、
現在の観光圏整備実施計画の認定基準を緩和すること。

現在、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第８条に基づく、国による総合的支援の前提となる観光
圏整備実施計画の認定には、複数の民間人材による観光地域づくりマネージャーで構成された、法人格をもつ観光地域づくりプ
ラットフォームの設置等が要件とされるなど、要件を満たすための地域の負担が重く、広域連携の促進に向けた制度の活用が図ら
れていない状況になっていることから、観光圏整備実施計画の認定基準の緩和が必要である。
観光圏の認定を受け、整備を進めたくても、左記根拠法令等の欄に記載の基本方針をクリアすることが難しいため認定を諦める
ケースもあり、実際、平成24年の基本方針改正後、本県内では、制度に認定された事例が皆無。
地域のやる気をそぐ高い要件を緩和すれば観光圏を目指す地域の増加が期待される。
観光圏内の幅広い関係者の観光圏整備事業の実施段階における連携を強化するため、観光地域づくりマネージャーで構成する
観光地域づくりプラットフォーム等を設置し、同組織が、事業実施の基本的な方針の策定、地域におけるワンストップ窓口の構築及
び事業のマネジメントを行うことが観光圏認定の際の要件になっているが、地域内でこのような人材を確保することが容易でない点
が支障になっている。
プラットフォームの設置要件を緩和する代替としては、プラットフォームの基準を満たさなくても、市町村の職員等が事務局となって
いる協議会等の連携組織であれば、整備事業の進行管理・関係者の調整など、観光圏整備事業の実現に向けた役割を果たすこと
は可能だと考える。

６【国土交通省】
（18）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平20
法39）
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針（平20
農林水産省・国土交通省告示３）に基づき、観光地域づくりプラットフォームの構
成員とされている観光地域づくりマネージャーについては、民間からは１名を確保
すればよいことを、地方公共団体に通知する。

H26 573 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 河川法第２３条 水利使用許可に関する基準 河川法第23条（流水の占用の許可）における、水道事業者等から
の水利使用許可申請に対する河川管理者の審査の判断は、「需
要量」が基準となっているが、今後は、大規模災害等の発生に備
えた水源量も含めて予め許可していただけるように、申請者の立
場として、規制の緩和を提案するもの。

　これまで神奈川県は、戦後高度経済成長期に急増する水需要に対し、県の重要施策として、相模川と酒匂川の水源開発を行っ
てまいりました。
　現在、水需要が安定して推移している現状において、神奈川県の水源量は、県民が安心して生活し、企業も安定した事業活動を
営むための必要量を確保できている状況です。
　近年、水資源をとりまく社会情勢においては、今後起こり得る大規模災害や水質事故に備え、必要最低限の水の確保、いわゆる
「ゼロ水」とならないための方策が求められており、水道事業者等は、大規模災害等に備えるべく、これまで開発してきた水源量を最
大限確保する事を目指しています。
しかし、現行の河川法に基づく水利使用許可に係る水量の判断は、「需要量」が基準となっており、今後人口減が予測されるなか、
水源量を最大限確保する事について、河川管理者から許可を受けることが難しくなることが懸念されています。
　また、水道事業者等は、これまで、相模川及び酒匂川における水質事故や大震災等に備え、『災害時に備えた水量』の検討を実
施してきましたが、東日本大震災を契機に、更なる検討が必要となりました。
　そこで、水利使用許可の審査にあたり、神奈川県が水源開発をしてきた範囲の中で、大規模災害等の発生に備えた水源量を予
め許可していただけるように、水利使用申請者の立場として、規制の緩和を提案します。
　これにより、我々水利使用申請者は、大規模災害発生時等においても、必要最低限な水の確保が可能となり、幅を持った社会シ
ステム構築の一翼を担えると考えられます。
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H26 574 05_教育・文化 都道府県 神奈川県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律第３条第２項

全国一律の学級編制の基準
緩和

公立学校における学級編制を定める義務標準法により、１学級あ
たりの児童生徒数の上限が定められているが、地域の実情の応じ
た工夫により上下させる柔軟な対応ができるような措置を求める。

【支障事例】
学級編制の標準を定める義務標準法において、教育委員会がその定められた数を下回る数を学級編制の基準とすることを可能と
しているが、上回る数を定める余地がないため、この基準を超える場合は学級の分割が必要となる。このため、国が１学級あたりの
児童・生徒数を一律に引き下げていくと、教職員数が大幅に増加していくこととなる。
【制度改正の必要性】
本県では、域内の児童生徒は減少傾向にあるものの、教員の年齢構成が不均一であり、当面は大量採用が見込まれているため、
採用試験倍率を含めた優秀な教員の確保が大きな課題の一つである。また、現在、学校では、いじめ、不登校、授業離脱、学力の
低下・二極化等、様々な教育課題が顕在化しており、こうした課題解決のためには、教育委員会が主体的に取り組む必要があり、学
級編制の集団単位について、柔軟に上下させる工夫の余地があれば、教育委員会自らの判断により、課題に応じた分野や地域・
学校に人材を重点配置するなど、地域性に応じた教職員の活用が期待できる。
このため、学校設置者が学校の実情に応じて弾力的な学級編制を行うため、都道府県が定める学級編制基準を柔軟に設定できる
ようにすることが課題となっている。

H26 576 10_運輸・交通 都道府県 長野県 国土交通省（観光
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

旅行業法第３条、７条、１１条の２、
12条の２、旅行業法施行規則第３
条

過疎地域市町村における旅
行業登録要件の緩和

過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を有する市
町村で、域内（隣接市町村を含むことも可）の着地型旅行事業を
企画・実施しようとする市町村については、旅行業法で規定して
いる旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金の供託を免除し、
旅行業を容易に行えるようにする。

【現行制度】
旅行業登録のためには、財産的基礎や旅行業取扱管理者の選任が必要であり、人材の確保が容易ではない中山間地域の小規模
自治体では旅行業登録が困難。
【制度改正の必要性・支障事例】
中山間地における安定した地域経済の確立には、観光交流人口の獲得が不可欠である。特に中山間地は今、物から心への時代
の潮流の中で魅力に溢れているが、都市部の旅行業者には営業的に魅力と映らず、旅行商品の造成が可能な旅行業者の参入が
少ない。このような現状から、自治体が自ら地域の観光資源を活用した「着地型旅行商品」を造成し、実施せざるを得ない場合があ
る。
市町村が主体となった着地型の募集型企画旅行（農村体験エコツアー等）では、旅行業登録がないことから、旅行業者への業務委
託や実施形態の是正を指示せざるを得ないケースが例年散見されており、委託のための新たな予算確保などが旅行商品造成を阻
害する要因となっている。
一方で、近年は地域での着地型旅行商品造成に向け新たな取り組みや提案（第3種旅行業よりも営業保証金額を引き下げた「地
域限定旅行業」の創設（平成25年）や「観光産業政策検討会提言」（平成25年４月））等がされており、着地型旅行商品造成への要
請は当時に比し増大していることから、本提案の実現により、着地型旅行商品の更なる普及を通じた中山間地の活性化を図ることが
可能となる。
【想定される懸念への対策】
制度改正後、旅行取引の公正の維持や消費者保護の担保が懸念されるが、①要件緩和の対象を行政に限定すること②旅行業務
取扱管理者の選任に代えた、相当の研修会の実施により補完されると考える。

６【国土交通省】
（６）旅行業法（昭27法239）
地域限定旅行業を営む地方公共団体については、営業保証金の供託義務（７条
１項）及び旅行業務取扱管理者の資格要件（11条の２第５項）の在り方について検
討し、平成27年中に結論を得る。

H26 577 03_医療・福祉 都道府県 長野県 厚生労働省 対象外 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条

後期高齢者医療制度におけ
る財政調整の仕組みづくり

後期高齢者医療制度における住所地特例制度の対象とならない
次の①・②の場合について、施設所在地の市町村の財政負担が
生じないよう、財政調整の仕組みを構築すること
①７５歳以上の者が、老人福祉施設等への入所のために、広域
連合内の市町村をまたぐ移動をした場合
②７５歳に達する前に、老人福祉施設等への入所のために、広
域連合間で移動した場合及び広域連合内の市町村をまたぐ移
動をした場合

【現行制度】
高齢者の医療の確保に関する法律第55条により、後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置される広域連合が運営主体と
なっており、施設への入所等のため広域連合をまたぐ住所の移動があった場合には、前住所の広域連合が引き続き保険者となる
住所地特例制度があるが、広域連合内の市町村間の移動については、広域連合間の移動の際に適用される住所地特例制度のよ
うな仕組みがない。
【制度改正の必要性】
老人福祉施設等が所在する市町村では、他市町村から入所している高齢者の定率公費負担分について財政負担が生じる。
加えて、７５歳未満の者が他市町村の老人福祉施設等へ入所した場合、国民健康保険の住所地特例制度により前住所の市町村が
保険者となるが、後期高齢者医療制度においては住所地特例制度が引き継がれないため、当該高齢者が７５歳に達した際に、施
設所在地の市町村の財政負担が生じることとなり、市町村間の財政負担の均衡を図る必要がある。

H26 578 04_雇用・労働 都道府県 長野県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

雇用保険法第63条、雇用保険法施
行規則第121条及び第123条、職業
能力開発校設備整備費等補助金
交付要綱

認定職業訓練助成事業費
（運営費）における補助対象
経費の算定基準の緩和

算定基準第２の２で規定されている、補助金の交付対象となる訓
練生の人数要件（５人）を撤廃し、１人でも訓練生がいれば、補助
対象とする。

【現行制度】
職業能力開発校設備整備費等補助金は、事業主等が行う労働者の能力開発のうち省令で定める基準に適合する職業訓練を県が
認定し、運営費等を補助することにより民間における職業訓練を振興するものであり、地域の企業が求める人材の育成にとって重
要。この補助要件として、１訓練科当たりの訓練生が５人以上であることが必要であるが、普通課程では、これを満たさない場合でも
概ね３年（特に必要な場合は５年）を目途に訓練生を確保できる見込があれば、この期間は補助対象とすることができる。また、訓練
開始時に35歳未満の訓練生が３人以上いる場合も補助対象とすることができる。
【制度改正の必要性】
中小企業の新規雇用の抑制等により訓練生の確保は年々困難になってきており、本県では平成26年度に１訓練科が補助対象から
外れることとなった。今後同様に多くの訓練科が補助対象外となる可能性があるが、訓練生が少ない訓練科では会費等の収入によ
る運営は困難であり、補助対象外とされた場合、訓練科が休止又は廃止されるケースが懸念される。当該訓練は職場のＯＪＴと組み
合わせて実施されることから訓練科が休廃止されると訓練生が職場から通うことができなくなり、地域での職業訓練の実施は困難と
なる。
しかし、こうした訓練によりモノづくりの担い手を育成することは、地域における産業人材の育成ひいては地域産業の発展にとって必
要不可欠であり、現在の訓練科を継続させていくことが訓練生本人及び地域にとって望ましいと考えられる。
よって、訓練生が５人に満たない場合であっても訓練科を安定して運営できるよう、訓練生５人以上という補助要件の撤廃が必要で
ある。

６【厚生労働省】
（16）職業能力開発校設備整備費等補助金
認定職業訓練助成事業については、訓練生の人数要件の緩和を含め、制度の
活性化について検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 579 02_農業・農地 都道府県 長野県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第３条第２項第１号、農地法
関係事務に係る処理基準について
第三の３の（１）

農地等への権利設定等にお
ける全部効率利用要件の緩
和

農地等に権利を設定し、若しくは移転しようとする者は、他者へ
農地等を貸し付けていたとしても、当該農地等が適切に耕作等さ
れていれば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満た
すものとする。

【現行制度】
農地等の権利を移転し、または設定しようとする者は、法第３条の許可を受けなければならないとされているが、許可の要件のうち、
法第３条第２項第１号に定める全部効率利用要件が、農地等の利用集積等に支障となる事例が見受けられる。
【制度改正の必要性】
自宅から遠隔地にあり耕作に不便な農地等を他者に貸し付けている者が、居住地周辺の農地等を取得する際に、農地を他者に貸
し付けているという理由で、全部効率利用要件を満たせず、法第３条の許可が認められないケースがある。また、田と畑（樹園地）の
両方を所有している農家が、経営の効率化を図るために、他者に田を貸し付け果樹栽培に専念している場合、新たに樹園地の権
利取得をしようとしたところ、他者に田を貸し付けていることをもって、法第３条の許可が認められないケースがある。
現在の制度においては、貸し付けている農地等を他者へ売却するか、賃貸借契約を解除した上で当該農地等を自ら耕作しなけれ
ば、新たに農地等を取得等することができないので、農地等に権利を設定し、若しくは移転しようとする者は、他者へ農地等を貸し
付けていたとしても、当該農地等が適切に耕作等されていれば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満たすものとすべき
である。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅲ）農地等の権利移動の許可要件のうち「農地等の権利を取得しようとする者
が、耕作の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行う
と認められること」（全部効率利用要件）（３条２項１号）については、新たに農地等
の権利を取得しようとする者が、他者に貸し付けている農地等の権利を有している
場合において、当該貸付地が適切に耕作されているときは、当該貸付地は、全部
効率利用要件の判断をする上では勘案しないことなど全部効率利用要件の解釈
を明確化し、地方公共団体に通知する。
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H26 580 07_産業振興 都道府県 長野県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業信用保険法第2条第5項 中小企業者に対するセーフ
ティネット保証(4号)に係る地
域指定の都道府県知事への
移譲

中小企業者に対するセーフティネット保証のうち、災害により影響
を受けている中小企業者を支援する４号に係る地域指定につい
て、以下の場合には、指定の権限を国から都道府県知事に移譲
する。
①災害救助法の適用地域等、被害が甚大であることが明確な地
域
②それ以外の場合であっても、国が設けた基準に基づき、都道
府県等の調査により被害程度が一定要件を満たすと判断できる
地域

【現行制度】
突発的な災害（自然災害等）の発生により売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティーネット保証４号にお
いては、災害により中小企業者の相当部分が事業活動に著しい支障を生じている地域を、都道府県や市町村の調査を基に、経済
産業大臣が指定している。
【制度改正の必要性】
平成26年2月の大雪被害の際は、国による地域指定が災害発生から2か月近くかかるなど、中小企業者の迅速な資金調達（売上げ
の減少に伴い必要となる当面の運転資金の調達等）に支障が生じている。
地域指定の権限を国から都道府県に移譲することにより、災害により影響を受けている中小企業者にとってより身近な行政機関であ
る都道府県が災害発生後、短期間で保証に必要な地域指定を行うことが可能となり、結果として中小企業者の喫緊の資金需要に迅
速に対応することができ、中小企業者の経営の安定につながるものと期待される。なお、地域指定に必要な調査は現在でも都道府
県等が行うこととなっており、地域指定の権限を都道府県知事に移譲しても、事務処理を含め支障が生じることはないと考える。

H26 581 03_医療・福祉 都道府県 長野県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

麻薬小売業者間譲渡の許可
の都道府県知事への移譲

現在、麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡は、厚生労働大臣
の許可となっているが、在宅医療推進の観点から小売業者間の
医療用麻薬の譲渡を促進させる必要があることから、当該許可権
限を都道府県知事に移譲する。

【現行制度】
麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項により、麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者以外の者に麻薬を譲り渡す場合に
は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととなっている。この許可の申請先は、厚生労働省（厚生局）である。
【制度改正の必要性】
許可申請を麻薬小売業免許の権限を有する知事へと移譲することで、申請先が一本化され、申請者にとって時間的・経済的な負
担が軽減される。
また、譲渡許可の取得が促進され、麻薬調剤業務の円滑化及び患者の利便性が向上する。
麻薬小売業者間の譲渡許可の前提となる麻薬小売業の免許は知事権限となっており、事務処理も含め、支障が生じることはない。
麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡は、監視指導・麻薬対策課長通知等で許可要件も明確になっている上、全国的にも広がりを
見せており、譲渡許可を例外的な取扱いとする事案には当たらない。

[再掲]
４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

H26 582 04_雇用・労働 都道府県 山形県 厚生労働省 A　権限移譲 ○厚生労働省設置法第４条第１項
第54 号、第23 条、第24条
○職業安定法第５条第３号、第８
条、第17条、第18条
○厚生労働省組織規則　第792
条、第793条
○雇用保険法 第15条、第19条、第
20条、第21条、第24条、第25条、第
26条、第30条、第31条、第32条、第
33条、第37条、第37条の3、第37条
の4、第39条、第40条、第44条、第
47条、第51条、第52条、第53条、第
56条の3、第58条、第59条
○職業能力開発促進法第26条の7

ハローワーク業務の都道府
県への速やかな移譲

職業安定、労働保険、労働基準等の労働行政及び職業訓練
は、地域の雇用・就労ニーズに応じた一元的、総合的な対応が
可能な地方に移管することが適当であることから、以下の業務に
ついては、本県を含む「一体的取組」の成果を検証したうえで、
速やかに都道府県への移譲を行うこと。
（１）職業安定法に基づき公共職業安定所が行う無料職業紹介業
務
（２）雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等
（３）国以外の者が行う職業紹介事業、労働者の募集、労働者供
給事業及び労働者派遣事業の監督

【制度改正の必要性】安定的な雇用の確保は、本県経済の持続的発展にとって、最も重要な課題の一つであり、現在、職業紹介な
どを所管する政府と、職業訓練や人材育成を所管する県が連携して取り組んでいるところである。
しかしながら、これら雇用対策に関する政府と県の機能を一元化し、ワンストップサービスを提供する方が、事業の効果は飛躍的に
向上すると考えられる。
実際、本県では平成25年度から、労働局とともに、一部機能を一体的に実施する「トータル・ジョブサポート」を立ち上げ、大きな成
果を上げていることからも、早期の完全一体的な雇用施策の実施をすべきである。
また、本県の雇用情勢は、平成26年5月の有効求人倍率が1.26倍と回復基調にあるが、業種により求人・求職の偏りが生じている。
さらに正規雇用率や新卒者の就職率の向上、東日本大震災の避難者支援など、まだまだ対応しなければならない課題がある。これ
らの課題に対して、雇用対策を一体的に実施することが重要であり、地域の実情に精通し、産業施策を始めとする多様な関連施策
をきめ細かく、かつ柔軟に対応できる県において、一体的に実施する方が、より効率的であると考えるところである。
このことから、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」では、「取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、事務・
権限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める」とされていることから、本県を含む地方の「一体的取組」の成果を検証したう
えで、速やかに移譲を行うべきである。
【閣議決定（H25.12）後の事情変更】【現行制度の支障事例】【懸念の解消策】　別添のとおり

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 584 07_産業振興 都道府県 北海道 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

計量法第107条第２号
計量法施行令第28条第１号

都道府県が行うＪＡ等に対す
る計量証明事業の登録に係
る規制緩和

計量法では、大気、水又は土壌中の物質の濃度について、分析
値を提供する場合、計量証明事業とされ、当該事業の実施に当
たっては、環境計量士を配置し、事業所ごとに都道府県知事の
登録を受けなければならない。ＪＡ等が行う土壌診断については、
当該計量証明事業に該当しないものとなるよう、関係政令に規定
を設けていただきたい。

【制度改正の経緯】
平成24年2月、全国計量行政会議において、農協等が行う土壌分析は、計量法に基づく計量証明事業に該当するとの見解が示さ
れ、農協等が計量証明事業の登録（環境計量士の配置義務）を行わなければ、農業者に分析値の提供ができなくなった。
【支障事例】
農業者は、土壌の分析値により自作地の状況を的確に把握し、作物ごとに自らが判断して施肥量を決定することで、環境への配慮
とコスト削減に努めている。このため、25年10月に、北海道と農業団体が開催した、土壌分析施設関係者を対象とした説明会では、
複数の農協から、「農協が行う土壌分析については、計量証明事業の適用除外とすべき」との意見が出されており、ＪＡ北海道中央
会の会議の場においても同様の意見が出ている。さらに、北海道では、クリーン農業（環境保全型農業）を推進しているが、分析値
の提供が困難となれば、安全・安心な食料の安定供給という、食料供給地域”北海道”が果たしてきた役割に大きな支障が生じる恐
れがある。
【制度改正の必要性】
ＪＡ等が行う土壌分析は、農業者が適正施肥を行うための営農指導の一環であり、また、分析値の使用も農業者が自己責任におい
て、自作地の施肥量を決定するという限定的なものである。さらに、簡易な測定に基づく、簡便な分析値であっても利用可能であり、
分析結果の評価についても、一定程度の幅が設けられているのが実態である。このため、計量法が求める厳格な分析値を担保する
必要がないものと考える。
【懸念の解消策】
計量法施行令第28条第１号「大気、水又は土壌中の物質の濃度」に、ただし書きとして、ＪＡ等が行う土壌分析を適用除外とするよう
規定すること。

H26 585 03_医療・福祉 都道府県 京都府・兵庫県・徳島
県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第１０条
地域保健法施行令第４条

保健所長の医師資格要件の
緩和

保健所長の医師資格要件及び医師以外の者を保健所長にする
場合の要件を、所内に医師が配置されている場合に廃止する。

【具体的な支障】
各都道府県においては、保健所長をはじめとした行政医師の確保に努めているところであるが、慢性的な不足が課題となっている。
保健所長の資格要件については、医師以外の者についても①公衆衛生の専門知識に関し医師と同等以上の知識を有する者、②5
年以上の実務従事経験、③養成訓練課程の受講を要件に認められているところであるが、上記の厳しい要件や、３ヶ月の養成課程
の義務づけ、２年以内（1回に限り更新可）という期間上限が設けられていることなどから、実際には導入が難しい状況である。
本府においても導入は難しく、保健所長の定年延長で対応するなど苦慮している。保健所内に医師がいる場合、保健所長が医師
でなくても公衆衛生行政に精通した職員であれば、緊急時の判断等を含め遂行可能であるため、さらなる規制緩和を提案する。
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H26 586 03_医療・福祉 都道府県 京都府・大阪府・兵庫
県・徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第７条 地方社会福祉審議会必置規
定の廃止

社会福祉法第7条の地方社会福祉審議会必置規定を廃止し、民
生、障害、児童福祉などの分野ごとの個別法に位置づけなお
す。

【支障事例】
社会福祉に関しては民生、障害、児童福祉、高齢者など個別分野ごとに重要な懸案事項が数多くあり、それぞれ社会福祉審議会
の専門分科会等の協議の場が存在している。
地方社会福祉審議会は法定必置となっているが、大括りの「社会福祉に関する事項」を幅広な見識を持つ委員が集まり協議する場
では、実質的な審議を行うのが難しい一方で、多くの委員を委嘱する必要があるため、事務が煩雑である。
【制度改正の効果】
実質的審議が形骸化している地方社会福祉審議会の必置規定を廃止し、個別法に位置づけなおすことで、地方社会福祉審議会
本体の運営事務（委員委嘱、開催等）の軽減につながるとともに、地方の実情や社会福祉分野の現状に即した運営が可能となる。

H26 588 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県、和歌
山県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（平成12年
厚生省告示第19号）別表４の注１
平成24年度介護報酬改定に関する
Ｑ＆Ａ　vol.1 問48

訪問リハビリテーションサー
ビスの利便向上及び供給拡
大

介護報酬に係る訪問リハビリテーションの実施は、別の医療機関
からの情報提供に基づいて実施する場合、情報提供を受けた医
療機関の医師の診察があらためて必要となるが、都道府県の定
めた一定の基準を満たす医師からの情報提供である場合は、必
ずしも診察を必要とせず、提供された情報をもとに、リハビリテー
ションの指示を行うことができるものとする。

【支障事例】
訪問リハビリテーションを実施する場合に、別の医療機関の主治医の診察のほか、訪問リハビリテーション事業所内の医師によるリ
ハビリテーションの指示のため、あらためて診察が必要となっているが、重複した診察を行うことになり、患者及び医療従事者の負担
となっている。
【制度改正の効果】
本府の訪問リハビリテーション利用件数は増加しており、今後も高齢化に伴い需要の増加が見込まれるが、質の担保として、都道府
県が行う研修の参加等一定の基準を満たすことを条件に、当該主治医からの情報提供のみで訪問リハビリテーション事業所の医師
がリハビリテーションの指示を行えるようにすることができれば、患者の身体的・経済的負担を軽減できる上、医師の負担が軽減さ
れ、他の診療等に注力できる・患者の待ち時間が減る等、限られた医療資源の中で、効率的な供給体制を構築することができる。

H26 589 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局間の
譲受・譲渡許可権限の都道
府県知事への移譲

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可権限の都道府県知
事に移譲する

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調剤することができない場合
に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機
能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会
の調査によれば、保険薬局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用のため、薬局間の麻薬譲受・
譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
都道府県の許可制のもと、在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、
在宅緩和ケアに取り組む薬局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。

[再掲]
４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

H26 591 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法第２９条 医療用麻薬の廃棄にあたっ
ての行政職員の立会要件の
廃止

麻薬の廃棄の際に、都道府県の職員の立会いの下に行わなけれ
ばならないこととされている要件をなくし、事後届出のみでよいこと
とする

未使用麻薬は、予め届け出を行い、都道府県職員の立会いの下で廃棄しなければならないとされているが、在宅医療の進展によ
り、患者に投与される麻薬の数量や品目が急増する中、麻薬の廃棄処理に時間がかかり、医療機関や薬局（麻薬小売業）に勤務
する薬剤師への時間的、身体的な負担が大きく、本府薬剤師会からも、立会いの要件の撤廃を求める声が根強い。
医療用麻薬の流通を真に予防すべきであれば、紛失・盗難等のリスクにも一定対応すべきだが、これらの日常的な管理は薬局や医
療機関の自主的な管理にゆだねられており、一定の秩序が保たれていることから、廃棄のみ行政機関の立ち会いを求めるのは、整
合性に欠けると言える。
また、医療用麻薬と同様に幻覚・依存作用のあるシンナーは毒物劇物取締法の適用を受け、廃棄に立ち会いが必要ないのに医療
用麻薬のみ必要なのも整合性に欠けると言える。

H26 592 07_産業振興 都道府県 京都府、兵庫県、和歌
山県、徳島県

経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第84条
商工会議所法施行令第7条

商工会議所に係る経済産業
大臣の許認可権限の都道府
県への移譲

商工会議所法に基づく商工会議所に係る設立、解散等国に残っ
ている全ての権限を都道府県に移譲する

商工会議所については、多くの権限が都道府県に移譲されているが、地域の中小企業支援などの産業振興施策と密接な関わりを
もち、都道府県の実施する産業振興策と関連が深いことから、現在国に残されている設立・解散等の認可についても地方において
権限を有すべきであり、未だ国において権限を有する設立・解散等の認可についても移譲を求める。
なお、第４次一括法の成立に向けた整理の中で、本件について経済産業省からは「商工会議所は…国境を越えた事業への支援活
動を行っており、…国際的な信用を維持するために国が…指導・監督について一定の権限を保持」する必要があるとの回答がなさ
れているが、その事業実態から商工会議所の業務は地域の中小企業支援などの産業振興施策と密接な関連を持ち、都道府県の
施策との関連が深いことから、移譲を求めるもの。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 593 07_産業振興 都道府県 京都府、大阪府、鳥取
県

経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第５条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

企業立地促進に関する権限について、同法第5条において都道
府県が作成することとされている産業集積に関する基本計画に係
る国の同意手続を廃止、簡素化する

計画を策定後、国の各関係省庁における同意の手続に相当の期間（3ヶ月程度）がかかっており、立地企業の産業活動をその間
待っていただくなどの支障が生じているところ。
なお、義務付け・枠付けの第４次見直しにおいて提出書類の簡素化が行われたが、本手続きにより地域の強みを活かしたスピード
感のある産業の発展を阻害することのないよう、国への事前届出とする等、手続期間を短縮することを求めるもの。
また、地方分権改革推進委員会第3次勧告においては、同意を要する協議が許容される場合として、「法制度上当然に、国の税
制・財政上の特性措置が講じられる計画を策定する場合」が示されているが、本法に基づく国税上の課税の特例、国から補助金
（人材育成に関するもの）は平成26年4月から廃止されていることから、国の関与を少なくすることを求めるものであり、国関係機関に
よる確認の機会は、事前届出により担保できると考えている。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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H26 594 07_産業振興 都道府県 京都府、兵庫県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律 第4条、第6条、第7条、第13～
18条

小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
交付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の移譲

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関
する法律に基づく計画認定権限を支援施策の財源とともに都道
府県へ移譲する

地域産業資源活用事業は、①都道府県が地域産業資源を指定、②国が事業計画を認定、③国が補助金等各種支援施策を実施
という事業スキームにより、中小企業による地域産業資源を使った商品開発等を支援することとなっているが、都道府県の行ってい
る中小企業支援と重複し、企業にとって窓口が二つある状態であり、企業が支援制度を選択する際、経済産業局と都道府県の施策
双方を検討しなければならないなど障害となっている。
中小企業のさらなる躍進を促すため、農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域資源の活用・結集・ブランド化を図るには、その
施策の内容を考慮し、地域の実情を把握している都道府県において実施すべきものであるため、②、③も含め、制度全体を都道府
県が実施するよう②③の権限および③の財源の移譲（基金化など）を求める。
本補助金は26年度は212件（うち京都府内企業8件）が採択されており、制度が変更されているものの、毎年同様の採択規模である
ことから、全国レベルの先端的なモデルと言うよりも地域の名産品を活かした新製品開発・販路開拓に向けた補助としての側面が強
いと言え、地域の企業や産業資源に詳しく、伴走支援が可能な都道府県が当該事業を包括的に担うことが望ましい。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 595 09_土木・建築 都道府県 京都府、徳島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

土地改良法第96条の４が準用する
同法第52条、第53条の４

市町村営ほ場整備事業にお
ける換地計画認可について

市町村営ほ場整備事業（区画整理）の手続きにおいて、換地計
画の府知事の認可を廃止し、事後報告とする

市町村営ほ場整備事業（区画整理）においては、事業主体である市町村が当該事業の事業計画を決定しており、事業計画策定
後、府は報告を受けるのみだが、当該事業地区内の換地計画は府知事の認可を要することとなっている。第2次一括法における土
地改良法改正により、換地計画の前提となる事業計画に対して都道府県知事の認可が廃止され、事後報告となったことから、土地
改良事業計画と一体のものである換地計画についても両計画の整合を図る観点で、都道府県知事の認可を廃止し、事後報告とす
ることを求める。

H26 596 02_農業・農地 都道府県 京都府 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第３条第２項第５号、農地法
施行規則第１７条第２項

遊休農地等の権利移動に係
る許可要件（下限面積要件）
の撤廃

遊休農地等の権利移動に関して、解除条件付き貸借により権利
を取得する場合（法人を除く）には、許可要件である下限面積に
ついては撤廃する。

【制度改正の内容】
農地の権利移動の許可を受けるためには、５０アール以上の権利移動であることが必要（下限面積要件）だが、市町村農業委員会
は、遊休農地等が相当数存在する区域において、新規就農を促進するために当該面積を引き下げることができる。そのような中、
喫緊の課題である耕作放棄地対策や空き家対策等を京都府全域で迅速に進めるため、遊休農地等に関し、個人が解除条件付き
貸借関係による権利取得をする場合に限り、下限面積の撤廃を求めるもの。（なお、「効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及
ぼすおそれがないこと」を許可要件とする。）
【支障事例・提案の必要性】
京都府では、農山村地域の再生のため、耕作放棄地の未然予防、耕作放棄地及び空き家の利活用並びに新たな担い手づくりを
目指した条例の制定を検討しているが、農業研修等によりある程度の農業技術を習得した者が、農村で空き家と小規模農地をセッ
トで借り入れ、移住等を推進する施策を円滑に進めるためには、農地取得の制限中、下限面積がネックとなっている。
【農業経営基盤強化促進法との関係】
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画を定めた場合、賃貸借に関し下限面積制限が適用されないこととな
るが、賃貸借期間満了後返還される仕組みであり、借り主の立場が不安定なことから、許可又は解約の合意がない限り契約が解除
されない農地法第3条の許可を得て行う制度の緩和を求めるもの。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅳ）農地等の権利移動の許可要件のうち下限面積要件（３条２項５号）について
は、農業委員会が地域の実情を踏まえ、市町村内で区域を区切り、任意の面積
を設定することができることを、地方公共団体に周知する。

H26 597 10_運輸・交通 都道府県 京都府、大阪府、徳島
県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

港湾法第2条第6項 港湾施設に係る国土交通大
臣の認定の廃止

港湾施設に係る国土交通省大臣の認定を廃止する 【制度改正の必要性・支障事例】
港湾区域及び臨港地区を外れて整備される港湾施設については、国において、港湾計画策定時又は補助採択時に建設が了承さ
れているため、国とも十分協議の上、整備建設されるものである。このため、改めて施設認定の手続きを行うことは、事務的にも二度
手間であり、廃止を求める。
平成26年5月30日付け事務連絡で、国土交通省から、施設認定に係る手続きの見直しについて、通知があったところではあるが、
当該見直しは、従来よりも早い段階で施設認定手続きを開始するというものであり、上述のように前段階で了承されているものにつ
いて、申請することは二度手間であることに変わりはなく、事務的な負担がある。
また、義務付け・枠付けの第4次見直しにより、標準処理期間は事前調整２月、申請後１月と設定されたが、その後の協議でも申請
から協議完了まで６月を要した事例があるなど、未だに協議に時間を要している。

H26 598 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 京都府、徳島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第６条第１項 都市計画基礎調査の実施主
体及び実施時期の見直し

地域の実情に応じた都市計画に関する基礎調査の実施義務の
廃止

【制度改正の内容】
都道府県はおおむね5年ごとに都市計画に関する詳細な基礎調査を行うこととされているが、地域が主体的なまちづくりを進めるに
当たって必要となる調査であり、実施時期や主体を限定する必要はなく、地域の実情に応じて実施されるべきである。
【具体的な支障事例】
事業が展開されていない区域や土地利用・基盤整備状況に大きな変化がない区域では、新たに調査を行う必要性に乏しいが、現
行法に基づき5年をかけて全都市計画区域の調査を行っており、5年間で7,300万円程度の調査費を要しているため、「都道府県ま
たは市町村が、必要があると認めるとき」に実施する旨の規定に改めるよう求める。

H26 599 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 京都府、大阪府、徳島
県、鳥取県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１８条第３項 「都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針」及び「区
域区分」に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

都道府県が決定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」、及び「区域区分」の大臣同意の廃止

【制度改正の必要性】
都道府県が決定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、及び「区域区分」は、一律に大臣同意が求められているが、
大臣同意に5～7ヶ月の期間を要し、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「区域区分」に即して作成される市町村都市
計画の策定や、計画に基づく整備事業に遅れを生じさせている。
【廃止を求める理由】
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、具体的な都市施設、市街地開発等にかかる都市計画の上位計画であるため、
概括的な記述が多く、国の利害に具体的に重大な関係がある内容とは考えにくい。
また、「区域区分」に関しても、市街化調整区域の一部を市街化区域にする等の軽微な変更が大多数であり、国の利害に重大な関
係があるとは考えにくいため、これらの都市計画が必ずしも「国の利害に重大な関係がある都市計画」とはいえないことから、大臣同
意の廃止を求める。

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。
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H26 600 05_教育・文化 都道府県 京都府、兵庫県 文部科学省 A　権限移譲 高等学校等就学支援金の支給に
関する法律第４条、第６条、第８条
～第１１条、同施行規則第３条、第
４条、第８条～第１２条

高等学校等就学支援金制度
に係る認定等事務の都道府
県から指定都市・中核市へ
の権限移譲

都道府県が行う市町村立高等学校生徒の就学支援金の受給資
格認定事務や、同支援金の支給等について、財源も含め、各校
の設置者である指定都市・中核市への移譲を求める。

【支障事例】
　京都市立高等学校生徒に係る高等学校就学支援金の認定申請審査や支給決定、支援金の支給業務について、法律上、学校
設置者を通じて都道府県に対し申請等をすることとなっているため、学校設置者（京都市）と認定権者（京都府（教育委員会））とで、
所得制限基準該当性・加算支給基準の該当性の確認又は判定を行うなど、二重の審査となっている状況がある。
【制度改正の必要性】
　就学支援金は、授業料へ充当するものであるため、各高等学校等と学校設置者間で認定等の事務が完結することで十分足りると
考えるため、都道府県知事・都道府県教育委員会が行う就学支援金に係るすべての事務・権限を市町村に移譲するとともに、財源
も含めて、国から直接指定都市・中核市に交付される枠組みを提案する。なお、今回は、設置校・生徒数が多い指定都市・中核市
を対象に移譲を提案する。
　また、現在、都道府県における事務（所得確認事務等）については、学校設置者や外部団体等に委託可能であるが、都道府県に
より認定申請の問い合わせ窓口が異なる（Ａ県では都道府県教育委員会、Ｂ県では設置者である市町村等）のは、兄弟姉妹が異な
る都道府県の高等学校に通う保護者等にとってわかりにくいこと、また、毎年都道府県において委託契約の締結事務や、受託者へ
の就学支援金の支払い事務が発生し労力となることから、法改正により全国的に対応することを提案する。

５【文部科学省】
（３）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
市町村が設置した高等学校等の生徒に係る高等学校等就学支援金の支給に関
する権限については、条例による事務処理特例制度（地方教育行政の組織及び
運営に関する法律（昭31法162）55条１項）を活用することにより、学校設置者であ
る市町村に移譲できることについて、事務処理要領において明確化し、地方公共
団体に通知する。

H26 601 01_土地利用（農
地除く）

中核市 函館市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法施行令（昭和４４年政令
第１５８号）第９条第２項第１号イ

一部が一般国道または都道
府県道になっている市町村
道にかかる都市計画決定権
限の市町村への移譲

都市計画法第十五条第一項では，広域の見地から決定すべき
都市施設等に関する都市計画は，都道府県が定めるよう規定さ
れている。さらに，都市計画法施行令第九条第二項では，この都
市施設等の中に一般国道と都道府県道（道路法第三条）を掲げ
ている。つまり，都市計画道路のうち，一部が一般国道または都
道府県道になっている市町村道において，一部を変更しようとす
る場合，市町村ではなく，都道府県にその決定の権限がある。そ
こで本提案では，この場合について，市町村が決定できるよう都
市計画法施行令の改正を求める。

【制度改正の必要性】
都市計画道路のうち，一部が一般国道または都道府県道になっている市町村道にかかる計画を変更する際には，都道府県が定め
た都市計画の変更を行うことになる。この場合，市町村の内部協議や都市計画審議会において議論が交わされた後，都道府県に
おける内部協議や都道府県都市計画審議会を経て，都市計画の変更が決定される。このため，都市計画の変更（事業の着手）ま
でに長期間を要する。市町村に権限が移譲されれば，各市町村設置の都市計画審議会を経ることによって都市計画の変更を決定
することができる。したがって，都市計画の変更までの期間（事業着手までの期間）を短縮できるほか，それぞれの地域の実情に速
やかに対応した変更が可能となる。（参考）都市計画変更に係る所要時間・・・北海道の場合は１１か月程度，函館市の場合は４か
月程度。
【事例】
交通事故防止のため市道部分の交差点を改良する都市計画道路の変更（縮小変更）をしようとしたが，当該都市計画道路におい
て縮小地点とは約３㎞離れた地点で道道を含んでいるため道決定となった。また，約５０年にわたって事業未着手であった都市計
画道路について，長期未着手都市計画道路の見直方針に基づき市道である都市計画道路の一部区間を廃止しようとしたが，当該
都市計画道路において廃止地点とは約２㎞離れた地点で国道及び道道を含んでいるため国同意を要する道決定となった。
【懸念に対する方策等】
権限移譲により市町村と都道府県の都市計画に不整合が生じるのではないかという懸念については，両者間では従来必ず情報交
換が図られ，必要な調整が行われてきたことから，防止できると考える。また，本提案は，平成２５年６月１４日閣議決定「経済財政運
営と改革の基本方針」の「地方は，インフラ機能の集約・減量化を反映するよう都市計画を見直す」という事項と関連していると考え
る。

５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅰ）一般国道又は都道府県道と市町村道で構成される一の路線の都市計画道
路を変更する場合の決定主体については、都市計画の変更に際して合理的な対
応ができるよう、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査し、その結果等を
踏まえて運用方法を検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 602 09_土木・建築 一般市 宮津市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第48条第14号 自校分とあわせて他校分の
給食を作る場合（いわゆる親
子方式）の給食施設に係る
建築基準の緩和

用途地域内の建築物の制限を見直し、学校給食共同調理場を
住居地域においても建築できるようにする。

【制度改正の内容】
用途地域内の建築物の制限を見直し、自校分とあわせて他校分の給食を作る場合（いわゆる親子方式）の給食施設を住居地域
（第1種住居地域）においても、建築できるようにする。

【現行制度で対応困難な理由】
建築基準法第48条第14号の規定では、前各項のただし書きの規定による制限建築物の建築を許可する場合においては、利害関
係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならないとある。このような手続
きに関しては、時間がかなり必要となり、また、建築の許可もおりるとは限らないため、給食共同調理場の建築場所が決定できず、保
護者等への説明ができない。

【具体的な支障事例】
当市においては、小学校の敷地内に給食共同調理場の建築を検討しているが、その場所が第1種住居地域に指定されており支障
を来たしている。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅵ）住居系の用途地域における自校分と併せて他校分の給食を作る場合の学
校給食共同調理場の建築については、特定行政庁が許可（48条１項から７項）を
するに当たって積極的な対応を行うことができるよう、先進的な事例に関して、地
方公共団体に情報提供を行う。

H26 603 03_医療・福祉 都道府県 長崎県、福岡県、熊本
県、大分県、宮崎県、
沖縄県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

セーフティネット支援対策等事業費
補助金交付要綱８、10等

セーフティネット支援対策等
補助金の早期交付決定

セーフティネット支援対策等補助金の早期交付決定 【支障事例】
セーフティネット支援対策等補助金は、自治体が地域の実情に応じ、生活保護受給者や低所得者、ホームレスといった地域社会の
支えを必要とする要援護者全般に一貫した施策を推進し、地域社会のセーフティネット機能の強化を図る目的の補助金である。し
かし、別添資料①にあるように、交付決定が遅い。
セーフテイネット補助金は、多くは、運営費や、人件費等に対して補助を行っているため、事前着手を行っているのが、現状であ
る。
しかし、社協などへの交付決定は、国からの交付決定を待って県の補助金交付を行っており、その間は、社協などに補助金を支払
えておらず、過大の負担になっている。（社協へ交付決定後、支払った額は、８９，４６８千円）
また、事前協議を年度当初に行っていることも、交付決定の遅延につながっていると思われる。
この補助金に関しては、他の補助金にある前年度のヒアリング等がないため、別添資料②にあるように、前年度から事前協議をして
いただき、年度当初の早期交付決定をお願いしたい。

６【厚生労働省】
（17）セーフティネット支援対策等事業
セーフティネット支援対策等事業費補助金について、平成27年度からの新制度
の詳細が固まり次第速やかに、年間協議スケジュールを、地方公共団体に周知
する。

H26 604 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

セーフティーネット支援対策等事業
実施要綱３の(3)のエ
安心生活基盤構築事業実施要領３

買い物弱者支援制度の充実 買い物弱者支援等を実施するための補助制度の条件緩和 【支障事例】
買い物支援にかかる補助制度として、セーフティネット補助金の安心生活創造推進事業の活用も考えられるが、モデル的な事業で
あることに加え、①抜け漏れのない実態把握事業、②生活課題検討・調整事業、③抜け漏れのない支援実施事業、④地域支援活
性化事業、⑤自主財源確保事業、⑥住民参加型まちづくり普及啓発事業の基本事業を全て行う必要があるため、過疎化が進行
し、財政的、体制的に脆弱な市町においては、ハードルが高く、活用できる状況にない。
そこで、必須６事業の減数又は選択事業にする等、市町が取り組みやすい補助制度にしていただくよう要望するもの。
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H26 605 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

H23.8.18日付区政労働省高齢者
支援課長他通知「指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準等の一部改正につい
て」

特別養護老人ホームにおい
て、利用者の意向に沿う居
室形態を利用者が選択でき
るよう一部ユニット型施設類
型を認めるような基準の改正

H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準等」の改正により関
係通知から削除された特別養護老人ホームの一部ユニット型の
施設類型にかかる事項について再度改正掲載し、当該施設にお
ける一部ユニット型の施設形態を認めること。

【支障事例】
H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等」の改正通知によ
り、一部ユニット型の施設類型が廃止され、ユニット型個室とそれ以外の居室形態で別々の施設として認可・指定を行なうこととなっ
たため、次のような支障等が生じている。
①施設全てをユニット化した場合、利用者の負担増による継続利用ができないことを危惧し、ユニット化が進展しない地域もある。こ
のため、地域の中で利用者が居室形態を選択できない状況にある。
②本県の特養1施設の平均定員は60床未満であり、一部ユニット型の施設を別々の施設として認可･指定した場合、いずれかが地
域密着型になり、当該施設においては、他市町からの利用ができず、広域型としての当初の目的が果たせない不合理が生じるととも
に、将来的な利用者の確保の問題が生じる懸念があることから、施設の中にはユニット型を従来型個室へ変更する施設が出ることも
懸念され、ユニット型を推進する国の施策に逆行することが危惧される。
③ユニット型とそれ以外(多床室等）を分け、認可・指定を行なったことにより、広域型を計画している県の老人福祉計画及び介護保
険事業支援計画と実態とに齟齬が生じている。
【制度改正の必要性】
このようなことから、利用者の意向に沿う居室形態を利用者が選択できる施設を整備するうえで、また、広域型の設置目的を充足す
るうえにおいても一部ユニット型施設類型を認める必要がある。
この改正を行なうことにより、H25.4.1施行の県条例（特養基準条例）においても一部ユニット型を認める条例に改正したい。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指
定（42条の２第１項及び54条の２第１項）については、当該サービス事業所所在地
の市町村長の同意を得て（78条の２第４項４号及び115条の12第２項４号）、他の
市町村長が指定することで、当該他の市町村の被保険者もサービスを利用できる
こと、及び市町村長間の協議により事前の同意を得ることで、指定手続の簡素化
も可能である（78条の２第10項及び115条の12第７項）ことを、地方公共団体に改
めて周知する。

H26 606 03_医療・福祉 都道府県 長崎県・大分県・宮崎
県・沖縄県・山口県

厚生労働省 A　権限移譲 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律第２２条、２３条、２６条
の２、第２７条、第３４条

精神保健福祉法における一
般人の申請・警察官通報・精
神科病院管理者の届出から
指定医の診察等の事務の都
道府県から中核市、保健所
設置市への移譲

精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２における一般人の申
請・警察官通報・精神科病院管理者の届出受理後の調査、診察
依頼、立会い、移送等に関する事務権限を都道府県から中核市
及び保健所設置市へ権限移譲する。

【支障事例】
精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２の規定により、自傷他害の恐れがあると認められた精神障害者については、最寄りの保
健所長を経て、都道府県知事が申請・通報・届出を受理し、知事は調査の上、必要があると認めるときは、精神保健指定医の診察
を行っている。
また、診察の結果、今後も自傷他害の恐れがあると認められた時には、知事は国等の設置した精神科病院及び指定病院に移送
し、入院させることができることとなっている。
このように、現在、申請・通報・届出の受理のほか、その後の調査、診察依頼、立会い、移送等に関する業務についても、すべて都
道府県保健所において対応しているところであるが、県保健所から、保健所設置市までの管轄警察署までは１時間３０分程度を要
する移動距離があり、対象者に対し、早期の対応が出来ないなどの支障をきたしているところもある。また、保健所設置市の通報対
象者が、再通報になる事例も複数みられる状況にある。
【制度改正の必要性】
よって、日頃から対象者や家族の生活相談・支援を行っている機関は、身近な市保健所であることから、これらの業務を市保健所が
実施するように権限を委譲することで、入院の段階から、退院に向けた支援の対象として、退院後の再発防止や定期的な通院継続
までの一貫した支援策を計画することができるとともに、長期入院防止や患者の社会復帰に向けた早期の支援が可能となる。
【参考】
Ｈ２５年度の県内の全通報件数は１８９件、保健所設置市管轄県保健所通報件数　９８件、内保健所設置市管轄保健所件数　７３
件　約７５％を占める。

５【厚生労働省】
（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の受
理、届出等に基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等を中心とした
措置入院に関する事務について、都道府県と保健所設置市又は特別区との調整
により、地域の実情に応じて条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22法
67）252条の17の２第１項）を活用できることを改めて周知する。その上で、条例に
よる事務処理特例制度に基づく保健所設置市及び特別区における事務処理の
状況等も踏まえつつ、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を進め
る。

H26 607 11_その他 都道府県 長崎県、大分県、宮崎
県、沖縄県、山口県

農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

漁船法施行規則第１４条第１項 漁船登録事務にかかる水産
庁報告の簡素化

都道府県が行っている漁船登録事務については、漁船法施行規
則第14条第1項に基づき毎月10日までに、前月に登録した総トン
数15トン以上の漁船原簿副本や登録、変更、抹消等の処理件数
を報告しているが、事務の簡素化のため、報告を年１回とするとと
もに漁船原簿副本の提出を廃止すること。

【支障事例】
本県には約２万４千隻の漁船が登録されており、本庁及び４地方機関で行っている漁船登録等にかかる事務処理件数は約１万３千
件（平成２５年度）にのぼることから、根拠法令を改正し、事務の簡素化をお願いしたい。
漁船登録件数等の報告については、漁船登録の実態把握のためと思われるが、例えば｢鯨類の捕獲・混獲・座礁等の実態調査」で
は鯨種毎捕獲、混獲、座礁等の頭数を年１回報告（水産庁長官通知）しており、漁船登録件数を月毎に報告しなくても、年１回報告
で問題ないと考える。また、漁船原簿副本の提出については、都道府県において適切に管理を行えば、水産庁への報告は不要と
考える。
【制度改正の必要性】
毎月の報告や漁船原簿副本の提出を廃止し、年１回の報告とすることで、事務の簡素化が図られるとともに、集計作業等を行う時期
を、他業務の状況に合わせて調整できることから、業務の効率化につながる。

６　【農林水産省】
（２）漁船法（昭25法178）
漁船の登録等の報告書の提出（施行規則14条１項）については、毎月から年１回
に変更するとともに、登録した総トン数15トン以上の動力漁船に係る漁船原簿の
副本の提出（同項）については、廃止する。

H26 608 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

平成21年3月27日20水港第2607号
水産庁長官
水産物供給基盤整備事業等実施
要領の運用について

水産基盤整備事業の実施要
領の改正による計画変更事
務の簡素化

「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用　第2の3（1）イ」に
おいては「２０％以上の増減がある場合には、国の承認が必要で
ある」となっているが、この２０％以上の増減を３０％以上の増に緩
和すること。

【支障事例】
水産基盤整備事業の事業基本計画において、「各計画種目ごとの計画数量の変更であって２０％以上の増減がある場合」は、国の
承認が必要となっているが、詳細設計の結果や地元調整、社会情勢の変化等により個別施設の計画延長に２０％以上の増減が生
じた場合、国の承認を待ってからの補助金申請となり、その手続きに早くても２～３ヶ月を要することから、工事の着手が遅れ、完了
も遅れることとなる。
平成２５年度は、計画変更申請を行ったものが６件あり、うち２件については、今回の緩和をすることにより計画変更申請が不要な案
件である。
①用地舗装面積が2,000㎡から1,300㎡へ変更になった箇所では、計画変更手続きに３ヶ月を要し、工事着手が次年度へずれ込ん
だ。
②防風フェンス延長が120ｍから95ｍになった箇所においても計画変更手続きが必要であった。
【制度改正の必要性】
計画変更申請・承認が必要となる要件を、「３０％以上の増」に緩和することにより、事務作業の軽減、工事の早期着手・早期完成が
図られることから、実施要領の運用の改正をお願いしたい。
なお、事業実施計画においては、事業費の変更に伴う計画変更の申請・承認が必要となるのは、「工事費目ごとの経費の増加額が
当該経費の額の100分の30に相当する額を超えるもの」となっており、これを参考に「３０％以上の増」とした。

６　【農林水産省】
（16）水産物供給基盤整備事業
事業基本計画の変更に係る水産庁長官の承認については、計画変更手続が円
滑に進むよう、承認申請に当たって特に留意すべき事項などに関して、地方公共
団体に改めて情報提供を行う。

H26 609 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱別
表１のⅠのメニューの欄の４

強い農業づくり交付金事業
（国庫補助事業）の要件の明
確化

強い農業づくり交付金の「経営資源有効活用の推進」メニューに
おける、鉄骨ハウス補改修の補助対象基準を明確化し汎用性を
高めること。

【制度改正の必要性】
離農した農家や後継者不在の農家が有する経営資源を、既存農家の規模拡大や新規就農者への営農に有効に活用することが事
業の趣旨であり、実施要領には「既存の鉄骨（アルミ骨を含む。）ハウス（基礎を有するものに限る。）について、補修及び改修による
整備を行うことができるものとする」とあるが、農林水産省からは、補助対象である鉄骨ハウスの補修後の強度が、低コスト耐侯性ハ
ウス並みであること、との指導を受けている。
しかし、現場で活用が検討されるハウスは、強度が低コスト耐候性ハウスに満たないものがほとんどである。これらのハウスが補修・
改修の補助対象となれば、新規参入者等が就農する際、低コストでハウスを取得でき、経営安定支援策として活用しやすくなる。
よって、事業検討時の現場での混乱を防ぐためにも、鉄骨ハウスの強度基準を実施要領等において明確化し、現場で普及するタイ
プのハウスも事業対象とすべきである。
【支障事例】
長崎県内では、ほぼ全てのハウスについて、ソイルセメントによる基礎部強化の補強を行っている。しかし、現場で普及するタイプの
ハウスを補修し、低コスト耐候性ハウス程度の強度を有するためには、ハウス基礎の周辺を全て掘削し、ソイルセメントで固め戻す等
の必要があり、多額の事業費を要することになる。この場合、ハウスを新設で導入した方が、費用が安く済むことも考えられる。また、
台風シーズンを避けて作付けする等の理由により、低コスト耐候性ハウスの強度を必要としない品目（いちご等）の場合には、過分
の補改修となる。これらの理由により、本県における本事業の執行は、過去０件の状況である。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 611 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

野菜生産出荷安定法施行令第１条 野菜生産出荷安定法施行令
の対象出荷期間の緩和

野菜生産出荷安定法施行令第1条で定められている出荷期間
を、地域の実情に合わせて設定できるようにすること。

【支障・制度改正の必要性】
野菜生産出荷安定事業において、野菜価格暴落時に価格差補填給付金を交付することにより、野菜農家経営を安定させ、再生産
を促し、消費者への安定供給を図っているところであるが、野菜生産出荷安定法施行令第1条で定められている出荷期間を、地域
の実情に合わせて設定できるようにすること。
（具体例）　春だいこん　4月1日～6月30日　→　3月1日～6月30日
春だいこんの集荷については、３月に全体比率の３割を占めており、比重が高いため、集荷期間の延長が必要である。

H26 612 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業競争力強化基盤整備事業実
施要綱、要領

農業競争力強化基盤整備事
業・農地整備事業・中山間地
域型にかかる採択要件の一
部（水田要件）撤廃

農林水産省の補助事業である「農業競争力強化基盤整備事業」
の中でも、農地の基盤整備を行う「農地整備事業」のメニューであ
る「中山間型」について、実施要件として「受益面積１０ｈａ以上」、
付加要件として「水田が５０％以上」となっている。
このうち「水田５０％以上」を撤廃する。

【支障事例】
農業競争力強化基盤整備事業の農地整備事業については、平成２６年２月の要綱改正により、従来の採択要件である「受益面積２
０ｈａ以上」を中山間地域に限っては「１０ｈａ以上」に緩和した「中山間地域型」が新たに創設されている。
長崎県の農地は大半が中山間地域で狭小農地も多いため、受益面積２０ｈａ以上を確保できない場合もあることから有効な要綱改
正だと考えているが、その対象地域には水田が５０％以上という制限がかかっており、畑地帯においては、従来どおり２０ｈａ以上と
なっている。
【制度改正の必要性】
長崎県では、「県民所得向上」を政策目標としており、農業に関する施策として、整備が遅れている畑地帯の区画整理を重点的に
推進することで農業所得の向上を図ることとしている。今回新たに創設された制度の有効活用のため、畑地帯においても中山間地
域型を適用できるよう、要件撤廃が必要。

６　【農林水産省】
（23）農業競争力強化基盤整備事業
　　農地整備事業のうち中山間地域型については、水田地帯を対象としたもので
あるため、水田の面積が50％以上の地域を対象としているが、これに満たない場
合においても、地区の状況を踏まえて判断することとしている旨を、地方公共団体
に周知する。

H26 613 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第３４条第２項 保安林内作業（土地の形質
の変更）許可の一部廃止

森林経営計画に基づいて整備される森林作業道については、保
安林内での土地の形質の変更に伴う行為であっても、保安林内
作業許可申請及び伐採届は不要とする。

【支障・制度改正の必要性】
森林法第３４条第２項に、「保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧
し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならな
い。」となっている。
近年、間伐材を搬出するための森林作業道の開設が多く、林業公社等の一部事業体の負担が多大なものになっている。
そこで、市町村長が審査・認定を行う、森林経営計画に記載された森林作業道等の整備については、保安林内作業（土地の形質
の変更）許可を不要とできないか。

H26 614 11_その他 都道府県 長崎県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

後進地域の開発に関する公共事業
に係る国の負担割合の特例に関す
る法律施行令第１条第１項ニ

後進地域の開発に関する公
共事業に係る国の負担割合
の特例の拡大

現在定められている後進地域の開発に関する公共事業に係る国
の負担割合の特例対象地の指定を無くす。

【支障事例】
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例の適用地域は事業によって条件が付され、治山施設及び地すべり
防止施設の工事に際しては、一級河川または二級河川 の流域におけるものに係る補助事業のみが対象になっている。しかし、離
島半島を多く抱え海岸に面した集落の保全が大半を占める本県では、施工箇所によっては対象とならない事業が大半となるため、
その特例の対象を地域全体に広げることはできないか。本県では平成２４年度に９２箇所で治山事業を実施したが４６箇所が対象と
なったものの残りの半分に当たる４６箇所については対象外となった。対象外となった４６箇所の内訳は本土２箇所、半島１８箇所、
離島部２６箇所となっており、半島・離島部を多く抱える本県においては折角の特例措置も十分に行き渡っていない状況である。
【現況】
H24年度の事業実績は別紙のとおり。

H26 615 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

林野庁長官通達16林整治第２３１７
号

治山事業の採択要件の緩和 過疎化が進む離島地域における治山事業採択基準の緩和 【支障・制度改正の必要性】
現在治山事業の採択条件の一つに市街地集落の保護を目的とする場合、人家１０戸以上の要件となっている。しかし、離島におい
ては１０戸未満の集落が多く点在しており、森林の荒廃があっても現行採択基準の人家１０戸以上を満たさないところもある。
そこで、国の採択基準を１０戸以上から５戸以上・全体計画額及び年度計画額半減等の緩和出来ないか。
(例：現在離島地区では水源地域等保安林整備事業は事業対象地域の保安林面積が内地50haのところ25ha以上となっている。）具
体的事例としては過去２年間で採択基準が５戸以上１０戸未満の為国庫補助事業にのらず県単独で実施せざるを得なかった地区
は五島地区３箇所、対馬地区１箇所となる。また、県における予算措置の関係もあるが、規模によっては複数年にまたがる事業と
なっている。併せて、復旧治山事業においては全体計画額７０，０００千円以上となっており、もっと事業に取り組みやすくするために
１／２まで引き下げを希望する。

H26 617 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第44条

狩猟免許の有効期間の延長 現行の鳥獣保護法では、狩猟免許の有効期間は免許の種類に
関わらず一律基本３年とされている。狩猟免許の内、比較的安全
なわなと網の免許について、有効期間を６年に延長すること。

【支障・制度改正の必要性】
近年、野生鳥獣による農作物等への被害が増加する中、農作物と集落を守るため、有害鳥獣捕獲を目的に、農業者や地域住民自
らがわな免許を取り「捕獲隊」など捕獲組織を作り対策を行っており、毎年約３万頭のイノシシが捕獲されている。捕獲されるイノシシ
の約９６％が有害鳥獣捕獲によるもので、さらにその約９４％がわなによる捕獲である。
現在長崎県では、狩猟免許取得や捕獲技術向上への支援を実施し、新規の免許所持者を増やしているが、捕獲の実践不足や高
齢化等で免許を手放す者も多い状況である。
新規に免許を取得しても、３年間では捕獲技術が上達できない初心者や、高齢で引退する熟練者等は、更新手続きや経費負担が
必要となる３年に１回の更新をきっかけに免許を手放してしまう事例が多い。狩猟免許の更新時には、適性検査と併せ、法令や安全
対策等の講習が実施される。
近年の銃猟による狩猟事故に対し、比較的安全なわなと網の免許については有効期間を延長し、狩猟者の確保を図ることを提案し
ます。
なお、わな免許と銃猟免許の両方を所持する者が同時更新を可能とするために、５年ではなく６年とする。

［再掲］
６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
狩猟免許の有効期間（44条２項）については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律の一部を改正する法律（平26法46）の施行状況を踏まえ、都道府県の
意見や安全確保に留意しつつ、狩猟者確保のための総合的な方策の一環とし
て、その在り方を検討し、必要な措置を講ずる。
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H26 618 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の要
件緩和

強い農業づくり交付金における面積要件について、都道府県知
事が､地域の実情により必要と認めた場合にあっては要件を緩和
できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金においては、取組に係る品目毎に面積要件が設定されており、中山間地域等については要件緩和されてい
るものの、露地野菜、施設野菜等の大きな分類であるため、インゲンマメやスナップエンドウ等の労働集約的な品目においては取組
が困難となっている。
【制度改正の必要性】
離島や中山間地域等を多く有する長崎県の地理的条件に適した農業振興を図る上では、軽量高単価が期待できる労働集約的な
品目の推進が必要であることから、受益戸数や下限事業費と同様、面積要件についても、都道府県知事が地域の実情により必要と
認めた場合にあっては、要件を緩和できるよう規制緩和を行うことで、離島や中山間地域等における農業振興と活性化につなげる
ことができる。

H26 619 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の要
件緩和

強い農業づくり交付金における
受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地域の実情
により必要と認めた場合にあっては３戸とすることができるが、離
島に限り２戸まで緩和できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金の受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地域の実情により必要と認めた場合にあっては３戸と
することができるが、離島においては担い手が限られており、受益戸数３戸の確保が困難となる場合がある
【制度改正の必要性】
離島に限っては受益戸数要件を２戸まで緩和することで、限られた意欲ある担い手の規模拡大等を促進し、離島における農業振興
を図ることができる。

H26 620 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

「農業用機械施設補助の整理合理
化について」（昭和57年4月5日付け
57予第401号農林水産事務次官依
命通知）等

「農業用機械施設補助の整
理合理化について」等の見
直し

補助対象とする範囲の基準を示している「農業用機械施設補助
の整理合理化について」等を見直し、都道府県が策定している特
定高性能農業機械導入計画に則した機械等については補助対
象とできるよう規制緩和を行う。

【支障・制度改正の必要性】
「農業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知）等において、補
助対象とする範囲の基準が示されているが、傾斜地が多く圃場面積が狭いといった長崎県の圃場条件や、葉菜類における半自動
移植機の方が適する等の品目毎の栽培特性によっては、基準に示された機械等の能力が適さない場合がある。
このため、地域の実情に合わせて都道府県が策定している特定高性能農業機械導入計画に則した機械等については、補助対象と
するよう規制緩和を行うことで、効果的な産地振興につながる。

６　【農林水産省】
（26）農業機械の導入に係る支援施策に関する事務
農業機械の導入に係る支援施策の検討に当たっては、地方の意見や地域のほ
場条件、品目ごとの栽培特性等を踏まえた上で、施策目的に照らし必要な措置に
ついて検討を進める。

H26 621 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金にお
ける農業用機械の補助対象
化

強い農業づくり交付金において、農業用機械を補助対象とする。 【支障事例】
中間管理機構等を活用した担い手への農地集積・規模拡大や加工・業務用野菜の推進等を図っていく上で、農業用機械の導入
は必須であるが、強い農業づくり交付金においては、平成22年度以降、共同利用機械整備が補助対象から除外されている。現在、
機械の導入が可能な国庫補助事業として、経営体育成支援事業や農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等があるが、経営体育
成支援事業は事業規模や対象地域が限定されており、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金での機械の整備においては、最も
活用が想定される農業者が組織する団体等での取り組みができない。
【制度改正の必要性】
長崎県においては、今後、大規模経営を行う担い手の育成や加工・業務用野菜の推進等を図っていくこととしており、強い農業づく
り交付金において共同利用機械が補助対象となれば、取組が促進されると考える。

H26 622 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

かんがい排水事業便覧Ｐ３４２　第３
章質疑応答（６）
通達　昭和４８年２月８日構改Ｂ第１
９３号｢土地改良法の一部を改正す
る法律の運用について」
補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律
第１７条、第１８条

かんがい排水事業で建設し
た農業用ダム用水の利用緩
和

かんがい排水事業で建設したダム用水は、土地に着目した利用
しか出来ないため、かんがい用水、防除用水、施設園芸用水以
外の利用は目的外使用となってしまう状況にある。このため、社
会情勢の変化による営農飲雑用水などへの要望にも対応できる
ように制度の規制緩和を行う。

【支障・制度改正の必要性】
農業用水確保のためにダムが建設できる事業は、かんがい排水事業と畑地帯総合整備事業の２つの事業があります。
しかしながら、かん排事業は土地に着目したかんがい用水に使用が限定されているのに対し、畑総事業では営農飲雑用水への使
用も事業目的となっております。これは、かん排事業を原点として土地改良法が施行され、中途、多様な農業経営に対応するため
に昭和４３年に畑総事業を創設しその後、水需要の社会的状況の変化を鑑み昭和４８年に土地改良法の改正を行い、かんがい排
水施設を畑総事業と同じように農業用用排水施設として改正されましたが土地に着目した観点は変更されずに防除用水や施設園
芸用水への利用が可能となっただけのもであります。
かんがい排水事業で建設したダムは、畑総事業で建設したダムと同じように農業用水を確保するためのダムでありながら畜産用水
などの営農飲雑用水への使用が取り組めない事業制度になっており、ダム建設後の農村地域の過疎化や高齢化などによる耕作放
棄地の増大など社会情勢の変化に伴う、かんがい用水の余剰も考えられるなか高額なインフレ整備を行った農業用ダムの有効な利
活用とともに水使用料による土地改良区による維持管理費などの経費軽減、農業の競争力強化に資するための畜産用水などの営
農飲雑用水について取り込めるような制度緩和が必要と考えられます。

６　【農林水産省】
（22）農業生産基盤整備事業（かんがい排水事業）
かんがい排水事業で整備した農業用ダムの貯水の使用については、営農飲雑用
水など補助対象財産の本来の目的の外であっても、地域活性化に資する目的で
の使用であって、地方公共団体等に収益が生じない限り、補助金の返還を伴わな
いことを、地方公共団体に通知する。

H26 623 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

「農業競争力強化基盤整備事業水
利施設整備事業（排水対策特別
型）」
「農山漁村地域整備交付金水利施
設整備事業（排水対策特別型）」
同上要綱・要領

水利施設整備事業（排水対
策特別型）の要件緩和

事業実施に際して、受益面積２０ｈａ以上で末端支配面積５ｈａ以
上が採択要件であるが末端支配面積区域については特例の場
合を除き排水対策整備が出来ない。農地を汎用化し高度利用を
図るためには暗渠排水などが出来るように末端支配面積区域で
の整備について要件緩和を行う。

【制度改正の必要性】
排水対策特別事業は、水田を対象として転作作物を取り入れた収益性の高い水田農業を確立するために創設された事業でありま
すが、現行制度においては受益農地のうち基幹排水路に接続されてる末端支配面積区域については排水路整備ができない制度
になっております。
水田フル活用の農業施策が始まった現在、水田は畑と同等の乾田化が求められており、常時地下水位の強制低下が必要不可欠
であります。そのためには全ての受益地に排水路を整備することが求められており、同じ事業受益者でありながら隣接して排水路が
整備された農地と整備されていない農地がある結果となってしまいます。
排水対策事業により基幹排水施設を整備し、二次整備として末端支配面積区域の排水路などは別途事業で実施することと理解し
ておりますが、干拓地などの低平地にある水田地帯においては排水路整備が主工事となることから制度内容の見直しを行ったほう
が施策ともマッチするのはないかと考えます。
事業制度上、受益地内であっても末端支配面積と重複しない区間までしか排水対策（排水路）整備が出来ないが、農地の汎用化を
促進するには末端支配面積区域についても地下水位を下げるために暗渠排水などの計画が必要であり、そのためには排水路整
備が必要不可欠と考えられます。
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H26 625 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林・林業再生基盤づくり交付金実
施要綱第２の２

国補助事業における事業主
体要件を林業者２戸以上に
緩和すること

国補助事業（森林・林業再生基盤づくり交付金等）における特用
林産振興施設等の整備を行う際、その事業主体が林業者等で組
織する場合、５戸以上が要件となっているが、離島においてはこ
れを２戸以上に要件を緩和する

【支障事例】
本県では、高齢化とともに若年労働者の流出が続き、人口減少が加速しており、特に離島において顕著である。
さらには、全国的なしいたけ需要や価格低迷の影響も相まって、県内主産地対馬では基幹産業としての存続が厳しい状況に置か
れている。
これらを背景として、県では労働軽減や商品の高品質化を目的に、人工ホダ場や乾燥機、散水施設などの導入支援を行っている
が、林業者等が組織する団体が事業を行う場合、５戸以上が要件となっており、事業を進める上で大きな障壁になっている。
【制度改正の必要性】
このため、要件を緩和することにより、一定規模の生産団地化を進め、足腰の強いしいたけ生産を目指したい。
平成１８年から２５年までの８年間で１３の団体が新規事業体が参入していることから、２戸以上に規制緩和することで、２～３倍の参
入が見込める。
【参考】
平成１８年から２５年までの８年間で、市開催の説明会で参画の意向を示したものの、５戸以上の要件に満たず断念した生産者数
は、年平均１０名～２０名いた。

H26 627 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策実
施要綱

耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金における簡易な基
盤整備の緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について、耕作放棄地に
隣接する森林、原野等についても一体的に整備できるよう制度の
緩和を行うこと。

【支障事例】
本県では、生産基盤整備と農地の集積により、経営力の強化に取組んでいるところであり、耕作放棄地の活用による規模拡大の場
合は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を有効に活用しているところである。
しかし、離島や半島、中山間地域においては、一筆あたりの面積が小さいため、耕作放棄地と隣接地を一体的に再生し、農地として
利用することが有効と考えられるが、隣接地が原野等農地以外の地目となっているケースも多く、一体的な解消に取り組めない状況
にある。
【制度改正の必要性】
小面積の耕作放棄地の解消を加速させるためにも、耕作放棄地を含む複数筆を一体に整備する場合においては、原野等につい
ても当該交付金の支援対象していただくよう、要件緩和を要望する。

H26 628 08_消防・防災・
安全

都道府県 長崎県 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第83条第１項
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊に対する災害派遣の
要請手続きの都道府県知事
から市町村長への権限移譲

自衛隊への災害派遣の要請手続きを、都道府県知事から直接市
町村長まで拡大する権限移譲

【支障・制度改正の必要性】
現状では、自衛隊法第８３条第1条により、災害発生後、人命・財産の保護のために必要がある場合、市町村長が都道府県知事に
依頼し、自衛隊への災害派遣要請をすることが原則となっている。
しかしながら、市町村合併も進展し、区域が広域化するとともに、災害の種類の多様化、大型化している中で、より迅速に効率的に
対応するためには、市町村長の権限として、直接災害派遣要請ができることが求められると考える。
台風や大雨などの風水害はある程度の予測・準備の対応は可能であるが、地震や大規模な事故などの対応は特に緊急性を要す
るので、避難勧告、避難指示の権限を有する市町村長の判断のバックボーンとなるものと考える。
市町村長へ権限を拡大しても、同時に都道府県知事への通知や報告を行うことで、都道府県の応援や協力体制も可能になるものと
考える。

H26 629 08_消防・防災・
安全

都道府県 長崎県 総務省（消防庁） B　地方に対す
る規制緩和

消防組織法第44条第１項、第2項 緊急消防援助隊の要請方法
の見直し

緊急消防援助隊の要請について、被災地の市町村長がいかなる
場合でも都道府県知事を経由せず、直接消防庁長官へ応援要
請することができるよう規制緩和を行う

【支障・制度改正の必要性】
緊急消防援助隊は、大規模災害で都道府県内での対応が困難な場合、県域を超えた消防の応援体制であり、原則としては消防組
織法第44条第１項により、緊急消防援助隊を要請する場合は、都道府県知事を通じ、消防庁長官へ応援要請をすることとなってい
る。なお、緊急消防援助隊運用要綱第６条第２項で都道府県知事と連絡を取ることができない場合には、直接消防庁長官に対して
要請するものとする、とされている。
しかしながら、緊急消防援助隊の応援要請は、県内での広域応援体制では消防活動が対応できない大規模な緊急性のある活動
要請であり、消防管理者は市町村長であることからも、都道府県知事を経由せずに直接消防庁長官へ要請を出すことが効果的効
率的である。
なお、市町村長から直接消防庁長官へ派遣要請した状況を都道府県知事へ通知・報告することにより、都道府県の応援体制も可
能となるものと考える。

６【総務省】
（２）消防組織法（昭22法226）
緊急消防援助隊の応援等に係る市町村長、都道府県知事及び消防庁長官の間
における情報提供について、消防の応援等に関する要綱等において明確化する
方向で検討し、平成26年度中に結論を得る。

H26 630 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省（文化
庁）

対象外 文化財保護法第43条 歴史的建造物の活用におけ
る文化財保護法の規制の一
部緩和（重文施設）

地方公共団体が所管する重要文化財等の活用にあたって、当該
文化財の保存や価値に影響を及ぼさない範囲で、一時的に現状
を変更するが、容易に原状に復することが可能行為については、
文化財保護法第４３条による文化庁長官の許可を要しないものと
する。

＜提案の詳細は別紙のとおり＞
重要文化財については、文化財保護法第４３条によって、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
は、文化庁長官の許可を受けなければならないこととなっている。
【支障事例】
現在、重要文化財である長崎市の旧香港上海銀行長崎支店記念館（長崎市所有。以下「記念館」という。）内に設置している「長崎
近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」（長崎県と長崎市で共同設置。以下「ミュージアム」という。）の展示等について、文化庁
との事前協議において困難との判断が示される場合が多い。
【制度改正の必要性】
記念館の利活用と保存の調和を図りながらミュージアムの展示内容を充実させ、これを広く広報することは、誘客効果が高く、重要
文化財の価値そのものを広く知っていただくことにも繋がると考えられるので、記念館の保存に影響を及ぼさない範囲での展示や外
壁の掲示等を積極的に行うことは、文化財行政の観点からも必要な取組と考えている。
【改正の内容】
文部科学省令で定める「維持の措置の範囲」の拡大と、保存に及ぼす影響が軽微な行為の範囲拡大を提案する。

H26 631 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省（文化
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

文化芸術振興費補助金（地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ）
交付要綱

文化芸術振興費補助金（地
域発・文化芸術創造発信イ
ニシアチブ）の採択時期の変
更

文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イニシアチ
ブ）の採択時期を前年の12月までに変更

【支障・制度改正の必要性】
文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ）について、「ながさき音楽祭」事業を平成２６年度募集案内に基
づき平成２５年１２月に申請したが、平成２６年３月に不採択の通知があった。
「ながさき音楽祭」は平成２４年度に３年間継続する事業として申請しており、平成２６年度はその３年目にあたる申請であった。各関
係団体を通じて事業実施を計画していたが、不採択になったことにより大幅に計画を修正せざるを得なかった。
平成２６年度の申請についてはこの事業に限らず、全国で１９４件中７９件が不採択となっている。この補助金がつくことが前提で予
算を組んでいる自治体も多いと思われるところであり、採択される可能性が低いことが前提の補助金であるのであれば、各地方自治
体の予算要求の変更が可能な時期（少なくとも前年１2月まで）に採択の成否が示されるようなスケジュールに変更していただきた
い。
また、採択された場合においても、採択後、補助対象事業にかかる出演者や関係者などと十分な調整を図る必要があるため、可能
な限り早期の採択が望ましい。

６【文部科学省】
（８）文化芸術振興費補助金
地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術による地
域活性化・国際発信推進事業）については、地方公共団体の予算措置の時期に
配慮して従前よりも早期に採択できるよう、平成28年度分以降の募集手続につい
て、募集開始から採択までのスケジュールを見直す。
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H26 632 11_その他 都道府県 長崎県 内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

特定非営利活動促進法第５９条第
２号

ＮＰＯ法人仮認定申請に係
る設立後経過年数の延長

特定非営利活動促進法において、仮認定特定非営利活動法人
の申請ができる法人は設立から５年を超えない法人に限定されて
いる。平成27年３月31日までに申請する場合は経過措置により、
５年を経過した法人も可とされているが、今後とも設立後５年を越
える法人も仮認定申請ができるよう法改正を求める。

【支障・制度改正の必要性】
認定特定非営利活動法人になるためには、収入金額に占める寄附金の割合が20％を超えること、又は年3,000円以上の寄附者の
数が年平均100人以上といった「PST基準」を満たす必要があるため、この基準が要件となっていない仮認定特定非営利活動法人
制度は、今後、幅広く人々の寄附をはじめとした支持を集め活動を充実していこうとする特定非営利活動法人にとっては、重要な支
援制度となっている。仮認定申請は、特定非営利活動促進法第59条第２号の規定により、設立の日から５年を経過しない法人に限
られているが、現在は、平成27年３月31日までの経過措置により５年を超える法人も申請が可能となっている。特定非営利活動法人
の支援充実のため、５年を経過しても、仮認定特定非営利活動法人制度を利用できるよう法改正を求めたい。
仮認定申請及び相談のある法人は、ほとんどが設立後５年を超えている。仮認定申請であっても、基準を満たす運営に到達するま
ではある程度の活動期間が必要であり、設立後５年を超える法人のニーズは高いと考える。
＜本県の状況＞
仮認定特定非営利活動法人　３団体　仮認定の時期　設立後７年経過１法人　８年経過１法人　10年経過１法人
現在仮認定の相談があっている法人　５法人　うち設立後５年を経過している法人　４法人

H26 633 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

食品衛生法第11条、第48条、第52
条
食品衛生法施行令第13条、第35条
第34号
平成19年3月30日食安発第
0330001号「食品、添加物等の規格
基準の一部を改正する件につい
て」

規格基準が定められた添加
物からの、粗製海水塩化マ
グネシウム(にがり)の除外

都道府県知事が許可する添加物製造業に関して、平成１９年３月
３０日付け国の通知により規格基準が定められた、６３の添加物か
ら、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)を除外すること。

【支障・制度改正の必要性】
粗製海水塩化マグネシウム(にがり)を含む６３の添加物については、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」平
成１９年３月３０日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知により、新たに規格基準(食品衛生法第11条第１項)が定められ
た。
これにより、粗製海水塩化マグネシウムの製造については、都道府県知事が行う添加物製造業の営業許可と食品衛生管理者の設
置が義務付けされ、平成２０年４月１日より施行されることとなったが、粗製海水塩化マグネシウムの営業許可等に係る経過措置期
間が設けられており、現在も従前の例（営業許可及び専任の食品衛生管理者の設置が不要）によることができるとされている。
しかしながら、その経過期間が終了した場合、添加物製造業の営業許可と食品衛生管理者の設置義務が発生するが、「食品衛生
管理者」は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を有する者、畜産学、水産学、農芸化学の過程を修了したもの、食品衛生管
理者養成施設で所定の過程を修了したもの、食品衛生管理者養成講習会の課程を修了したもの等の要件がある。
県内の粗製海水塩化マグネシウム製造業者は、経営者を含め従業員に要件を満たしているものは少なく、零細事業者が多数であ
り、要件を満たすためには、多額の費用と期間を要するため、廃業せざるを得ない事業者が多数生じることが予想される。
【参考】
粗製海水塩化マグネシウム（にがり）とは、海水から食塩を製造する際に副産物として発生するもので、事業者はこれまで豆腐凝固
剤や調味料として販売し、広く利活用されている。

H26 634 07_産業振興 都道府県 長崎県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

計量法施行令第２５条
基準器検査規則第５条第１項第３
号

計量法で定める基準器検査
に係る規制緩和

全量25Lを超える液体メーター用基準タンク（燃料油メーターの
検査を行うもの）の基準器検査を都道府県が行えるよう規制緩和
すること

【支障事例】
計量器の検定等を行う計量器の検査（基準器検査）については、計量法施行令第２５条第１項及び基準器検査規則第５条第１項第
３号により都道府県が検査を行うものが定められている。
県の計量検定所が所持する全量２５Ｌを超える燃料油メーターの検査に使用する液体メーター用基準タンク（５０L、２００Ｌ）は、県が
検査を行うことはできず、茨城県に所在する（独）産業技術総合研究所にて基準器検査を受検する必要がある。また、検査は、計量
法第１０４条により、５年に１回受けることとされている。
基準器検査の受検にあたっては、基準器運搬に多額の費用がかかり、検査期間も１～２ヶ月を要し、検査に職員の同行が必要なこ
とから大きな負担となっている。
【制度改正の必要性】
都道府県が基準器検査を行えるようにすることで、運搬費用や時間を軽減することができることから、基準器検査規則第５条第１項
第３号について、「全量が２５Ｌ以下の」要件を削除することを提案する。
なお、県では、液体メーター用基準タンクの他に、法１０４条に基づき定期的に検査を受けている基準器（１０Ｌ、５L、その他の基準
フラスコ）を所持しており、この基準器を活用することにより、適切な基準器（液体メーター用タンク）検査を実施することが可能であ
る。

H26 635 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

浄化槽法第48条 浄化槽保守点検業の登録制
度の合理化

浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業登録の範囲について、営業
範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にまたがる場合は、都
道府県又は保健所設置市のどちらか一方のみで可能とする規制
緩和を行う。

【支障事例】
現在、浄化槽保守点検業の登録は、浄化槽法に基づき、都道府県及び保健所設置市（又は特別区）において行われている。
そのため、営業範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にまたがる事業者においては、都道府県及び保健所設置市の両方にお
いて登録が必要である。
長崎県にて登録している保守点検業者173者のうち、保健所設置市（長崎市及び佐世保市）において重複登録している事業者は31
業者となっている（平成26年6月末現在）。
【制度改正の必要性】
ついては、事業者の行政手続きを緩和する観点から、都道府県及び保健所設置市のどちらか一方において浄化槽保守点検業登
録を行うことで、県内一円で希望する営業範囲での営業を可能とするよう、法改正をお願いしたい。

６【環境省】
（４）浄化槽法（昭58法43）
浄化槽保守点検業の登録（48条１項）について、都道府県と保健所設置市又は
特別区が協議の上で、地域の実情に応じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上に寄与するという法の目的に照らして適正な登録制度を設けることができること
を、地方公共団体に周知する。

H26 636 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法第５条 麻薬取扱者の免許の期限延
長

麻薬取扱者の免許の有効期間について、免許の日の属する年の
翌年の１２月３１日までとなっている規定を、５年後の１２月３１日ま
でとすること。(最長６年の有効期間とする。)

【支障・制度改正の必要性】
麻薬免許証の最長有効期間は、麻薬及び向精神薬取締法第５条に基づき、最長２年間（免許の日からその日の属する年の翌年の
１２月３１日まで）となっている。
免許については、本県で年間１５００～２０００件程度の申請があるが、その大半の申請が１２月に集中するため、その事務処理に苦
慮している。
免許の期限が延長されれば、免許申請が分散することにより、事務処理が円滑に進行すると考えられる。

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅰ）麻薬取扱者の免許（５条）については、有効期間を最長２年から最長３年に
延長する。

H26 637 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 A　権限移譲 介護保険法第115条の32、115条の
33、115条の34

業務管理体制の整備等に係
る事務権限の中核市への移
譲

介護保険法第115条の32（業務管理体制の整備等）、115条の33
（報告等）及び115条の34（勧告、命令等）に係る都道府県の権限
を中核市に移譲する。

【制度改正の必要性】
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）」の施行に伴い、大都市特例の
創設により、平成24年4月1日にそれまで都道府県が処理していた指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介
護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等、報告命令、立入検査等の権限が中核市へ移
譲され、併せて、条例制定の権限も中核市へ移譲されたが、介護保険法第115の32、同条の33及び同条34の業務管理体制に係る
事務は、いまだ都道府県の権限となっている。
業務管理体制は、介護サービス事業者に適切なサービス提供だけでなく、法令等の自主的な遵守を求めて不正事案の再発を防
ぎ、介護事業運営をさらに適正なものとするため、法人に対して法令遵守等の業務管理体制の整備・届出を義務づけたものです。
現行では、個別の介護サービス事業所の指導・監督は中核市（長崎市）が行い、その法人の指導等（地域密着型サービスのみを行
う法人は除く）は長崎県が行っている。指導・監督を一体的に一貫して行う上からも、権限を中核市に移譲すべきと考える。
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H26 638 07_産業振興 都道府県 長崎県 経済産業省 A　権限移譲 商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律第4条、第11条

地域商店街活性化法に基づ
く商店街活性化事業計画の
認定事務の権限委譲

地域商店街活性化法に基づき商店街振興組合等が作成する商
店街活性化事業計画の認定権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
地域商店街活性化法第４条において、商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、作成した商店街活性化事業計画
について経済産業大臣の認定を受けることができることとされている。
同法第１１条により、国は商店街活性化事業の促進を図るため必要な支援を行うこととしており、国においては地域商店街への補助
事業を各種実施しており、上記の計画認定を受けた事業には補助率の嵩上げも行っている。
申請については、申請者（商店街）が直接国（経済産業局）へ計画書等を提出し両者で内容を調整するため、県には、計画の最終
案について意見照会がされるのみである。
商店街活性化に関する事務は地域の実情に応じた視点が必要であり、都道府県において認定事務を行うことにより、市町村や都
道府県が実施する事業と横断的な連携を図るなど、計画実施の支援を進めることができ、商店街の活性化を図ることが可能となる。

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画
の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済
産業局に事前相談があった段階で行うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 640 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第14条
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第6条

産業廃棄物処理に係る規制
緩和

FRP漁船を廃船処理するにあたり、地元造船所や漁協が漁船を
解体・運搬する場合、産業廃棄物の処理に係る許可を例外的に
不要とすること

【支障・制度改正の必要性】
長崎県内のFRP漁船は老朽化が進んでおり、漁業者の高齢化や廃業に伴い、今後廃船処理が増加するとみられるが、漁船の多い
離島等では、大村市にあるFRP船リサイクル処理場をはじめ島外の産廃処分場に搬出する必要があるものの、産業廃棄物処理の
許可を持った事業者が少なく、処分経費も高いため、一部では漁船登録抹消後に不法に放置されている事例もみられる。
FRP漁船の廃船処理について、地元造船所や漁協が漁業者から持ち込まれた船を解体・集積し、まとめて島外処分場への搬出が
できるよう、例外的に産業廃棄物処理関係の許可を不要とする規制緩和を行うことで、漁業者の処分経費の負担軽減が図られ、円
滑な廃船処理につながるものである。
【参考】
長崎県内のFRP漁船数は約23千隻で、うち20年以上約19千隻、30年以上約10千隻
FRPリサイクルシステムは、県内では大村市の1箇所のみ。搬入は年3回。

６【環境省】
（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅱ）廃ＦＲＰ漁船の運搬を効率化させるための簡単な解体行為については、収
集運搬に伴う積替え保管に該当するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律上の処分には当たらず、産業廃棄物処分業の許可（14条６項）の取得を不
要とすることが可能であることを、都道府県等に周知する。

H26 641 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

新規就農・経営継承総合支援事業
実施要綱

青年就農給付金の要件緩和 青年就農給付金に係る対象者要件の「経営の全部または一部を
継承する場合は、給付期間中に新規参入者と同等の経営リスク
を負って経営を開始する経営開始計画であると市町村長に認め
られること」を離島地域に限って適用外としていただきたい。

【支障・制度改正の必要性】
離島地域においては、本土地域と比較して、農業従事者のみならず人口の減少が顕著であり、早急な定住及び人口減少抑制対策
が必要である。また、資材の購入や生産物の出荷等に係るコストが本土地区と比較して割高となり、かつ輸送についても気象の影響
を受けるなど、本土地区に無い経営リスクを負っている現状がある。
一方、青年就農給付金（経営開始型）における対象者要件は、「経営の全部または一部を継承する場合は、給付期間中に新規参
入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市町村長に認められること」とされているが、離島部におい
ては更なるリスクを求める要件となっており、離島に戻って農業を継承しようと考える農家子弟の、就農のネックとなる場合があるた
め、中山間地域等直接支払交付金と同様に、条件不利地域における適切な補完となるよう、本要件を離島地域に限って適用外とし
ていただきたい。

H26 642 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地集積・集約化対策事業実施要
綱

経営転換協力金の交付要件
の緩和

農振地域外に遊休農地を所有している農家においても、経営転
換協力金の交付対象としていただきたい。

農地中間管理事業において、リタイヤする農家等に対し、機構への農地貸し出しを推進するため、経営転換協力金を交付する制
度が平成26年度から始まっているが、当該農家等が遊休農地を所有している場合は、その農地が農振地域外であっても協力金の
交付対象外となっている。
農地中間管理事業における対象農地は、農振地域内の農地とされており、農振地域外の農地は中間管理事業を介した再生利用
の推進ができない。本県の場合、総農家数３８千戸のうち４７％の１８千戸の農家が耕作放棄地を所有していることから、活用が困難
な状況にある。
担い手への農地集積をさらに進めるために、農振地域外のみに遊休農地を所有している場合には、経営転換協力金の対象とする
よう、要件を緩和していただきたい。

H26 643 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 肉用牛施設整備事業におけ
る要件の緩和

強い農業づくり交付金事業における、施設の分散設置を認めるこ
と。

【支障・制度改正の必要性】
強い農業づくり交付金事業を活用した牛舎整備については、同一敷地内での一体的な施設整備が要件となっているが、本県は中
山間地が多く、まとまった施設用地の確保が困難であることから、本事業の活用が図れない状況にある。
低コスト耐候性ハウスの共同利用に係る要件と同様に、地域の立地条件等を考慮して、飼料の共同購入や共同出荷等、共同利用
が確保される場合に限り、地域内において当該施設を分けて設置することができるよう、実施要領の補助対象基準の見直しをお願
いしたい。

６　【農林水産省】
（25）畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業
畜舎の分散設置については、施設の立地条件よりも地域の中心的な畜産経営体
等に着目した畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業の創設により、新た
に助成対象とする。

H26 644 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

土地改良法第8条第5項
土地改良法の一部を改正する法律
の施行について（昭和48年2月8日
48構改Ｂ第第192号農林事務次官）
第2 1（3）エ

土地改良事業にかかる非農
用地の編入要件緩和

基盤整備事業の地区設定において、非農用地についても、「農
用地の集団化その他農業構造の改善に必要な限りにおいて（中
略）施行区域内に含めることができる。（法第８条第５項）」、「その
規模は、施工地域面積の３割以内とする。（土地改良法の一部を
改正する法律の施行について）」の要件を緩和し、周辺の山林・
原野等を取り込んだ区域一帯を整備可能とする。

【支障事例】
中山間地域や傾斜地の基盤整備において、農用地のみの整備では区域が狭小で、効率的な区画配置や担い手の規模拡大意向
に沿えない場合がある。現状の制度では、農地の集団化などに必要な場合に限り３割以内であれば非農用地の編入が認められて
いるものの、農用地周辺のまとまった山林や原野を農地として整備することが出来ない。
【制度改正の必要性】
基盤整備区域の農用地周辺には、活用されていない、または、活用の見込みがない山林や原野が存在している場合がある。農用
地と一体的に整備し、農業生産を行うこと以外に、その土地の有効活用が見込まれないと判断される山林・原野については、３割を
超えても農用地と一体的に整備できるよう要件を緩和することで、効率的な基盤整備が可能となる。

６　【農林水産省】
（15）農業生産基盤整備事業（区画整理事業）
区画整理と区画整理に附帯して施行することを相当とする農用地の造成との工事
の面積の割合については、地形、土地利用状況等を勘案し、設定することが可能
であることを、地方公共団体に通知する。
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H26 645 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法施行規則第５５条の２、
第８５条の２、第１３２条の２
平成20年文部科学省告示第30号
教育課程特例校制度実施要項

教育課程特例校の指定にか
かる権限移譲

教育課程特例校にかかる許可制度について、国において定めた
許可の基準に基づき、設置者（市町村教育委員会等）が県教育
委員会と協議して教育課程特例校を指定できるような柔軟な制度
となるよう権限を移譲する。

文部科学省は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校又は当該学校が設置されている
地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教
育を実施する必要性が認められる場合に、教育課程特例校としての指定を行っている。
【支障】
特例校指定についての妥当性を検討する手続きは必要であるが、現行では、学校の設置者(市町村教育委員会等)が県教育委員
会を通じて文部科学省に申請を行う必要があり、申請から指定までに相当の期間を要している状況である。
【制度改正の必要性】
教育課程特例校にかかる許可制度について、国において定めた許可の基準に基づき、設置者が県教育委員会と協議して教育課
程特例校を指定できるような柔軟な制度となるよう権限を移譲する。地域を熟知している市町村教育委員会が県教育委員会と協議
して指定を行うことで、迅速な事務処理が可能となり、より地域に根ざした教育課程編成が期待できる。併せて、人事配置の面にお
いても、教育課程に応じた配置が可能となると考えられる。
（国への事後届出制、県への事前協議（届出）制）

４【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
教育課程特例校の指定（施行規則55条の２、79条、85条の２及び132条の２）につ
いては、学校における翌年度の教育課程の編成に支障が生じないよう、前年度の
12月を目途に地方公共団体に通知することとする。
また、指定権限の地方公共団体への移譲について、地方公共団体の意見も踏ま
えて課題等を精査した上で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 646 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

測量法第第14条、第21条、第23
条、第39条

都道府県が行う公共測量の
実施・終了時における公示
義務、公共測量における永
久標識の設置等に係る都道
府県事務の廃止

事務の簡素化の観点から、公共測量の実施時及び終了時にお
ける都道府県の公示義務を廃止し、測量計画機関が行うことを求
める。
また、公共測量における永久標識及び一時標識の設置、移転、
撤去及び廃棄の通知について、都道府県を介さず、測量計画機
関が関係市町村へ通知するよう求める。

【制度改正の必要性】
測量法第１４条及び第３９条により、公共測量においては、都道府県は、測量計画機関から通知を受けた時は、その実施時及び終
了時における公示が義務付けられており、本県においては、平成２５年度に４８件×２（実施、終了）＝９６件の実績がある。当該制
度は、広く一般に周知することによって、関係地域の住民に、いつ、どこで公共測量が行われ、そのために必要な、土地の立入及
び通知、障害物の除去、土地等の一時使用、土地の収用又は使用の権利行使が起こり得ることを知らせるものであるが、周知につ
いては測量計画機関が直接行うことが可能と考えられ、事務の簡素化の観点から、都道府県知事が公示する必要性に疑問がある。
また、測量法第２１条、第２３条及び第３９条により、公共測量において、都道府県知事は、測量計画機関から永久標識及び一時標
識の設置、移転、撤去及び廃棄の通知を受けた時は、その旨を関係市町村長に通知することとなっているが、都道府県知事に通
知する必要性は特になく、都道府県知事が関与する事務については、事務の簡素化の観点から、必要性に疑問がある。
【具体的な効果】
これら事務の変更により、80時間／年間程度の事務の簡素化が図られると想定される。

H26 647 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-2港湾事業
ﾛ-2-(1)港湾改修事業

社会資本整備総合交付金の
採択要件の緩和
　（港湾改修事業のうち維持
補修を対象としたもの（港湾
施設改良費統合補助事業））

港湾改修事業のうち小規模なものは採択要件が事業費２億円以
上５億円未満となっているため、採択要件下限額を１億円に引き
下げる。

【支障事例】
社会資本整備総合交付金（港湾改修事業のうち維持補修を対象とする港湾施設改良費統合補助事業）の採択要件は事業費で２
億円以上５億円未満となっており、１港で採択要件に満たない場合は、他港の補修事業と合併するなどで採択要件に合致するよう
調整する必要があり、補修箇所が点在しないような調整に苦慮している。
例えば１港の１施設が要補修となっても、他施設や周辺港湾との合併で１件２億円以上とならなければ採択不可となるため、車止め
や防舷材の欠損など、安全対策上早期の補修が必要でも対応できず、港湾利用者の安全性確保が出来ないことから、利用制限等
の支障が生じている。現在、採択要件に合致しない施設の補修は県単独費での対応となるが、予算不足により必要最小限の部分
的な補修のみで十分な対応が出来ないのが実情である。
【制度改正の必要性】
本県管理港湾は重要港湾４港、地方港湾７７港で、港湾施設約３，３００施設を有しており、今後増加する港湾施設の維持・補修事
業を計画的に行うためには県単独費用のみでの対応が困難なため、今後も統合補助事業の活用が不可欠であり、採択要件の緩
和（下限額の引き下げ）によって効率的な港湾施設の維持補修が可能となるものと考えている。
なお、道路事業の採択要件は下限額設定なし、当該事業の市町村管理港湾の採択要件が9千万円以上となっていることから、県管
理港湾の下限額を１億円程度とすることが妥当と考えている。

H26 649 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(12)大規模河川管理施設機能
確保事業

大規模河川管理施設機能確
保事業による交付対象事業
の緩和

大規模河川管理施設機能確保事業による交付対象事業は５０億
円以上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
　県内の二級河川は２１０水系３４１河川あり、整備後５０年以上を経過し老朽化が進行している河川も多く改築が必要となっている。
しかしながら、 現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である大規模河川管理施設機能確保事業の採択要件は、全体計画５
０億円以上となっているため、県が管理する小規模な河川では対象とならないことが多い状況である。
【制度改正の必要性】
　治水上の安全確保や適正な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするも
のではなく、現在の予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下
限額の引き下げ）を提案する。

H26 650 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(13)特定構造物改築事業

特定構造物改築事業によ
る、管理施設の更新・点検業
務の交付金対象事業の緩和

特定構造物改築事業による交付対象事業は、長寿命化計画の
策定、延命化に必要な措置、改築の費用が合計約４億円以上と
なっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である特定構造物改築事業の交付対象は、長寿命化計画の策定、延命化に必要な
措置、及び改築に要する費用合計が約４億円以上となっているが、県が管理する施設については小規模なものが多く、対象となら
ない施設が多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするものではなく、現在の
予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を
提案する。

H26 651 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公共土木施設災害復旧事業費国
庫負担法事務取扱要綱第14・(二)
公共土木施設災害復旧事業査定
方針第3・2・(六)

災害復旧事業における採択
条件の緩和（河道の異常埋
そく）

災害復旧事業における採択条件を緩和する。（河道の異常埋そ
くの基準値の引き下げ）

【支障事例】
災害復旧事業における河道の異常埋そくの採択要件は、「河道断面の３割程度以上の埋そく」となっているが、現地では３割に満た
ない箇所が多く、ほとんが県単独費で実施せざるを得ない。
【制度改正の必要性】
適正な維持管理を行うには、県単独費では財政負担が大きいため、採択要件の緩和（基準値の引き下げ）を提案する。
※方針第3・2・（六）の「河道が著しく埋そくした」とは、原則として河道断面の３割程度以上と記載してある内容を、「河道が著しく埋そ
くした」とは、原則として、余裕高見合い程度以上という内容に改正することを提案する。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 652 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(15)堰堤改良事業

堰堤改良事業による交付対
象事業の緩和

堰堤改良事業による交付対象事業は、総事業費が概ね４億円以
上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である堰堤改良事業の交付対象は、総事業費が概ね４億円以上となっているが、長
崎県が管理する３５ダムについてはそのほとんどが小規模であり、対象とならないダムが多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするものではなく、現在の
予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を
提案する。

H26 654 03_医療・福祉 一般市 福島市 厚生労働省 A　権限移譲 民生委員法第５条 民生委員委嘱に係る委嘱権
限の都道府県への移譲

民生委員委嘱に係る委嘱権限の都道府県への移譲 【支障事例】
民生委員法第３条において、民生委員を市町村の区域に置くこととなっており、同法第５条で都道府県知事の推薦によって厚生労
働大臣が民生委員を委嘱すると規定されている。
都道府県知事の推薦の前に、市町村で民生委員推薦会を開催し候補者の推薦を行うことになっているが、市町村の候補者推薦以
降、委嘱状の送付までに２ヶ月、場合によってはそれ以上要することがある。
このため、民生委員に欠員が生じた場合、地区民生委員で組織する民生委員協議会では、欠員委員の分を他の民生委員がカ
バーしている状況にある。
【制度改正の必要性】
上記のとおり委嘱までの期間が２ヶ月以上要している現状は、地区民生委員協議会の職務遂行に多大なる影響がある。
よって、委嘱権限を厚生労働省から都道府県へ移譲すれば、委嘱までの期間が短縮され、地域の実情に応じた民生委員活動を早
期に開始できるとともに、地区民生委員協議会の職務遂行にかかる負担軽減となると考えられる。"

H26 655 01_土地利用（農
地除く）

一般市 大野市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地籍調査作業規程準則、第23条、
第30条第1項･第2項
地籍調査作業規程準則運用基準
第15条の2
平成23年3月18日付け国土国第
633号国土交通省土地・水源局国
土調査課長通知

山林の土地境界確認方法の
簡素化

山林の境界確認について、代表者以外の権利保護を図ることを
前提として、地権者全員でなく、代表者のみによる境界確認を可
能とすることを求める。

【制度改正の必要性】
大野市内の広大な山林において境界が確定していないことにより、村離れや森林の荒廃が進むとともに、森林の多面的機能の低下
で台風等の豪雨により土砂崩れや災害が近年多数発生している。これを受け、市としても順次、市内各地で地籍調査を進めている
が、予算の制約、制度の制約、未相続等もあり、なかなか境界の確定が進まない状況である。
ついては、権利者が複数いる場合は、権利者確認に要する時間を短縮化するため、代表者（地権者の代表、地権者以外の現地に
精通した者）のみにより境界確認を行うことを可能としたい。
【懸念の解消策】
代表者ではない者の権利が侵害される恐れがあるが、予防措置として、異議・誤りを申し出る機会を設けて対応することにより、問題
は生じないと考える。
例えば、度々訴訟に発展する土地収用に関する制度をみると、買受権の消滅など、公告後一定期間内に権利者（確知できない者）
から申し出がなければ、関係者の同意、権利の消滅を擬制する制度がある。よって、共有地の境界確定案について、土地収用の制
度同様、公告、一定期間（必要に応じて期間を設定）の縦覧を行い、代表者以外（確知できない者）の権利保護を図ることにより、代
表者のみの境界確認を可能にできないか。

H26 656 05_教育・文化 一般市 加茂市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編成
及び教職員定数の標準に関する法
律、公立義務教育諸学校の学級編
成及び教職員定数の標準に関する
法律施行令

公立義務教育諸学校の学級
編成及び教職員定数の標準
の見直しについて

公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関す
る法律、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標
準に関する法律施行令にある小学校の二の学年の児童で編成
する学級の基準（小学校の引き続く二の学年（第一学年を含むも
のを除く。）の児童の数の合計数が十六人以下である場合）を中
学校と同じ「八人以下」とすること。

【制度改正の必要性】
少子化が急速に進み、小規模校の複式学級の増加が全国的に広がる傾向にある。特に、北海道や日本海側の道県ではその傾向
がさらに強い状況である。また、学校は地域の文化的、社会的、あるいは歴史的中核であることから、複式学級を嫌っての無理な学
校の統廃合により地域が衰退していくことが懸念される。
【具体的な支障事例】
①異なる学年で構成された学級では、異なる学年の内容を同じ教室で１人の教師が指導するため、一方の学年に教師が指導に
入っているときは、他方の学年の子どもたちは自学の体制をとらざるをえなくなる。特に、算数や国語などの積み重ねの必要な教科
における指導にきめ細やかさがなくなる。
②指導する教師にとって異なる学年を同時に指導しなければならないため負担が多く、つまずきを持つ子どもの見とりができないこ
とも多くなる。
③低学年など、特に手のかかる時期の子どもにとっては、同一の学年で構成されていない学級では心の安定が図れない。
【実現した場合の効果】
地域住民、保護者、行政が上記のような複式学級の支障事例により、子どもたちの学力低下を招くことになりかねないと懸念してい
る。提案の実現によって上記のような問題点は解消される。

H26 657 08_消防・防災・
安全

一般市 加茂市 総務省（消防庁） 対象外 消防組織法、市町村の消防長及び
消防署長の資格の基準を定める政
令

市町村の消防長及び消防署
長の職に必要な消防に関す
る知識及び経験を有する者
の資格の基準について

市町村の消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識
及び経験を有する者の資格の基準を蔑ろにする地方自治体が
多いことから、基準を徹底するよう措置すること。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成25年法律第44号。以下
「第３次一括法」という。）により、消防組織法第15条に定められていた市町村の消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知
識及び経験を有する者の資格を市町村の条例で定めることになった。市町村が条例を定めるに当たっては、政令で定める基準を
参酌することになっているが、政令第１条（消防長の資格の基準）第２号の「消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の
職に二年以上あったものであること。」という基準を削除して条例制定する市町村が多く見受けられる。
　地方分権により、いくら条例で自由に定められるからといっても、徒に消防長及び消防署長の資格基準を狭め、政令の基準が理
不尽に守られない事態は地方分権の行き過ぎであるので、是正するよう措置すること。
この件は、地方の消防官僚による民主主義の否定であり、改めるよう指導すべきである。

H26 658 01_土地利用（農
地除く）

中核市 八王子市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第15条第1項、第87条
の2第1項

区域区分等に関する都市計
画の決定権限に係る市への
移譲

現在都道府県が処理している区域区分等に関する都市計画の
決定の権限を、市に移譲する。

【制度改正の経緯】平成22年6月22日閣議決定「地域主権戦略大綱」に基づき、第２次一括法により都市計画法第87条の2が改正さ
れ、区域区分及び都市再開発方針等に関する都市計画決定権が都道府県から指定都市に移譲された。また、平成25年12月20日
閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づき、第４次一括法により都市計画法第87条の2が改正され、都
市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画決定権が都道府県から指定都市に移譲された。
【支障事例】首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の高尾山インター―相模原愛川インター間の開通に伴い東名高速道路、中央自
動車道及び関越自動車道をつなぐ新しい大動脈ができる。また、八王子西インター近くの約172ヘクタールについて、物流拠点とし
て整備を進めている。このインターを含めた一団の土地は市街化調整区域に定められており、今後、市街化区域に編入をする予定
である。このように、八王子市を取り巻く交通環境は大きな転換期を迎えるとともに、郊外の都市基盤施設も大きく変わった。これか
らは、地域の実情に合わせたきめ細やかな都市計画の変更が急務となる。
【制度改正の必要性】上記の社会・経済活動の背景を踏まえて、土地利用のコントロールの基となる市町村都市計画マスタープラン
を定めている市に対して、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分について決定する権限を移譲することで、
従来から処理している事務と一体的かつ総合的に行うことが可能となる。また、迅速な都市計画行政及び基礎自治体として地域の
特質を活かした土地利用の誘導等が可能になる。
【懸念の解消策】懸念は特になし。
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H26 659 06_環境・衛生 指定都市 川崎市 環境省 A　権限移譲 環境影響評価法第10条、第20条 環境影響評価法に基づく方
法書等についての指定都市
から事業者への意見提出機
会の拡大

環境影響評価法の対象事業が指定都市の市域内で行われる場
合について、環境影響を受ける範囲が市域外に及ぶ場合にあっ
ても指定都市の市長が事業者に直接意見を述べることができるこ
ととする。

【制度の経過】
平成24年４月から、環境影響評価法の改正により、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が施行令
第11条に定める市の区域に限られるものである場合は、事業者に対し、当該市の市長が環境保全の見地からの意見を書面により
述べるものとされている。
【支障事例】
大規模事業の場合、地域環境への影響も大きく市民生活に重大な影響を与えることになるが、複数の市町村にまたがる場合には、
市長が意見を事業者に直接述べることができず、県知事が関係市町村の意見をとりまとめて提出する。
また、県知事は、複数の市長意見をとりまとめるため、事業者に提出する意見書には、各市長の個別・具体的な意見が反映されな
い場合もある。そのため、評価書に掲載される知事意見に対する事業者の見解では、市長意見の評価書への具体的な反映状況が
確認できない、あるいは、市民等へ市長意見の反映状況の具体的な説明ができないという支障がある。
【制度改正の必要性】
地域住民の最も身近で環境保全に対し配慮する立場にある市長が、直接事業者に意見を述べることが可能となるようにする必要性
があり、多数の市民を有する政令都市が直接事業者へ意見を提出し、市長意見に対する見解を示すこととするよう法改正を求める
もの。
【懸案の解消策】
事業者側の事務負担の増加について懸念されることがあるが、現行の制度においても、県知事に提出する市長意見の形成手続き
として市の審議会での審議を行っており、大幅な負担増加にはつながらないと考えられる。

H26 660 03_医療・福祉 指定都市 川崎市 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第30条の４、第30条の５、第
30条の６、第30条の９、第30条の11

医療計画の策定権限等の都
道府県から指定都市への移
譲

医療計画の策定業務及び病院開設者等に関する病床数に係る
勧告事務等を都道府県から希望する指定都市に移譲する。

【支障事例】
神奈川県が医療圏を設定することで、武蔵小杉駅周辺地区の人口増など地域の実情に応じた医療圏の設定が困難であり、より地
域の実情にあった医療圏の設定ができない。医療計画の策定は、医療や保健の面だけでなく、本市では、武蔵小杉駅周辺地区に
おける人口の急増（10年前との比較で約４割増）や再開発といった事柄に加え、災害時救急医療体制の整備や福祉行政との連携と
いった、地域の課題が益々増大していることから、今まで以上に連携を緊密にして対応することが求められる。
【制度改正の必要性】
医療計画の策定は、住民の健康の保持、生命の保護に直接かかわるものであり、住民に最も身近な基礎自治体の長期計画へ位置
付けた上で、課題解決に取り組む必要があると考えている。二次医療圏に関する内容について、指定都市が自ら医療計画に反映
させた場合には、庁内や関係団体との調整及び市の附属機関での審議などに２箇月程度を要すると見込んでいるが、県と調整す
る場合には、上記期間に加え、県への説明や県の事務手続き（庁内調整、審議会等）が必要となることから、指定都市が自ら医療
計画に反映させた方が、大幅に時間を短縮することができる。なお、医療計画の実現に向けては、補助金を活用した誘導策が有効
であると考えている。医療計画の策定と国からの補助金が直接市に入ることは、一体的なものであると考えている。
【懸案の解消策】
懸案として精神病床、結核病床及び感染症病床の整備や特殊な診断や医療などについては、引き続き、都道府県域又は新たな
地域との協力体制を構築することで解消すると考えている。

H26 661 07_産業振興 指定都市 川崎市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権擁護委員法第６条 人権擁護委員の委嘱に関す
る事務権限の指定都市等へ
の移譲

人権擁護に関する諸事務のうち、人権擁護委員の委嘱に関する
事務権限全般について、法務省から指定都市及び希望する市町
村へ移譲する。

【制度改正の経緯】
法務省は、平成25年に人権擁護委員の委嘱に関する事務権限全般について全国の地方自治体に一律・一斉に移譲する事務と整
理した旨の見解を示した。一方、「全国一律」の移譲について、全国市長会が反対意見を表明し、第４次見直しの対象とはならな
かった。
【支障事例】
法務大臣が委嘱することで、結果として保護司等が兼務する例が多くなるため、人権擁護委員の活動に専念しづらく支障をきたす
事例が散見される。また、就任した委員が、各市町村への帰属意識を持ちづらい場合があるなど、市町村との円滑な連携に支障を
きたしている。この点、法務省における平成25年の検討等の後も、依然として支障がある状況に変わりはない。
【制度改正の必要性】
事務権限全般について移譲を受けることで、市民に身近な基礎自治体において、地域の実情に即した活動を行うことが可能とな
る。また、基礎自治体で委嘱に係る事務を担当することで、人権擁護委員に基礎自治体の人権施策と連携する意識づけの効果が
生じ、相談、啓発等の事業について、より一層連携を進めることが可能となるほか、人権擁護委員に民生委員など地域の実情を把
握した人員を選任することが可能となる。
さらには、川崎市独自の制度である人権オンブズパーソン制度と、相談、啓発等の事業との連携をより一層進めることが可能となる。
【懸念の解消策】
必ずしも権限移譲を希望しない市町村があることが想定されるが、手挙げ方式の採用により希望しない市町村への権限移譲を回避
することができる。
また、法務大臣表彰等を廃止し、あるいは叙勲対象から除外する場合は、これに代わる表彰制度を市町村において検討する必要
がある。

H26 662 11_その他 指定都市 川崎市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権啓発活動地方委託要綱
人権啓発活動地方委託実施要領

人権啓発活動地方委託要綱
及び人権啓発活動地方委託
実施要領の改正

人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施
要領について、地方の自由度を高め、創意工夫が可能となるよう
更なる見直し・改正を行う。
また、委託要綱や実施要領の見直しを行うに当たり、地方の意見
を採り入れるための仕組みを導入する。

【制度改正の経緯】
法務省が、第４次見直し時に、一定水準の人権啓発活動の確保という観点から、地方交付税交付金による財源措置はできないとい
う見解を示し、平成26年３月、人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施要領の改正が行われた。
【支障事例】
平成26年の見直しにおいて、自由度の面での委託要綱の改正を行ったが十分ではなく、第10条で委託費の種別相互間の配分変
更の際に承認が必要であると定めていることや、実施要領の改正に伴い「ラッピングバスの運行」が削除され、また講師に対する講
演料等謝金の上限額が２０万円に設定されていることなど、依然として、事業執行に当たって制限となっている事項が多く残ってお
り、創意工夫の妨げとなっている。また、国による委託要綱等の見直しは、委託事業を実際に執行している地方の意見を採り入れる
仕組みがない中で行われていることから、必ずしも地方の創意工夫や円滑な事業執行を促すようなものとなっていない。
【制度改正の必要性】
地方の自由度を高めるために委託要綱等の更なる見直しを行うことで、指定都市の他の事業との一体的な実施など創意工夫を活
かした事業や、地域の実情や特性に合わせた効果的な活動や事業の展開が容易となる。また、地方の自由度が高まることで、地域
特性に適した啓発を実施することが可能となり、全国一律的に同一事業を実施することによる非効率を防ぐことができる。例えばラッ
ピングバスは大都市以外の地域では効果が低いと推測されるが、大都市では効果的である。
さらに、地方の意見を採り入れる仕組みを導入することで、委託要綱等のより効果的な見直しにつながる。
【懸念の解消策】
懸念なし。

H26 663 03_医療・福祉 指定都市 川崎市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援する法律第38条
地方自治法施行令第174条の32

障害者入所支援施設の指定
に係る都道府県知事の同意
の廃止

指定都市及び中核市が行う障害福祉サービス事業所及び障害
者支援施設の指定事務について、当該都道府県が定める都道
府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障
害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当
該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認め
るとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生
ずるおそれがあると認めるときは、障害者総合支援法第29条第１
項の指定をしないことができることを根拠とした都道府県知事の同
意を廃止する。

【支障事例】
障害者支援施設の指定については権限移譲がされたが、地方自治法施行令において都道府県知事の同意が必要となっている。
本市においては、従前から障害者数に比して障害者支援施設の定員数が極端に少なく、特に市内南部地域には入所施設がなく設
置について強く市民から要望されている。定員増については、県の障害福祉計画に基づき協議が行われたが、人口増加を平成42
年度まで見込んでいる中、比較的手厚い支援が必要な障害者も増加が予想されており、このような本市の実態を踏まえた指定が事
実上できない状況にある中では、障害者の支援ニーズに対応できず支障をきたすことが想定される。
【制度改正の必要性】
平成25年度まで135名を入所施設から地域へ移行させるなど様々な地域生活支援及び地域移行に向けた取組を行っているところ
である。しかしながら、強度行動障害等の障害特性等により地域生活の継続が困難な方も多く、障害者を支える家族の高齢化も急
速に進展してきている状況から、「親なきあと」の障害者の生活を支えるための仕組みづくりが喫緊の課題であり、グループホームな
ど障害者が地域で生活していくための支援ができる‘通過型・拠点型の入所施設’の整備等に対して、県知事の同意が廃止されるこ
とにより、本市の実態に応じた、きめ細かな障害者支援施策を実施することが可能となる。
【懸念の解消策】
法で定められている計画との整合性については、障害者が地域生活をしていく上で、必要な支援ニーズにも対応していかなければ
ならない状況など、地域の実情について丁寧な説明し、策定の段階で市と連絡調整を行うことで担保できると考えられる。
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H26 665 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第33条
都市計画法施行令第25条
都市計画法施行令第29条の２

開発許可の技術的細目に関
して定める条例の自由度の
拡大

開発行為における公園の設置については、都市計画法施行令
第25条において開発区域の規模に応じて基準が定められている
が、全国で一律的な設置基準であることから技術的細目の内容
を条例委任する。
また、開発許可の技術的細目に関して定める条例の自由度の拡
大を図るため、条例の制定範囲を極めて限定的に定めている都
市計画法施行令第29条の２を廃止もしくは「参酌すべき基準」と
するよう提案する。

【制度改正の経緯】
都市計画法第29条に基づく開発許可に関する事務は、地方分権一括法の施行により、従来の機関委任事務から自治事務となり、
地方自治体の実情に応じて当該事務を処理することができるようになった。特に、開発許可の技術的細目については、土地利用に
影響が大きいことから、地域の特性に応じるべく、平成12年に都市計画法第33条第３項により条例による制限の強化、緩和が追加し
て設けられているが、同時に都市計画法施行令第29条の２により条例制定に関する基準も設けられている。
【支障事例】
公園については、都市計画法施行令25条第１項第６号で、公園の設置基準に係る開発区域面積を0.3ヘクタール以上と規定されて
いることによって、本市では0.3ヘクタールを下回る小規模な分割型開発行為が主流となり、公園の提供がなされない等の弊害を生
じている。
【制度改正の必要性】
開発許可基準について、技術的細目における政省令を撤廃し、条例委任されることにより、市民のニーズにあった公共施設等の整
備に誘導するためのツールとして条例を活用することが可能となる。
【懸念の解消策】
地域の特性に応じた条例とするため、客観的根拠を収集するとともに市民のニーズを把握し、近隣の自治体と調整を図る必要があ
る。

６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目のうち、公園等　の
設置基準（施行令25条６号）については、制度の運用実態や地方公共団体等の
意向等を調査し、その結果等を踏まえ、公園等の設置を義務付ける下限面積を
条例に委任することを含めて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 666 03_医療・福祉 指定都市 堺市、大阪府 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第3条等

幼保連携型認定こども園以
外の認定こども園認定権限
の移譲

都道府県が持つ幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の
認定権限を指定都市に移譲する。

【支障事例】
平成27年4月から幼保連携型認定こども園の認可権限が指定都市に移譲されるが、他の「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の
認定こども園の認定権限は引き続き都道府県に存置され、類型によって認定権者が異なることになる。
そのため、認定こども園に係る事務を指定都市が一体的・包括的に実施することができず、待機児童解消に向けた需給調整等の
地域の実情に応じた計画的な施策が実施できない。
また、市内の私立幼稚園及び民間保育所を対象に、子ども・子育て支援新制度にかかる移行調査を実施したが、事業者の方から、
類型の違いにより認可主体に差があることについて分かりにくいとの指摘がある。このことについては大阪府と共通認識。
【制度改正の必要性】
住民に身近で高度な専門能力を有し子育てや教育に関する広範な事務を実施している指定都市が、認定こども園に係る権限を包
括的に持つことにより、地域の実情に応じた効率的・効果的な事業実施が可能になる。
なお、まずは事務処理特例の活用状況を踏まえて権限移譲を進めるという2段階の移譲とされているが、指定都市等においては当
該事務を実施する能力を一律に有しており、特別な地域性を考慮すべき内容ではないことから、法令によって移譲すべきものと考
える。

H26 667 05_教育・文化 指定都市 堺市、大阪府 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第4条第1項第3号他 私立幼稚園の設置認可権限
の移譲

都道府県がもつ私立幼稚園の設置認可権限を指定都市に移譲
する。

【制度改正の必要性】
子ども・子育て支援新制度の導入に向けて、国からは自治体における事業者への相談・支援体制の確保や地方版子ども・子育て
会議等への幼稚園関係者の参加等を求められている。また、説明、相談、意向調査の実施など、市と私立幼稚園が密接な関係を
築くことが求められている。今後、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するという子ども・子育て支援新制度の目的を
実現していくためには、さらなる関係強化が必要。
【支障事例】
また私立幼稚園の運営実態や施設・設備面の詳細な情報を市が把握できていないため、待機児童解消に向けた幼保一体化等の
迅速な取組の推進に支障がある。事業者側からも、子ども・子育て支援新制度に係る権限が市と府にまたがっていることについて、
分かりにくいとの指摘がある。

H26 668 07_産業振興 指定都市 堺市 経済産業省（中小
企業庁）

A　権限移譲 商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律第11条
地域商業自立促進事業費補助金
交付要綱

地域商店街活性化地域振興
に資する事務の希望市町村
への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するものは、希望す
る指定都市など地域に最も身近な基礎自治体に移譲すべきであ
る。

これまで国が実施していた施策の中でも、商店街の各種事業に対する補助（地域商業自立促進事業など、地域振興に資する支援
事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要であると考えます。地域の特性に精通している基礎自
治体が、それら事業を具体的な施策として設計・運用する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置(交付金）を講じて頂きた
い。
工事内容に変更があった場合等、申請者である商店街は不慣れで説明資料の作成等の書類作成が困難なことが多く、地域の実
情や工事内容を理解している地方自治体職員に問い合わせが入る場合があります。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国の補助金の予算が配分され、移譲される権限と財源をもとに制度設計や運用をでき
るようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体的に中小企業振興に取り組むことができ、中小企業に対し
てタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用を促すことが可能となります。
地域商店街等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域商店街の一層の活性化に加えて、全国レベルのモデルとして国内
に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、地域振興に資する補助金の中でも、全国的な視点のもと国が実施する
必要があるものについては、運用面で基礎自治体がより関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度になると考えます。"

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 669 07_産業振興 指定都市 堺市 経済産業省 A　権限移譲 伝統的工芸品産業の振興に関する
法律第16条
中小企業経営支援等対策費補助
金（伝統的工芸品産業支援補助
金）交付要綱

地域伝統産業活性化地域振
興に資する事務の希望市町
村への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するものは、希望す
る指定都市など地域に最も身近な基礎自治体に移譲すべきであ
る。

これまで国が実施していた施策の中でも、伝統産業の振興に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）など、地域振興に資す
る支援事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要であると考えます。地域の特性に精通している基
礎自治体が、それら事業を具体的な施策として設計・運用する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置を講じて頂きたい。
申請者となる伝統産業の組合や事業者は、従事者の高齢化等もあり、公募事業に関する情報の収集や補助金等の関係書類の作
成が困難なことが多く、地域の実情を理解している地方自治体職員に問い合わせが入る場合があります。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国から交付金により予算が配分され、移譲される権限と財源をもとに制度設計や運用を
できるようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体的に中小企業振興に取り組むことができ、中小企業に
対してタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用を促すことが可能となります。
伝統産業事業者等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域に集積する伝統産業の一層の活性化に加えて、全国レベルの
モデルとして国内に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、地域振興に資する補助金の中でも、全国的な視点の
もと国が実施する必要があるものについては、運用面で基礎自治体がより関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度に
なると考えます。

［再掲］
４【経済産業省】
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された補助金事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等につい
て意見聴取を行うなど、地方公共団体がより積極的に案件組成に関与できる仕
組みを構築する。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 670 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 堺市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第5条、第6条の2、第
15条、第87条の2

一の指定都市の区域を一の
都市計画区域とすることによ
る指定都市の都市計画決定
権限の強化

都市計画法5条第1項に規定する都市計画区域を指定するとき
は、一の指定都市の区域を一の都市計画区域とする旨の規定の
設置

【支障事例】
区域区分の変更は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区分の決定に関する方
針」）に即して行わなければならない。
広域都市計画区域に属する本市（指定都市）が区域区分の変更を行うためには、都道府県が決定権限を有する「都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区分の決定に関する方針」）について、都道府県が作成するものを
ベースに調整する必要がある。
制度上、法第15条の2の申出、法第18条の意見聴取、法第87条の協議により、指定都市の考えを大阪府へ伝えることが可能であ
り、現状は実務的協議により内容の調整を行っている状況である。

【制度改正の必要性】
一方、単独都市計画区域である指定都市は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の決定権限を有するため、当該指定
都市の考えで「区域区分の決定に関する方針」を定めることができる。
同じ指定都市であっても、都道府県が定める都市計画区域（広域都市計画区域か単独都市計画区域）により、権限の格差が生じて
いる。

【制度改正の内容】
一の指定都市の区域を一の都市計画区域（単独都市計画区域）とする旨の法整備を行うことにより、「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」の権限を全ての指定都市が有することになり、主体性が発揮できるとともに、指定都市の格差が解消される。

H26 671 03_医療・福祉 指定都市 堺市・大阪府 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第１７条
介護保険法施行令第６条第1項

介護保険法施行令第６条に
規定する介護保険認定審査
委員の任期の緩和

介護保険認定審査会委員の任期を市町村の裁量で定めるように
する。

【支障事例】
介護保険認定審査会委員の任期は、介護保険法施行令第６条により、全国一律に２年とされている。
委員の改選時には、関係機関等との調整や委員の研修を実施するなど相当の時間と労力を要しているが、本市では、平成２６年４
月現在の委員３９０名のうち、平成２５年４月の改選時に再任された委員が３５５名と９割以上を占めており、２年を超えて再任される
委員が大多数である。
【制度改正の必要性】
今後の介護需要の増加に対応するためにも、委員の任期は全国一律に２年とするのではなく、市町村の実情に応じて柔軟に対応
できるように措置することを求めるものである。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅰ）介護認定審査会の委員の任期（施行令６条１項）については、３年を上限とし
て条例（制定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。

農林水産省須坂市一般市02_農業・農地673H26

H26 672 02_農業・農地 一般市 須坂市 農林水産省

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分 個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については 別紙を

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企業との交渉の支障となって
いる。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって農用地
の利活用が可能となるよう制度の改正をしていただきたい。

2haを超え4ha以下の農地転
用に対する農林水産大臣の
協議廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

A　権限移譲 農地法第4条、第5条 4haを超える農地転用に対す
る農林水産大臣許可を県知
事に権限移譲

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって農用地
の利活用が可能となるよう制度の改正をしていただきたい。

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企業との交渉の支障となって
いる。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 674 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第59条 都市計画事業の認可権限に
係る指定都市への移譲

現在指定都市が都道府県知事の認可を受けて施行することに
なっている都市計画事業の認可権限を指定都市に移譲

【具体的な支障事例】
都市計画法第61条において、「事業の内容が都市計画に適合し、かつ事業施行期間が適切であること」と規定されていることから
も、都市計画と事業の認可は一体のものである。現在、県の認可を受けるには、本市所管課（建築局都市計画課）が事業部署にヒ
アリングし、確認・調整しながら認可図書等の取りまとめを行い、県へ説明しているため、認可に伴う事務処理などに時間を要してい
る。また、都市計画決定権者と認可権者が別のため、事務効率に支障が生じている。

【懸念に対する方策】
都市計画事業認可権限の移譲に際しては、例えば事務処理の所管部署を別部署にするなど、土地収用に関する権限を事業認可
権者と分けることで、収用に対する公平性・公正性・透明性を確保できると考える。なお、土地収用法の事業認定権限を県に残す制
度の創設なども検討していく必要があると考える。
都市計画事業の認可権限が指定都市に移譲されれば、地域の実情に応じ事業効果の早期発現を優先に考えた事業推進が可能と
なり、事業の進捗にあわせた迅速な事務処理の実現により事業期間の短縮につながる。

【法改正イメージ】
都市計画法第87条の２に、「指定都市の区域においては、第59条から第64条にかかわらず、都道府県知事又は都道府県が行うとさ
れている事務においては指定都市の長又は指定都市が行うものとする。」という条文を追加する。

H26 675 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第19条第３項、第87条
の２、都市計画法施行令第14条、
都市計画法施行規則第13条

都市計画の軽易な変更の見
直し

現在市町村が行う「都市計画の軽易な変更」が適用されている内
容を指定都市においては道府県と同様とし、道路や公園等に関
する都市計画の変更を軽易な変更とする措置

【制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第13条第３号及び第13条第４号の規定が指定都市決定の都市計画に関する軽易な変更として認められてい
ないことにより、都市計画変更を行う場合に実施する大臣への協議、同意の手続が省略できない。道府県と同様とする措置となれ
ば、手続の一部省略化となり、効率的な事務執行が可能となり事業期間の短縮につながる。

【実例（予定含む）】
１　都市高速鉄道
①横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道中第6号相鉄・JR直通線（変更）
（告示 H24.10.5）　区域変更区間　約190m、中心線の振れは100m未満
②横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道 相模鉄道本線（変更）
（告示 H26.3.5）　区域変更区間　約330m、中心線の振れは100m未満
※施行規則第13条第4号イ（起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メート
ル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。
２　自動車専用道路（首都高速道路）（予定）
①横浜国際港都建設計画 道路　高速横浜環状北線（変更）
変更区域区間　1000m未満、中心線の振れは100ｍ未満
※施行規則第13条第3号イ（線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に
係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅲ）市町村が都市計画の変更を行う場合における軽易な変更とされる事項（施
行規則13条の２）については、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査
し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 676 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第６条の２、第７条、第
18条、第87条の２

「都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針」、「区域
区分」等に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」及
び「近郊緑地特別保全地区」に関する都市計画の決定に際する
国への協議、同意の廃止

【制度改正の必要性】
第１次勧告では、区域区分の大臣同意不要、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開保」という。）の大臣同意は
区域区分の方針に係る部分を除き不要とすべきとしている。
整開保、区域区分及び近郊緑地特別保全地区に関する都市計画は、地域の実情にあった計画であるべきだが、国の関与が必要
なため、市民に最も身近な基礎自治体が自らの責任で都市づくりを進める支障となっており、また迅速な手続を進める上でも支障と
なっている。

【協議、同意を廃止した場合でも国の利害に重大な関係がないと考える理由】
①整開保及び区域区分について
以前は大規模開発の影響から当制度の意義が大きかったが、現在は一般的に市街化調整区域の開発制限のため、国の施策の実
現ができない恐れはないと考えることに加え、必要があると認めるときは、都市計画法第24条第１項に基づき、国土交通大臣の指示
等を出すことができるため。
また、農林漁業との調和は、農振法等との調整を図る必要があるが、必要な許可手続を経れば足りると考える。
②近郊緑地特別保全地区について
近郊緑地特別保全地区は近郊緑地保全区域・保全計画との整合性や交付金活用等との調整はあるが、都市計画としては他の特
別緑地保全地区と同様と考えるため。

【法改正イメージ】
都市計画法第19条第３項及び法第87条の２第３項の規定に「但し、法第６条の２の規定は、適用しない。」を追加する。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。

H26 677 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 内閣府 A　権限移譲 災害救助法第２条・４条・18条・21条 救助の主体権限を指定都市
長へ移譲、救助の種類・程
度の拡充及び事務手続の簡
素化

災害救助法における指定都市の権限強化、救助の種類・程度の
拡充及び事務手続の簡素化

【制度改正の必要性】
災害時に市が主体的な役割を担い、緊急かつ迅速に対応するためには、災害救助法において、指定都市が道府県と同様の権限
を持つことが必要であるが、災害救助法等に規定されている救助の種類だけでは、対応しきれない状況であり、また、救助の程度に
おける費用限度額についても、現在の費用水準からかけ離れている。
対象・費用を拡充するとともに、被災自治体の判断により現物給付か現金給付かを選択できるようにすることが必要である。
【提案事項】
経費は、道府県を経由して求償することとなっているが、求償内容の確認等は、国から道府県を通じて求償した指定都市に依頼が
あり、その間の余分な事務負担と処理時間の増加が生じているため、地方分権の観点からも指定都市で要した救助経費について、
直接国に対して求償できる制度とすることが必要である。

[再掲]
５【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規
定上も可能であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらか
じめ都道府県と市町村の間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やど
のような場合に委任するのかを定めておくことが有効であることを、地方公共団体
に通知する。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 678 03_医療・福祉 指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第30条の４ 医療計画等の策定権限等の
移譲

現在,道府県が行っている「医療計画の策定」にかかる事務の権
限・財源を指定都市に移譲する。

【移譲の必要性】
医療計画に記載される二次保健医療圏の区域設定及び基準病床数の算定等については、現行、都道府県が定めることとされてい
る。また、今後、二次医療圏ごとに策定される地域医療構想（ビジョン）や病床機能報告についても、同様とされている。
本市では、大都市における2025年問題への課題解決策の一つとして、地域の実情に応じた適切な医療機能の分化と連携が必要と
考えている。
【移譲による効果】
地域医療構想（ビジョン）の策定、稼働していない病床の削減要請及び医療機関が指示に従わない場合の勧告等の権限が移譲さ
れることで、医療政策を円滑に進めることができる。

H26 679 05_教育・文化 指定都市 横浜市 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第４条、私立学校法第
９条、私立学校振興助成法第９条

私立幼稚園の認可権限等の
移譲

現在都道府県が行っている「私立幼稚園の認可」、認可に必要な
答申を審議する「私立学校審議会の設置運営」、私立幼稚園へ
の「運営指導」及び「補助金交付」にかかる事務の権限・財源を、
指定都市に移譲

【支障事例】
保育所待機児童ゼロに向けた取組の継続に向け、幼稚園を貴重な保育資源として位置づけて、本市独自施策として、幼稚園にお
ける長時間の預かり保育の拡充を進めているが、私立幼稚園に係る事務・権限が道府県にあるため、事務執行に当たっては、都道
府県との調整が必要な状況である等、資源を有効に活用できていない。
具体的には、東日本大震災直後の預かり保育の実施について、早急な対応が求められる中、制度の趣旨から引き続き実施してもら
うよう協力要請する方針を市として打ち出したが、日中の教育時間にかかることは県の所管であるため、調整を行う必要が生じ、幼
稚園への周知に時間を要した。
【制度改正の必要性】
現在子ども・子育て支援新制度の施行に向けて幼稚園の給付対象施設への移行を進めているが、私学助成の幼稚園も残ることが
想定されている。
今回の提案が実現することで、幼児教育行政と保育行政の一体的な実施により、保育所待機児童ゼロに向けた取組の継続や子ど
も・子育て支援新制度への移行を見据えた円滑な対応が可能となる。

H26 680 11_その他 指定都市 横浜市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方財政法第５条第５項 地方債対象事業の拡充 民間事業者による公共施設整備（株式会社による保育所整備な
ど）補助に要する経費、公共施設の維持補修に要する経費、基
本設計等の建設に係る事務的経費等への起債充当を可能とす
ること

横浜市では、施策推進と財政健全性のバランスをとりながら地方債を活用しているが、地方債は地方財政法により充当対象の制限
があり、地方債の対象となる新規の施設整備から対象とならない保全への移行、扶助費の増加等による所要一般財源が増加してい
る中では、今後、予算全体の収支を合わせるための財源が確保できない状況が生じかねない。地方が自主的・自律的に地方債発
行総額を決定するにあたり、充当対象事業の選択肢を増やすことが必要。
保育所待機児童ゼロに向け、株式会社の参入を進める等の取組を行っているが、他団体への補助に関する地方債の対象は「公共
的団体が設置する公共施設の建設事業に係る助成に要する経費」に限定されており、株式会社に対する補助には地方債を充当で
きないため、財源の確保が困難となる恐れがある。（例：保育所整備　27件　約7億円　（26年度予算・一般財源ベース）、この他小規
模多機能型居宅介護事業所、グループホームも株式会社が整備している例あり（26年度予算は全額国費又は県費だが、今後市費
負担が発生する可能性あり））
公共施設の長寿命化に資する大規模修繕は起債対象だが、それ以外の維持補修費についても施設を耐用年数まで活用するため
に必要な経費であり、平準化により安定的な財政運営が可能となる。（公共施設の保全費計 約312億円（26年度予算・一般財源
ベース））
その他、基本設計など建設に係る事務的経費等についても、地方債の対象として拡充することにより、自主的かつ安定的な財政運
営が可能となる。（例：施設等整備費1,835億円に対し、基本設計約15億円等（26年度予算・一般財源ベース））

H26 681 11_その他 指定都市 横浜市 財務省 B　地方に対す
る規制緩和

財政融資資金の管理及び運用の
手続に関する規則第14条他

地方債の財政融資資金借入
に係る提出書類の簡素化

財政融資資金の借入にあたって、財務事務所への提出書類の
簡素化

地方債の発行にあたっては、地方の自主性をより高める観点に立って導入された地方債協議制度に則って、各団体で適債性や充
当事業の進捗状況を責任もって判断した上で総務省との協議等を経るなど、地方財政法に基づいた適正な手続きを踏んでいる
が、財政融資資金の借入にあたっては、充当対象事業の説明を詳細に行うための書類の提出が財務事務所から求められており、
事務負担が増大している。
借入時の提出書類を簡素化することにより、さらなる自主的かつ効率的な運用が可能となる。
具体的には、申込書（公印付きのあたま紙）以外の全ての書類を廃止いただきたいが、現実的に困難であれば、申込書以外の書
類の記載項目を減らし、統合することを提案する。
【書類の廃止・統合が可能と考える理由】
総務省との協議等を経るなどの適正な手続きに則っていることや、財務省としても貸付先の償還確実性を考慮して貸付を行ってい
ることを踏まえれば、事業の詳細な説明を地方に求める必要性や合理性は乏しいのではないかと考える。事業の概要のみ把握する
という観点から、必要事項を絞って書式を最小限に統一することが可能ではないか。

６【財務省】
（１）財政融資資金法（昭26法100）
財政融資資金の借入に係る財務大臣への申込み（財政融資資金の管理及び運
用の手続に関する規則（昭49大蔵省令42）29条）については、融資審査の手続を
簡素化・効率化するため、提出書類について削減等の見直しを行う。

H26 682 02_農業・農地 指定都市 横浜市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項、第4項

農業振興地域制度の農用地
利用計画の策定・変更に係
る県の同意の廃止

市が定めている農業振興地域整備計画について、県知事が行う
「同意」を不要とする。

・横浜市の農業振興地域整備計画の策定、変更に対し、神奈川県知事の同意が不可欠な制度となっており、市の行政計画としての
自主性を発揮するための支障となっている。
・農業振興地域整備計画の変更に際し、県知事の同意を得るための現地案内や説明資料作成、調整等に多大な時間及び作業を
要し迅速性を欠いている。
・例えば、市が行う公共事業に係る案件の県との調整が長引くことにより、道路事業に遅れが生じている。この結果、見通しの悪い不
整形な道路が長期間にわたり存在することになり、バスや大型トラックの通行に支障が出ていることや、歩道が途切れる原因となって
いる。

H26 683 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第８３条
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊の災害派遣要請権限
の全市長への移譲

市長が自衛隊に対して直接、災害派遣を要請できるようにし、派
遣要請は都道府県に事後報告することとする。

【制度改正の必要性】
大規模災害発生時においては、72時間以内の人命救助に象徴されるように、迅速な応急対策が求められる。
【制度改正による効果】
事態を最も把握している現場の被災市の長である市長から、取りまとめ役の県を経由することなく、直接、自衛隊に対して災害派遣
を直接要請できる権限が付与されれば、大規模災害発生時の通知事務の簡素化や迅速な派遣要請の実施につながり、住民の生
命を守るための救助活動等も、より迅速な対応となることが見込まれる。
【懸念の解決策】
なお、本提案は、災害対策法の前提である「地方公共団体による広域的な対応を行っても解決できない場合」を崩しておらず、要
請をするときは、既に地方公共団体では対応できない状況で、迅速性や事務の効率化を最優先に考えるべきであることから、都道
府県知事のみが災害派遣要請を行う合理的な理由はない。また「要請が集中する」との懸念については、そのような状態は甚大な
被害が想定される災害であり、権限移譲による弊害ではなく、むしろ国において情報収集が遅くなる要因となるのではないか。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 684 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 内閣府、警察庁 A　権限移譲 災害対策基本法第76条第１項
災害対策基本法施行令第33条第１
項及び第２項

緊急通行車両の確認（通行
許可）権限の指定都市長へ
の移譲

現在、緊急通行車両の許可は、政令市で判断できず、各事業所
が知事又は都道府県公安委員会に申請を行うこととなっている。
災害時の緊急通行車両の確認権限を指定都市にも付与するこ
と。

【提案事項】
災害時においては、緊急通行車両の許可の手続きについて迅速な対応が求められることから、規模・能力のある政令指定都市も窓
口となり、緊急通行車両の許可について判断を行うことができるようにすべきであると考える。
【制度改正の必要性】
また、実際の災害の状況によりどのような車種が必要になるか、その際にどの車両が使用可能であるかは、発災後初めてわかるもの
であり、緊急通行車両として申請が必要な車両は、事前にすべてを予測し得るような性質のものではなく、「事前届出制度」で全てを
対応できると結論づけるには限界がある。
また、今後の震災時の対応についても、例えば民間の運送会社等を利用する際に、今現在、どの車両が本市近辺に在しており、使
用可能であるかは、発災の際にわかることであり、事前の申請のみでは対応できない事態も容易に想定される。
【支障事例】
東日本大震災においては、本市に対して被災地から救援要請があり、迅速な対応が求められた。物資の搬送や本市職員の応援派
遣にあたり申請を行ったが、その申請の度に手続きを行わなければならず、事前届出を行っていない車両に関しては審査が省略で
きないなど、申請確認に時間を要した実態がある。この権限が本市にあれば、さらに迅速な対応ができたと考える。
結果として14件の申請を行ったが、その中には災害対策用の車両のみならず、被災地からの要請に応じ、給水車や市営バスの車
両等を活用するなど、想定とは異なる車両も活用している。
【制度改正の効果】
このように、発災時には混乱が生じ、申請確認に時間がかかることが想定されるが、仮に権限が指定都市にあれば、より迅速かつ多
様な応援派遣等の実施が可能となる。

H26 685 07_産業振興 指定都市 横浜市 経済産業省 A　権限移譲 ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金交付要綱
エネルギー使用合理化等事業者支
援補助金交付要綱
エネルギー使用合理化等事業者支
援補助金（小規模事業者実証分）
交付要綱

国が地方自治体を経由せず
民間事業者に直接交付して
いる補助金の地方移管

地方自治体が独自制度と一体的に実施できるよう、国が実施す
る地方自治体を経由せず中小企業等へ直接交付している中小
企業支援や地域の産業振興のための補助金（いわゆる「空飛ぶ
補助金」）の地方自治体への交付金化

多くの地方自治体では、それぞれの創意工夫のもと、地域の実情を踏まえた中小企業に対する独自の助成制度を実施している。
一方で、国の平成25年度補正予算事業「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」は、平成24年度補正予算
事業を拡大して実施されているが、地方自治体が直接関与しない制度となっており、地域の事業者の様々な要望や要請等を踏まえ
た運用がしにくい仕組みとなっている。また、「エネルギー使用合理化等事業支援者補助金」も同様に、地方自治体が関与しない制
度となっている。
横浜市では、新技術・新製品開発に取り組む中小企業を支援する「中小企業新技術・新製品開発促進事業（ＳＢＩＲ）」、中小製造業
が行う設備投資等について経費を助成する「中小製造業設備投資等助成事業」を行っているが、国の支援制度は本市制度との一
体的な支援とはなっていない。
地域の産業振興に密着した事業については、地域の中小企業の課題を把握している地方自治体が、より柔軟に運用できる仕組み
とすることが必要と考える。国において、過去２か年の補正予算事業等も含め、同種の事業を展開するのであれば、上記の趣旨を
踏まえ、地方自治体が関与できる制度としていただきたい。
　※補助金の流れ：経済産業省→横浜市（交付金）
地方自治体が、国の交付金を活用し、独自制度と一体的に中小企業への支援を実施することで、自治体の判断による対象の上乗
せや制度拡充、地方の実情や中小企業からの要望等を踏まえた効果的・効率的運用、申請手続きの簡素化等が可能となる。
・また、地域の中小企業にとっては、ワンストップでの申請・利用が可能になるなど利便性の向上となる。

H26 686 04_雇用・労働 指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限移譲 緊急雇用創出事業等実施要領 国が都道府県に設置する緊
急雇用創出事業臨時特例基
金の指定都市への設置

緊急雇用創出事業臨時特例交付金の基金事業の実施主体に指
定都市を追加

【現状】
緊急雇用創出事業臨時特例基金（厚生労働省所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県となっている。県に基金がある
ことで、国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のうち、どの程度本市が活用できるかが、国から県に交付
された時点ではわからず、事業の確実性が担保されないため、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うこ
とができない。また基金の積み増し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の予
算計上のタイミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある（市では25年度は5月補正、9月補正、26年度は5月補正を行って
いる）。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な取組を計画的かつ迅速
に行うことが可能となる。

H26 687 11_その他 指定都市 横浜市 内閣府（消費者庁） A　権限移譲 地方消費者行政活性化基金交付
要綱

国が県に設置する地方消費
者行政活性化基金の指定都
市への設置

国が県に設置する地方消費者行政活性化基金の造成につい
て、指定都市にも造成することを可能にする措置

【現状】
地方消費者行政活性化基金（消費者庁所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県となっている。県に基金があることで、
国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のうち、どの程度本市が活用できるかが、国から県に交付された時
点ではわからず、事業の確実性が担保されないため、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うことができな
い。また基金の積み増し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の予算計上のタ
イミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な取組を計画的に行うこと
が可能となる。

H26 688 04_雇用・労働 都道府県 大阪府、和歌山県、鳥
取県

厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法 ハローワークの都道府県へ
の移管（特に「わかものハ
ローワーク」等の先行実施）

ハローワークを都道府県へ移管する。また、特に「わかものハ
ローワーク」等について、移管を先行実施する。

【現状・支障事例】
本府では、求職者の個々の状況に応じた就職支援や、中小企業向けの人材採用支援等を行う「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」を設置
し、ハローワーク大阪東の分室と一体的実施に取り組んでいる。
具体的には、大阪労働局の協力を得ながら、府の受託事業者によるきめ細かなカウンセリングとハローワークの有する豊富な求人
を組み合わせた就職支援を実施しているが、一体的実施ではハローワークの実施する職業相談や職業紹介に関し地方自治体が
責任を負うことができず、また、府内各地域での展開ができないため、地方が自らの判断と責任で各地域の諸課題に取り組もうとす
る地方分権改革の観点からは不十分。
【制度改正の必要性】
今後、生活困窮者自立支援法の施行により、市町村とハローワークとの一体的な就労支援が求められることから、市町村と緊密に
連携できる都道府県にハローワークを移管すべきである。
【閣議決定を踏まえた必要性】
国においては、ハローワーク特区や一体的実施の取組みなどが進められていることは理解するが、とりわけ若年者に対する就職支
援は、都道府県で実施しているキャリア教育や職業訓練、中小企業支援との緊密な連携が重要であることに加え、労働力人口の減
少が進む中で若者と魅力ある中小企業とのマッチングを早急に促進することが不可欠であることから、「わかものハローワーク」と「新
卒応援ハローワーク」については、先行して都道府県に移管することが必要である。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。
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H26 689 05_教育・文化 都道府県 大阪府 文部科学省 A　権限移譲 市町村立学校職員給与負担法（5
条）
地方教育行政の組織及び運営に
関する法律（附則15条）
義務教育費国庫負担法（8条）
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律（9条）

県費負担教職員の給与等の
負担・定数の決定・学級編制
基準の決定の移譲

県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の
決定の移譲
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【制度改正の経緯】
県費負担教職員の人事権を有する指定都市に対して、給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の決定を移譲することを内容と
する「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第４次一括法）が本年６
月４日に公布され、平成２９年度を目途に移譲されることとなった。
大阪府では、地方分権をより一層推進する観点から、義務教育の実施主体である市町村の権限と責任を明確化するため、条例に
よる事務処理の特例制度を活用し、小中学校の教職員の人事権を平成２４年度に豊能地区３市２町（豊中市、池田市、箕面市、豊
能町、能勢町）へ移譲した。
【制度改正の必要性】
県費負担教職員の人事権と給与負担は一致すべきであることから、特例制度により人事権を移譲した市町村に対しても指定都市と
同様の取扱いがなされれば、市町村がより主体的に義務教育を実施することができるようになる。
【制度改正の効果】
義務教育の実施主体である市町の責任と権限が明確になる。
給与や勤務条件を独自に決定できることにより、地域の実情に応じた特色ある教育を行なうための人材を確保する事ができる。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 690 03_医療・福祉 都道府県 大阪府・兵庫県・和歌
山県・鳥取県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

平成１８年３月１４日厚生労働省令
第３４号「指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運営に関
する基準」第６６条第２項第１号、同
項第２号、第７４条第１項
介護保険法第７８条の４第５項（関
連）

小規模多機能型居宅介護
（地域密着型サービス）の普
及に向けた基準の緩和

認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持するために有
効な介護サービスである小規模多機能型居宅介護（地域密着型
サービス）を普及させるため、人員、運営等の基準を緩和する。

【現状・支障事例】
「小規模多機能型居宅介護」は、「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせて、利用者の在宅生活の継続を支援するものであり、
今後、増加が予想される認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持するために有効な、市町村が指定する介護サービスで
ある。また、地域包括ケアシステムにおいても、中核的な役割を担っていくことが可能と考えられている。
しかし、大阪府内市町村における当該サービスは、地域包括ケアシステムの圏域である中学校区（４６４校区）と比較し１７６事業者と
普及が進んでいない状況である。
これは、サービスの利用に介護支援専門員（ケアマネジャー）を変更する必要があることや、少ない登録定員や利用定員などの基
準が、地域の利用者ニーズや事業者の採算性などの課題となり、事業者参入の障壁となっているためである。
【制度改正の必要性】
このため、「小規模多機能型居宅介護」が普及できるよう、通いサービスの利用定員数の上限の引き上げや、介護支援専門員との
契約を利用者選択とするなど、厚生労働省令（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号「指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準」。）の基準の緩和を求める。

H26 691 03_医療・福祉 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、鳥取県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

老人福祉法第１５条、第１５条の２、
第１６条
介護保険法第７０条、第７５条、第８
６条、第８９条、第９１条

介護保険法及び老人福祉法
に基づく重複する申請等の
一本化

老人福祉法と介護保険法では、同一施設について各々の法で規
定されているため、事業開始時やその後変更が生じた際には各
法に基づく書類の提出が必要となっている。
事業者にとっては、一つの事業であるにもかかわらず、2種類の
書類の提出が必要であり、非効率かつ負担となっているため、介
護保険法上の申請があった際には老人福祉法上の届出があっ
たとみなす「みなし規定」を老人福祉法に設ける。

【現状・支障事例】
介護保険法に規定される「通所介護事業所」、「短期入所生活介護事業所」、「介護老人福祉施設」等は、それぞれ老人福祉法に
規定される「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」、「特別養護老人ホーム」であり、事業開始時や、その後変更が生じ
た際には、それぞれの法に基づく届出が必要となっている。このため、社会福祉法人等の事業者は、事業としては一つであるにもか
かわらず、二種類の書類の提出が必要となっており、非効率な状況となっている。
【制度改正の必要性】
このため、老人福祉法に基づく届出を行うもののうち、介護サービス事業者が、介護保険法の規定による指定申請（第70条、第86
条、老人福祉法第15条）、変更届出（第75条、第89条、老人福祉法第15条の2）又は廃止・休止届出（第75条、第91条、老人福祉法
第16条）を行うものについては、老人福祉法の届出があったこととする「みなし規定」を老人福祉法に設けることによって、非効率な
状況を改善し、届出事務の効率化及び事業者の負担を軽減することができる。
【懸念の解消策】
「みなし規定」を設けることによる支障としては、介護保険法に係る事務と老人福祉法に係る事務の所管が別所属となっている場合
等に、関係所属に十分情報が伝わらず、事務に支障を来す場合が考えられるが、この問題については所属間の連携、情報交換を
密にすることにより対応が可能と考える。

［再掲］
６【厚生労働省】
（11）老人福祉法（昭38法133）及び介護保険法（平９法123）
介護保険サービスを提供するに当たって、老人福祉法上の老人居宅生活支援事
業の開始、変更の届出（老人福祉法14条及び14条の２）等と、介護保険法上の指
定居宅サービス事業所の指定、変更の申請（介護保険法70条及び75条）等のそ
れぞれの手続が必要であるが、申請書の一本化や重複する必要書類の省略等、
地域の実情に応じて手続を簡素化することは現行制度上問題ないことを、地方公
共団体に周知する。

H26 692 03_医療・福祉 都道府県 大阪府・京都府・兵庫
県・徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法施行規則第38条、第41
条、52条、55条

要介護認定の有効期間の延
長

要介護認定の有効期間の更なる延長及び基準の簡素化を求め
る。

【現状・支障事例】
介護サービスを利用するために必要となる要介護（要支援）認定には有効期間があり、有効期間を過ぎてなお、介護サービスを受
けるためには、有効期間を更新することが必要である。団塊の世代が65歳を超え、今後、要介護（要支援）認定の申請件数が増加
することが見込まれている中で、現在の有効期間は、最長で2年であり、更新のための件数もますます増加することが予想される。
また、有効期間の基準としては、別添参考資料「現状の要介護（要支援）認定の有効期間について」のとおり、複雑多岐にわたって
いる。
【制度改正の必要性】
このため、認定事務を行う保険者の負担軽減のために、要介護認定の有効期間の更なる延長（原則の有効期間の延長、設定可能
な有効期間の期間延長。なお、延長期間を何月にするかは、その根拠とともに別途検討が必要)及び、更新申請については①～④
の種別に関わらず、有効期間を統一するなど基準の簡素化を求める。
【懸念の解消策】
なお、有効期間の延長は、介護報酬増加となるのではという懸念があるが、状態が変われば、区分変更申請が可能であり、また、長
期に高い介護度で推移し今後も改善が見込まれない高齢者(例えば、寝たきりなど)に対しては、更新の認定を行うことで、本人の負
担や保険者の負担が生じているため、設定可能な有効期間を延長することで、事務負担の軽減が図れるものと考える。

H26 693 03_医療・福祉 都道府県 大阪府 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第129条、介護保険法
施行令第38条

介護保険料の賦課にかかる
負担の公平化

現在、本人や同じ世帯に属する者の個人住民税の課税状況に
応じて段階的に設定している第１号保険者の介護保険料につい
て、被保険者個人の所得の実態に合ったものとし、負担の公平性
を確保する観点から、被保険者個人単位での賦課や、保険料の
算定に定額制と定率制を併用する「新しい仕組み」の導入ができ
るよう、介護保険法等について、所要の規定整備を行う。

【現状・支障事例】
現在、第１号保険者（６５歳以上の高齢者）の介護保険料については、本人や同じ世帯に属する者の個人住民税の課税状況に応じ
て段階的に設定しているが、本人が非課税でも世帯に課税者がいるため保険料が高くなるなど、必ずしも被保険者個人の所得の実
態と合っていない。
【制度改正の必要性】
このため、保険料を被保険者個人の所得の実態に合ったものとし、負担の公平性を確保する観点から、被保険者個人単位で賦課
することができるようにする。
また、低所得者の保険料負担を軽減するため、保険料の算定に定額制と定率制を併用する「新しい仕組み」を導入する。

※保険料の額は、各市町村における介護サービスにかかる費用の総額（利用者負担分を除く）の２１％分に応じて第１号保険者の
保険料の基準額を算出し、市町村は、その基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて保険料を決定している。（別紙参考資料のと
おり）
また、保険料は、被保険者の所得状況に応じてきめ細かな段階を設定できるよう配慮されている。
設定方法の原則は、本人が市民税非課税の場合は基準額を納め、世帯非課税の場合は軽減された額を、本人課税の場合は基
準額より高い額を負担する仕組みとなっている。
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H26 694 03_医療・福祉 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第５１条の３ 介護保険制度における「補
足給付」の拡充

低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用するにあ
たり、居住費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設
定し、基準額との差額を支給する「特定入所者介護（予防）サー
ビス費」の支給（補足給付）の対象に「認知症対応型共同生活介
護」（グループホーム）も含めるよう、介護保険法について所要の
規定整備を行う。

【現状】
介護保険制度では、低所得者の施設サービス利用が困難とならないよう、低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用
するにあたり、居住費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設定し、基準額との差額を支給する特定入所者介護（予防）
サービス費」を支給（以下「補足給付」という。）することとしている。
【支障事例】
現在、補足給付は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に常時入所する施設サービスと、介護保険施設に短期間入所する短
期入所サービスのみが支給対象で、居住系のサービスは対象となっておらず、居住費や食費の負担等により、低所得者がグルー
プホームを利用できないという事態が生じている。
【制度改正の必要性】
今後、認知症高齢者の急激な増加が見込まれる中、低所得の認知症高齢者のサービス利用が困難とならないよう、認知症のため
介護を必要とする人が少人数で共同生活するための居住系サービスである「認知症対応型共同生活介護」（グループホーム）も補
足給付の対象とする必要がある。

H26 695 09_土木・建築 都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業基盤整備促進事業実施要綱
第３　事業の実施区域

都市部における小規模集団
農地の生産基盤整備に係る
支援

農業振興地域内外の概ね５ｈａ以上の集団農地においても、都道
府県が守り、活用すべき農地として府県条例で指定した農地であ
れば、ほ場整備をはじめとした生産基盤整備が国庫補助により実
施可能となるよう「農業基盤整備促進事業実施要綱　第３　事業
の実施区域」の改正を求める。

【制度改正の経緯】
近年、農空間（農地）を支える農業者の高齢化や後継者不足が顕著になっており、府内農地の面積は年々減少傾向にあり、その公
益的機能の低下が府民生活にも大きな影響を及ぼす恐れがあるため、本府では、平成20年に施行の「大阪府都市農業の推進及
び農空間の保全と活用に関する条例」に基づき、市街化調整区域内の概ね５ha以上の集団農地等を農空間保全地域として指定
し、農空間の保全を推進してきたところ。今後、これらの農地を営農者が地域の協力の下にしっかり保全し、大消費地である都市近
郊を活かした農業を振興するためには、国庫補助事業を導入し、ほ場整備など営農条件の改善を図る必要がある。
【支障事例】
国庫補助事業を受けて実施する生産基盤整備の要件は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域農用地区
域であることとなっているが、府では農用地区域に含めなければならない10haの集団的農地が少なく、また、法10条3項5号の規定
による、10ha以下の集団的農地の農用地区域の指定についても土地所有者の都市的土地利用への期待感などから、非常に難し
く、府内の13,711haの農地の中で農振農用地は4,633haと1/3程度である。
【留意点】
府条例に基づく農空間保全地域に指定に関する規制条項は定めていないが、市街化調整区域内の概ね５ha以上の集団農地
4,680haを国庫対象として生産基盤整備を実施した場合おいても、「補助金等に係る予算の執行に関する法律適正化法」第17条
（義務違反に対する交付決定の取り消し）、第22条（財産処分制限）等を遵守することにより、目的外使用や受益地の転用防止が図
られる。

H26 696 02_農業・農地 都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業経営基盤強化促進法第5条第
3項、第17条第2項
農地中間管理事業の推進に関する
法律第2条第3項

生産緑地における農業経営
基盤強化促進法及び農地中
間管理事業法に基づく農地
貸借を可能とすること

生産緑地において、都市住民など多様な担い手の参入を促進す
ることで都市農業の振興や都市農地の保全が図られるよう、農業
経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業法に基づく農地貸
借を可能とされたい。

【現状】
大阪府の農地面積13,711haのうち市街化区域内農地は約3割。その中の約6割、2,139haが生産緑地であり、大きなウエートを占め
ている。
収穫量が全国でも上位を占めるシュンギク（2位）、コマツナ（8位）などの軟弱野菜は、消費地に近い生産緑地で多く生産されてお
り、新鮮で安全・安心な農産物供給の重要な場となっている。
また、同時に生産緑地は、都市部のみどりの創出、教育、防災など多様な公益的機能を発揮している。
【制度改正の必要性】
一方、農業者の高齢化や担い手不足、農地面積の減少、遊休農地の増加など、都市農業を取り巻く状況は非常に厳しく、いかにし
て農地を保全し農業振興を図っていくかが課題。
大阪府では平成20年に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を制定し、担い手対策はもとより、生産緑
地を含む優良農地を「農空間保全地域」として指定・公表し、農地保全を図ってきたところ。
なかでも、農地保全の有効な方策として農地貸借があるが、生産緑地に関しては農業生産基盤強化促進法や農地中間管理事業
法による貸借が法令上認められていない。
これらを可能とする措置を講じていただくことで、一層の都市農地保全と都市農業の振興を図りたい。

６　【農林水産省】
（28）都市農業の振興に関する事務
都市農業の振興の在り方等については、農林水産業・地域の活力創造プラン（平
成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定）における位置付け等を
踏まえつつ、都市における農地の有効な活用及び適正な保全を図る観点から、
検討を進める。

H26 697 09_土木・建築 都道府県 大阪府 内閣府、総務省、
国土交通省

A　権限移譲 地方交付税法第10条（普通交付税
の額の算定）、第11条（基準財政需
要額の算定方法）等

直轄道路の移管路線の維持
管理費に関する財源措置

平成25年12月20日の閣議決定に基づく権限移譲における直轄
国道の移管路線の財源措置について、維持管理費は、個別の箇
所に係る所要額を適切に積み上げた総額を、基準財政需要額
に反映し、事業費に応じた交付税措置を講ずるとされているとこ
ろ。

移管にあたっては、従前の管理水準を確保するため、上記の交
付税による措置額と、現在の維持管理に関する所要額との間に
乖離が生じる場合、不足額について、交付税額の上乗せや、交
付金等による財源措置を提案する。

【現状】
「事務・権限移譲の移譲等に関する見直し方針について」（H25.12.20閣議決定）に基づく、権限移譲における移管路線の維持管理
費に対する財源措置については、全国知事会が、H25.11.14「『直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について（案）』に対す
る意見」にて言及しているように、地方に移譲された道路・河川の維持管理に支障が生じることのないよう、維持管理に要する費用に
ついて歳入歳出両面にわたって適切かつ明確な財政措置を講じること、事業費に応じた交付税措置を講ずることにより、従前と同
様の管理水準を確保することを前提に行うことを求めているところ。
【支障事例】
移管路線の維持管理に関する措置額は、既管理路線の維持管理にも影響を及ぼすこととなるが、現行の交付税措置では、全国一
律の算定方法により基準財政需要額を算出しており、大阪府下の対象路線においては、交通量も多く、都市部の特殊性等から、従
前の管理水準を確保するための所要額が措置されない可能性がある。
【制度改正の必要性】
まずは、閣議決定に基づく交付税措置に関し、維持管理に関する所要額が確保されていることを判断するため、移管路線におけ
る、現状の維持管理に係る費用の提示を受ける必要がある。

H26 698 06_環境・衛生 都道府県 大阪府
和歌山県
鳥取県

厚生労働省 A　権限移譲 水道法施行令第14条第1項 水道事業経営の認可等の権
限移譲

厚生労働大臣が有する水道事業経営の認可等の権限につい
て、都道府県知事への移譲を進める。
【具体的な改正内容】
水道法施行令第14条第1項中「及び河川の流水を水源とする水
道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする
水道事業」を削除し、水道用水供給事業を経営する者から水の
供給を受ける水道事業に係る事務についてはすべて都道府県が
行う。また、それが困難であれば、当該規定中の給水人口を5万
人の規模から拡大する。

【現状・支障事例】
別紙参照。
【制度改正の必要性】
地方分権に関する過去の厚生労働省見解では、5万人超の規模の水道事業認可における水利調整等の必要性から、河川の流水
を水源とする水道事業については国において直接管轄することが適切とされ、水道用水供給事業者についても、同様の取り扱いと
なっている。しかし、近年、水需要が年々減少し、自己水を廃止して企業団から全量を受水する事業体が増加している中、今後、新
たな水源開発を伴う事業認可は見込まれない。隣接水道事業や、水道用水供給事業と水道事業等の間での水平統合・垂直統合
の検討が進められている現状においては、隣接している水道事業者について水利調整の有無、5万人超の認可権限のラインで分断
することは、事業間調整を複雑にし、広域化を加速できないひとつの要因となっている。
【提案が実現した場合の効果】
そこで、今後は、水利調整に主眼を置くのではなく、地域の一体性に主眼を置くことに転換し、一定規模まで（大臣認可の水道用水
供給事業からの受水のみの水道事業）の権限を都道府県知事に移譲していただきたい。水道法第5条の2の広域的水道整備計画
と、同法第6条の事業認可の権限を併せ持つことで、都道府県知事が水道の広域化をさらに推進することができるようになる。また、
水利調整の必要があると考えられる大規模な水道用水供給事業、水道事業については、引き続き大臣認可として国による関与も存
続させることで、役割分担が適切化されると考える。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）
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H26 699 07_産業振興 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、徳島県

経済産業省、総務
省

A　権限移譲 産業競争力強化法第１１３条、第１
１４条、第１３７条３項、第１４０条１項
６号

創業支援事業計画の認定権
限の都道府県への移譲

産業競争力強化法　第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０
条１項６号に規定する「市区町村創業支援計画」に関する経済産
業大臣、総務大臣及びその他の主務大臣（関係する施行令、施
行規則を含む）における権限を都道府県に移譲されたい。
第１１３条　創業支援事業計画の認定
第１１４条　創業支援事業計画の変更等
第１３７条３項　報告書の徴収
第１４０条１項６号　 主務大臣等

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町村のきめ細かな実情を把握することは現実的で
はなく、計画認定に向けた指導・助言等のフォローアップを的確に行うことは難しいと考えられる。
国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局に素案を提出、2月14日に中小企業庁に計画
を提出という、極めてタイトな日程であり、このため大阪府内で６市がこのスケジュールに間に合わなかった。都道府県に認定権限が
あれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考えられる。
さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマーケットは市区町村エリアを超えており、都道府県
レベルの創業支援施策と密接に連携した取組が求められる。しかし、現行制度においては、都道府県レベルの官民の創業支援施
策との調整・最適化を行うことができない。
【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができるが、第１回・第２回認定において、各々２件しかな
かった。創業者のマーケットの広さは多種多様であり、現行制度では創業者のマーケットに合わせた市区町村の組合せを一律で構
成することはできないため、都道府県レベルの官民の創業支援施策との調整・最適化が不可欠である。
行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行えば、場合によっては地方自治法上の様々な
連携手続（機関等の共同設置、事務の委託等）で、市区町村間のより強固な絆づくりを誘導することも可能である。
【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係する内容が含まれた場合、各所管省庁との調整
に時間を要すると想定される。一方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策定に係る指導・助言から認定までの手続を一元的か
つ円滑に行うことができる。申請者である市区町村にとっても事務の効率化ができる。
※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の80％以上が市区町村のエリアを超えている。（同
一市町村19.6％、同一都道府県39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

［再掲］
４【総務省（２）】 【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実
施に資するため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、
都道府県の関係機関が創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中
に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達
成に向け、原則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 700 09_土木・建築 都道府県 大阪府 国土交通省 A　権限移譲 道路法第12条（国道の新設又は改
築）、第13条（国道の維持、修繕そ
の他の管理）、河川法第9条（一級
河川の管理）等（道路法、河川法等
に基づく、直轄国道及び直轄河川
に係る整備等に関する計画、工事
及び管理の実施等に係る部分）

複数都道府県に跨る直轄国
道・河川に係る権限の移譲

昨年12月20日の政府の「事務・権限の移譲等に関する見直し方
針について」の閣議決定を受けて、直轄国道・河川の権限移譲に
ついて、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市との個別
協議が再開され、協議が整ったものについては、移譲が進められ
ることとされている。
しかしながら、今回の権限移譲は、同一府県内に起終点がある区
間やバイパスの現道区間などに限定されており、移譲先も単独の
都道府県及び政令市のみとなっている。
複数の都道府県に跨がるものについて、関西広域連合など、広
域行政組織等への移譲を求める。

【制度改正のメリット】
道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事業を実施していることから総
合的な対応が困難な状況であるが、関西広域連合であれば、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全など広域行政を
現在推進しており、構成府県・政令市と一体的に事業を実施することで、圏域内の市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞き
ながら、従来の縦割り行政にとらわれない、より地域の実情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
【地域の実情を踏まえた必要性】
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実施することで、地域住民
(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるとともに、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する
窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の利便性が向上する。
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるために、災害時の対応等を含めた国と地方との適切な役割分担を考慮
しながらも、複数の都道府県に跨がる直轄国道・河川についても可能な限り移譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振
興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点から、住民目線にたった地域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能と
なる。
【懸念の解消策】
全国知事会（平成２５年１１月１４日、「直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について（案）に対する意見」）で言及されているよ
うに、複数の都道府県に跨るものについて広域での移譲を進めるため、財源措置等を含めて、その受入体制の枠組みづくりの検討
が必要であり、具体の移譲に当たっては、所要財源の確保、人員・資機材の移管が前提となる。

H26 701 03_医療・福祉 都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第10条、地域保健法施
行令第４条

保健所長の資格要件の条例
委任（参酌基準化）

保健所長の資格要件を条例委任（参酌基準化）とすること。（ただ
し、保健所内には医師を配置することを条件とする。）

【支障事例】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の専門性を有すると認められ
る場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長に充てることができるよう要件緩和がされているもの
の、なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難である。
保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、一人の所長が他の管轄地域の所長を兼務するケースも
出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保健所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合が
ある。また、突発的な健康危機管理事案等に対して、本務・兼務の両管轄地域の対応が十分に行えない場合も想定される。
当県においては、離島を有するなどの地理的な特性により、１３保健所のうち、４保健所で保健所長が兼務している状況。（県内の
保健所設置位置及びその兼務状況は別紙のとおり）
【制度改正の必要性】
保健所に公衆衛生に対応できる医師を配置することを条件に、保健所長の資格要件を保健所設置主体の条例に委ねることにより、
保健所における健康危機管理事案等等の役割を十分考慮しつつも、地域における公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が
可能なるとともに、危機管理対応も十分可能である。
特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保困難な地域や複数保健所長を一人の所長が兼務しているような事態が生じている地域等
においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長の資格要件が廃止できれば、柔軟な人事配置が可能なことから、管轄地
域における円滑な業務運営に寄与するものである。

H26 702 03_医療・福祉 都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条，児童福祉の設
備及び運営に関する基準附則第２
項

保育所の保育士定数への准
看護師の算入を可能とする
規制緩和

児童福祉施設の設備運営基準（省令）により，乳児４人以上を入
所させる保育所においては，看護師と保健師が保育定数に算入
することができるとされている（従うべき基準，民間保育所に対す
る国庫負担対象）が，当該省令を参酌基準化することなどにより，
准看護師も定数算入対象とすること。

【支障事例】保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急変への適切な対応などのため、看護師など医療・保健の
有資格者を保育所に配置する必要性が高まっている。
省令では、乳児４人以上を入所させる保育所にあって、看護師又は保健師を１人に限って保育士とみなして配置することができるこ
ととされ、看護師配置を促進している。
しかしながら、保育所においては、保育士定数に算入できるのが正看護師に限定されており，また，運営費に保育士と看護士の人
件費差額が反映されていないこと等から，看護師の確保が難しく看護師の配置が進んでいないのが現状である。
【改正の必要性】当該規定を参酌基準化することや、省令改正により算入対象を准看護師まで拡大する規制緩和を行うことが必
要。
准看護師は，嘱託医の指導の下，適切な保健指導など看護師と同様な役割を担うことが可能と考えられ，また，病児・病後児保育
対策事業の職員配置では，准看護師まで認められていることから，保育士定数に算入できる範囲を、看護師のみでなく准看護師ま
で拡大し，看護師等を配置しやすくすることが必要である。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
　・乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定（同基準33条２項
及び附則）については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に
加え、准看護師についても保育士とみなすことができるよう措置する。

農地転用面積が４ヘクタールを超える場合の農地転用許可権限
を現行の農林水産大臣から都道府県知事に移譲する。

【権限移譲の必要性】
農地の総量確保のあり方と併せて検討すべきものと考えるが、４ha超の農地転用許可については、国よりも農地の状況をより把握で
きる県に権限移譲を行うことで、事務処理全体の時間短縮や申請人の負担軽減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで５件発生
所要期間が長いものの例としては、２年８ヶ月（協議５回）、１年６ヶ月（協議４回）

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 703 02_農業・農地 都道府県 鹿児島県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条及び第５条 ４ヘクタールを超える農地転
用に係る都道府県知事への
許可権限の移譲
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 704 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鹿児島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第３項，同法施
行令第12条

指定区間外の国道に関する
都市計画決定等に係る国へ
の同意協議の廃止

都市計画法では，都道府県が管理する指定区間外国道に関す
る都市計画決定（変更）について，国土交通大臣の協議同意が
定められているが，事前相談を含め，相当に時間を要している現
状から，同意等の手続を廃止すべきである。

【規制緩和の必要性】
都市計画法第18条第３項において，都道府県は，国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画を決定又は変更するとき
は，国土交通大臣の同意協議が必要とされ，同法施行令第12条において，一般国道に関する都市計画についても，国の利害に重
大な関係があるものと規定されている。
しかし，一般国道に関する都市計画については，国の利害に影響を及ぼさないと考えられる事案であっても，法に基づき国土交通
大臣に協議が必要とされているところであり，事前相談を含め，相当に時間を要している現状から，同意等の手続を廃止すべきであ
る。（国との同意協議を要しないと考えられる事案及びその理由は別紙のとおり）

【県管理国道に係る同意協議の事務の実績】
平成10年度から平成21年度：７件
申請書提出から同意までに要した期間は平均して約１か月半であるが，申請前には下協議等があり，それらの協議には数ヶ月要す
る場合もあった。

H26 705 09_土木・建築 都道府県 鹿児島県 国土交通省、財務
省

A　権限移譲 河川法第100条，国有財産法第9条
第３項，第31条の２，第31の３，第
31条の４及び第31条の５，国有財
産法施行令第６条第２項第１号ヲ，
不動産登記法116条

準用河川の用に供されてい
る国土交通省所管の国有財
産の登記嘱託及び境界決定
事務の権限移譲

不動産登記法及び国有財産法に基づき，都道府県は，国土交
通省大臣所管の国有財産のうち，準用河川の用に供されている
ものについては，所有権保存登記の嘱託を行うこととされている。
また，国有財産法に基づき都道府県は，国土交通省所管の国有
財産のうち，準用河川の用に供されているものについて，隣接地
との境界確定を行っている。これらの事務については，特例条例
による権限移譲が進んでいる現状があるため，市町村へ権限移
譲を行うべきである。

【権限移譲の必要性】
１　国有財産法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に隣接する土地所有者からの申請に基づき，県が準用河川の境界立会を行っている。
２　不動産登記法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に供する国有財産について，所有権保存登記等の登記所への嘱託を行っている。
３　河川法に基づく市町村の事務
市町村は，準用河川の機能の維持のため，準用河川の管理者として，準用河川の境界立会を行っている。
市町村は，準用河川の機能の維持のため河川法に基づき管理を行っていることから，国有財産法等に基づく財産管理としての境
界立会，登記嘱託等の事務も市町村が行うことが効率的である。
１と２の事務は，特例条例による権限移譲が進んでいる現状があるため，法改正による市町村への権限移譲を行うべきである。
【当県における事務の実績】
１　国有財産法に基づく県の事務
平成22年度から平成24年度：実績なし
２　不動産登記法に基づく県の事務
平成23年度：16件，平成24年度：14件
【特例条例による市町村への移譲状況】
本県内：１，２ともに42市町村中，３２市町村（76.2％）
全国：国有財産法に基づく事務→31道府県，不動産登記法に基づく事務→22道府県

H26 706 11_その他 都道府県 鹿児島県 総務省 A　権限移譲 地方自治法第９条の５ 新たに生じた土地の告示事
務の権限移譲

地方自治法では，市町村の区域内に新たに土地が生じたとき，
市町村長はこれを確認し，都道府県知事に届出を行い，知事は
直ちに告示しなければならないとされている。一方で，全国的に
特例条例による権限移譲が進んでいる現状があるほか，告示の
迅速化，手続の簡素化の観点からは市町村へ権限移譲を行うべ
きである。

地方自治法に基づき，市町村の区域内に新たに土地が生じたときは，市町村長はこれを確認し，都道府県知事に届出を行い，都
道府県知事は直ちにこれを告示しなければならない。
この事務については，全国的に特例条例による権限移譲が進んでおり，また，告示の迅速化，手続の簡素化の観点から市町村へ
権限移譲を行うべきである。
＜事務の実績＞
平成22年度：５市町村において14件
平成23年度：１市町村において１件
平成24年度：５市町村において15件

H26 707 05_教育・文化 指定都市 大阪市、大阪府 文部科学省 A　権限移譲 私立学校法第9条
私立学校振興助成法第9条
学校教育法第4条他

私立幼稚園の設置認可・指
導にかかる権限移譲

私立幼稚園にかかる設置認可、認可に必要な答申を審議する
「私立学校審議会の設置運営」、指導及び補助金交付の権限・
財源を指定都市に移譲

子育て支援や教育等、市民生活に直結する事務事業については、基礎自治体が地域の実情に合わせた行政サービスを提供する
必要がある。
子ども子育て支援新制度の施行に伴い、「認定こども園（幼保連携型）」の認可については、政令指定都市及び中核市が行うことと
なるが、私立幼稚園の認可については、都道府県の認可権限となっており、子ども子育て支援新制度を効果的に展開していくため
にも、基礎自治体に設置認可、認可に必要な答申を審議する「私立学校審議会の設置運営」、指導及び補助金交付の権限並びに
財源を移譲し、認可にかかる窓口の一元化を図るべきである。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 708 03_医療・福祉 一般市 安城市 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

幼保連携型認定こども園の学級の
編制、職員、設備及び運営に関す
る基準第７条第３項及び同基準第１
３条第１項において読み替えて準用
する児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第３２条の２

公立施設が幼保連携型認定
こども園に移行する際に必
要な設備基準（自園調理）の
緩和

幼保連携型認定こども園に係る省令に規定される食事の提供に
ついて、満三歳児以上の園児に対する場合にのみ認められる外
部搬入を、公立施設についてはすべての年齢の園児に対して外
部搬入による食事の提供を認めるよう、当該年齢制限を撤廃する
こと。

現在、当市では保育所の食事の提供については、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の
「920　公立保育所における給食外部搬入の容認事業」」の認定を受け、給食センター方式による外部搬入により、０・１・２歳児の給
食を提供している。
子ども子育て支援新制度施行に伴い、公立の保育所及び幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する際、現在は満３歳未満児
について、自園調理が義務付けられているため、当市では公立施設が幼保連携型認定こども園へ移行することが困難になってい
る。
そこで、公立施設については特区における実績を踏まえ年齢制限を撤廃することにより、幼保連携型認定こども園への円滑な移行
を可能とすることを提案するもの。
なお、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の「920　公立保育所における給食外部搬入の容
認事業」」の認定内容を保育所だけではなく、幼保連携型認定こども園も追加することにより、対応できる場合はそちらで対応をお
願いしたい。

６【文部科学省（３）】【厚生労働省(14)】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）（厚生労働省と共管）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供に
ついては、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特
別区域において外部搬入方式を認めることができるよう措置する。

H26 709 01_土地利用（農
地除く）

一般市 安城市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第34条、同法施行令第
21条

市街化調整区域における開
発許可基準の追加

都市計画法第34条に定める開発許可の基準において、市町村
が任意事業として実施する障害者の地域生活支援事業の用に供
する施設を追加する。

【制度改正の必要性】
市街化調整区域内においては、都市計画法第34条第１号及び同法施行令第21条第26号ロの規定により、社会福祉法第２条に規
定する社会福祉事業に係る施設については、開発行為が認められているが、障害者総合支援法第77条に基づき、市町村が任意
事業として実施する障害者の地域生活支援事業に係る施設は原則開発行為が認められていない。日中一時支援サービスなど、利
用できる事業所が不足しており、障害者が住み慣れた地域で身近な場所で障害福祉サービスを提供してもらうための障害者の特性
に応じた適切な対応施策の実施が求められていることも踏まえ、市街化調整区域内においても当該事業に係る施設の建築を行い
やすくし、日中一時支援などのサービスができるようにしたい。

【現行制度で対応困難な理由】
都市計画法第34条第14号（開発審査会）において、愛知県開発審査基準において定められていないため、対応が困難です。

H26 710 10_運輸・交通 一般市 安城市 国土交通省 対象外 道路運送法施行規則第５条 タクシー営業区域の緩和 一般乗用旅客自動車運送事業におけるタクシー営業区域は、道
路運送法施行規則第５条に基づき中部運輸局長が定める営業
区域（西三河南部交通圏：碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知
立市、高浜市）としている。この区域により市域が隣接していなが
らタクシー営業できない地区が存在する不合理が生じ、運行事業
者の参入が限られてしまう弊害が出ている。
従って、地方自治体が行なうコミュニティ交通の場合に限り、当該
都市及び隣接する市町に営業拠点を置く事業者全てに、事業参
入できるよう営業区域の規制緩和を行なう。

地方自治体が行なうコミュニティバスを補完する形で、公共交通不便地域に市民の移動手段として一般タクシーを利用した予約式
乗り合いタクシー実施している。この事業については、昼間の空きタクシーを利用する触れ込みで、運行事業者の参入については
問題なく実施できるものと考えていたが、近年のタクシー運転手不足の問題もあり、事業継続を行う場合の事業者選定に支障が出
ている。広く運行事業者を選定しようにも縛りとしてタクシー営業区域が定められており参加できる事業者が限られてしまうため、せめ
て当該自治体に隣接するすべての自治体に営業拠点を置く事業者については事業参入できるようタクシー営業区域の緩和をお願
いしたい。

H26 711 10_運輸・交通 一般市 安城市 国土交通省 対象外 道路運送法第７８条 自家用自動車による無償住
民輸送における緩和

自家用自動車（白ナンバー）による無償輸送を行なう場合、地域
住民が運転手を行う対価の支払いについて、自治体から現金等
での支払いが出来るように規制緩和したい。

地方自治体が行なうコミュニティバスを補完する形で、公共交通不便地域に市民の移動手段を確保するにあたり、近年のタクシー
運転手不足から予約式乗合い方式での事業継続が難しい状況となっている。そこで、地域住民による自家用車を利用した無償住
民輸送を行う場合、その対価として現金等の支給が道路運送法上できない状況であるため、自治体から運行に必要な費用につい
ては現金等での対価の支払いが出来るよう規制緩和をお願いしたい。

H26 712 02_農業・農地 一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第3条第1項第5号
農地法第3条第2項第2号
農地法施行令第6条第1項第1号ロ

市町村が農地を取得する
際、許可不要にすることにつ
いて

国または都道府県の場合は、この権利が認められており、その許
可も不要とされている。これについては、農業大学や農業高校や
試験場等の所有・運営の必要性からと考えるが、今後において
は、農業の一層の振興、特に食育や地産地消をはじめとしたまち
づくりの観点と多角的な都市経営の観点により、基礎自治体であ
る市町村においても、農地の権利移動を許可不要としていただく
よう取り計らいをいただきたい。

これからの農業の保全振興を考えた場合、基礎自治体である市町村が農地を積極的に取得し、食育や地産地消をはじめ、都市と
農村地域の交流等を見据えた様々な事業を展開しながら、活用を進めていくことは大変重要である。また、長期的にはまちづくりや
都市経営の観点からも、基礎自治体の農地取得による多角的な活用が求められると考える。
したがって、現在の農地法で規制されている基礎自治体の農地の所有権取得及び活用の要件を緩和し、許可不要としていただき
たい。。
また、本件については、これからの特色あるまちづくりの重要性から、個々の自治体の発意に応じて選択する「手挙げ方式」の採用
についても、考慮いただきたい。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅱ）農地の利活用を目的とした市町村による農地の権利取得については、市町
村が作成する農用地利用集積計画に基づいて権利の設定又は移転が行われる
場合には、農地の権利移動に係る農業委員会の許可が不要である場合（３条１項
７号）に該当することを、地方公共団体に周知する。

H26 713 01_土地利用（農
地除く）

町 聖籠町 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第29条及び43条 地方公共団体が行う市街化
調整区域内の開発行為等に
ついて開発許可を不要とす
ること

開発許可権者が行う開発行為または建築行為（以下「開発等行
為」という。）については、行為目的により必要な開発審査会の議
を不要とすることを含めて許可制度対象外とする。

【法改正による規制強化】
都市計画法第２９条（４３条）においては、線引き都市計画区域内では、開発許可権者についても開発等行為の目的によって、許可
制度の対象となっている。現行法は、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」による都市計画法
の改正（H18.5.31公布）によるものであるが、この法改正以前においては、開発許可権者が行う開発等行為は許可対象外とする規
定があった。つまり、法改正により、国・県のみならず、事務権限移譲市町村も一律に開発等行為への規制強化となった。
【今後の懸念】
今後において、「個性を活かし自立した地方」に向けたまちづくりを推進するにあたっては、市町村が設置する施設（建築物）の用途
がますます多様化するとともに、開発等行為も多岐にわたるものと推測される。案件によっては開発審査会（事務局：県）を経る必要
が生じるものとなるが、開催は３ケ月毎を予定としており、そのため開発許可権者側も相当の事務量を費やしている一方で、付議
は、開発権者が許可妥当と判断するもののみ上程していることから、実質的に形骸化していくことも考えられる。
【制度改正の必要性】
市町村が強い意志をもって行う政策としての開発等行為は、市町村が定めている土地利用計画上の整合等を踏まえ位置を選定
し、他法令との調整を経て行うものでもあり、まちの特色や独自性を活かし、地方公共団体がスピード感あふれる住民サービスの向
上や大幅な事務量の削減のためにも、地方公共団体、特に事務権限委譲市町村が行う開発等行為に対しては、開発許可制度適
用除外とすべきと考えるものである。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 714 01_土地利用（農
地除く）

町 聖籠町 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第7条
都市計画運用指針Ⅳ-2-1-B

区域区分の決定（変更）に係
る要件の緩和

「都市計画運用指針」で示している市街化区域の要件に関して、
「特殊な事情により、市町村土地利用施策が制度面から支障が
生じているなどの市町村の場合は、その市町村の土地利用構想
に基づき市街化を図るべき区域」とするなど考えられる。

【町都市計画の経緯】
本町は、S39年に新産業都市建設促進法の指定がされ、国・県主導の新潟東港開発を機にS39年都市計画指定、S45年に近隣市
町村と新潟都市計画区域として線引きされた。結果、政策的な必要性に迫られたものといえ、大部分を占める地域は市街化調整区
域となった。
【支障事例】
現在、町都市計画マスタープランに基づき、個性豊かで特色ある独自のまちづくりを進めているが、実現化にあたっては区域区分
規制で困難となっている。例として、S52年の役場庁舎移転や町制施行を機に、役場周辺地区に公共施設を整備し、地区を「中心
市街地促進エリア」とし住環境整備促進しているが、市街化調整区域により円滑な促進が抑制されている。新潟都市計画区域は、3
市町構成で、区域区分変更は単独市町ではできず、また、区域区分の考え方は、都市計画法第7条に関連して都市計画運用指針
に示されているが、市街化区域編入は確固たる整備の担保性、さらに、全体人口フレームの調整等から変更要件が厳しく、まちづく
りの自由度は極めて低いものとなっている。
【制度改正の必要性】
線引き都市計画は大都市圏では効果的に機能していると理解されるが、線引き後40年以上経過し、時代の潮流の中で町の姿は大
きく変わり、当初から引きずる土地利用規制の下で、描くまちづくり推進の方向性と法制度とが大きく乖離している事例もあるものと考
える。よって、特色あるまちづくりを目指すためには、特殊事情により支障が生じている市町村においては、区域区分の変更等に関
する都市計画決定に対して、要件を大幅に緩和することで、実態に応じた柔軟で適正な都市計画の推進が図られるよう改革を望む
ものである。

H26 715 07_産業振興 町 聖籠町 経済産業省 A　権限移譲 工場立地法第4条の2 工場立地法第４条の２の緑
地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限の希望町村
への移譲

工場立地法に規定する緑地面積率等の規制緩和に関する地域
準則の制定権限を、都道府県から希望する町村に移譲する。

【支障事例】当町に唯一存在する工業団地「新潟東港工業地帯」は概ね分譲済みであり、隣接地に事業用地を求めることが困難な
状況。今後同工業団地において更なる事業拡大を望む特定工場に対する行政側の支援策としては、緑地面積率の緩和による支
援が考えられるが、工場立地法の地域準則制定に係る事務権限は都道府県が有しているため、町村における準則制定はできな
い。
緑地面積率については、企業立地促進法第10 条の規定により特例措置を実施する手法もあるが、同法の実施要領においては、
第10 条に規定する工場立地法の特例措置が実施された場合、相当程度の効果が見込まれるものとされている。しかし、今後同工
業団地の拡張計画はないため、今後見込まれる投資は、既立地企業の同一敷地内での事業拡大に伴う設備投資が主となることが
想定でき、相当程度の企業立地や雇用拡大を伴うものではないと考える。以上のことから、同工業団地を企業立地基本計画上の重
点促進区域に指定し、緑地面積率の緩和を図ることは不適当であると考える。
【制度の必要性】今後の産業振興・企業立地支援施策として工場立地法の緑地面積率等に関する特例を実施する際は、企業立地
促進法よりも、環境保全を図りつつ適正に工場立地が行われるようにすることを目的とする工場立地法の主旨のもと、工場立地法に
おける地域準則の制定による特例措置を行うことが適当と考える。
また、移譲が実現した際には、環境保全を図りつつ周囲の環境と調和の取れる範囲で積極的な企業支援施策を図ることで、より地
域の自主性を発揮することができる。

H26 716 02_農業・農地 町 聖籠町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項・第13条第2項・第4項

農振農用地区域からの除外
に係る都道府県知事への届
出制への緩和

①～④を満たす場合は都道府県知事への届出により除外とす
る。
①10ha未満の農用地区域であり、他の農用地区域と連たんせ
ず、通作ができないこと
②現状が遊休農地又は荒廃農地
③転用目的が再生可能エネルギー施設設置
④除外要件を市町村長が適当と認める（但し、農業委員会及び
土地改良区並びに農業協同組合の同意を得る）
また、上記で当該農用地区域の半分以上除外される場合、当該
農用地区域の残農用地区域についても③④を満たす場合は、併
せて届出により除外とする。

【支障事例】
農振法で農地の合理的利用を目的のひとつとしているが、現況が遊休農地又は荒廃農地であったとしても第13条第4項により、都
道府県知事との協議に半年以上要している。加えて現状では、再生可能エネルギー施設は同意しかねる除外理由であり、事業申
請者が発意できない状況になっている。
【制度改正の必要性】
エネルギー政策基本法で定めるエネルギー基本計画において再生可能エネルギーに関して遊休地の活用も支援していくとされて
いる。また、10ha未満の連たんせず、通作ができない農用地区域は、除外しても集団化又は効率化に支障を及ぼすとは考えられ
ず、担い手への農地集積に支障を及ぼす恐れもない。よって土地の有効活用の観点から、再生可能エネルギー施設を設置するこ
とにより、我が国の持続的発展に寄与することができる。
【懸念の解消策】
都道府県知事との協議・同意をなくすことで、他市町村間の隣接農用地区域の効用が損なわれる懸念が想定されるが、届出により
県に調整役として関与してもらうことで補填できることから懸念は解消される。

H26 717 02_農業・農地 町 聖籠町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条・第5条 農地転用基準の緩和 当町提案4による除外後の農地に限り、農地法の規定に関わらず
転用可とする。

【支障事例】
当町提案4による農振除外後も農地法第4条及び第5条により転用して有効活用を図ることが出来ない場合がある。特に農地種の判
断基準については、農地の性質そのものに着目したものではなく、周囲の状況等により判断されるため、遊休農地又は荒廃農地で
あっても、原則転用出来ない第1種以上農地として扱われることがある。
【制度改正の必要性】
エネルギー政策基本法で定めるエネルギー基本計画において再生可能エネルギーに関して遊休地の活用も支援していくとされて
いるが、第1種以上農地と扱われる限り転用できない。しかし、この制度改正により土地の有効活用の観点から、再生可能エネル
ギー施設を設置することが可能となれば我が国の持続的発展に寄与することができる。
【懸念の解消策】
第1種以上農地で再生可能エネルギー施設を無秩序に開発される懸念が想定されるが、当町提案4による農振除外後の区域に
限って転用を認めることから当該懸念は解消される。また、当該区域の第1種以上農地が開発されることにより、隣接農地への往
来、通作等に影響がある懸念も想定されるが、もともと遊休農地又は荒廃農地であり、往来、通作等への新たな影響があるとは想定
されない。

H26 718 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 栃木県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第９条第14項 都道府県の土地利用基本計
画の変更に係る国土交通大
臣への協議の事後報告への
変更

国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用基本計画（計画
図）を変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議
を廃止し、事後報告へ変更する。

【制度改正の必要性】
国土利用計画法第９条第14項の規定により、都道府県が策定する土地利用基本計画の変更のうち、計画図の変更（都市計画見直
しに伴う都市地域の拡大又は縮小、農業的土地利用を図る必要がなくなったことによる農業地域の縮小（市街化区域編入）、農業
振興事業の実施に伴う農業地域の拡大、林地開発に伴う森林地域の縮小、自然環境保全に伴う自然保全地域の拡大等）は、国と
協議を要することとされている。
土地利用基本計画は、都道府県レベルの土地利用調整等に関して都道府県が策定しているもので、また、計画図の変更案件につ
いては、各個別規制法において、事前に国の関係機関との調整を終了している。さらに、知事の附属機関である栃木県国土利用計
画審議会において、多方面からの意見聴取を行っており、国との協議自体が形式的なものとなっていることが多いため、協議事項で
はなく、簡易な資料による事後報告事項とするべきである。
【支障事例】
計画図変更に伴う国との協議は、年１、２回であるが、案件毎に提出書類（※）を作成しなければならず、事務負担軽減の観点から
も、協議事項ではなく、事後報告事項とするべきである。なお、今後は、メガソーラー事業に伴う森林地域の縮小案件の大幅な増加
が予想される(平成26年度は、森林地域の縮小案件５件のうち、３件がメガソーラー事業に伴うものであり、平成27年度は、20件程度
が予想される）。
（※）提出書類：変更内容総括表、変更地域別概要、変更区域図（縮尺５万分の１）、変更区域図（縮尺１０万分の１）、市町村・国土
利用計画審議会への意見聴取の結果

［再掲］
６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。

H26 719 02_農業・農地 都道府県 徳島県、兵庫県 農林水産省 A　権限移譲 地域資源を活用した農林漁業者等
による新事業の創出等及び地域の
農林水産物の利用促進に関する法
律第５条
農林漁業者等による農林漁業及び
関連事業の総合化並びに地域の
農林水産物の利用の促進に関する
基本方針

六次産業化・地産地消法に
基づく総合化事業計画の認
定

現在、本計画の認定は農林水産大臣が実施しているが、この権
限を都道府県に移譲する。併せて認定要件を緩和する。

本法に基づく地域の農林水産物の利用促進計画の策定は都道府県で行っており、本計画の認定に当たっての十分な知見を都道
府県が有しているところ。一方、申請者にとっては、本計画の認定について国（農政局）において認定を受けるという点については、
一定の時間を要することから、農業の成長産業化に向けて、円滑な事業実施を行うためにも、本計画の認定を、地域の実情に熟知
した都道府県が実施することにより、認定件数の増加につなげ、地域農業の活性化につなげることが出来る。また、併せて、開発済
商品の生産拡大及び機械化による省力化を対象とするよう、認定要件を緩和する。


